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臼杵藩におけるキリシタン禁制政策と民衆統制

� 佐藤晃洋

はじめに

16世紀半ば、日本へキリスト教が伝来し、新たな宗教的環境が生まれた。
豊後国（現在の大分県の大部分）では、天文20年（1551）に大友宗麟（1530～

87）がフランシスコ・ザビエル（1506～52）を府内（大分市）に招き、自らも
キリシタンとなった。イエズス会『1614年日本年報』

1）
は、豊後国にはかつて

「高田」（大分市）、「野津」（臼杵市）、「志賀」（竹田市）に拠点があったことを
記しており、布教開始から五十年余の間に、確実にキリスト教は豊後国に広が
り組織化も進んでいたといえる。しかし、この日本年報の2年前、慶長17年

（1612）に江戸幕府はキリシタン禁制を打ち出し、翌年には全国的禁教令を布
告した。当時、豊後国は小藩分立の状態であり、『1614年日本年報』に記され
ていた「高田」は臼杵藩をはじめ諸領入り交じりの地、「野津」は臼杵藩領、

「志賀」は岡藩領であった。各藩は、幕府
の政策に沿ってキリシタン禁制を次第に厳
格化していった。

本稿では、臼杵藩宗門方役所文書群が大
半を占めるマレガ収集の豊後キリシタン文
書群（以下、マレガ資料）の分析を通じて
確認できた臼杵藩におけるキリシタン禁制
政策について、マレガの研究やその後の村
井早苗氏や豊田寛三氏の研究など

2）
を念頭に、

その推移とともに特色を具体的に明らかに 図1　豊後国のイエズス会の拠点
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したい。ポイントの第一点は、禁教初期における対策として、個人の改宗から
「いえ」（家族をはじめ名子・下人等を含む家内、以下同）を単位とする統制となり、
そして村などの行政単位による統制となっていった、統制単位や枠組みの変化
である。ポイントの第二点は、キリシタン禁制政策としての宗門改が、類族管
理を目的としたものから、民衆全体の統制をめざすものとなる政策の目的の変
容である。

１．キリシタン禁制政策の開始

（1）個人から「いえ」へ

江戸幕府による慶長18年（1613）の全国的禁教令に沿って、臼杵藩は慶長
19年（1614）からキリシタン対策に本格的に取り組みはじめた。臼杵藩がとっ
た、領内にキリシタンが存在しない状態をつくる政策の推移について、マレガ
資料により詳細にみていくことにする。

臼杵藩のキリシタン禁制政策は、当初、キリシタン一人一人が改宗すること
をめざして実施されている。マレガ資料に含まれる正保3年（1646）の「きり
したん宗門重而御改ニ付五人組御書物之事」

3）
のうち、キリシタンが改宗した年

が記されている48通から改宗した者87人を見ると、30年以上前1人、慶長16

表1　村ごとのキリシタンが改宗した人数� （人）

村組等 香野村 香野村 香野村 香野村 香野村 香野村 香野村 香野村 香野村 東神野村 東神野村 東神野村 中臼杵 中臼杵 大田善兵衛組
計

村 柴尾村 赤迫村 池原村 日当村 寺小路村 小切畑村 中山村 筒井村 広原村 河原内村 宮本村 吹越村 家野村 井野上村 吉小野村 畳屋町

30年以上前 1 1
慶長16 1611 1 1
慶長18 1613 1 1
慶長19 1614 2 2 1 1 1 2 1 10
元和 8 1622 4 22 22 1 1 1 51
寛永 8 1631 3 1 4
寛永10 1633 2 4 1 4 4 1 16
寛永11 1634 3 3

計 7 5 1 22 29 2 1 1 4 1 3 1 4 1 1 3 1 87
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年1人、慶長18年1人、慶長19年10人、元和8年（1622）51人、寛永8年（1631）

4人、寛永10年16人、寛永11年3人となっている。また、「ころひきりしたん
（転びキリシタン）宗門重而御改ニ付御請状之事」に改宗がどのように進められ
たかが記されている。表1に含まれていないが、慶長19年に改宗し、戸次市村

（大分市）妙正寺の旦那となった宮河内村（大分市）の助左衛門の場合、寛永11
年の宗門改にさいして、奉行の前でキリスト像などを描いたものを踏んでキリ
シタンでないことを証明している

4）
。この事例から、絵踏が寛永11年に少なく

とも改宗した者を対象として実施されたことがわかる。
現存している「きりしたん宗門重而御改ニ付五人組御書物之事」においては、

寛永12年（1635）以降に改宗した者は記されていない。このことから、臼杵藩

写真1　�きりしたん宗門御改ニ付起請文前書之事（A2.4.10.1.1）�
ⓒ2022 Biblioteca Apostolica Vaticana

表1　村ごとのキリシタンが改宗した人数� （人）

村組等 香野村 香野村 香野村 香野村 香野村 香野村 香野村 香野村 香野村 東神野村 東神野村 東神野村 中臼杵 中臼杵 大田善兵衛組
計

村 柴尾村 赤迫村 池原村 日当村 寺小路村 小切畑村 中山村 筒井村 広原村 河原内村 宮本村 吹越村 家野村 井野上村 吉小野村 畳屋町

30年以上前 1 1
慶長16 1611 1 1
慶長18 1613 1 1
慶長19 1614 2 2 1 1 1 2 1 10
元和 8 1622 4 22 22 1 1 1 51
寛永 8 1631 3 1 4
寛永10 1633 2 4 1 4 4 1 16
寛永11 1634 3 3

計 7 5 1 22 29 2 1 1 4 1 3 1 4 1 1 3 1 87
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女九人
一、助右衛門　　　家内　　　　四人　　　　内男弐人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女弐人
一、次郎介　　　　家内　　　　九人　　　　内男五人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女四人
一、三ノ助　　　　家内　　　　六人　　　　内男四人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女弐人
一、少五郎　　　　家内　　　　三人　　　　内男壱人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女弐人

（中略）

　　　　　男合弐百六拾九人　　内五人ハ前きりしたん
　　　　　女合弐百五拾七人　　内五人前きりしたん
　　男女合五百弐拾六人
　　起請文数合七拾二
　�右之外、私触内ニ壱人も誓紙ニはつれ申者無御座候、若隠置申通、以来

被聞召出候ハヽ、□（庄）屋曲事ニ可被仰付□（候）

　　寛永拾弐年
　　　　　十一月廿日� 柴尾村［　　］（下部欠損）

　　　伊藤兵太夫殿
　　　上川清兵衛殿

男女合計526人、起請文数（「いえ」数）72通となっている。また、井野村組

写真2　�重而きりしたん宗門御改被成ニ付御請状之事（A2.4.10.2.1）�
ⓒ2022 Biblioteca Apostolica Vaticana
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の「きりしたん宗門御改之御帳」には記載されていない「男合弐百六拾九人、
内五人ハ前きりしたん、女合弐百五拾七人、内五人前きりしたん」という村組
内の「前きりしたん（転びキリシタン）」の人数が集計されている。井野村組に
は、「前きりしたん（転びキリシタン）」がいなかったということであろうか。

なお、臼杵藩は、起請文や「きりしたん宗門御改之御帳」を提出するさいに、
各村組の庄屋には別に請状（「重而きりしたん宗門御改被成ニ付御請状之事」）を提
出させている。たとえば、寛永12年12月14日付の東神野村（臼杵市）の「重
而きりしたん宗門御改被成ニ付御請状之事」

9）
を見ると、起請文の内容に間違い

が無いこと、「拾人組」で相互監視することなどが記されている（写真2）。
臼杵藩は、寛永12年に、幕府が宗門改を命じたことに基づき、「いえ」ごと

に起請文を作成させるとともに檀那寺にも証明させ、村組ごとに集約し、庄屋
に責任をもって管理させるように請状も提出させたのである。藩宗門方では、

「いえ」ごとの「きりしたん宗門御改ニ付起請文前書之事」と村組ごとの「き
りしたん宗門御改之御帳」を臼杵藩のキリシタン対策の基礎資料として保存し
活用したと考えられる。

このように、臼杵藩では、領内にキリシタンが存在しない状態をつくるため
に、当初はキリシタン一人一人に改宗をさせるというキリシタン個人を対象と
した政策を行い、さらに「いえ」を単位としてキリシタンがいない状態の維持
を徹底させる政策に転換していったのである。

（2）監視対象の拡大

島原・天草一揆（1637～38）後、幕府によるキリシタン禁制政策はさらに強
化され、臼杵藩もさまざまな側面から政策を強化していった。

正保3年（1646）には、監視対象の拡大を図った。慶長19年（1614）にキリ
シタン禁制政策がとられる前に改宗した者は、それまでの宗門改では対象とな
っていなかったが、正保3年には絵踏を行っている。マレガ資料に含まれる正
保3年の「きりしたん宗門重而御改ニ付五人組御書物之事」のなかには、慶長
16年に改宗した1人と慶長18年に改宗した1人が記されている

10）
。この2人は、

正保3年、奉行の前で絵踏を行いキリシタンでないことを証明しているが、こ
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れ以降、改宗した者として監視されることになった。
また、改宗した者が改宗する前に生まれた子どもは、当人が覚えていなくて

も幼少時に洗礼（幼児洗礼）を受けている可能性があるとして、監視の対象と
された。正保3年、幼児洗礼を受けた可能性のある者は、絵踏によりキリシタ
ンでないことを証明している。「きりしたん宗門重而御改ニ付五人組御書物之
事」の中には、9人が記されている

11）
。

（3）地縁の寸断

臼杵藩ではこの頃から改宗した者を「転びキリシタン」と呼ぶようになり、
改宗した者を対象として「ころひきりしたん宗門重而御改ニ付御請状之事」を
作成・提出させた。ねらいは、キリシタンではないことを確認するとともに、

「いえ」の人名等を書き出させることにあった。
このような改宗した者を対象とした禁制政策と並行して、臼杵藩は、それま

での「拾人組」を「五人組」として再編成し、組ごとに「きりしたん宗門重而

御改ニ付五人組御書物之事」を作成・提出させている。
マレガ資料に含まれる正保3年（1646）の「きりしたん宗門重而御改ニ付五

人組御書物之事」
12）

をみると、五人組100組のうち、改宗した者がいる「いえ」
が1軒含まれているのが42組、2
軒含まれているのが5組、3軒含
まれているのが1組となっている。

「いえ」数では507軒のうち、改
宗した者がいる「いえ」は55軒、
人数では1828人のうち、改宗し
た者は87人である。この87人を
正保年間の「豊後一国之絵図」

13）
の

村名を参考に絵図に重ねると、図
2のごとくである。図中に数字で
示した改宗した人数を見ると地域
に偏りがあり、当然ではあるがイ

図2　�「きりしたん宗門重而御改ニ付五人組御
書物之事」に記された改宗者の分布
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エズス会の拠点があった図の左下あたりの野津地域（臼杵市）に改宗した者が
多い

14）
。

正保3年8月16日付の池原村1軒と寺小路村4軒（ともに臼杵市）で編成され
た五人組による「きりしたん宗門重而御改ニ付五人組御書物之事」

15）
（写真3）を

見ると、キリシタン禁制に関して守るべき5項目が記され、5軒の当主が署名
捺印している。そして「いえ」ごとに旦那であると檀那寺が証明した書類を貼
り付けている。「いえ」に檀那寺が異なる者がいる場合は、それぞれの檀那寺
から証明をもらい、重ねて貼り付けてある。たとえば、5軒目の寺小路村善吉
の「いえ」の場合、2人が戸次（大分市）妙正寺の旦那、4人が野津（臼杵市）

普現寺の旦那であるという各々の寺の証明が重ねて貼られている。この文書1
枚で5軒の「いえ」合計30人の証明となっている。

この五人組のなかには、慶長19年（1614）と元和8年（1622）に転んだ者が1
人ずつ含まれている。檀那寺の証明書には、転びキリシタンの人名、転んだ年
号とともに、現在は当寺の旦那であると明記されている。藩宗門方が領内すべ
ての五人組分を所持していれば、転びキリシタンの管理だけでなく、領民すべ
てを把握することができたであろう。

また、藩は同時期に転びキリシタンを対象とした「ころひきりしたん宗門重
而御改ニ付御請状之事」を提出させている。正保3年8月5日付「ころひきりし

写真3　�きりしたん宗門重而御改ニ付五人組御書物之事（A2.3.3.1）�
ⓒ2022 Biblioteca Apostolica Vaticana
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たん宗門重而御改ニ付御請状之事」
16）

を見ると、かつてキリシタンであった宮河
内村（大分市）の助左衛門が転び、「いえ」全員がキリシタンではないことを
記し、檀那寺が証明している。この文書においては、「いえ」それぞれの名前
の上方に檀那寺の署名捺印がある。宮河内村の助左衛門の「いえ」では、一人
だけ檀那寺が異なっているが、それぞれの檀那寺に持参し署名捺印してもらっ
ている。藩宗門方は、この文書の端裏に「宮川内村ころひ書物　助左衛門」と
記し保管していた。このような取り扱いから、提出された文書は転びキリシタ
ンの基礎資料的な意味をもったと考えられる。

前述のように、改宗した者がいる「いえ」が五人組のなかに散らばっている
状況をみると、改宗した者を固まらせないことを五人組編成に際して留意した
ことがうかがえる。また、常に監視するという意味では同一村内の隣近所で五
人組を編成した方が効果的と考えられるが、1か村内で編成されていた五人組
はわずかに3組であった。2か村で編成されていた五人組が一番多く、74組で
あった。五人組の編成村が3か村は13組、4か村は7組、5か村は3組であった。
臼杵藩は、改宗した者を散らばらせるというだけではなく、各村の地縁的な繋
がりを断ち切って五人組を編成することにより、親しい者同士で隠したりかば
ったりすることが起きないようにし、相互監視の体制を整えていったといえる

17）
。

正保3年（1646）の「きりしたん宗門重而御改ニ付五人組御書物之事」と「こ
ろひきりしたん宗門重而御改ニ付御請状之事」は、臼杵藩がキリシタン禁制政
策を再編・整備し、強化しようとしたあらわれといえ、五人組制度や寺請制度
を考える上でも画期をなすと考えられる。

（4）「宗門改帳」の作成

臼杵藩では、正保3年（1646）9月以降、「ころひきりしたん宗門重而御改ニ

付御請状之事」の提出完了の報告およびキリシタン禁制に関する5項目等の遵
守について記し、五人組ごとに「いえ」の筆頭者に署名・捺印させた「貴理志
旦御改五人組之御帳」を村組ごとに作成させている。臼杵藩は「貴理志旦御改
五人組之御帳」により、どの五人組のどの「いえ」に改宗した者がいるかを把
握したといえる。
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正保3年の「森村組
貴理志旦御改五人組之
御帳」

18）
（写真4）を見る

と、森村・葛木村・猪
野村（いずれも大分市）

の五人組23組が取り
ま と め ら れ て い る。

「いえ」の筆頭者名の
上方に檀那寺名、村名
が記され、筆頭者の署
名・捺印があり、各頁
に五人組2組分が記さ

れている。
この後、臼杵藩においては、「いえ」全員の名前や檀那寺の証明が記された

「ころひきりしたん宗門重而御改ニ付御請状之事」と、村組ごとに「いえ」の
筆頭者を書き連ねた「貴理志旦御改五人組之御帳」との内容をまとめた「宗門
改帳」を、宗門改のさいに作成するようになっていく。改宗した者に焦点をあ
てるのではなく、領民全員の名前や檀那寺を記した「宗門改帳」により領民一
人一人を把握できるようにしたといえる。そして、臼杵藩は、延宝元年（1673）

に、「宗門改帳」を幕府に提出している
19）

。

2．キリシタン禁制政策の確立とその後

（1）“豊後崩れ”と類族制度の完成

万治3年（1660）5月、熊本藩領高田手永（大分市）において潜伏キリシタン
が捕縛された。これをきっかけとして、臼杵・岡・府内等の藩領や幕府領にお
いて潜伏キリシタンが多数捕縛されている。潜伏キリシタンの捕縛は天和2年

（1682）頃まで続き、これらを総称して“豊後崩れ”と呼んでいる。
このようななかで、臼杵藩では、寛文5年（1665）に宗門奉行を設置して3

写真4　�森村組貴理志旦御改五人組之御帳（A1.3.10.1）�
ⓒ2022 Biblioteca Apostolica Vaticana
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名を任命し、延宝5年（1677）以降、
長崎奉行所から踏絵1枚を借用して絵
踏を実施している

20）
。長崎へは宗門奉行

が借用に出かけている。当初は町人・
百姓らを対象として、1年目に絵踏に
よる宗門改、2年目に「宗門改帳」の
作成という隔年での実施であった。延
宝7年（1679）からは藩士の「いえ」
も対象に加え、貞享2年（1685）から
は宗門改に領内人口の把握という目的
も加味している。そして、元禄元年

（1688）からは、それまで絵踏をして
いなかった僧侶も対象に加えるととも
に、絵踏の実施を毎年としている。絵
踏の対象を増加させたため、長崎奉行所から借用する踏絵も2枚となっている。

また、貞享4年（1687）7月16日、臼杵藩では幕府が発布した「（キリシタン

禁制）覚」について、藩重役を城に集めて申し渡している
21）

。「覚」では、改宗
した者を「転びキリシタン本人」、改宗する前に生まれた子どもを「本人同然」
と呼び監視対象としていたが、今後これらの人々に加えて、改宗した後に生ま
れた子どもをはじめとする親族を「類族」として監視対象とすることが定めら
れている。臼杵藩では、幕府の「覚」に沿って、「転びキリシタン本人」や

「本人同然」ごとに「類族」を書き上げた「切死丹本人幷類族御帳」（写真5）

を作成し、類族管理の基礎台帳としている。たとえば、小池原村（大分市）の
吉之丞の場合

22）
をみると、吉之丞は「本」と朱書され、親類として30人が書き

上げられている。
「類族」の監視は、「転びキリシタン本人」や「本人同然」が死亡しても続け
られている。出生、死亡、婚姻、養子縁組、転居、出家等の変動は届け出るこ
ととされた。各村や村組では、「切死丹本人幷類族御帳」等を基にして「類族
名寄帳」を作成し、常に変動を記録していた。たとえば、丹生原村組（大分市）

写真5　�切死丹本人幷類族御帳（A1.14.6.2）�
ⓒ2022 Biblioteca Apostolica Vaticana
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の宝暦6年（1756）「類族名寄帳」
23）

では、丹生原村組の原村（大分市）に197人
の「類族」が記載されている。
「類族」については、特に、「行方知れず」が大きな問題として重要視されて
いた。家老らの協議の場である「御会所」において議題とされた事項が記され
た「御会所日記」をみると、「転びキリシタン本人」や「本人同然」が死亡し
てしまって以降は、キリシタン関係の事項は、「類族」の行方不明に関するも
のが中心となっている。たとえば、宝暦6年の丹生原村組の原村（大分市）に
関する事項を、「宝暦六年　御会所日記全」

24）
から探すと、「類族」の袈裟次郎の

行方不明に関する内容だけである。
袈裟次郎の行方不明は、2月4日に庄屋から宗門奉行に報告された

25）
。

　　覚
　　　　　　　　　　　　　　　　掛町左太郞子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　丹生原村権之丞家内
一、本人同然里村太右衛門妻孫　　　　　　袈裟次郎　当子二拾六歳
　　他領類族ニ出不申候　 　　　　　　　　　真宗光国寺旦那
　�右之袈裟次郎、子ノ二月朔日朝六つ時分ゟ不図立出相見不申候ニ付、近

辺旁々相尋申候得共、行方相知レ不申候、尤立出候様子親類幷近所之者
共吟味仕候処ニ、着侭ニ而立出何そ子細も無御座候由、此段御内証御注
進申上候、以上

� 丹生原村庄屋　又左衛門
宝暦六子年二月四日
　　宇野仁右衛門様
　　河村儀大夫様
　　加納小兵衛様

この後の経過が、2月末日に、次のように記載されている
26）

。
一�、先達而申上候丹生原村類族袈裟次郎行方相尋候処、唯今日向表江罷在

候也、親共帰参之儀、相願申候、彼表江申遣候得共、三十日之余も懸り、
日数相延申候、如何可仕哉之旨、庄屋申聞ニ付、類族之儀ニ候得は、日
数懸り候迚も連帰候様、可仕旨、庄屋江申付候由、宇野仁左衛門御月番



� 臼杵藩におけるキリシタン禁制政策と民衆統制　　227

江相達也
袈裟次郎は、日向（宮崎県）で見つかり、連れ戻そうとしているというので

ある。3月14日に連れ戻し、庄屋から宗門奉行・郡奉行に報告されると、3月
18日、袈裟次郎に絵踏をさせている

27）
。

右、三月十八日、踏絵御改被仰付、御旅之者ニ付、日帰り召連罷出申候
このように、「類族」の行方不明に関する内容が「御会所日記」に記載され

ている。なお、庄屋の報告内容は、庄屋が作成した各種文書のなかに写しとし
て確認することができる。

（2）絵踏の年中行事化

元禄元年（1688）からは僧侶も含めた全領民対象に絵踏を毎年行うようにな
っていくと、臼杵藩における宗門改は毎年ほぼ同様の流れで実施されるように
なった。

丹生原村組（大分市）の「宝暦五年　御触状写」
28）

を見ると、宝暦5年（1755）

の宗門改に関して次のように申し渡されている。
�　毎春之通宗門御改踏絵被仰付候間、家内帳生死出入来ル廿三日限相極御
帳認置可申候、此段日限は追て可申触候事
一、他所江参もの来ル廿三日ゟ其所之御改済候迄、毎之通差留可申候事
一�、組中有之寺社・山伏・浪人、右之段可申聞候、家内付は改之前日毎之

差出可申候事
一�、組中他領行帳、病人帳毎々通り認可申候、諸々前々ゟ被仰付候通ニて

候間、弥々入念可被申候事
一�、男女盲目之もの病人同前其村々ニて相改可申付候間、病人帳ニ書入可

申候事
文中の「家内帳」は絵踏による宗門改の際の台帳となるものであり、前年分

を参考に出生・死亡および婚姻や転居等による出入を踏まえて修正して、「い
え」ごとにすべての人名、続柄、年齢、檀那寺を記載し、村ごとに集約するこ
とになっている。類族の註記もなされている。また、村組内の寺社・山伏・浪
人も記載することになっていた。
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「家内帳」に関連して作成された文書に「他領行帳」と「病人帳」がある。宗
門改の当日、大庄屋宅等の絵踏会場に行くことができない者を集約したもので
ある。奉公・遊学等で他地域にいる者はそれぞれの場所で絵踏をすることにな
っていることから、その確認のために「他領行帳」が作成されている。また、
病気等で自村から動けない者を「病人帳」に集約し、各村を訪問して絵踏を実
施するために作成されている。目の見えない者も各村で絵踏を実施していたの
で、「病人帳」に記載されている。作成したこれらの文書は、大庄屋のもとに
村組分が集められ、宗門改に際して宗門奉行に提出されている。

また、村組では、村組内の「生死出入」を発生した日ごとに記していき、月
締めで村組内の人数の増減を集計し、藩の宗門奉行・郡奉行宛に提出していた。
類族に限らず、村組のすべての人々の変動を記し、報告しているのである。村
組にはその写しである「生死出入月払帳」が残されている場合がある。たとえ
ば、丹生原村組（大分市）に関して、「宝暦十一年　生死出入御月払写帳」

29）
の

正月分は、次のように記されている。
　巳正月中払
　　　　覚
一�、丹生原村惣右衛門ニ正月十日ニ男子生申候、但し名は伊八と申候、

代々真宗専想寺旦那
　　　　　　　　　　……
一�、丹生原村惣右衛門弟源三郎三拾八歳真宗専想寺旦那、此者正月三日ニ

同村銀左衛門後家婿養子ニ引越申候
　　　　　　　　　　……
一�、同村（註・丹生原村）又六孫もん三歳ニ而、正月十六日ニ病死仕候、則

真宗専想寺御取置
　　　　　　　　　　……
　　　　　　　　　　　　出生男三人
　　　　　　合拾三人内　出入之者四人　内男壱人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女三人
　　　　　　　　　　　　死人六人　　　内男三人



� 臼杵藩におけるキリシタン禁制政策と民衆統制　　229

　　　　　　　　　　　　女三人
右之外、生死出入之者壱人も無御座候、以上
　　宝暦十一巳年正月晦日　　　　　　　　　　　　丹生原村庄屋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　又左衛門
　　宗門御奉行御三人様　　　御壱通差上申候
　　御郡御奉行御三人様　　　右同断副書差上申候

このように、まず出生した者として惣右衛門の子・伊八以下3人が記され、
続いて養子等により変動があった者として源三郎以下4人、最後に死亡した者
として6人が記されている。この文書は、庄屋から宗門奉行と郡奉行それぞれ
に提出されている。藩宗門方は各村組からの月ごとの報告により人の変動を掌
握し、各村組ではその写しを「生死出入月払帳」として残し、「家内帳」を作
成する際の資料としていた。

時代は下がるが、文化14年（1817）に実施された宗門改についてみてみよう
30）

。
臼杵藩では、長崎奉行所から踏絵2枚を借用するために出張する者を、前年の
12月に宗門下役の麻生金兵衛と決定した。金兵衛は1月2日に長崎奉行への書
状を預かり、3日に随行5人・馬1疋を従えて長崎に向け出発した。11日に長
崎に到着した金兵衛は長崎奉行所において踏絵2枚を受け取り、21日に臼杵に
帰着している。藩では、23日から城下町に住む町人たち、28日から家臣団、2
月3日から領内を2分割して廻村し、絵踏による宗門改を実施している。廻村
の終了は21日であった。踏絵2枚の返却は、2月1日に決定していた宗門下役
の和田三郎左衛門が、23日に随行5人・馬1疋を従えて長崎に出発している。
三郎左衛門は3月2日に踏絵2枚を長崎奉行所に無事返却し、12日に臼杵に帰
着している。このように、臼杵藩は、絵踏による宗門改に毎年4か月近くの時
間をかけていたのである。

一方、領民はどのように宗門改を受けていたのであろうか。丹生原村組（大

分市）を例にみてみよう
31）

。まず、宗門改の台帳となる「家内帳」を作成してい
る。正月16日に各村の村役人が各「いえ」に前年以降の出生・死亡・婚姻等
の変動について修正することを指示し、約半月かけて村保存用の「家内帳」を
作成している。完成したものを村役人が3回の読み合わせで確認した後に「い
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え」ごとに捺印し、2月3日からこれを基にして藩へ提出する「家内帳」の作
成に取りかかっている。15日までに、藩提出用の「家内帳」を完成させると
ともに、「他領行帳」と「病人帳」も作成している。

1か月をかけて宗門改に必要な文書を作成しているが、作成途中に出生や死
亡、病気等の追加事項が発生した場合には、そのつど書き直すことはできない
ので、追加事項1件ごとに文書を作成して宗門奉行に提出することになってい
た。また、宗門改当日の急病人も文書を提出していた。2月18日、丹生原村組
に関する絵踏が大庄屋宅で実施され、病人等は各村で行われた。

このような準備の状況や月々の生死出入等の報告状況等をみると、村組をあ
げて、「類族」であるかどうかに関係なく村組全員の変動を確認し、宗門改が
問題なく終了するように慎重に取り組んでいる様子がうかがえる。また、作成
した文書をみると、月々の生死出入等の報告なども含め宗門改を毎年実施する
ことにより、藩がすべての領民の動向を把握できるようになっていたことがわ
かる。

（3）キリシタン禁制に対する意識の変化

臼杵藩は、延宝5年（1677）以降、長崎奉行所から踏絵を借用する際には宗
門奉行が出張することにしていた。それから130年以上が経過した文化7年

（1810）、長崎奉行所に踏絵を借用しに行くのは宗門下役の役割に変更されてい
る
32）

。宗門奉行が出張すれば随行も多く費用が多額となるが、宗門下役の出張で
随行の人数も少なくなれば費用を節約することができるという藩財政改革の一
環であった。財政窮乏に対する苦肉の策といえるが、踏絵借用を宗門下役に任
せるという判断は、踏絵借用に対する藩の意識変化のあらわれといえるし、年
中行事として形式化していたといえるであろう。

文化14年（1817）正月18日、臼杵藩の家老等の協議の場である御会所にお
いて、次のような申渡しが行われている

33）
。

一�、在中宗門御改之節、宗門奉行始御役人取賄之儀致手軽候様、毎々申聞
候得共、兎角ニ別近年之儀は相弛之趣に相聞、去秋作毛不宜一統難渋之
事ニ候得者、尚更是迄毎度申聞候通、規度相心得、手軽ニ取計候様可申
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付候、御郡奉行被申聞也
宗門改のための宗門奉行一行の廻村が、過度に領民の負担となっている状況

があるので、負担軽減を図るようにというのである。
宗門改に関する支出について、丹生原村組（大分市）の状況をみると、次の

ように記されている
34）

。
　　　　　　覚
一、銭五拾五匁　　　　　筆紙墨代
　　　　　　　　　　　　　　　印肉拵代共ニ
一、同八匁五分五厘　　　米代
一、同弐拾弐匁五分　　　酒代
一、同拾六匁三分　　　　肴代
一、同拾七匁六分六厘　　諸道具買物
一、同五匁　　　　　　　病人入用
一、同弐拾四匁三分弐厘　帳面取調る入用
一、同六拾五匁七分　　　諸品買物
　　〆弐百拾五匁三厘
　　　人高千三百八拾人
　　　　但し、壱人ニ付壱分六厘

「家内帳」を作成するための筆・紙・墨代や印肉作成費用等の他に、米代・酒
代・肴代等も計上されている。これらの費用は、村組で人数割りして徴収して
いた。臼杵藩御会所において申し渡された負担軽減とは、この米代・酒代・肴
代等の賄い費用のことであろう。

前述した「家内帳」等の作成に時間をかけて正確な内容を記載している領民
の姿からは、「家内帳」等の正確さを求めている藩の姿勢を垣間みることがで
きた。その一方で、藩における絵踏に対する重要性の意識の希薄化ともいえそ
うな状況がみえてきた。これらのことは、キリシタン禁制政策としての宗門改
が、民衆統制のための年中行事的なものとなり、重点が「家内帳」等による民
衆把握に置かれるようになっている実態を示している。

臼杵藩における宗門改は、安政5年（1858）まで絵踏を伴うものであったが、
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その後は戸籍調査的なものとして明治4年（1871）まで実施されている。

むすびにかえて

以上、臼杵藩におけるキリシタン禁制政策について検討してきた。ここで、
本稿の概要とマレガ資料のもつ可能性についてまとめておきたい。

臼杵藩のキリシタン禁制政策は、慶長19年（1614）以降、キリシタン一人一
人に対して檀那寺を決めさせたり絵踏を行ったりして改宗させていった。その
結果、元和8年（1622）を中心に多くのキリシタンが改宗している。そして、
表面上キリシタンがいない状況になった寛永12年（1635）、檀那寺による旦那
であるという証明が書き込まれた「いえ」ごとの起請文を作成させ、改宗した
者を「いえ」単位で把握し、再びキリシタンとなることがないように監視する
体制を作っている。

島原・天草一揆後、正保3年（1646）、臼杵藩では、慶長19年（1614）以前に
改宗した者や改宗した者が改宗する前に生まれた子どもにも絵踏を行わせ、監
視の対象者として政策の強化を図った。あわせて、五人組制度を整え、正保3
年、五人組に「きりしたん宗門重而御改ニ付五人組御書物之事」を作成させ、
藩宗門方に提出させた。改宗した者を散らばらせ各村の地縁的な繋がりを断ち
切って五人組を編成することにより、知っている者同士で隠したりかばったり
することが起きないようにし、監視体制のさらなる強化を図った。

延宝5年（1677）以降は藩の宗門奉行が絵踏の際に長崎奉行所から踏絵を借
用するようになり、元禄元年（1688）からは全領民を対象として毎年絵踏を実
施するようになった。

絵踏を伴う宗門改に際して「宗門改帳」も作成しており、貞享4年（1687）

には「類族」も監視対象とされ、臼杵藩のキリシタン禁制政策は確立した。
臼杵藩における宗門改は明治4年（1871）まで継続されている。しかし、19

世紀になると、藩は「家内帳」をはじめとする宗門改に関する文書は時間をか
けて正確に作成させる一方で、長崎奉行所への踏絵借用は宗門奉行から宗門下
役の役割に変更され、絵踏に際して酒・肴等が準備されるなど絵踏に対する重
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要性の意識が希薄化している状況がみえるようになった。宗門改が民衆統制の
ための年中行事的なものとなり、「家内帳」等による民衆把握に重点が置かれ
るようになっていった。

臼杵藩におけるキリシタン禁制政策に関する史料は、一部の村等に残る控え
や写し等と藩御会所で議題とされた記録以外には、あまり残っていない。村な
どから提出され藩宗門方が保管していた文書が、マレガ資料に多数含まれてい
ることから、地元に残る古文書や遺跡・遺物などとともに研究することで、そ
の地域に限らず近世の日本におけるキリシタン禁制政策やそこでの人々の生活
の状況、多種多様な宗教生活のありよう等、さらに具体化できるものと考えら
れる。

註
 1）Lettera annva del Giappone del M. DC. XIV. al molto Reuerendo Padre Mvtio Vitelleschi, 

Generale della Compagnia di Giesv. 1614（注記：『1614年日本年報』初版）大分県立図書館所蔵。
 2）本稿は、村井早苗『幕藩制成立とキリシタン禁制』（文献出版、1987年）、同『キリシタン禁

制と民衆の宗教』（山川出版社、2002年）、豊田寛三「キリスト教の禁圧」（『大分市史 中』大
分市、1987年）等の研究に負うところが大きい｡

 3）マレガ資料A2.3.3.1～A2.3.3.2.1、A5.4.2.1.1～A5.4.2.7.1.7「きりしたん宗門重而御改ニ付五人
組御書物之事」100通。

 4）マレガ資料A2.3.1.1「ころひきりしたん宗門重而御改ニ付御請状之事」、マレガは、この絵踏
を「臼杵藩に於ける最も古い記録」としている（『豊後切支丹史料』サレジオ会、1942年）｡

 5）マレガ資料A2.4.10.1.1「きりしたん宗門御改ニ付起請文前書之事」。
 6）臼杵藩においては、各村組に総括責任者として原則一人の「庄屋」、各村には「弁指」が置

かれた｡ 天保5年（1834）以後は、庄屋を「大庄屋」、弁指を「（小）庄屋」と称するようにな
った｡ 本稿では、村組を統括する者の呼称として「大庄屋」を使用する｡

 7）マレガ資料A2.3.13.1「きりしたん宗門御改之御帳」。
 8）マレガ資料A2.4.2.1.1.12「きりしたん宗門御改之御帳」。
 9）マレガ資料A2.4.10.2.1「重而きりしたん宗門御改被成ニ付御請状之事」。
10）マレガ資料A5.4.2.5.1.8、A5.4.2.5.2.10「きりしたん宗門重而御改ニ付五人組御書物之事」2通。
11）マレガ資料A5.4.2.4.4、A5.4.2.5.1.3、A5.4.2.5.1.7、A5.4.2.5.2.3、A5.4.2.5.2.6、A5.4.2.5.3.7、

A5.4.2.5.4.5「きりしたん宗門重而御改ニ付五人組御書物之事」7通。
12）マレガ資料A2.3.3.1～A2.3.3.2.1、A5.4.2.1.1～A5.4.2.7.1.7 「きりしたん宗門重而御改ニ付五人組

御書物之事」100通。
13）「豊後一国之絵図」臼杵市蔵。
14）野津にある村の1か村全体の状況がわかる寛文6年（1666）の「川登組清水原村人数之御帳」
（マレガ資料A1.3.1.3.1）を見ると、「いえ」数30軒、188人（男103人、女85人）のうち、改宗



234　　第2部　豊後キリシタン・類族文書の研究

した者は19人（男11人、女8人）と記されている｡ 清水原村住民の1割が改宗した（かつてキ
リシタンであった）者ということになる｡

15）マレガ資料A2.3.3.1「きりしたん宗門重而御改ニ付五人組御書物之事」。
16）マレガ資料A2.3.1.1「ころひきりしたん宗門重而御改ニ付御請状之事」。
17）正保3年（1646）「森村組貴理志旦御改五人組之御帳」（マレガ資料A1.3.10.1）では、森村組

の森村・猪野村・葛木村3か村で23組の五人組が編成されているが、すべて2か村か3か村で
構成されており、転びキリシタンがいる「いえ」14軒は1軒ずつ散らばって組み込まれている。
しかし、同じ森村組の天保8年（1837）「宗門御改ニ付毎月仕上五人組御書物」（マレガ資料
A1.3.12.1）では、47組の五人組が編成されているが、すべての五人組が同一村内で構成されて
いる｡ この間に、五人組の当初の目的が達成されたとして、相互扶助や犯罪防止等も目的とし
つつ再編されたのであろうか｡

18）マレガ資料A1.3.10.1「森村組貴理志旦御改五人組之御帳」。
19）「稲葉家譜17」臼杵市蔵。
20）「稲葉家譜19」臼杵市蔵。
21）「貞享四年 御会所日記」臼杵市蔵。
22）マレガ資料A1.14.6.2「切死丹本人幷類族御帳」。
23）池見家文書「類族名寄帳」大分県立先哲史料館寄託。
24）「宝暦六年 御会所日記全」臼杵市蔵。
25）「宝暦六年 諸願留書」臼杵市蔵。
26）註24に同じ。
27）註25に同じ。
28）池見家文書「宝暦五年 御触状写」大分県立先哲史料館寄託。
29）池見家文書「宝暦十一年 生死出入御月払写帳」大分県立先哲史料館寄託。
30）「文化十四年 御会所日記」臼杵市蔵。
31）池見家文書「文化十四年 踏絵御改御用留書」大分県立先哲史料館寄託。
32）註30に同じ。
33）註30に同じ。
34）註31に同じ。
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寛永12年の「南蛮誓詞」と臼杵藩のキリシタン禁制

� 大津祐司

はじめに

マレガ資料中に、臼杵藩宗門方が保管していた寛永12年（1635）作成の文書
が三百数十点含まれている

1）
。これらは文書群のなかではもっとも古い。その大

半は「南蛮誓詞」と呼ばれる起請文「きりしたん宗門御改ニ付起請文前書之事」
で、単体、あるいは村や町ごとに複数通から数十通まで継がれた継紙の状態で
収められていた。他には、起請文に基づいて作成された「きりしたん宗門御改
之御帳」や「庄屋の請状」等が数点含まれる。寛永12年に作成された文書が
これほど遺されていることは、マレガ資料の大きな特色の一つである。
「南蛮誓詞」は、これまで岡田章雄や片岡弥吉らによって分析されてきている。
本稿においては、両氏の分析を根底に置きながら、まず臼杵藩の「南蛮誓詞」の
形式と内容を確認し、「南蛮誓詞」と「きりしたん宗門御改之御帳」の関係につい
て考察する。つぎに「南蛮誓詞」が作成された背景および「南蛮誓詞」作成当
時の臼杵藩における寺院の動向・状況を確認する。そして「南蛮誓詞」と「き
りしたん宗門御改之御帳」が後にどのように活用されたかについて言及したい。

1．「南蛮誓詞」と「きりしたん宗門御改之御帳」

「南蛮誓詞」は、キリスト教を信仰していないことを誓う起請文のことである。
寺の証明をとり、日本の神々だけではなくキリスト教の神にも誓うので「南蛮
誓詞」と呼ばれている。片岡弥吉によれば、その案文は寛永12年（1635）、京
都所司代板倉重宗によって広く示され、肥後藩では、その前年の寛永11年10
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月に長崎の荒木了伯（トマス）に頼んでいた案文が届いていたとする
2）
。そして

寛永12年に全国一斉に厳重なキリシタン詮索が行われて転びキリシタンから
誓詞をとり、絵踏を行わせたという

3）
。岡田章雄は、京都所司代板倉重宗によっ

て発せられた布告について、法金剛院文書や鹿苑寺文書等によって分析し、ま
た、マレガ神父が著した『豊後切支丹史料』から府内万寿寺の門徒が提出した
起請文と庄屋の請状を引用して検討し、起請文は転宗者のみではなく、広く一
般の領民に書き上げさせたと推測している

4）
。

寛永12年の「南蛮誓詞」は、現在、京都・熊本・臼杵などの地域に遺され
るものに限られる状況である

5）
。臼杵藩の寛永12年の「南蛮誓詞」に注目する

ならば、その形式は2種類といえる。一つは他地域と異なる臼杵藩独自の形式
のもの、もう一つは熊本藩（肥後藩）のものと同形式のものである。ここでは
大半を占める形式を「臼杵形式」、熊本藩と同様のものを「熊本形式」と呼び、
その内容を確認し、「きりしたん宗門御改之御帳」で起請文の提出者について
確認したい。

（1）「熊本形式」の内容構成

マレガ資料のなかで「熊本形式」は、臼杵城下の畳屋町のみで採用されてお
り、その記載内容はつぎのとおりである

6）
。

史料1　きりしたん宗門御改ニ付起請文ヲ以申上候書物之事
7）

一�、私儀家内上下七人内六人者一向宗、壱人法華宗ニて御座候、度々之御
改ニ付、去年も書物仕、右之寺々之住持旦那無紛と之証文を取、差上申
候処ニ、今度従

　�公儀御改稠敷被仰出ニ付而、又々右之寺々之住持裏判を取、差上申候、
ケ様ニ申上候而も心中ニきりしたんを守り申儀も可有御座との儀ニ付、
きりしたん之起請文を仕上申候、ていうすせすきりしとさんたまりやあ
んしよへやとの御罰を蒙り、永クゐんへるのに落可申候、こんせいしや
しゆらめんと偽少も不申上候、勿論如右申上きりしたんニ而無御座候、
若相違於有之者、忝も

　�日本国中大小之神祇八幡大菩薩、愛宕山権現、当国ニ而ハ由原八幡、関
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六所権現、殊ニ氏神之御罰ヲ可蒙罷候、右之通毛頭偽不申上候、きりし
たん宗門之者承出シ申上者有之ハ、最前之御高札之前、急度御褒美可被
遣候間承付候、尤早速申上候様ニと下々男女ニ至迠堅ク申付置候処如件

　　寛永拾弐年
　　　　霜月二日
　　　　　　　　　　　　　　　　忠右衛門かしやたゝみや町
　　　　　　　　　　　　　　一向宗安養寺㊞　　　少八（花押）（血判）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　同妻（血判）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　はゝ（血判）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　子　亀松（血判）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　同　きく（血判）

　　　　　　　　　　　　　　法華宗　　　　小者　松若（血判）

　　　　　　　　　　　　　　一向宗安養寺　下女　まん（血判）

　　　たゝみや町
　　　　　　太左衛門殿
　　　　　　少左衛門殿
　　右紙面之内壱人松若法花ニ候条
　　被加判畢仍如件　法音寺
　　　　　　　　　　　日行（花押）　法華宗㊞

写真1　�きりしたん宗門御改ニ付起請文ヲ以申上候書物之事（A6.2.7.5.1.〈5〉）�
ⓒ2022 Biblioteca Apostolica Vaticana
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右七人ノ内六人ハ当寺ノ門徒儀紛無御座候、以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　慶誓（花押）

人数合七人　
内

三人男
　　　　　　　四人女

「熊本形式」は宗派の記述から始まる。そして去年も書き物を作成して旦那寺
の証文をとって提出したことを述べ、キリスト教を信仰していないことをキリ
スト教の神や信仰の対象と日本の神々に誓う。さらに、キリシタン宗門の者を
訴えれば高札に記された褒美がもらえることも記している

8）
。この少八の家内7

人の起請文では、6人の旦那寺の安養寺と小者松若1人の旦那寺法音寺が証明
を記している。そして寺院の証明後に起請文は町年寄に提出されたとみられる。

（2）「臼杵形式」の内容構成

つぎに、マレガ資料中の「南蛮誓詞」の大半を占める「臼杵形式」の記載内
容を確認していく。

史料2　きりしたん宗門御改ニ付起請文前書之事
9）

一�、私儀妻子共ニ終ニきりしたん宗門ニ不罷成候、真宗善法寺旦那ニ而御座
候、度々御改被成候、去年も去々年も書物仕、彼寺之旦那ニ紛無御座候
旨証文を取、差上申処ニ今度従　公儀御法度稠被仰出付、又右之寺之住
持此起請文に裏判を取上申候、我等屋敷之内家之内老若男女わらんへ迠
も此起請ニはつれ申者壱人も無御座候、若心中ニきりしたんを守り申儀
も御座可有かと被入御念候間、きりしたん起請文を仕上申候、ていうす、
せすきりしと、さんたまりや、あんしよ、へやとの御罰蒙、永クゐんへ
るのに落可申候、こんせいしや、しゆらめんと少茂偽不申上候、若少も
偽於申上者忝も

日本国中大小神祇八幡大菩薩、愛宕山大権現、当国ニ而者由原八幡宮、関
六所権現、祇薗牛頭天王、殊ニ氏神各御罰可罷蒙者也、仍起請文如件
　寛永拾弐年
　　拾一月十日　　　　　　　　　　　中ノ川村　　太兵衛㊞（血判）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女房（血判）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むす子　くま（血判）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　せんちよ（血判）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むすめ　みや（血判）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小者　　市蔵（血判）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なこ　　市郎（血判）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なこノ女房　 （血判）

　此太兵衛家内共ニ合八人当寺旦那
　紛無御座候　善法寺㊞　　正益（花押）

　　　伊藤兵太夫様
　　　上川清兵衛様

「臼杵形式」は、「私儀妻子共ニ終ニきりしたん宗門ニ不罷成候」という文言か
ら始まり、宗派と旦那寺名、「去年も去々年も」書き物を提出したこと、公儀
から厳しい法度が出されたため起請文に旦那寺の「証文」をとって提出するこ
と、家内にキリシタンはいないこと等が述べられている。そしてキリスト教を
信仰していないことを、キリスト教の神や聖人などの信仰の対象と日本の神々
の双方に誓うことが記されている。キリスト教の神や聖人など（ていうす、せ

すきりしと、さんたまりや、あんしよ、へやと）に対しては、起請文に偽りがあ
れば「ゐんへるの」に落ち、「こんせいしや、しゆらめんと」

10）
に誓って偽りを

言わないとしている。
日本の神々に挙げられているのは、「八幡大菩薩、愛宕山大権現」、豊後国に

写真2　�きりしたん宗門御改ニ付起請文前書之事（A6.2.1.1.1.〈5〉）�
ⓒ2022 Biblioteca Apostolica Vaticana



240　　第2部　豊後キリシタン・類族文書の研究

おいては「由原八幡宮、関六所権現、祇薗牛頭天王」、そして「氏神」で、偽
りを言えばこの神々の罰を蒙るとしている。これらの文言の後に、家族全員と
小者や名子や下人などの隷属農民の名前を記し、押印あるいは花押を記させ、
血判を押させている。そして最後に旦那寺が人員を確認して門徒であるとの証
明を書き加えている。
「去年も去々年も書物仕、彼寺之旦那ニ紛無御座候旨証文を取、差上申」とあ
ることから、臼杵藩では寛永10年（1633）からキリシタン宗門改のために領民
から書き物を提出させ、少なくとも寛永11年には旦那寺の証明書を提出させ
ていたことが確認される。

臼杵藩が寛永12年に領民に「南蛮誓詞」を提出させるにあたって、なぜ熊
本形式と臼杵形式の2種類の形式が用いられたのかを考察するために、相違点
等について整理、確認しておきたい。

①提出された時期は11月の2日と10日で、大きな差異はない。
②熊本形式は城下町（町方）で用いられ、城下町以外（在方）は臼杵形式。
③�提出先は、城下町は町年寄、在方は藩の役人。また、この2点の比較では

見えないが、在方は地域によって提出する役人が異なっている
11）

。領民が
「南蛮誓詞」を作成する際には、それぞれの提出先から文面の指示があっ
たことは疑いないであろう。

④�文言の大きな違いは、熊本形式は「去年も書物仕、右之寺々之住持旦那無
紛と之証文を取、差上申候」で、臼杵形式は前述したように「去年も去々
年も書物仕、彼寺之旦那ニ紛無御座候旨証文を取、差上申」と記されてお
り、寛永10年から旦那寺の証明書を提出させていた可能性を残す。

⑤�熊本形式のみ、キリシタン宗門の者を訴えれば高札に記された褒美がもら
えることを記している。

以上のことから、確定的な答えは得られないものの、また、町年寄の役割と
権限も検証しなければならないが、宗門方がまだ設置されていない状況下で、
町方と在方で起請文の提出先が異なったことが統一されなかった要因の一つと
推測される。なお、畳屋町の領民について証明している旦那寺と在方の領民の
旦那寺はほとんど差異がないため、寺院の影響はないとみられる。
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（3）「きりしたん宗門御改之御帳」の作成と「前きりしたん」の把握

臼杵藩での寛永12年（1635）の禁教政策は、「南蛮誓詞」を提出させること
に留まらなかった。藩は寛永11～12年に村組を再編し、組庄屋は領民が提出
した「南蛮誓詞」をもとに、村組ごとに「きりしたん宗門御改之御帳」を作成
して藩に提出した。マレガ資料中には、柴尾村組（柴尾村・平岡村・江無田村・

田篠村・戸室村）、門前村組（門前村・市村・野村）、佐志生組（大濱村・中津浦

村・佐志生之内藤田村・左志生村・黒岩村・下ノ江村）、井野村組（井野村・田ノ口

村・北ノ川内村）の4冊の「きりしたん宗門御改之御帳」が残されていた
12）

。し
かし、現在、バチカン図書館が所蔵するのは、柴尾村組、井野村組の2冊と門
前村組の表紙のみである。門前村組の本文と佐志生組の帳面は、調布のサレジ
オ神学院に保管されていたことを1980年代前半に大分県立図書館が確認した
が、今回の調査では資料群中にその存在を確認できなかった

13）
。昭和59年（1984）

の撮影資料を踏まえ、「きりしたん宗門御改之御帳」とはどういうものか、上
記のなかから門前村組を取り上げ、記載内容を確認していくこととする。

史料3　「きりしたん宗門御改之御帳」（寛永12年、門前村組）
14）

　　きりしたん御改ニ付起請文人数ノ御帳
御高百六拾六石壱斗七升九合五勺　御蔵納
　　　　　　　　　　　　　門前村　給所
一、孫左衛門　家内　七人　内男四人
　　　　　　　　　　　　　　女三人
　（中略）

写真3　きりしたん宗門御改之御帳（寛永12年、門前村組）（大分県立図書館所蔵写真帳）
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一、勘助　　家内　拾弐人　内男七人
　　　　　　　　　　　　　　女五人
　　　　　　　　　　　　男四拾四人
　　　　　　　　　　　　女四十壱人
　　　　　　　　　　男女合八十五人
　（中略）

　　　　男合三百五拾弐人、内三拾弐人ハ前きりしたん
　　　　女合三百七人、内三十壱人前きりしたん
　　男女惣合六百五拾九人
　�　起請文数合百壱ツ　内　二ツハ前きりしたんニ付
　　　　　　　　　　　　家壱門ゟ誓紙二ツ出申候
　�右之外私触内ニ壱人も誓紙ニはつれ申者無御座候、若隠置申通以来被聞

召出候ハヽ庄屋曲事ニ可被仰付候
　　寛永拾弐年
　　　　十一月廿日� 門前村庄屋　勘助

表紙には「きりしたん宗門御改之御帳」とあるが、内題は「きりしたん御改
ニ付起請文人数ノ御帳」と書かれており、起請文（南蛮誓詞）の提出に基づい
て作成された台帳であることが確認される。次いで村組を構成する村ごとに、
村高、村名、起請文を提出した各家の家長名、家内の人数（総数、男女の内訳）、
村の男女の人数、総数が記されている。村ごとの記載の後には村組の男女の人

表１　「きりしたん宗門御改之御帳」内容の概略

村組名 家　　数 男 女 男女合計
前キリシタン
男 女

佐志生組
＊起請文数165 165 684 602 1286 72 43

柴尾村組
＊起請文数72 72 269 257 526 5 5

門前村組
＊起請文数101 101 352 307 659 32 31

井野村組
＊起請文数69 69 308 275 583 記載なし
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数と「前きりしたん」の人数、そしてその後に総人数、起請文数と説明が書か
れている。最後に「誓紙ニはつれ」た者がいないことを庄屋が誓い、年月日と
名前を記している。

記載内容から、起請文は転びキリシタンのみではなく全領民が提出したこと
が確認される

15）
。なお、門前村組を含めた4冊に記されている内容の概略は表1

の通りである。井野村組以外は「前きりしたん」の記載が見られる。
ここで門前村組「きりしたん宗門御改之御帳」の起請文数とそれに続く文言

「起請文数合百壱ツ　内　二ツハ前きりしたんニ付家壱門ゟ誓紙二ツ出申候」
について検討してみたい。これは門前村組の帳面のみに見られる記述である。
まず、起請文は101通で、そのうち2通が「前きりしたん」と捉えられる。そ
して「前きりしたん」の家からは「誓紙」を2通（2種類）提出していると受け
取れる。また、「前きりしたん」なのは2家とも受け取れるが、門前村組の「前
きりしたん」の人数が63人で2家のみというのは、「きりしたん宗門御改之御
帳」に記載されている家の最大人数が23人なので考えられない。「前きりした
ん」のうちの2家が、何らかの理由で「誓紙」を2通提出したということであ
ろう。また、前述したように門前村組以外の村組には起請文数に続く文言は記
載されておらず、家数と起請文数も同数であるため、起請文のなかに「前きり
したん」が別途提出した起請文が入っていることも考えにくい。遺っている

「南蛮誓詞」を見ると、キリスト教を信仰しないという誓いや旦那寺の証明は
書かれているものの、管見の範囲では前にキリシタンであったことが確認され
る文言が入っているものはない。しかし、組庄屋が起請文（南蛮誓詞）に基づ
いてこの「きりしたん宗門御改之御帳」を作成したさいには、「前きりしたん」
の人数を把握しているので、記載するための確かな情報があったはずである。
史料は未見であるが、把握する方法として、門前村組のようにキリシタンであ
ったことがわかる「誓紙」も提出させられた可能性は高いと考えられる。

2．「南蛮誓詞」作成の背景 ―寛永10・11年の状況―

先にみた臼杵形式の「南蛮誓詞」中に、「去年も去々年も」書き物を提出し
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たという記述があるが、マレガ資料中に寛永10・11年（1633・34）に作成され
た文書は確認できない。よって、正保3年（1646）に提出された文書中に見ら
れる野津地域での転宗状況、および熊本藩の寛永10・11年のキリシタン禁制
状況を参考にして、臼杵藩での「南蛮誓詞」作成の背景について検討したい。

（1）寛永10・11年の信仰状況

正保3年（1646）に作成された「きりしたん宗門重而御改ニ付五人組御書物
之事」には、五人組の構成者ごとに旦那寺が作成した寺請の証明書が貼付され
ている。かつてキリシタンであった者については、転宗した年や状況等が記載
されており、転宗年は慶長年間（1596～1615）から寛永11年（1634）にわたっ
ている。具体的には、「キリシタンが改宗した年が記されている48通をみると、
慶長19年（1614）10人、元和8年（1622）50人、寛永8年（1631）4人、寛永10
年（1633）16人、寛永11年（1634）3人」

16）
という状況である。とりわけ元和8

年に転宗した記録が多く、弾圧が厳しかったと推測される。
そして、その弾圧をくぐりぬけて信仰を保った者も寛永10年にはほとんど

転宗せざるを得なかったと見受けられる。野津地域で寛永10・11年に転宗し
た事例、状況を示しておこう。

史料4　「きりしたん宗門重而御改ニ付五人組御書物之事」の貼紙
17）

野津香ノ村之内寺小路村道休夫婦幷男子又兵衛、同善太郎、同長十郎、娘
弐人、弟太郎作合八人、浄土真宗也、但道休夫婦、又兵衛、太郎作四人ハ
此已前きりしたんニて御座候ヲ、寛永十年之御改ニころひ、でうすの絵を
もふみ申候、浄土真宗当寺之旦那其紛無御座候、仍寺請判形如件
　正保三年八月十六日� 臼杵善正寺恱玄
　　御奉行所

史料5　「きりしたん宗門重而御改ニ付五人組御書物之事」の貼紙
18）

野津広原村助二郎夫婦一向宗前方きりしたんニて御座候を、寛永十年ニこ
ろひ当寺旦那ニ罷成候、男子大助幷娘弐人、弟久市一向宗当寺旦那紛無御
座候、仍寺請判形如件
　正保三年八月十六日� のつ黍野□　了仁寺玄順㊞
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　　御奉行所
史料6　「きりしたん宗門重而御改ニ付五人組御書物之事」の貼紙

19）

野津寺小路村孫左衛門夫婦幷親林斎前方きりしたんニて御座候を寛永拾壱
年ニころひ（後略）

　正保三年八月十六日� 野つ黍野村　了仁寺玄順㊞
　　御奉行所

史料4は野津の寺小路村の道休夫婦と家族が寛永10年に転宗した記録で、
「でうすの絵をもふみ申候」とある。絵踏については、「臼杵藩では、寛永十一
年に、かつてキリシタンであった者（転びキリシタン）たちを対象に絵踏をし
ている」と考証されている

20)
が、寛永10年にすでに行われているのか、この史

料の解釈と当該期の他の史料と合わせた検討が必要である。史料5は野津の広
原村の助二郎夫婦が同じく寛永10年に転宗したことを記している。史料6は野
津の寺小路村孫左衛門夫婦と親林斎が寛永11年に転宗した記録である。これ
らの記録を最後に寛永年間の転宗記録は見られなくなる。広原村は「下藤キリ
シタン墓地」がある下藤村の隣村で、寺小路村には「寺小路磨崖クルス」があ
り、下藤村とは野津川を挟んだ隣村である。野津のなかでもとりわけキリスト
教の信仰が深かったとみられる地域であるが、寛永10・11年には信仰を保ち
がたい状況であった。「南蛮誓詞」中にある「去年も去々年も」書き物を提出
させられたことも信仰を続け難くなった大きな要因と考えられる。また一方で、
寛永10・11年（1633・34）まで信仰を続けている者がいたことが、寛永12年
に「南蛮誓詞」を提出させて禁教を徹底させることにつながったと推測される。

（2）熊本藩の寛永10・11年のキリシタン禁制関係文書

では、「南蛮誓詞」中にある「去年も去々年も」書き物を提出させられたと
いう内容はどのようなものであったろうか。前述したようにマレガ資料中に寛
永10・11年（1633・34）に作成された文書が確認できないため、史料が遺る熊
本藩における寛永10・11年のキリシタン禁制の動向をみてみたい。熊本藩の
寛永10・11年のキリシタン禁制については、詳細な研究がなされており

21）
、そ

の内容を含めて検討、確認すると、寛永10年には、キリシタンでないことを
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日本の神々に誓う形で文書が作成されている。翌11年には、寺の証明をとっ
て提出させている。熊本藩では、まず日本の神々に誓わせ、つぎに寺院から証
明をとり、そして寛永12年にはそれまでの内容に加えてキリスト教の神にも
誓わせ、さらに訴人の褒賞制度を広めることも記させた「南蛮誓詞」を提出さ
せている。

臼杵藩の場合も寛永10・11年は、この熊本のような形式であったか、ある
いは寛永10年の段階から寺の証明をとって提出させたと考えられる。そして
寛永12年には熊本藩の影響をうけた「南蛮誓詞」と臼杵藩独自の形式の「南
蛮誓詞」が作成された。

3．「南蛮誓詞」と臼杵藩の仏教界の動向

臼杵形式の「南蛮誓詞」のなかに、臨済宗寺院において、僧侶が妻帯という
理由で証明を無効とした文書が十数点確認される。寛永11年（1634）までは証
明が認められていたが、寛永12年（1635）の「南蛮誓詞」作成の段階で無効と
されている。まず妻帯僧に関する「南蛮誓詞」の内容を見て、つぎに寺請とキ
リシタン教化の役割を果たした寺院と僧侶について、寛永12年前後の動向を
確認しておきたい。なかでもこの時期に大きな動きが確認される浄土真宗と臨
済宗の動向に着目していく。

（1）妻帯僧による「南蛮誓詞」の証明

妻帯を理由に証明が無効とされたため、新たに寺請寺院を求めたことを記し
た「南蛮誓詞」の文面はつぎの通りである。

史料7　きりしたん御改ニ付而起請文前書之事
22）

一�、私儀妻子共ニ終きりしたん宗門ニ不罷成候、禅宗にて野津筒井村妙楽
寺旦那ニ而御座候、度々御改被成候時も書物仕、彼寺之旦那ニ紛無御座
候旨証文を取、指上申処ニ、今度従

　�公儀御法度稠敷被　仰出ニ付而、彼妙楽寺は、さいたい僧ニ而御座候故、
証文証跡ニ成間敷由被仰ニ付而、旦那共方々之寺へ参候間、我々も臼杵
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見星院を頼入、旦那ニ罷成、則裏判取上申候、我等屋敷之内家之内老若
男女ニ至迠、此起請はつれ申者壱人も無御座候、若心中ニきりしたんを
守り申儀も可有之かと被入御念候間、きりしたん之起請文仕上申候、て
いうす、せすきりしと、さんたまりや、あんしよ、へやとの御罰蒙り、
永いぬへるのに落可申候、こんせいしやしゆらめんと偽少も無御座候、
若偽於申上は、忝も　日本国中大小之神祇八幡大菩薩、愛宕山大権現、
当国ニ而ハ由原八幡宮、関六所権現、祇園牛頭天王、殊ニ氏神之御罰可
罷蒙者也、仍而起請文如件

　　　寛永拾弐年　十一月十四日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　東神野村　　与左衛門㊞（血判）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女房（血判）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平吉（血判）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　松次郎（血判）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほと（血判）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉蔵（血判）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　女房（血判）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けさくま（血判）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　けさ（血判）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　うは（血判）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞与市郎（血判）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞女房（血判）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞けさ松（血判）

此与左衛門家内男女共ニ拾人我等旦那今度相定所実正也
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見星院　　東二（花押）

右与市郎男女合三人当寺之旦那紛無御座候　　　正光寺㊞　眷恵（花押）

　伊藤兵太夫様
　上川清兵衛様

東神野村の与左衛門家内の10人については、これまで禅宗の「野津筒井村
妙楽寺」が門徒である証明書を出していた。しかし妙楽寺は妻帯僧のため、寛
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永12年に証明書は無効とされた。それゆえ、臼杵見星院の門徒となったと記
している。「寺院明細帳」によると、この見星院（見星寺）は臨済宗妙心寺派で、
寛永11年の創建である。寺院の証明を見ると、新たな旦那寺の見星院は人員
を確認し、他の3人の旦那寺正光寺は一人ひとりの名前の上に押印している。
寺院は門徒を一人ずつ把握しているとみてよいであろう。

マレガ資料中では、この妻帯僧妙楽寺の東神野村の門徒10軒が証明を無効
とされて旦那寺を見星院に変更している。同じく吉小野村の禅宗圓福寺も妻帯
僧のため、東神野村の圓福寺門徒6軒も見星院に変更している。その一方で、
久木小野村の圓福寺門徒の19軒は圓福寺の証明がそのまま認められている。
段階的、あるいは意図的なものであろうか。

いずれにしても、「南蛮誓詞」と寺請制度によってキリシタン統制を行うに
あたり、藩主の菩提寺月桂寺と同宗の臨済宗寺院には高い倫理が求められた。

（2）僧侶の活動、寺院の創建と統制

臼杵藩では、キリシタンへの統制を強化し、転宗したキリシタンを受け入れ
るために、僧侶の活動と新たな寺院が必要とされた。浄土真宗では、念仏で民衆
の教化にあたった玄順の活動が注目される。玄順は藩主の命を受けて寛永12
年（1635）に野津の地に赴いたといわれ

23）
、了仁寺

24）
の開基となり、転宗したキリシ

タンを受け入れていった。了仁寺は野津在住の臼杵善法寺門徒も引き継いでい
ったようである。また、この時期に創建された寺院として尊形寺

25）
もあげられる。

禅宗では臨済宗の動きが顕著である。藩主の菩提寺臨済宗妙心寺派の月桂寺
とともに中心的存在であったのが、同じ妙心寺派多福寺の排耶僧雪窓宗崔

26）
であ

る。禅宗寺院（臨済宗）の動向を見てみると、津久見の大雄寺は寛永12年に破
却したと伝えられており

27）
、先に見た妙楽寺（野津筒井村）は妻帯僧のため寺院

の証明の効力を失い、同じく圓福寺（臼杵吉小野）も妻帯僧のため一部の門徒
について証明は無効とされた。その一方で見星院（臼杵）が創建され、妙楽寺
と圓福寺の門徒の受け皿となっている。かつて存在し、姿を消した理由が不明
な禅宗寺院については、このときの統制が関係していることが考えられる。ま
た、妙楽寺への対応については、野津の普現寺が関係している可能性が高い。
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（3）普現寺について

普現寺の創建について「寺院明細帳」は、正保4年（1647）と伝えている。
寛保元年（1741）に臼杵藩士太田六郎兵衛重澄が著した「寺社考」には、「峨
嵋山普現寺（板屋村）　禅宗月桂寺末寺也（中略）伝曰有洞院筒井村妙楽寺（ト

云）五山派之禅宗而妻帯也、不肯止妻帯院主退而寺及破壊依テ正保年中月桂寺
四世大安和尚移寺于今之地改寺号為普現附山号」と、妙楽寺が妻帯のため破壊
となり、正保年間（1644〜48）中に月桂寺四世大安和尚が寺を移転させて寺号
を改めて普現寺になったと述べている。さらに妙楽寺の項でも「移寺于同院板
屋村而号普現寺」と板屋村に移って普現寺となったと説明している。慶安元年

（1648）に著された「普現寺略記」には、「（前略）其後寛永正保年間南蛮国ヨリ
切支丹等ノ邪法渡来シテ諸国ニ蔓延ス此郷ヲ最モ盛ンナリトス于茲正保四丁亥
年月桂四世大安和尚当寺ニ於テ（中略）彼邪法ヲ破シ彼邪徒ヲ教誡シテ正法ニ

帰入セシメタリ」と記されている。一方、貞享4年（1687）の黍野村吉内女房
に関する「転之者本人幷類族之御帳」

28）
には、父方伯父の長右衛門について、「此

長右衛門四拾六歳ニ而寛永拾弐年亥ノ十二月廿四日於赤迫村痰病ニ而病死、禅
宗普現寺取置」とある。また、他の帳面

29）
にも「此女房寛永拾年ニ切支丹宗門転

禅宗月桂寺旦那ニ罷成、近所之寺故寛永十四年ニ禅宗普現寺旦那ニ罷成」と、
寛永期の普現寺の動向が記されている。普現寺は寛永12年（1635）から妙楽寺
の門徒を受け入れ、正保4年に正式に寺院として認められたと捉えてよいので
はなかろうか。

4．「南蛮誓詞」と「きりしたん宗門御改之御帳」の活用

寛永12年（1635）に作成された、「南蛮誓詞」と「きりしたん宗門御改之御
帳」は、その後のキリシタン禁制にどのように活用されたのであろうか。幕府
は寛文5年（1665）に諸藩に「宗門改帳」の作成を命じた。そして貞享4年

（1687）には、キリシタン本人と類族（キリシタンの子孫等）に特化した「転之
者本人幷類族御帳」が作成されている。「南蛮誓詞」から30年後、そしておよ
そ50年後に作成された書類との関係について検討していく。
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（1）「南蛮誓詞」・「きりしたん宗門御改之御帳」と「宗門改帳」

まず今一度「南蛮誓詞」と「きりしたん宗門御改之御帳」に記載されている
情報・内容等を確認しておくと、「南蛮誓詞」には、戸主を筆頭に、家族や下
人等について戸主との関係と名前

30）
が書かれている。そして寺院ごとのまとまり

で各寺院が門徒の人数を確認し、門徒である証明文と印が押されている。また、
門徒一人ひとりの名前の上に押印している寺院もある。これによって各人の旦
那寺が確認される。「きりしたん宗門御改之御帳」には、戸主の名前、構成人
数、各村の持高、村組の持高、村の人数、村組の人数、「前きりしたん」の人
数が記されている。

一方、「浄土宗宗門改帳」
31）

を例にとると、「宗門改帳」には家の持高、戸主・
家族・下人等の名前と年齢、人数、各人の旦那寺が記載され、旦那寺の印が押
されている。あわせて牛馬数も記載されている。

両者を比較すると、年齢と牛馬数以外は「南蛮誓詞」と「きりしたん宗門御
改之御帳」に情報があり、作成された寛永12年（1635）の段階で、臼杵藩の庄屋
と寺院は「宗門改帳」作成に必要な情報を集積しているといってよいであろう。

（2）「南蛮誓詞」・「きりしたん宗門御改之御帳」から「転之者本人幷類族御帳」へ

つぎに貞享4年（1687）の12月に作成された、野津の「川登之内白岩村弥五
郎」の「転之者本人幷類族御帳」

32）
を見てみよう。表紙には、弥五郎について

「誓紙ニハ市介と有之」と記しており、本文の最初には、弥五郎について以下
のように記している。

寛永十二年之御帳ニ市介と有之
一、川登之内白岩村　　（朱書）「本」○弥五郎　当卯八十三歳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　寛文五之御帳ニも有之
　　�此弥五郎寛永拾年切支丹宗門転真宗正光寺旦那成申候、八拾壱歳ニ而

貞享二年丑四月廿三日於白岩村中風ニ而死、真宗正光寺取置
貞享4年に「本人幷類族御帳」を作成する際、「誓紙」と「寛永十二年之御

帳」、寛文5年（1665）作成の「寛文五之御帳」で確認している
33）

。「誓紙」は
「南蛮誓詞」、「寛永十二年之御帳」は「きりしたん宗門御改之御帳」、「寛文五
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之御帳」は「宗門改帳」のことと推測さ
れる。ただし、戸主以外の類族にも「寛
永十二年之御帳ニ有之」という記述が見
られるので、「寛永十二年之御帳」は、

「南蛮誓詞」と「きりしたん宗門御改之
御帳」を合わせた内容を指すとも考えら
れる。また、史料中の「本」という朱書
はキリシタン本人のことと推される。

もう1点、マレガ資料中にある、貞享
4年卯11月2日付の「野津才原村助右衛門女房　転類族之内本人に成者幷其類
族御帳　仲ノ村組」

34）
を見てみよう。表紙に「父源七郎誓詞ニ而本人」、末尾に

は「誓詞引合済　野津才原村介右衛門女房見」と朱書きされている。父源七郎
は「南蛮誓詞」によってキリシタン本人と確認されたとみられる。さらに源七
郎の動向が興味深い。帳面の本文には以下のように記述されている。

　　寛永拾弐御帳無之　　　　助右衛門
一、野津才原村　　 ○（朱書）「本」女房　当卯ニ九拾四歳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 寛文五御帳無之
　　　此女房父八熊村源七郎元和拾年於下藤村切支丹宗門
　　　転、此者父不転以前出生仕り、真宗妙正寺旦那罷成、五拾七歳ニテ
　　　慶安三年八月七日ニ痰症相煩於才原村死候、則妙正寺取置
　　　　　類族

（朱書）「下藤村誓詞文有之」 八熊村
此源七郎五拾年以前於八熊村中風 女房父○（朱書）「本」源七郎 年不知
相煩死候、年［号月日知不］申
禅宗月桂寺取置
八熊村の源七郎は、元和10年（1624）に下藤村で転宗している。源七郎は
国指定史跡「下藤キリシタン墓地」がある下藤村に多くの土地を所有して
いたとみられる

35）
。さらに「下藤村誓詞文有之」と朱書されていることから、

元和10年に転宗した後も、少なくとも「誓詞文」が作成された寛永12年

写真4　�転之者本人幷類族御帳�
（長崎純心大学博物館所蔵文書）

〈上段〉　　〈下段〉
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（1635）までは下藤村に居住していたと推測される
36）

。その後、八熊村に移
転し、貞享4年の50年以前（寛永14年〈1637〉以前）に亡くなった。藩は
貞享4年に村からこの「転類族之内本人に成者幷其類族御帳」の提出を受
けた後に、寛永12年に提出されていた「南蛮誓詞」と照合し、確認したこ
とについて朱書を施したと推測される。

また、マレガ資料中にある、15通が継がれた三重菅生村の「南蛮誓詞」の
後に、「誓紙数十五　人数百三十六人　○三重　下ノ村与　すがう村　引合済」

37）

と書かれた紙が貼られている。そして、臼杵小河内村の「南蛮誓詞」と一緒に
「□□小河内村　貞享四年卯五月八日　引合相済申候」

38）
と書かれた付箋も遺さ

れている。「引合済」「引合相済申候」と記されているように、何かと照合した
ことが確認される。こちらも藩が「本人幷類族御帳」と「南蛮誓詞」を照合し
たときに記したと推測される。

以上のことから、貞享4年の「本人幷類族御帳」は、庄屋が作成して藩に提
出し、藩が「南蛮誓詞」と「きりしたん宗門御改之御帳」と照合して内容を確
認したと考えられよう。

おわりに

最後にもう一度確認しておこう。臼杵藩では、寛永11年（1634）までに領民
に旦那寺の証明を提出させ、寺請制度を整えた。そして寛永12年（1635）に日
本の神々およびキリスト教の神や聖人などの信仰対象にキリスト教を信仰して
いないことを誓って血判を押させ、さらに寺院の証明もとった「南蛮誓詞」を
全領民に提出させた。組庄屋には「南蛮誓詞」を基に「きりしたん宗門御改之
御帳」を作成させている。この帳面には以前に「きりしたん」であった者の人
数も記されており、転宗したキリシタンには他の領民の形式と異なった起請文
も提出させている可能性がある。

キリシタン禁制は当然のことながら寺院にも大きな影響を及ぼした。浄土真
宗では了仁寺などの新たな寺院が創建され、臨済宗では妻帯僧の寺請証明が無
効とされ、寺院の再編が行われていった。
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そして「南蛮誓詞」と「きりしたん宗門御改之御帳」は、キリシタン禁制と
類族統制の基本資料、情報源となり、貞享4年（1687）に庄屋が「本人幷類族御帳」
を作成して藩に提出したさいにも記載内容確認のために活用されたのである。
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豊後崩れと類族改制度

� 大橋幸泰

はじめに

近世日本の国家と社会が徹底的に排除した対象が、「切支丹」であったこと
は周知のことである。その秩序を維持するための制度が宗門改制度と類族改制
度であった。宗門改制度については、筆者はかつて、島原天草一揆後、どのよ
うにキリシタン禁制を徹底するか、幕府と諸藩の支配層がそれぞれの試行錯誤
のなかで積み上げていった結果、1660年代に全国的に成立した民衆統制策で
あった、と見通したことがある

1）
。

島原天草一揆以前から、幕府によってキリシタン禁制が全国に打ち出されて
はいたが、それをどのように維持するかは諸藩に任せられており、1630年代
はまだ、恒常的な徹底方法は確立していなかった。キリシタンの存在は地域に
よって濃淡があり、禁教政策に対する大名の姿勢にも個性があって、それが潜
伏キリシタンが多数存在する要因でもあった。

しかし、島原天草一揆を契機として、キリシタン禁制は支配層が個別に対応
するものではなくなった

2）
。とくに民衆レベルのキリシタン禁制をどのように徹

底するのかという点で、恒常的な制度が求められていく。その試行錯誤の過程
で、散在型のキリシタンが摘発されるとともに、いくつかの地域で集団型のキ
リシタン露顕が発生する。そして、その延長線上に、毎年、人別に、寺院の檀
那であることを認めてもらうことによって「切支丹」ではないとする、宗門改
の全国的制度化が実現する、というのが筆者の見立てであった

3）
。

一方、もう一つのキリシタン禁制を徹底するための制度である、類族改制度
についてはどうであろうか。これまで、この制度の内容はよく知られていたが、



256　　第2部　豊後キリシタン・類族文書の研究

その成立過程について集団型の露顕とセットで議論されたことはほとんどなか
った。幸い、マリオ・マレガによって収集された史料群には

4）
、豊後崩れと類族

改の関係史料が大量にある。両者の間にはいかなる関係があるか。マレガ収集
文書はこの点についていくらかの示唆を与えてくれるはずである。本稿では、
豊後崩れと類族改制度の関係について検討する。

1．信徒の諸相

17世紀中期に起きた豊後崩れでは、キリシタンを「切支丹」「邪宗門」と明
快に呼んでいることがまずは注目される。「宗門」「類門」との表記も見られる
が、18世紀末から19世紀半ばまで断続的に発生した浦上崩れ・天草崩れのと
きの、「異宗」「異法」と比べると、その明快さは対照的である。このような呼
称の差異について筆者は、18世紀以降、「切支丹」のイメージの貧困化が拡大
していったことがその背景にあると指摘したことがある

5）
。

キリシタンという生身の信徒と、観念上の「切支丹」は、豊後崩れが起きた
17世紀段階では、まだそれほど乖離していなかった。しかし、18世紀以降、
理解不能なものならば何でも「切支丹」と考える風潮が高まっていった結果、
生身のキリシタンは、貧困化した「切支丹」イメージと大きく乖離して世俗秩
序に埋没し、怪しげな観念上の「切支丹」とは認識されなくなった、というわ
けである

6）
。17世紀の豊後崩れでは、生身のキリシタンと観念上の「切支丹」

とが接近している段階であることを前提に、信徒の動向を考えなければならな
い。

被疑者のキリシタンのなかには、徹底的に排除されるべき対象の「切支丹」
とみなされ、処刑された者がいた。「御領分（臼杵藩領）之もの七人之斬罪」

7）

とか、「長崎ニて御成敗被成候」
8）

などのような記述が史料に散見される。
しかし、被疑者はただちに極刑に処されたのではない。信徒のなかには、こ

のときの厳しい吟味により棄教した者が少なくなかった。被疑者として豊後か
ら長崎奉行のもとに送られた後、拷問のためであろうか、棄教して命を助けら
れ、在所へ返されたとする記録が多数存在する。たとえば、つぎのようにある
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（下線筆者、以下同じ）。
�御同名能登守（稲葉信通）殿従御領分出申候切支丹宗門者之内、森村久助・
葛木村喜兵衛下人助七郎・井ノ村久兵衛、此三人之者共類門余［　　］

（多白状ヵ）仕、其上宗門ころひ可申由申ニ付、命御助ケ、在所へ被遣候、
うけ取申仁被仰付、御越可被成候、相渡可申候

9）

これによれば、「切支丹」であった森村久助・葛木村喜兵衛下人助七郎・井
ノ村久兵衛の3人が、「類門」を多数白状した上、棄教したという。そこで、
彼らを助命することになり、在所へ返す旨、長崎奉行妻木彦右衛門から臼杵藩
主嫡男の稲葉景通宛に通知した。

一、久土村之内　加左衛門　年巳ニ三拾七
一、桂（葛）木村之内　万右衛門娘くろ　年巳ニ九ツ
　�右之者共、邪宗門之由訴人御座候ニ付、去巳八月十四日御当地（長崎）

へ被召寄候処ニ、今度御助、在所へ被遣候ニ付、則、唯今拙者共請取申
候、於在所ニふミ絵なともふませ、如前々其所ニ差置、他所へハ出し申
間敷之由、畏奉存候

10）

これによれば、久
く

土
ど

村の加左衛門と桂（葛）木村の万右衛門娘くろは、「邪
宗門」の信徒である旨訴えられ、長崎に召喚されたが、吟味の結果、今度助命
されることになったという。彼らの身柄は臼杵藩士が受け取り、在所にて踏絵
が申しつけられた。前例の通り、藩は彼らを在所に差し置き、他所へ移動する
ことを禁じたとされる。

長崎河野権右（長崎奉行）方ゟ先日被仰越候ハ、邪宗門之者之内、命御助
此方へ被差返候者共少々有之候間、請取ニ人を遣候様ニと被仰越候付而、
早速申付遣候処、男女四人被差返、如最前在所へ置申候様ニと被仰聞候付、
則、絵を踏誓紙申付、如前々在所へ差遣置申候

11）

これによれば、やはり長崎に召喚された「邪宗門」の者の命を助け、在所に
返す旨、長崎奉行河野権右衛門から臼杵藩に通知されたとのことである。

上記二つの史料には助命の理由は記載がないが、最初の事例から、「類門」
の訴人と棄教がその条件であったことが推測される。実際、被疑者に踏絵を申
しつけたとあり、それにより棄教したことを確認しようとしている。
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一方、棄教して在所に返されることになった者のなかに、その道中で自害し
た例がある。現地でそれを確認した者の覚書がつぎの史料である。

長崎ニ而御助之者、御公領門田村久三郎与申仁、六月廿三日七ツ時分ニ当
浦へ着船仕、せつちんニ参、失気を、相果申候、此段、慥ニ私共見届申候

12）

これによれば、助命された門
もん

田
でん

村（幕府領）久三郎という者が長崎から在所
へ送還される途中

13）
、肥後国長須村というところで、便所にて亡くなっているこ

とを同所の庄屋・宿主が確認したという。ここでは自害とは明快に書いていな
いが、これをうけて臼杵藩国許藩士が同藩江戸詰藩士に宛てた手紙に興味深い
記述がある。

御公領之者五人之内、門田村久三郎与申もの、雪隠ニ参、自害仕、相果申
候、則、其様子、太左衛門・杢左衛門口書申付、進候、両人之もの心得ハ、
自害之様子、宿主幷召連帰候残九人之ものいつれも見申所、吐血ニ而相果
申候様ニ見及申候付、自害仕与致風聞候ハヽ、御為如何と心得、頓死と見
及候を幸と存、長須ニ而自害之沙汰不仕、罷帰候由ニ而、早速拙者共ニ申聞
候条、則、景通様へ申上候ヘハ、御意被成候者、右自害之様子、有之侭ニ

所之者ニ見せ、彼地ゟ両人内一人長崎へ参、右之段具可申上儀を、無調法
成仕様、如何敷被思召

14）

これによれば、もし幕府領民である久三郎が自害したという風聞が立てば、
送還を担当した臼杵藩（藩主）にとって面目が失われることになるのではない
か、と送還者に付き添っていた臼杵藩士は考えたという。そこで、急死と見え
ることを幸いに、久三郎が長須村で自害したとは断定せず、まずは臼杵藩国許
重臣に伝えた。それを藩主嫡男の稲葉景通に申し上げたところ、景通は、現地
の者に自害の様子をそのまま見せ、送還者に付き添っていた2人のうちの1人
を長崎へ遣わして、長崎奉行に報告するべきだったのに、それをしなかったの
はけしからんことだと言ったという。そこで、改めて臼杵藩から長崎奉行へこ
の件を報告したとのことであった。

これを長崎奉行が問題にするということはなかったが、この経緯から二つの
ことが注目される。一つは、信徒のなかには、棄教して在所へ返されることに
なったことを潔しとしなかった者がいた、ということである。棄教したことを



� 豊後崩れと類族改制度　　259

後悔していたということであろうか。もう一つは、送還者を監視する役割を負
った臼杵藩士が、初めは久三郎の自害を隠蔽しようとしたことである。藩の失
策とされることを恐れていたということであろうか。

前者の点に関連して、もっと明確に棄教者が棄教していなかったという例が
ある。

一、横尾之内岡原村孫三郎
　　　此者、今程四郎右衛門と申候
　�右之者、申（寛文八年）ノ十月廿八日之御日付ニ而、四拾四人被仰越候

御帳面之内、酉（寛文九年）ノ十月廿九日長崎へ被召寄候、戌（寛文十

年）ノ正月十一日命御助御返シ被成、在所罷在候
一�、卯（延宝三年）ノ年在所ニ而四郎右衛門兄長右衛門と申ものゝ法事仕

候刻、仏前撨（焼）香不仕候段、在所五人組之もの見咎申出候付、吟味
仕籠舎申付置、其段申上候へ共、弥籠舎可申付置候、江戸へ被為仰達、
御下知之通重而可被仰付由、被仰下候

一�、辰（延宝四年）之春被仰下候ハ、右四郎右衛門致拷問、甚（其ヵ）趣
可申上旨被仰付ニ付、致拷問、以使者様子申上候処、弥籠舎可申付置候、
重而江戸ゟ之御下知之通可被仰付由、被仰下候、其後、只今迄籠舎為仕
置候処、疝気相煩、午（延宝六年）ノ三月十一日籠死仕候

15）

これによれば、寛文9年（1669）10月に長崎に召喚され、翌年正月に助命さ
れて在所へ返された岡原村四郎右衛門という者が、延宝3年（1675）、兄長右衛
門の法事の際、仏前で焼香しなかったという。それを四郎右衛門の五人組の者
が見咎めて藩に申し出た。藩はその旨、江戸（幕府宗門改役か）へ知らせたと
ころ、延宝4年春、江戸からの下知にしたがい、拷問をもって吟味した。その
結果、四郎右衛門が信仰の立ち返りを白状したかどうかは不明であるが、臼杵
城下にて籠舎の処分となった。そうしたところ、四郎右衛門は疝気を煩い、延
宝6年3月に籠死したという。

棄教して在所に返されても、心から棄教しきれなかった者がいたことは確か
であろう。しかし、信仰活動を含めて彼らの日常生活は大きな制約を受けるこ
とになった。つぎの史料にあるように、助命された者でも、その後の行動に問
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題があれば厳しい処分が下された。
去年（寛文五年）申付候法度を破、他所江用所叶ニ出申候、公儀ゟ助被下
候古きりしたんの内九人、成敗申付候、其者之内闕所屋敷を、脇之百姓其
家をもらひ、作事仕ルとてこハし申候へハ、彼家之軒之内ニ不知道具御座
候、如何様宗門之道具と見え申候……残置秘蔵申候哉、又、最前長崎へ不
参以前ゟ置申候を、罷帰いま

　 　

しき事与存候て焼捨るとも不仕、下々ノ
事候へハ、おこたり置申候も難計儀ニ候

16）

これによれば、棄教して助命され、在所に返された者のうち、9人の者を処
刑したという。その理由は、規則を破って他所へ所用に出かけたことを咎めら
れたとのことであった。処刑された者の屋敷は没収され、近隣の百姓に与えら
れたが、その家から宗門の道具が発見された。彼らは長崎に召喚される以前か
らその道具を秘蔵して、信仰を継続していたのであろうか。それとも、在所へ
返されてもそれらを忌み嫌って処分していなかったのか。藩当局の認識では、
単に処分することを怠っただけなのかどうかは判断できないとされるが、棄教
者が処刑されたのは信仰道具を処分していなかったからではない。信仰道具が
発見されたのは処刑された後である。したがって、彼らが信仰を継続していた
かどうかは、この史料だけでは判断できない。ここで注目されるのは、彼らが
棄教していたかどうかということよりも、在所に戻った後、規則を破り他所へ
出かけたという彼らの行動が問題視されたことである。藩は、助命され在所に
返された者が、藩の管理から外れる行為を行ったことを許さなかった。

後者の送還者を監視する役割という点に関しては、在所送還後に棄教者が死
亡した場合、臼杵藩はその旨、村役人に届けさせていたことに注目したい。

津久見志手村彦右衛門姑、年七拾六、古きりしたんころひ、寛文七年四月
四日ニ病死仕、則、庄屋・弁指・五人組死骸を見届、則、解脱（闇）寺ニ

て禅宗之葬礼仕取置申候所、為後日之仍而如件
17）

これは、棄教者であった津
つ

久
く

見
み

志
し

手
て

村彦右衛門の姑が寛文7年（1667）4月4
日に76歳にて病死したことを、庄屋・弁

べん

指
ざし

・五人組が確認した上、解
げ

脱
だつ

闇
あん

寺
じ

にて葬ったと村役人から藩に届けた文書である
18）

。こうした確認は、その後、類
族改制度のもとで棄教者の子孫の生死・異動など、その行動・状態がすべて繰
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り返し村役人から藩へ報告されていることと同じである。類族監視システムの
原型と考えていいだろう。

以上、豊後崩れの過程で表出した信徒の諸相を小括すれば、次のようになろ
う。第一は、生身のキリシタンと観念上の「切支丹」との乖離は小さかったと
いう点である。第二は、棄教者のなかには完全に棄教していなかった者も存在
したことである。第三に、豊後崩れの過程で棄教した者を監視する仕組みが整
えられていき、それが棄教者の親族である類族を監視する類族改制度の原型と
なったのではないか、ということである。観念上の「切支丹」とそれほど乖離
していない、17世紀中期の信徒のなかには、棄教したとしても心から捨てき
れなかった者も存在した一方で、治者は彼らの異動を管理しようとした。そう
した動向の延長線上に、棄教者の親族を監視する類族改制度の原型が形成され
ていった、とまとめておこう。

2．棄教者の確定

豊後崩れにおける信徒摘発は、長崎奉行（幕府）が主導権を握って進められ
たことが、先行研究によってすでに指摘されている

19）
。これは肥前国大村藩領で

起こった郡崩れでも同じであった
20）

。本節では、その指摘をふまえつつ、豊後崩
れの過程にみる信徒摘発の実態について考えてみよう。

信徒摘発は、長崎奉行の指導のもと、藩が実働部隊となって探索の上、捕縛
するという方法で実施された。その際、基本的には摘発された信徒を長崎に召
喚し、長崎奉行のもとで吟味が行われている。たとえば「私領内切支丹類門之
者三拾人捕之、城下ニ籠舎申付置候様ニ与被申越候」

21）
とあるように、まず臼杵

藩が長崎奉行から指摘された信徒を臼杵城下の籠舎に拘束した。そして、「去
年黒川与兵衛（長崎奉行）預ケ置被申候きりしたん、新規ニ召捕候きりしたん
十五人、右合三十五人者、御領分（臼杵藩領）ゟ召寄申候」

22）
とあるように、藩

は被疑者を長崎へ送還した。
ただし、つぎにあるように、被疑者全員が長崎に召喚されたのではなかった

ようである。
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一�、……爰元へ被仰越候きりしたん宗門之もの十三人之内、渡部宗覚領葛
木村権之丞・同村六左衛門・同村北十三郎、此三人之者、去年爰元へ捕
寄申候

一�、拾三人之内勘三郎・庄吉・十三郎幷ふり・さん・おま・六左衛門女
房・北十三郎女房、男女八人御捕せ、爰許へ御越可被成候

23）

このように、長崎奉行主導のもとで摘発と吟味が進められていたことが確認
できる。

その上で、ここで注目したいのは、久土村長熊が臼杵藩に対して複数の者を
訴人した経緯である。

一�、久土村長熊与申者、是者去年三月、其身之母妹弟三人を訴人仕、其節
長崎江参罷帰候者ニ而御座候、当六日、又類門拾三人訴人仕候、此内壱
人者右長崎ゟ申参候三拾人之内ニ而御座候、此段則長崎甚三郎（長崎奉行

松平甚三郎）殿へ申達、只今城下ニ右之拾二人茂籠舎申付置候、右之類
門之書付茂、則進之申候

24）

これによれば、寛文7年（1667）3月、長熊は自身の母・妹・弟を訴え、い
っしょに長崎へ召喚された後、在所へ帰ってきたという。さらに長熊は、寛文
8年9月に信徒13人を訴えた。そのうちの1人は長崎奉行が摘発した30人のう
ちの1人であった。このことは長崎奉行松平甚三郎に報告された。長熊が訴え
た残り12人が、臼杵城下で籠舎を命じられたとされる。この長熊には興味深
い史料がある。

長熊訴人仕候拾弐人之者籠舎申付候段、又長熊儀ハ在所ニ召置候様子、松
平甚三郎（長崎奉行）様・河野権右衛門（長崎奉行）様へ一々申上候へ者、
御両所被仰候ハ、拾弐人之者ともハ籠舎不申付候而、先内証此方へ一左右
有之度事ニ思召候由被仰候、就夫、拙者申上候ハ、此以前ゟ致訴人候もの
ハ早速召捕、訴人共ニ長崎へ早々召連参候、……御奉行衆被仰候者、右之
長熊致訴人候者共ハ其村ニ預置候而可然ニ、籠舎申付候儀者如何与被仰候、
其時拙者又申上候ハ、彼もの共在所久土村之儀者、大かた不残類門之由ニ

而、長崎へ被召寄たる跡之儀ニ候へハ、預置可申様も無御座候、其上能登
守領分之もの共ニ内々申渡置候ハ、宗門之儀ニ付不審成儀有之候ハヽ、其
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村所ニ而ハ曽而沙汰不仕候而、宗門奉行方迄罷出隠密ニ申聞候様ニと、常々
申聞置候処ニ、此長熊儀ハ右之申付を相背、今度訴人仕候様子共も其村之
ものニも申聞せ、其上追付長崎へ罷越由ニ而、せんた（さヵ）くなとをも仕、
其村所之者も端々致風聞候様子ニ御座候故、沙汰なしニ仕候儀ハ、中々難
成わけニ而御座候通、具ニ申上候へハ、御両所被仰候者、右之わけニ而候へ
者、籠舎被申付置候へハ一段能候間、先其通ニ仕置可申由被仰、長崎へ被
召寄候儀ハ如何様共不被仰候、惣而此長熊儀ニ不限、此已後訴人ニ罷出候
もの有之候ハヽ、先隠密ニ仕候而、様子之段早々長崎江窺申様ニとの御心
得ニ而御座候間、内々左様ニ可被相意得候

25）

これによれば、長熊が訴えた12人の者に臼杵藩が籠舎を申しつけたことに
対して、長崎奉行の松平甚三郎・河野権右衛門は否定的で、内証に処理したい
旨、臼杵藩宗門奉行の伊藤又左衛門に話したという。伊藤は、これ以前から訴
えられた者についてはすぐに召し捕り、長崎へ送還してきたと応じた。これに
対して長崎奉行は、長熊が訴えた者を籠舎にするのではなく、在所の村に預け
るのがよいのではないかと尋ねたところ、伊藤は在所の久土村はおおかた信徒
であるので、長崎に召喚される前に村に預けても意味がないと答えた。さらに、
領民に内々に申し渡していることは、宗門について不審なことがあったならば、
あからさまに訴人するのではなく、隠密に藩に報告するようにと常々言い聞か
せているという。長熊が今度やったことはこの申しつけに背くものであり、そ
の村民にも知れ渡っている様子なので、何か処置しないわけにはいかなかった。
そこで藩は籠舎を申しつけたのだという。それならば長崎奉行も同意するとし
たが、長熊に限らず、これ以後、訴人を申し出る者がいたならば、まず隠密に
申し出るようにさせ、その対応について長崎奉行に伺いをたてるべきだという
のが長崎奉行の意向である、と伊藤は了解したという。

この史料に基づいて三野行徳は、寛文8年（1668）段階では信徒を根こそぎ
摘発するのではなく、内々に探って事件化をできるだけ避けようとする「隠密
内証」主義がとられていたと指摘した

26）
。その指摘をふまえて、別の角度からこ

の史料を検討してみる。
信徒の摘発にあたっては、あくまで長崎奉行のもとで訴人の情報を一元的に
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管理し、それにそって藩に被疑者を捕縛させた上、彼らを棄教させることが目
指されていた。しかし、今回の場合は「久土村長熊於臼杵致訴人候」

27）
とあるよ

うに、久土村の長熊が臼杵藩に訴えたものである。長崎で吟味を受けた者が訴
人した、長崎奉行主導のもとでの摘発とは異なる。長崎奉行はいったん在所に
預け置くのがよいと考えたが、在所の村民が「大かた不残類門」であると気づ
いていた臼杵藩は、それでは意味がないと考えた。そこで、城下に留め置くこ
とを提案したのであろう。その後、彼らは長崎に召喚され、吟味を受けたと思
われる

28）
。

上記の経緯から考えると、「隠密内証」主義のもと、すべての信徒を摘発す
ることは意図されておらず、長崎奉行の管理のもとに被疑者が摘発され、その
範囲のなかで彼らを棄教させるということだったのではないか。つまり、後に
類族改で本人・本人同前とされたのは、あくまでこの手順のなかで摘発され、
棄教した転び信徒であって、信徒すべてではない。

なお、史料の不足から、信徒のすべてを摘発することが意図されなかった理
由については、残念ながら不明とせざるを得ない。多くの信徒が存在すること
を把握していた長崎奉行・臼杵藩は、根こそぎ摘発したのでは村社会を維持す
ることが難しくなると考えたのではないか。そこで、一定数の摘発を進めつつ、
棄教させた者への監視を厳密にすることによって信徒の間を分断し、「切支丹」
の根絶を図ろうとしたと推測しておこう。

いずれにしても、被疑者は長崎奉行が把握する限りにおいて摘発され、棄教
した転び信徒が助命の上、在所へ返された。そして、藩の責任のもとにその異
動が監視されることになる。そのもとで確定した、本人・本人同前の親族を管
理する仕組みとして成立したのが類族改制度である。したがって、実際には、
この手続きから除外された者が数多くいたものと思われる。彼らは宗門改制度
のもと初めから寺院に帰属する者として扱われたから、この者たちの親族は当
然類族とはならなかった。とすれば、本人・本人同前と確定された者およびそ
の親族と、その手続きから外れた者およびその親族との差異は、紙一重であっ
たであろう。村社会において、類族と非類族の心理的な境界はそれほど明快な
ものではなかったのではなかろうか

29）
。
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3．類族改の射程

類族改は貞享4年（1687）に監視規定が定められ、元禄8年（1695）に類族の
範囲が示されて制度化された

30）
。マレガ収集文書には、17世紀後期から末期に

作成された類族帳（断片を含む）がいくつかあるので、本節ではこれを分析し
て、類族改に内在する民衆統制の特徴について検討してみよう。

もっともまとまっているのは、元禄元年10月付（表紙に記載、末尾に元禄3年

8月に校合の記述あり）の岡藩領大野郡市
いち

万
まん

田
だ

組の「耶蘇宗門類族帳」
31）

である。
本帳面の本文の記載は、つぎのようになっている。まず、「古切支丹」という
本人・本人同前の者が家族関係を基軸に列挙され、その後にその関係の類族が
並べられている。たとえば、本帳面の冒頭、藤右衛門に始まる家族を見てみよ
う。藤右衛門・つや（藤右衛門妻）・なつ（藤右衛門妹で又左衛門妻

32）
）・茂右衛門

（藤右衛門子）・仁左衛門（藤右衛門子）の5人が本人・本人同前としてあげられ、
そのつぎに、藤右衛門類族18人、茂右衛門類族19人、仁左衛門類族21人が続
き、「右之類族、此外無御座候」との文言で一区切りとなる

33）
。

藤右衛門類族として最初にあげられているのは、藤右衛門父（主計）と母で、
以下、藤右衛門が棄教した後の子やそれらの妻（藤右衛門の嫁）・夫（藤右衛門

の聟）、それらの子・孫（藤右衛門の孫・曽孫）が並ぶ。ここで注目されるのは、
藤右衛門の父母が類族とされていることである。類族といえば、転本人・本人
同前の子孫のことと思いがちであるが、17世紀末、類族改が始まったばかり
の頃は、必ずしも子孫に限定されていなかった。

臼杵藩領の類族帳も見よう。つぎの史料は同じ形式の断簡である。
御当領に而本人　　　　　　　　後又右衛門

一、誓願寺村　　　　　　　　　　妻せん
　　　　　�去未ノ年（延宝七年）、肥後御領大分郡迫村道雲（せん実父）類

族ニ娘と出ル
　�此妻父、肥後御領大分郡迫村道雲、切支丹宗門、寛永元年転候、此者ノ

父不転已前出生仕、今度本人同然罷成、八拾三歳ニ而、延宝六年午ノ六
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月廿五日ニ痰証（症）ニ而病死、真宗専想寺取置
　　　　類族
　此久兵衛、先年相果候、年号月日、取置之寺不知候
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　肥後御領大分郡

　　　　　妻父（又右衛門実父）　　　　　　　　　久兵衛
　此妻、先年相果候、年号月日、取置ノ寺、歳、不知候
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　右道雲

　　　　　妻母（又右衛門実母）　　　　　　　　　妻
　�此又右衛門、四拾五歳ニ而、寛永十三年十二月廿五日ニ死罪、死骸被下、

真宗専想寺取置
　　　　　　　　　　　　　　誓願寺村

　　　　　妻夫　 　　　　　　　　又右衛門
　　　　　去未ノ年（延宝七年）、御帳ニ肥後御領迫村本人道雲聟と出ル

34）

ここでは、誓願寺村のせんという女性について、寛永元年（1624）に棄教し
た道雲（延宝６年〈1678〉に病死）が転ぶ以前に出生したというので、本人同前
である旨、記載されている。せんの説明の冒頭に「御当領（臼杵藩領）に而本
人」との記載があることから、せんは父親の道雲の転び以前の出生の子として、
本人同前であるとともに、自身も信徒であったのだろう。

その上で、その類族として、夫の又右衛門（道雲の聟）とその両親がそのつ
ぎに並べられている。夫とともに、せんにとっての舅・姑が記載されているこ
とになる。夫又右衛門は寛永13年に死罪となっていることから、棄教しなか
ったのだろうと判断できる。しかし、又右衛門の実父母（せんの舅・姑）がい
つ亡くなったのかはわからないとされ、信徒だったかどうかも不明である。そ
こで、嫁のせんの類族として記載されたということではないか。

さらに、このせんに関して、元禄元年（1688）9月付の類族「死失者帳」（熊

本藩領で死亡した類族の帳面）には、つぎのような記載がある。
臼杵御領誓願寺村本人
一、又右衛門妻之類族
右又右衛門妻之祖父
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一、道甫
　�右道甫、豊後国大分郡迫村百姓、寛永九年申十月三日、八十歳ニ而病死、

浄土真宗同郡鶴崎町光福寺取置申候
右又右衛門妻

一、祖母
　　　　「此祖母（付箋・朱書）、右道甫同断」
　�右祖母、豊後国大分郡迫村百姓道甫妻、寛永八年未三月五日、八十歳ニ

而病死、禅宗同郡関門村補陀寺取置申候
35）

これによれば、せん（又右衛門妻）の類族として、実祖父母（祖父のみ名前が

道
どう

甫
ほ

とわかる）があげられている。祖父の道甫は寛永9年（1632）に、祖母は寛
永8年に病死しているが、信徒であったかどうかはわからない。

このように、類族改がルーティン化する以前
36）

、類族として治者の把握対象と
されたのは、本人・本人同前の子孫ばかりではなかった。本人・本人同前の実
父母・実祖父母のほか、他の事例では別の親族があげられているケースもある。
類族の範囲は親族が広く想定されていたということである

37）
。しかし、18世紀

以降、治者が監視対象とする類族は本人・本人同前の子孫に絞られていく。そ
れは時代が下るにつれて、本人・本人同前とともに、祖父母・父母・伯父伯
母・叔父叔母・兄弟姉妹が死去していったからであろう。結果、本人・本人同
前の子孫のみが類族となった。

以前、類族とは、森田誠一が忌みがかり的なカテゴリーであると指摘した
38）

こ
とから、筆者は家族につくのではなく人につく属性だと指摘したことがある

39）
。

確かに類族改は個人の属性を把握する行為であった。子孫類族の範囲が男系5
代・女系3代であったというのは、男性を重く見ている表れではあるが、それ
がただちに家父長制的家族関係と結びつくかどうかは疑問である。17世紀中
後期、小農自立が進み、百姓の家が広範に成立したことは事実だが、近世では
家という集団はまだ未成熟であったのではないか。一家一寺が言説の上で常識
となるのは近世後期であって

40）
、そうした状況では少なくとも家の宗教という意

識は希薄であったと筆者は考える。
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おわりに

本稿では、17世紀中期に起こった豊後崩れにおける摘発の特徴を検討しな
がら、この事件が17世紀末期に成立した類族改制度にどのように結実してい
ったかを考えてきた。まとめると以下のようになる。
「切支丹」イメージの貧困化がまだ進んでいない17世紀では、生身の信徒と
観念上の「切支丹」との乖離は小さい上、心中では棄教していない者も想定さ
れたから、形の上で棄教させた後の彼らの監視は必然であった。しかし、多く
の信徒が存在することを把握していた幕府・藩は、村社会の維持のためであろ
うか、すべての信徒を根こそぎ摘発することはしなかった。長崎奉行の管理の
もとで掌握した限りの被疑者を摘発し、棄教させた上で彼らへの監視を厳密に
行うことによって、信徒の間を分断した。この過程で本人・本人同前と認定さ
れた者を起点に、彼らの親族が類族とみなされ、治者によって管理された。当
初、本人・本人同前の祖父母・父母・伯父伯母・叔父叔母・兄弟姉妹も類族の
範疇に入っていたが、年長者が死没するにつれ、その子孫男系5代・女系3代
の子孫のみが類族となった。個人を起点としたつながりを改める類族改とは、
個人の属性を把握する行為とみなされる。
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17）寛文7年4月4日付、（臼杵藩宗門奉行）岡部忠兵衛・伊藤又左衛門・吉田清右衛門宛、津久
見山方庄屋平四郎外村役人書状（491頁、続174）。

18）解脱闇寺住持からも藩へその旨、届けている。寛文7年4月4日付、（臼杵藩宗門奉行）岡部
忠兵衛・伊藤又左衛門・吉田清右衛門宛、津久見解脱闇寺頓首座書状（491頁、続175）。

19）村井早苗『キリシタン禁制と民衆の宗教』（山川出版社、2002年）。
20）註6大橋前掲書。
21）寛文8年9月25日付、（幕府宗門改役）北条安房守・保田若狭守宛、（臼杵藩主）稲葉信通
「覚」（39頁、正1）。

22）寛文元年4月6日付、（臼杵藩主）稲葉信通宛、（長崎奉行）妻木彦右衛門書状（245頁、続6）。
23）寛文元年閏8月4日付、（臼杵藩主）稲葉景通宛、（長崎奉行）妻木彦右衛門・黒川正直書状
（247-248頁、続6）。

24）寛文8年9月25日付、（幕府宗門改役）北条安房守・保田若狭守宛、（臼杵藩主）稲葉信通
「覚」（39頁、正1）。

25）寛文8年9月19日付、（臼杵藩宗門奉行）岡部忠兵衛・吉田清右衛門宛、（臼杵藩宗門奉行）
伊藤又左衛門「覚」（48-49頁、正6）。

26）三野行徳「臼杵藩宗門方役所とキリシタン統制」（『国文学研究資料館紀要 アーカイブズ研究
篇』14号、2018年）、本書所収。

27）寛文8年11月3日付、（幕府宗門改役）北条安房守・保田若狭守宛、（臼杵藩主）稲葉信通
「覚」（293-294頁、続48）。
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28）同上。
29）筆者は、類族とはあくまで人々が重層的に保持している属性の一つで、類族が多数存在した

臼杵藩領民の日常生活は、類族と非類族の間で大きく異なるものだったのではないと考えてい
る（大橋幸泰「キリシタン類族改制度と村社会 ―臼杵藩の場合―」〈『国文学研究資料館紀要 ア
ーカイブズ研究篇』14号、2018年〉、本書所収。

　なお、臼杵藩領の場合、幕末まで数世代にわたって信仰を継承した潜伏キリシタンは確認でき
ない。潜伏キリシタンが継承されなかった豊後国内と、幕末まで潜伏キリシタンが継承された
肥前国浦上や肥後国天草などの諸地域とはどこが違うのか。その問に対する明快な解答は困難
であるが、幕末まで潜伏キリシタンが存在した地域との差異で重要なことは、豊後国では17世
紀中期段階でこうした大量露顕が起こったという事実である。この豊後崩れを経て、コンフラ
リアというキリシタンの信仰組織は破壊されたであろう。佐藤晃洋は、臼杵藩が村を越えて五
人組を編成させた事実を明らかにした（「近世日本豊後のキリシタン禁制と民衆統制」〈『国文
学研究資料館紀要 アーカイブズ研究篇』12号、2016年〉、本書所収。領民は地縁を分断された
上、豊後崩れの過程で助命された棄教者に対する監視が強化された。そして、この間、藩によ
る管理に背く行為があれば厳しく処分された。17世紀中期の集中的な大量露顕は、その後の潜
伏キリシタンが生き延びる可能性を絶ってしまったということであろう。

30）貞享4年6月付「覚」、元禄8年6月付「切支丹類族一件」（『内閣文庫所蔵史籍叢刊41 憲教類
典5』、汲古書院、1984年）454-459頁。

31）元禄元年10月付、岡藩領大野郡市万田組「耶蘇宗門類族帳」（81-172頁、正16）。
32）なお、又左衛門は直北組の帳面に道宿系の「古切支丹」と記載されている旨、注記がある。
33）マレガ収集文書の中には、同形式の類族帳として、貞享4年8月（345-350頁、続79）、貞享

4年10月20日（326-333頁、続73）、貞享4年10月21日（335-337頁、続75）、貞享4年11月6
日（341-345頁、続78）、貞享4年（338-341頁、続77）がある。

34）延宝8年か、類族帳断簡か（325-326頁、続72）。
35）元禄元年9月「其御領切支丹本人幷本人同前之者之類族、従其元之御帳面外当領居住之死失

者帳」（56頁、正10）。
36）註26三野論文。
37）「地方凡例録」巻8（『日本経済大典』34、啓明社、1930年、448頁〈鳳文書館より1992年発

行の復刻版を参照〉）では、類族の範囲として「兄弟姉妹伯叔父母甥姪従弟迄類族」の記載が
ある。

38）森田誠一「『切支丹類族』に現れた血縁の概念」（『社会と伝承』4-2、1960年）。
39）註29大橋論文。
40） 朴澤直秀『幕藩権力と寺檀制度』（吉川弘文館、2004年）、同『近世仏教の制度と情報』（吉

川弘文館、2015年）。

�（付記）本稿は、2017～2020年度科学研究費助成事業〈科学研究費補助金基盤研究（B）（一般）〉
「近世日本のキリシタンと異文化交流」（課題番号17H02392）の成果の一部である。
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臼杵藩宗門方役所とキリシタン統制

� 三野行徳

はじめに

マリオ・マレガによって編さんされた『豊後切支丹史料』正続は、これまで
キリシタン研究の基礎史料・研究として、とりわけ豊後地域のキリシタンを理
解するうえでの重要文献として理解されてきた

1）
。村井早苗氏は、マレガの成果

に加え、大分県臼杵市に残された史料をあわせて分析し、17世紀中葉の幕藩
関係のなかでの、キリシタン禁制体制の確立過程を描いた

2）
。村井氏の成果はそ

の後通説的理解となり、『大分県史 近世篇Ⅰ・Ⅳ』『大分の歴史 第5巻』『臼杵
市史 （上）』などの自治体史も、村井論文を基礎として豊後における17世紀の
キリシタン禁制を描いている

3）
。

バチカン図書館で発見されたマレガ資料は、マレガが大分・臼杵で収集した、
豊後国におけるキリシタン統制にかかわる史料と、原稿やメモなどマレガによ
る研究の痕跡からなる。平成25年（2013）からの調査により、マレガ資料は総
数1万4000点を超えることがわかった。マレガが『豊後切支丹史料』正続の編
さんに用いた史料はおもにA1・A2にまとめられており、点数ではマレガ資料
全体の1割にも満たないこともわかった。史料集への掲載にあたっても省略や
加工がなされており、編さんには明確な意図が存在していたことも判明しつつ
ある

4）
。また、マレガ資料の基礎的性格が、一部の購入史料やマレガ自身の記録

などを除き、臼杵藩宗門方役所に保管されてきた、臼杵藩宗門方の職務遂行に
関わる文書群であることも判明した。あわせて、大分県・大分市・臼杵市にお
ける地方文書や藩政史料の発見と整理、利用環境の整備により、マレガ資料を
対象とした新たな研究や、通説の再検討が可能になっている。



272　　第2部　豊後キリシタン・類族文書の研究

マレガ資料の年代からみた基礎的性格は以下のように理解できる。
①臼杵藩におけるキリシタン統制の端緒（～寛文4年〈1664〉）

②宗門奉行によるキリシタン統制の確立期（寛文～享保期〈1661～1736〉）

③定式化したキリシタン統制の記録（～明治4年〈1871〉）

これまで注目されてきた史料は①に含まれるが（A1・A2）、分量的には③が
もっとも多い。②は①と③の過渡期であり、臼杵藩において宗門奉行によるキ
リシタン統制が確立する時期になる。マレガ資料の発見と数量的傾向から従来
の研究をみると、定式化したキリシタン統制に関する分析が不足していると考
えられる。しかし、残された文書の量や質からは、臼杵藩において定式化した
キリシタン統制は、決して形骸化したものだとは考えられない、重要な意味を
持っていたと考えられる。残された文書の量は、近世社会におけるキリシタン
統制とはいったいどのような行為を指すのか、どのような意味を持ったのかを、
定式化したなかからこそ考える必要性を訴えているように思える。

以上から、本稿では、マレガ資料の大部分が、宗門奉行による定式化したキ
リシタン統制に関わる文書群であることに注目し、①臼杵藩宗門方成立の再検
討、宗門方の役割の変容過程、②臼杵藩におけるキリシタン統制とはなにか

（絵踏・宗門改の遂行／類族の監視）について検討したい。成立期の宗門奉行の
課題（キリシタン統制）とはどのようなものだったのか、定式化していくキリ
シタン統制とはどのようなものだったのか、という検討を通じて、近世社会に
おけるキリシタン統制の意味を考えたい。

1．臼杵藩宗門方の成立

（1）臼杵藩稲葉家の成立と家臣団

臼杵城は大友宗麟により建てられ、大友義統（宗麟の子）改易後、豊臣系の
福原直高が入り、福原が豊後府内（現大分市）に転出した後、太田一吉が6万
5000石で入ったが、関ヶ原の戦いで敗れた。臼杵藩稲葉家は本国美濃の武将・
大名で、織田信長・豊臣秀吉に仕え、関ヶ原の合戦では徳川方に付き、慶長5
年（1600）11月に美濃郡上八幡城から臼杵城に入った。臼杵藩の支配地域は豊
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後国海部郡・大野郡・大分郡にわたり、5万石余、319町村を支配していた。
臼杵藩の家臣団編制は、すでに『大分の歴史　第5巻』『大分県史　近世篇

Ⅰ』『臼杵市史（上）』で分析されているので、これらの研究を参照して、概要
をまとめておく。臼杵藩の家臣団は、稲葉氏の臼杵入りにともなって美濃から
従ってきた美濃随従家臣を中心とする。臼杵に来た時期と身分により【従行
家・遅参家・帰参家・別類／譜代小士・別類】と、のちに家が途絶えた【中
絶】とに分かれ、50家が美濃随従家臣の基礎となった。

一方、臼杵でも新たに家臣が登用された。稲葉氏以前に臼杵を支配していた
大友氏旧臣を中心に、太田氏の旧臣や他地域の元武家家臣など61家が登用さ
れている。

時期的な編制を見ると、初代藩主貞通期（1600～03）に美濃随従を中心とす
る家臣団が編制され、二代典通・三代一通・四代信通の時代（1603～73）に、
臼杵での家臣登用が進むとともに、美濃随従家臣の分家の登用が進み、五代景
通期（1673～94）に家臣団・藩機構の基礎編制を終える。

藩機構の編制は、初代貞通期に美濃随従家臣からなる【老中・組頭・御用
役・御近侍・御旗奉行・御鉄砲足軽頭・家中先手5組・旗本組】の【藩首脳―
番方】が成立する。その後四代信通期（1641～73）に、「軍役五ヶ条」「覚二十
五ヶ条」等の法令の整備による番方の再編を軸とした主従関係の確立が進む。
五代景通期の延宝2年（1674）に大規模な藩政改革が行われ、役方の本格的な
編制が行われる。

（2）宗門方成立以前のキリシタン統制

臼杵藩におけるキリシタン統制については、マレガ以降、村井早苗『幕藩制
成立とキリシタン禁制』をはじめ、『大分県史』や『臼杵市史』などの自治体
史においても研究がなされ、マレガ・プロジェクトの成果としても佐藤晃洋

「近世日本豊後のキリシタン禁制と民衆統制」が発表され、そのおおよその経
緯が明らかになっている

5）
。以上の研究を参考に概要をまとめると、臼杵藩では、

慶長18年（1613）の全国禁教令をうけて、慶長19年からキリシタン統制に取
り組みはじめる。臼杵藩のキリシタン統制が本格化するのは寛永11年（1634）



274　　第2部　豊後キリシタン・類族文書の研究

から12年にかけてのことである。家ごとにキリシタンではないことを誓う「き
りしたん宗門御改ニ付起請文前書之事」を提出させ、起請文をまとめた「きり
したん宗門御改之御帳」を作成し、棄教者への絵踏を行い、表面上キリシタン
がいない状態を実現している。

正保3年（1646）には「ころひきりしたん宗門重而御改ニ付御請状之事」「き
りしたん宗門重而御改ニ付五人組前書之事」「貴理志旦御改五人組之御帳」を
作成し、改宗者にあらためて絵踏を命じ、五人組の編成による相互監視体制の
確立が目指された。

後述するとおり、臼杵藩において、キリシタン統制を専管する「宗門奉行」
が成立するのは寛文5年（1665）のことである。それでは、宗門奉行が成立す
る前の、寛永や正保のキリシタン統制は誰が担っていたのだろうか。

マレガ資料には、寛永12年「きりしたん宗門御改ニ付起請文前書之事」が
大量に残されている

6）
。マリオ・マレガ『豊後切支丹史料』では、おそらく起請

文が大量に残存していたため、この起請文に関わる情報が表にまとめて提示さ
れているが、残された大量の「きりしたん宗門御改ニ付起請文前書之事」には、
キリシタン統制初期の実態を知るための豊富な情報が記されている。「きりし
たん宗門御改ニ付起請文前書之事」は、家族・名子・下人を含む「いえ」の構
成員がキリシタンではないことを誓う起請文で、「いえ」単位で作成され、旦
那寺が押印して提出されている。この宛先を見ると、「御奉行」として2・3名
の藩士に宛てて提出されており、以下の藩士の名前をみることができる。

伊藤兵太夫（大組鉄砲足軽頭）　片岡三郎兵衛（五番備頭平番）　岡部三左衛
門（六番備頭平番）　上川清兵衛　日下四郎左衛門　野村武左衛門　山本九
右衛門　後藤市郎右衛門　伊藤新右衛門　吉田平太夫　土屋次郎左衛門　
牧田弥左衛門

臼杵藩の役職補任録である「諸執役前録」より役職が判明したものにはカッ
コで役職名を記載している

7）
。大組鉄砲足軽頭伊藤兵太夫をはじめとする先手番

士たちが起請文の宛先となり、起請文を集めていたことがわかる。「御奉行」
と肩書されるものもあることから、寛永12年のキリシタン統制にあたって、
臨時の奉行役が設けられたのかもしれないが、その点は未詳である。
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次の大規模なキリシタン統制は、正保3年「きりしたん宗門重而御改ニ付五
人組御書物之事」の作成である。同様に宛先をまとめると、

伊藤兵大夫（大組鉄砲足軽頭）　宇佐美十右衛門（二番備頭御鉄砲頭）　後藤
右馬助（一番備頭御使番）　岡部五郎兵衛（公事聞役）　小川伝左衛門　弥藤
太郎　清水勘左衛門　岡部右兵衛　小川猪左衛門　小倉五郎八　片岡三郎
兵衛　渡辺太郎八

が「御奉行」として「きりしたん宗門重而御改ニ付五人組御書物之事」の宛名
に2・3名ずつ名を連ねている。伊藤が引き続き担当しており、おそらく寛永
～正保期の臼杵藩のキリシタン統制において、伊藤が中心的役割を果たしてい
たと考えられる。

以上からは、3代一通・4代信通期において、確立過程にあった先手番が中
心となって臼杵藩のキリシタン統制を担っていたことがわかる。中心は大組鉄
砲足軽頭伊藤兵太夫とみられ、各組鉄砲頭や使番、多くの平番士が2・3名ず
つグループとなり、おそらく地域分けをして初期キリシタン統制を担っていた
と考えられる。臼杵藩において役方の編制がはじまるのは5代景通の藩政改革
においてであるが、そのさい、平番士は役方の人材供給源となっていた。初期
の臼杵藩においては、中下級の番士が政策課題に応じて組織され、そうした経
験が、景通以降の役方編制の基礎となっていったのではないだろうか。

（3）宗門方の成立

寛文4年（1664）11月、幕府はキリシタン統制に関わる重要な触を出す
8）
。触

は「覚」と「口上之覚」からなる。「覚」は、①いまだキリシタンを広める者
まであるため、キリシタン統制を専管する役人を設けること、②キリシタンの
存在は名主や五人組は承知しているはずであり、知りながら報告しなかった場
合は罪とするのでしっかり穿鑿すること、③末端の信者の露顕が多いが、布教
するほどの者は深く隠れているので、しっかり穿鑿して捕らえることが指示さ
れている。続く「口上之覚」は「覚」を補足するもので、①「きりしたん宗門
穿鑿之儀、壱万石以上之面々ハ、今度如被　仰出候　役人を定、家中領内毎年
無断絶可被相改之事（下線引用者。以下同様）」と、1万石以上の武家にキリシ
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タン統制を専管する役人を定めることを指示し、②では1万石未満の武家は役
人を定めることは困難なので、この機会にしっかり調査して手形を作成するこ
とを指示し、③では幕府領では代官手代のうちに担当者を置くことが指示され、
⑤では寺社領門前町では住持・神官が穿鑿することが指示される。「口上之覚」
①②③⑤は、「覚」①を具体的に指示したもので、大名はキリシタン統制を専
管する役人を定める、1万石未満の領主は調査をして手形を作成する、幕府領
は代官手代に担当者を置く、寺社領は住持・神官が担当するなど、あらゆる領
主がキリシタン統制を担当する役人を置くことが定められた。また、統制の対
象としては「家中之者は不及申、知行名主、年寄、百姓巨細に吟味いたし」と、
領民だけではなく家臣団も主たる統制対象としている点も重要である（本書の

三野行徳「近世武家社会とキリシタン統制」を参照）。「口上之覚」④は「此已前
きりしたんにてころひ在之ものハ書注之」と、この穿鑿において以前にキリシ
タンであった者（転びキリシタン）の捕捉が指示されている。この触は、㋐キ
リシタン統制担当役人（宗門奉行）の設置が幕府主導で全領主層に命じられた
こと、㋑統制の対象が武家家中も含めたあらゆる人々に設定されたこと、㋒元
キリシタンの捕捉が指示されたこと、の3点において、その後の幕藩体制にお
けるキリシタン統制を方向付ける重要な意味を持った。

臼杵藩では、この触をうけて寛文5年（1665）に高宮八右衛門正勝（100石、

大坂御留守居）、岡部忠兵衛忠優（150石、稲葉伊賀吉住組御使番）、伊藤又左衛門
正忠（200石、加納帯刀清也組御鎗奉行）の3名を宗門奉行に登用し、以後、3人
体制を基本としてキリシタン統制（職務については後述）に従事させた。以後、
幕末までの宗門奉行就任者をみると、平均200石程度の中級藩士が任じられ、
主な供給源は先手組平番士であった

9）
。宗門奉行から使番・郡奉行・大目付へ転

じる場合と、最終職となって免・隠居の場合があった。元禄8年（1695）に役
料が20俵となり、下役は2～4名が附属せられた。本稿では、この寛文5年に
設置された宗門奉行を中心に、下役2～4名とともにキリシタン統制を担う役
所（史料上は「宗門奉行」「宗門方」「宗門方役所」など）を、宗門方と理解して
おく。

なお、第2節でみるキリシタン統制には、地方支配と関わっては郡奉行・代
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官、町方支配と関わっては町奉行、寺社人支配と関わっては寺社奉行との連携
が必要となる。ここで、これら関連部署の成立についてもまとめておく。

臼杵藩の役職補任をまとめた「諸執役前録」によると、郡奉行の成立は「古
代御家中地方ニ而手前収納之節郡奉行者役人御免ニ而不出」「信通公御代迄此役
者御郡代役ト記録ニ有之」とあり、初代の小川又左衛門は「慶長五年九月頃之
書付ニ有之」「町奉行ゟ兼帯」とあることから、「郡代」として慶長期（1596～

1615）より置かれていた。町奉行とあわせて、臼杵藩においてもっとも早く設
置された役方である。代官は、成立年は不明だが延宝以前に成立しており、延
宝2年（1674）の改革で定員6名に増加している。郡奉行の職掌との関係は、
郡奉行は地方の諸事、代官は年貢に関することを主掌するよう定められている。
寺社奉行の設置は遅く、「信通公御代迄ハ寺社奉行無之宗門奉行ゟ寺社之用事
取次達し宗門奉行無之以前之事未詳也　物書一人附」とあるように、宗門奉行
よりも遅い延宝2年の景通の藩制改革においてであり、それ以前は宗門奉行が
寺社方の諸事も担当していた。新設の寺社奉行の職掌は「掌僧徒社人事」とあ
り、寺社方の人別に関わることだったと考えられる。就任者の石高は宗門奉行
よりも高い300石～500石程度である。

マレガ資料に見られる宗門奉行の職掌との関わりからは、地方の人別把握・
類族管理・絵踏の実施において郡奉行・代官と、町方の人別把握・類族管理・
絵踏の実施においては町奉行と、僧侶社人の管理や寺での絵踏、旦那寺の管理
については寺社奉行と、職掌の重複・調整があったと考えられる。

臼杵市に残された「天和元辛酉年景通侯御代分限帳」から関係職を抜き出す
と、

寺社奉行　250石　小川弥兵衛
宗門奉行　150石　矢野兵左衛門　130石　石田弟右衛門
　　　　　100石　岩手六左衛門
郡奉行　　150石　大脇又右衛門　150石　成水三四郎
　　　　　100石　大脇十左衛門
宗門下役　30俵3人扶持　三浦平助　30俵3人扶持　北野弥次兵衛
御代官（役料各35俵）　50石　宇佐美九右衛門
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　　　　　　　　　　30俵2人扶持　高田甚左衛門　東保庄九郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　宇野孫左衛門　南藤左衛門
　　　　　　　　　　　　　　　　　長野伊佐衛門

のようになる
10）

。

（4）成立期の宗門奉行 ―「豊後崩れ」への対応―
寛文・延宝期を挟む万治3年（1660）から天和2年（1682）頃、臼杵・岡・府

内藩など豊後国諸藩で、潜伏キリシタンの大規模摘発が長崎奉行主導で行われ
た。通称「豊後崩れ」とよばれるこの大規模キリシタン露顕事件は、村井早苗
氏によって分析され、幕府主導の「演出された露顕」と評され、通説的理解と
なっている

11）
。

臼杵において、「豊後崩れ」の最初の露顕事件は万治3年のことである。マ
レガ資料A1・A2には、寛文元年（1661）～寛文12年（1672）の臼杵における
キリシタン摘発に関する史料が多く残されており、松澤克行氏によって分析が
なされている

12）
。この時期の豊後国における大規模キリシタン露顕と、幕府の寛

文4年令をあわせて考えると、幕府の寛文4年令は、17世紀中葉の大規模キリ
シタン摘発を背景に出され、全国的なキリシタン禁制システムの再編を企図し
たものだと理解できる。臼杵藩は摘発の当事者であり、新設の宗門奉行3名に
とっての最初の任務は、豊後崩れを適切に処理することにあった。豊後崩れに
ついては、村井氏の研究をはじめ多くの先行研究があるのでここで詳細は述べ
ないが、宗門奉行の職務という関心から、臼杵藩における「豊後崩れ」の処理
に関して、以下の史料を見ておきたい。

史料1
13）

　マレガ資料A2.2.8.1
　　　　　　覚
一�、去ル十四日爰元致発足同十六日長崎へ致（到）着即日御奉行所へ罷出

御使之趣申上幷長熊訴人仕候拾弐人之者籠舎申付候段又長熊儀ハ在所ニ
召置候様子松平甚三郎様河野権右衛門様へ一々申上候へ者、御両所被仰
候ハ拾弐人之者ともハ籠舎不申付候而先

③

内証此方へ一左右有之度事ニ思
召候由被仰候、就夫拙者申上候ハ此以前ゟ致訴人候ものハ早速召捕訴人
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共ニ長崎へ早々召連参候、終ニ前廉ニ御左右申上たる儀者無御座候、今
度之儀者能登守島原ニ罷有候へハ留主居之もの方ゟ長熊致訴人候様子島
原迄申越候ニ付幸私使ニ罷越候へ者乍次而右之段をも申上候様ニと能登守
申付候由申上候得者御奉行衆被仰候者右之長熊致訴人候者共ハ其村ニ預
置候て可然ニ籠舎申付候儀者如何与被仰候、其

①

時拙者又申上候ハ彼もの
共在所久土村之儀者大かた不残類門之由ニ而長崎へ被召寄たる跡の儀ニ

候ハ預置可申様も無御座候、其
③

上能登守領分之もの共ニ内々申渡置候ハ
宗門之儀ニ付不審成儀有之候ハヽ其村所ニ而ハ曽而沙汰不仕候而宗門奉行
方迄届出隠密ニ申聞候様ニと常々申聞置候処ニ此長熊儀ハ右之申付を相
背今度訴人仕候様子共も其村之ものニも申聞せ其上追付長崎へ罷越由に
而せんた（さ）くなどをも仕其村所之者も端々致風聞候様子ニ御座候故
沙汰なしニ仕候儀ハ中々難成わけニ而御座候通具に申上候へハ御両所被
仰候者右之わけニ而候へ者籠舎被申付置候へハ一段能候間先其通ニ仕置可
申由被仰長崎へ被召寄候儀ハ如何様共不被仰候、惣而此長熊儀ニ不限此
已
②

後訴人ニ罷出候もの有之候ハヽ先隠密ニ仕候而様子之段早々長崎江窺
申様ニとの御心得ニ而御座候間内々左様ニ可被相意得候

一�、市浜村与吉女房たつ今度与吉類門之者之由ニ付籠舎仕候付此与吉儀ハ
長崎ニ而御断申　上度と申分之通是又長崎ニ而御奉行衆へ得御内意候処
とかく加様之者長崎へ参候而ハ如何敷思召候間成程不参様ニ可仕由御内
意ニ而候間たつ申分有之候共成ほと其元ニ而御とめ可有候、其上ニ而も達
而参度と申候ハヽ先押へ置此方迄其様子一左右可被仰越候、以上

　　九月十九日　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊藤又左衛門
　岡部忠兵衛殿
　吉田清右衛門殿

これは、寛文8年（1668）に起こったキリシタン露顕の処理に関する書簡で
ある。久土村の長熊が、近縁のものがキリシタンであると長崎奉行に訴人をし
たことで事件化する。この史料は、訴人長熊の扱いについて臼杵藩宗門奉行伊
藤又左衛門が長崎に赴き、長崎奉行松平・河野と豊後崩れの対応について打ち
合わせた経緯を、同役の岡部忠兵衛・吉田清右衛門に宛てて報せた書簡である。
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宗門奉行の臼杵におけるキリシタン問題に関する認識や、事件の処理のありか
たについて、以下の2点を指摘しておきたい。

下線部①は、伊藤が長崎奉行に領内キリシタン問題に関して述べた箇所であ
る。伊藤は「其時拙者又申上候ハ彼もの共在所久土村之儀者大かた不残類門之
由ニ而長崎へ被召寄たる跡の儀ニ候ハ預置可申様も無御座候」と述べる。すな
わち、キリシタンの密告のあった久土村について、久土村の住民はおおかたキ
リシタンの疑いがあるので、訴えられた12人を久土村に預け置いておくこと
はできないというのである。臼杵における豊後崩れの勃発から8年が経過して
いるが、このときの宗門奉行の姿勢は、キリシタンの疑いのあるものを根こそ
ぎ摘発する、というものではなく、消極的なものであったことがわかる。こう
した姿勢は長崎奉行にも共通していたことが、下線部②から見て取れる。長崎
奉行は伊藤に対し、臼杵藩が訴えられた12人に入牢を命じたことについて「先
内証此方へ一左右有之度事ニ思召候由被仰候」と、処分を決する前に内々に長
崎奉行に問い合わせてほしいと述べ、今後訴人があった場合も、処分を決せず
に「先隠密ニ仕候而様子之段早々長崎江窺申様ニとの御心得ニ而御座候間内々左
様ニ可被相意得候」と申し含めている。

また、臼杵藩内でのキリシタン問題の処理の仕方について、伊藤は長崎奉行
に「能登守領分之もの共ニ内々申渡置候ハ、宗門之儀ニ付不審成儀有之候ハヽ
其村所ニ而ハ曽而沙汰不仕候而、宗門奉行方迄届出隠密ニ申聞候様ニと常々申聞
置候」と、臼杵藩の領民には、キリシタンの疑いについては村では判断せずに、
まず宗門奉行まで隠密に届け出るようにと常々達していた（長熊が直接長崎奉

行に訴人に及んだのは想定外だった）と述べている。以上の臼杵藩宗門奉行と長
崎奉行のキリシタン露顕をめぐるやりとりからは、長崎奉行も臼杵藩宗門奉行
も、【疑い→摘発】ではなく、内々の連絡・調査によって事件化を避ける方針
をとっていたと考えられる。臼杵藩宗門奉行は領民に対し、領民がキリシタン
の疑いのある者を発見した場合、宗門奉行まで隠密に届け出るよう指示してお
り、そのことを長崎奉行も了解している。そして、隠密に臼杵藩宗門奉行まで
届け出があった場合（訴人）、宗門奉行は処分の判断をせず、隠密に長崎奉行
まで伺いをたてるよう長崎奉行が指示しているのである。キリシタン問題の処
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分を決する権利が長崎奉行・幕府にあると同時に、連絡を隠密にすることで、
可能な限り事件化を防ぐ方針が見て取れる。

この段階での、キリシタン問題の処理における「隠密内証」主義は、その後
のキリシタン問題の対処のありかたに大きく影響を与えたと考えられる。次の
史料は、享保8年（1723）に類族の親子が欠落したことに関する、庄屋から宗
門奉行への報告である。

史料2
14）

　マレガ資料A4.15.3
 　　　　（端裏）「イ
　　　　　　　　走リ内証　前河内村類族惣次郎
　　　　　　　　　　　　　　　　同人娘つし三月廻ス」
　　　覚
左転本人　　　　　　　　　　前河内村　　　　当卯
一、前河内村清八孫　　　　　　　惣次郎　　　　四拾八歳
此者真宗尊願寺旦那他領類族ニ出不申候
　　　　　　　　　　　　右惣次郎娘　　　　当卯
一、右同人曽孫　　　　　　　　　つし　　　　　拾壱歳
此者真宗万仁寺旦那他領類族ニ出不申候
右惣次郎幷ニ娘つし弐人共ニ当月廿四日頃ゟ罷出廿六日迄罷帰り不申候ニ

付近村一類共方相尋候得共近日ハ参不申候由承候ニ付組境迄人遣尋候得共
近日見申もの無御座候由前河内村弁指方ゟ私方江申聞せ候ニ付近組相尋候
様ニ申付昨廿七日迄吟味仕候得共弥行方相知不申候、与風欠落仕候儀も可
有御座候哉と奉存候、弥御境目相尋させ可申と奉存候、類族ニ而御座候ニ

付御内証申上候、以上
　卯三月廿八日　　　　　　　　　　　　　　　　広原村庄屋
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵右衛門㊞
　　宇野仁右衛門様
　　服部六郎右衛門様
　　岡部三左衛門様

この報告は端裏に「走リ内証　前河内村類族惣次郎」と書かれ、末尾には
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「類族ニ而御座候ニ付御内証申上候」とあり、類族に関する事件の処理はまず
「内証」で報告がなされたことがわかる。この場合、内証をうけた宗門奉行は
庄屋に対し、内証で道中の関係各所での確認と捜索を命じ、翌4月に親子は帰
還する。処理はすべて「内証」で行われ、手続き上、この事件が表面化するこ
とはなかったようだ。管見の限り、臼杵藩では類族の異変（変死・欠落など）

にさいし、「内証」で処理を進めている。「豊後崩れ」以来、キリシタン問題の
処理は内証で処理し、事件化を防ぐという行政手法が採用されていたと推定し
ておきたい。

2．宗門方の職務 ―宗門改と類族の管理―

（1）定式化するキリシタン統制

成立期の臼杵藩宗門奉行は、「豊後崩れ」の最前線の担当者となる。一方、
マレガ資料の調査により、臼杵藩宗門方に残された史料の大部分は、定式化し
たキリシタン統制に関わる記録であることがわかった。それでは、臼杵藩にお
いて定式化したキリシタン統制とはどのようなものだったのだろうか。

マレガ資料に見られる定式化したキリシタン統制とは、【A絵踏（宗門改）

の遂行】、【B類族を中心とする人別管理】である。【絵踏】は制度化していき、
統制対象は【元キリシタン（転本人・本人同然）】から【類族】へ推移していく。
この制度化と統制対象の変化はどのような意味を持ったのか、以下検討したい。

（2）類族とは

キリシタン統制の定式化を検討するうえで重要なのが、貞享4年（1687）に
幕府が出した、元キリシタンの捕捉に関する触である

15）
。この触は、以前にキリ

シタンであり、棄教して在所に戻って居住している者について、棄教した経緯
や現状の調査を命じるもので、重要なのは元キリシタン及びその子孫の分類が
設定されたことである。すなわち、棄教者を「本人」、棄教者が棄教する以前
に生まれた子を「本人同然」、棄教後にできた子・本人同然の子を「類族」と
し、キリシタン統制の対象として捕捉しなければいけないのは本人・本人同然
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と、その子孫の類族であることを定
めたのである。類族の規定について
より詳しく指示したのは元禄8年

（1695）の「切支丹類族一件」で、
本人・本人同然から数えて、男系は
玄孫、女系は孫までが類族として捕
捉され、以後は類族を離れることに
なった（図1）

16）

。この触により、本
人・本人同然・類族は、生涯にわた
って移動・異動（病死・変死・出生・

新縁・住居替・帰住・欠落・死罪・出

家・遁世・剃髪・養分・義絶・離別・

他行）を、文書を通じて詳細に捕捉
されることになったわけである。そ
して、先に見たとおり、捕捉から洩れた場合、類族が所在する村や町、武家の
組の担当者は「内証」で宗門奉行に連絡をし、解決をはかる体制が構築された。

類族の移動・異動の捕捉は膨大な事務を惹起する。臼杵藩領丹生原組の庄屋
を勤めた池見家に残された、類族に関する「諸願」を年ごとに書き留めた「諸
願跡書」の冒頭には、以下のように記されている。

史料3　池見家文書　享保3年（1718）　諸願跡書
17）

　　　覚
一�、男類族縁組之事、子と出候分外者願出ニ不及但女方類族ニ而も候者申合

両方ゟ願可出候事、但し類族ニ而候得者男と類族之わけ書出ス、女之方
類族ニ而無之候得者書出不及候

一�、類族之者他出商売或ハかセきニ参事、五ヶ月七ヶ月之逗留ハ此間之通
願書付指出可来候事

一�、五ヶ月七ヶ月過或ハ年を越逗留仕度由願候者以前願書差出可申候、其
上ニ而趣次第可申付候事

一、宗門御奉行様御式日　　但七月十六日ゟ廿日ハ

図1　元禄8年における類族の規定
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　壱月六度宛　四日　　　毎日十月十六日右同断
　　　　　　　十日
　　　　　　　十四日
　　　　　　　十九日
　　　　　　　廿四日
　　　　　　　廿八日

類族の捕捉に関する文書規定と注意事項が冒頭に記され、月6日の式日が設
定されている。式日に類族に関する「諸願」を受け付け、以下の職務A・Bを
処理するのが、宗門奉行の基礎的な業務となる。

（3）職務A　絵踏の遂行

絵踏（本稿では、踏まれる絵を「踏絵」、踏む行為を「絵踏」とする）とは、キ
リストやマリアの描かれた「踏絵」を踏ませることで、踏むという行為によっ
て、自身がキリシタンではないことを証明するものである。九州諸藩では、一
般的に年に1回、正月から2月にかけて、あらゆる人々が長崎奉行から借用し
た真鍮製の踏絵を用いて絵踏を行っていたことが知られている

18）
。しかし、マレ

ガ資料からは、少なくとも臼杵藩においては2種類の絵踏が行われていたこと
がわかった。以下、それぞれの絵踏について検討する。
①毎年1月末～2月にかけて行われる絵踏

臼杵で初めて絵踏が行われたのは寛永11年（1634）といわれている
19）

。以後、
第1節でみた寛永12年の起請文作成や、正保3年（1646）の請状作成において
も、絵踏を行い棄教した経緯が記される。臼杵藩において絵踏が定式化してい
くのは、宗門奉行設置から10年以上経った延宝5年（1677）のことで、以後、
長崎奉行から真鍮製踏絵を借用し、全町人・百姓を対象として隔年の絵踏が開
始される。延宝7年（1679）には藩士の家も絵踏の対象になり、貞享2年（1685）

には寺院の男女・山伏が、元禄元年（1688）には僧侶も絵踏の対象となり、以
後、毎年絵踏が実施されるようになる

20）
。

それでは、臼杵藩における絵踏の対象者はどれだけ存在したのだろうか。元
禄5年の臼杵藩の絵踏対象者調査をまとめたのが、表1である

21）
。調査は臼杵藩
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表1 　元禄5年人高御帳（臼杵市文化財管理センター所蔵）
①武家

組 人数 男 女 男上 男下 女上 女下 増減

臼
杵
藩
稲
葉
家
中

稲葉右衛門助組 209 115 94 31 84 34 60
片岡伊織組 251 138 113 39 99 36 77
渡辺甚太夫組 166 79 87 26 53 28 59
稲葉儀太夫組 196 107 89 31 76 30 59
岡部忠蔵組 171 86 85 27 59 27 58
渡辺七右衛門組 196 102 94 26 76 32 62
御老中御用人御側衆 124 69 55 11 58 10 45
大津留才兵衛川崎求馬支配 884 475 409 133 342 120 289
御医師御伽衆 86 43 43 22 21 19 24
御部屋給人小侍□ 398 219 179 119 100 105 74
粟屋五右衛門水谷関内支配 244 133 111 80 53 70 41
宗門方支配附人共ニ 26 14 12 9 5 9 3
御郡方支配附人共ニ 100 65 35 19 46 15 20
太田四郎左衛門林弥平太支配 166 78 88 67 11 76 12
野村了順支配 58 30 28 25 5 22 6
長瀬清三郎支配 7 4 3 3 1 1 2
大脇武兵衛井上左平太支配 39 20 19 17 3 13 6
品川太兵衛井水清次郎伊藤与助支配附人共ニ 136 71 65 52 19 47 18
佐治弥市郎井水杢左衛門支配御門番共ニ 227 129 98 98 31 77 21
御破損方支配附人共ニ 154 79 75 49 30 57 18
中村惣助支配 38 22 16 9 13 8 8
志賀市右衛門原井長右衛門支配 11 7 4 6 1 3 1
成水平吉支配 18 9 9 4 5 5 4
金子久八支配 61 48 13 8 40 7 6
荒巻新兵衛支配 72 37 35 26 11 25 10
稲葉用左衛門後藤作兵衛支配 6 6 0 6 0 0 0
御殿守方役人附人 1 1 0 1 0 0 0
大脇武兵衛井上左平太組 51 37 14 7 30 3 11
後藤作兵衛組 20 19 1 4 15 1 0
稲葉用左衛門組 21 18 3 3 15 3 0
稲葉武右衛門組 29 23 6 3 20 2 4
若林仁左エ門組 26 20 6 1 19 3 3
中西禮之助組 22 17 5 1 16 4 1
芝崎甚之丞組 24 20 4 3 17 1 3
稲川与三左衛門組 18 16 2 1 15 1 1
小川忠右衛門組 24 20 4 3 17 1 3
上川平七組 26 20 6 4 16 4 2
長瀬六右衛門組 21 18 3 2 16 3 0
徳丸与左衛門組 10 10 0 10 0 0 0
森田又十郎組 12 11 1 0 11 0 1
東保清左衛門組 16 11 5 0 11 0 5
小野九右衛門組 10 10 0 0 10 0 0
元永八内組 10 10 0 0 10 0 0
赤川又七組 10 10 0 0 10 0 0
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臼
杵
藩
稲
葉
家
中

引田喜右衛門組 9 9 0 0 9 0 0
後藤与兵衛組 10 10 0 0 10 0 0
溝辺加兵衛組 10 10 0 0 10 0 0
佐藤東助組 10 10 0 0 10 0 0
塩月伝七組 32 32 0 0 32 0 0
中島九市谷次兵衛組 79 79 0 0 79 0 0
荒巻新兵衛組 98 74 24 0 74 24 0
御部屋御印之者以下 87 87 0 0 87 0 0
監物殿衆月永院殿衆 180 99 81 61 38 65 16
伊藤弥次右衛門 9 5 4 3 2 2 2
宇佐美弥五太夫 6 3 3 1 2 0 3
太田随節 3 0 3 1 2 0 0
石丸宗林 4 2 2 1 1 0 2
大脇玄無 3 2 1 1 1 0 1
長尾蓮久 4 2 2 1 1 1 1
高橋休清 6 3 3 1 2 3 0
武山加兵衛 3 1 2 1 0 1 1
西尾弥四郎請合知仙 3 0 3 0 0 1 2
小倉角右衛門請合守玄 3 0 3 0 0 1 2
御内所 23 0 23 0 0 6 17
御部屋御内所 11 0 11 0 0 2 9

右御家中 5,140 3,017 2,123 1,053 1,964 997 1,126 −29

　②非武家

非
家
中

御礼仕町在医者 68 35 33 20 15 15 18 5
町中 2,312 1,300 1,012 19
在中 55,294 29,892 25,402 429
寺方家内之俗 340 185 155 -9
出家諸宗 234 234 2
� 禅宗僧 78
� 天台宗僧 3
� 真言宗僧 7
� 日蓮宗僧 10
� 浄土宗僧 45
� 真宗僧 91
山伏家内之者 93 32 61 6
山伏天台真言共ニ 51 51 1
浪人 48 23 25

非家中計 58,440 31,752 26,688 20 15 15 18 453
全体計 63,580 34,769 28,811 1,073 1,979 1,012 1,144 424
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稲葉家中と非武家に分けてまとめられている。家中は組支配ごとに調査が行わ
れ、組士の家は、武士身分の「上」と、奉公人など非武士身分の「下」に分け
てまとめられている。家中は合計5140人（男3017人、女2123人）が、この時点
での絵踏の対象者である。非武士身分は居住地ごとに分けられ、町在医者68人、
町人2312人、在中5万5294人、寺社方俗人340人、出家諸衆234人、山伏家内
之者93人、天台真言山伏51人、浪人48人の合計5万8440人が絵踏の対象者であ
る。家中と非武家をあわせた合計6万3580人が、この時点で絵踏の対象となる。

絵踏の流れについてはすでに多くの研究があるので、ここでは佐藤晃洋氏の
研究を参照に概要を紹介するにとどめる

22）
。文化14年（1817）の場合、臼杵藩で

は12月23日に踏絵借用の使者を選定し、年の明けた1月2日に使者が長崎へ出
立する。一方、絵踏を受ける地方では、絵踏を受ける者のリストを作成し、絵
踏の準備を進める。使者は1月11日に長崎に到着し、踏絵を借用して21日に
臼杵に帰着している。絵踏は1月23日から始まり、まず城下・家中・町方で絵
踏を行い、2月3日からは在方を二手に分かれて絵踏をして廻る。在方での絵
踏が終わると、2月23日に使者が踏絵返却のために臼杵を出発し、3月１日に
踏絵を返却して絵踏に関わる一連の流れが終わる。この絵踏を滞りなく遂行す
ることが、宗門奉行にとってもっとも重要な職務である。
②1年を通じて行われる絵踏

正月の絵踏は長崎奉行から真鍮製の踏絵を借用して行われ、大名が独自に踏
絵を作成することが禁じられていたことなどから、幕府―長崎奉行―九州諸藩
という幕藩制国家の権力編制の一環として機能していたことが明らかにされて
きた

23）
。しかし、マレガ資料の調査から、臼杵藩では1年を通じて絵踏が行われ

ていたことがわかった。すなわち、江戸詰や大坂詰の藩士、京都に修行に出て
いた僧侶、商売で他所にいた者、2月以降に婚姻や養子などで臼杵藩領に引っ
越してきた者、正月に重病であった者や欠落していた者など、正月に何らかの
事情で絵踏ができなかった者や集団について、絵踏が可能になるとただちに絵
踏を行っているのである。そのため、臼杵藩宗門方役所にも踏絵があったこと
が、以下の史料からわかる。
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史料4　マレガ資料A4.60.22.2
（端裏）「宇野仁右衛門様　林角左衛門」
以手紙致啓上候、然者明日海添筋踏絵御改之御触御座候、就夫明日より寄
合日ニ御座候間踏絵持参之御役人衆出掛ケニ長屋平兵衛・太田六郎兵衛・
拙者山本曽衛門方持参被致候様ニ被仰付可被下候、右之趣為可得御意如此
御座候
已上
　　六月廿五日

これは、享保8年（1723）6月に、臼杵藩領の海添筋の村々において絵踏を
行うことについて、地方支配を担う郡奉行林角左衛門が、宗門奉行宇野仁右衛
門に相談した書簡で、文中の長屋平兵衛は郡目付、太田六郎兵衛は代官である。
関連史料がないので詳細は未詳だが、海添筋の絵踏を地方支配の郡奉行以下の
役人が行うため、宗門方役所にある踏絵を借り出すことについて相談している
と考えられる。

マレガ資料には、宗門奉行の日記が、明和元年（1764）閏12月と寛政6年
（1794）8月の2か月分残されている。内容は宗門奉行の日々の業務を簡潔に記
録した業務日誌である。日記には、踏絵を持ち出すことについて、以下のよう
な記述がある。

史料5　マレガ資料A16.1.2.10（寛政六年日記）

（八月）十七日
一�、御月番江罷出稲葉源太左衛門先月十六日大坂ゟ罷下候段昨十六日相達

候ニ付踏絵為持差遣相改候段御伺申上候処其通被仰付候
右ニ付明十八日踏絵為持遣候段源太左衛門方江申遣
十八日
一、稲葉源太左衛門方江踏絵為持遣相改候ニ付左之通差遣
　　小頭　　　　　　　大野善左衛門
　　付人　　　　　　　神田寿助
　　　長ハ古川友右衛門組
　　踏絵持　　　　　　圓蔵



� 臼杵藩宗門方役所とキリシタン統制　　289

右源太左衛門家来之内壱人病気ニ付在所江遣置候由書付差出、尤快気次第
可申達由

これは、大坂留守居を勤めていた稲葉源太左衛門が7月16日に臼杵に戻った
と連絡があったため、8月18日に絵踏をすることについての記事である。大坂
留守居には稲葉源太左衛門自身の家臣を同行していたためか、源太左衛門の屋
敷に宗門方の役人が踏絵を持参して、絵踏が行われている。役人は宗門小頭の
大野善左衛門、付人の神田寿助、踏絵持の圓蔵の3名で、踏絵持がいることか
ら、踏絵は何らかの容器に入れて運ばれたと思われる。臼杵帰着から1か月経
っているのが気になるが、日付からして、「先月十六日」は「昨十六日」の誤
記かもしれない。いずれにせよ、この記事からも、臼杵藩宗門方役所には、踏
絵が常備されていたことがわかる。

恒常的な絵踏のありかたについては、以下のような記述も見られる。
史料6　マレガ資料A16.1.2.10（寛政六年日記）

（八月）三日
一�、妙蓮寺ゟ使僧書付差出、当時寺方弟子了俚為学向上京仕候所一昨朔日

夜罷下候段相達、依之明四日踏絵可申付候間召連当御役所江罷出候様申
付置、類族ニ而も無之

四日　踏絵申付候
この記事によると、8月3日に、妙蓮寺の僧侶が京都に修行に出ていたが一

昨日夜に臼杵に戻ったという報せがあったため、翌4日に絵踏を行うので宗門
方役所に連れてくるよう通達し、4日に宗門方役所で絵踏を行ったことがわか
る。臼杵に戻り次第絵踏を行っている。

残された2か月分の日記の記事をまとめたのが、表2・表3である。明和元
年閏12月の宗門奉行の処理業務をまとめた表2によると、明和元年閏12月は、
18日・26日に宗門方役所にて、他領からの引越者に対して絵踏を実施してい
ることがわかる。寛政6年8月の宗門奉行の処理業務をまとめた表3によると、
江戸詰藩士の帰着にともなう絵踏を8月10日・13日、大坂詰藩士・船頭の帰
着に伴う絵踏を8月12日・17日・18日、他領よりの引越者や帰参者に対して
の絵踏を8月3日・25日・30日と、合計8日間、宗門方役所にて絵踏を行って
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いる。1年間を通して行われる絵踏
についてはまだわからないことが多
いが、臼杵藩では、正月に絵踏を受
けられなかった者を対象に、絵踏が
可能になり次第、実施していたこと
は間違いなく、そのため、宗門方役
所にも臼杵藩独自の踏絵があったと
考えられる。

以上から、宗門方の職務A【絵踏
の遂行】とは
　①�正月から2月にかけて毎年行わ

れる、長崎奉行から借りた2枚
の真鍮製踏絵を用い、臼杵藩に
関わる全員を対象として行われ
る絵踏

　②�①を何らかの理由で受けられな
かった者を対象として恒常的に
行われる絵踏

の2種類があり、②については、長
崎奉行所蔵の踏絵ではなく、臼杵藩
で所持していた踏絵が用いられた。
これは、類族であるなしにかかわら
ず、臼杵藩に関わる全員を対象とし
た、絵踏を通じた人別把握でもあっ
た。臼杵藩宗門奉行の職務とは、絵
踏①②を通じて、臼杵藩に人別の存
在するすべての人が年に一度、「キ
リシタンではない」という確認を行
うことであり、これにより、手続き

表2　明和元年閏12月宗門奉行処理業務
日付 要　　　件 身分 類族

2 引越 百姓 非類族
3 在江戸病死／死骸見届け等手続き連絡 中間 類族
4 引越 船頭 非類族
5 学問上京 僧 非類族
6 旦那寺替 百姓 非類族
6 不行跡他村構 百姓 非類族
6 欠落 百姓 非類族
6 欠落 百姓 非類族
6 10人引越 百姓 非類族
7 引越 百姓 非類族
8 5人派遣 僧 非類族
9 欠落 百姓 非類族

10 修学 僧 非類族
11 逗留 船大工
11 引越 百姓 非類族
11 養子 百姓
11 結婚引越 百姓
12 帰寺 僧 非類族
12 引越 百姓 非類族
14 風与出内証 百姓 類族
14 絵踏伺い 百姓 非類族
16 引越 百姓 非類族
16 相続 百姓
17 剃髪 僧 非類族
17 養女 百姓 非類族
18 風与出罷帰 百姓 類族
18 他領ゟの引越等8人絵踏 百姓
18 国元罷帰 船大工
18 5人引越 町人 非類族
19 他領ゟの引越之者檀那寺申渡し 百姓
19 風与出罷帰 百姓 類族
20 結婚引越 穢多 非類族
20 欠落 百姓 非類族
20 欠落 百姓 非類族
20 引越 百姓
20 結婚引越 百姓 非類族
21 結婚引越 百姓 非類族
21 引越 百姓
25 養子引越絵踏 百姓
25 結婚引越絵踏 百姓
25 結婚 船頭 非類族
25 逗留 木挽
26 引越 百姓 非類族
26 養子引越絵踏 百姓
26 結婚 町人 非類族
28 結婚引越 穢多

網かけ：類族、太字：絵踏関係
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上は臼杵にはキリシタンは存在しない状態が実現するのである。このキリシタ
ン不在の法的な証明が、臼杵藩宗門奉行のキリシタン統制にとっての最重要課
題と考えられる。

（4）職務B　類族の管理

臼杵藩宗門奉行のもう一つの主たる職務は、類族に関するあらゆる動向を、
文書を通じて管理することである。先にみた貞享4年（1687）や元禄8年（1695）

表3　寛政6年8月宗門奉行処理業務
日付 要　　　件 身分 類族

3 上京罷帰絵踏 僧 非類族
4 病死 町人 非類族
5 不埒脱衣 僧 非類族
5 病死 町人 非類族
6 寺替 百姓
6 改名 僧 非類族
7 風与出罷帰 百姓 非類族
7 風与出 百姓 非類族
7 寺替 百姓
7 剃髪 百姓 非類族
7 逗留 僧 非類族
8 上京 僧
8 欠落 百姓 非類族
9 出家 僧 非類族
9 入籠病気療養のため在所帰住 百姓 非類族

10 江戸ゟ帰着につき絵踏 藩士
11 病死 百姓 非類族
11 御城下構他所預 非類族
11 病死 僧 非類族
12 大坂ゟ帰着につき絵踏 船頭
12 僧籍移 僧
12 蔵奉行付人大坂ゟ帰着絵踏 藩士
12 高野山登山 僧 非類族
13 秋交代藩士の内類族有無確認 藩士
13 江戸ゟ帰着につき絵踏 藩士
13 留守中住職申付 僧 非類族
15 寺替 僧
15 欠落 百姓 非類族
16 入籠 百姓 非類族
17 先月大坂ゟ帰着につき絵踏 藩士
17 病死 僧
17 弟子願 僧
18 先月大坂ゟ帰着につき絵踏持参改 藩士
18 病死 藩士 類族
18 剃髪 僧 非類族

19 剃髪 非類族
20 欠落 百姓 非類族
20 風与出 百姓 非類族
20 住持参詣 百姓 非類族
20 湯治願 百姓 非類族
20 江戸修学願 僧 非類族
20 酒造頭司（杜氏）差置願 百姓
20 奉公人召置願 百姓
20 奉公人召置願 百姓
20 奉公人召置願 百姓
20 奉公人召置願 百姓
20 弟子引越 僧
21 欠落 百姓 非類族
23 逗留 百姓
23 居住改病気延期願 百姓
23 大坂罷登届 藩士 非類族
23 居住改病気延期願 百姓
25 欠落 百姓 非類族
25 住持居住改絵踏 僧
25 居住改絵踏 百姓
25 盗品買取入籠 百姓 非類族
25 弟子引越 僧 非類族
25 欠落 百姓 非類族
25 居住改病気延期願 百姓
25 欠落 百姓 非類族
26 引越 百姓 非類族
26 居住改 僧・百姓
26 結婚引越 百姓 非類族
27 湯治帰着 庄屋 類族
28 欠落 僧
28 上京学問修行願 僧 非類族
28 離縁 百姓 非類族
28 欠落 百姓 非類族

30
他領ゟ当地へ永住引越、欠落帰
参之者13人居住改絵踏

百姓

網かけ：類族、太字：絵踏関係
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の幕府令に則り、キリシタンの子孫を文書を通じて管理し続けることで、キリ
シタンの存在しない社会を維持し続けるわけである。そのため、マレガ資料に
は類族の管理に関する膨大な記録が残されている。

臼杵藩にはどれだけの本人・本人同然・類族が存在したのだろうか。本人・
本人同然・類族の総数を記した史料は、管見の限り、正徳元年（1711）の記録
があるのみである

24）
。試みに、元禄5年の絵踏対象者をまとめた表1の数字を属

性ごとにまとめ、正徳元年の類族数と比較したのが表4である。約20年の開き
があるため正確な数字ではないが、おおよその傾向をみることはできるだろう。
表4左側を見ると、正徳元年の時点で類族は1万5235人である。元禄元年の人

表4　正徳元年本人・本人同然・類族数内訳／元禄・正徳比較表
本人本人同然存命 381
　本人内壱人江戸、59人欠落追放 60
　本人同然欠落追放 28
　本人御当領居住 29
　本人同然御当領居住 270
　本人同然佐伯領居住 1
類族存命 14,865
　給人家内共 98
　小侍家内共 252
　御足軽以下御奉公人 161
　御家中又者 44
　御礼仕町在医師御家内共 5
　浪人家内共 3
　出家 47
　山伏 4
　町中 203
　在中 12,975
　欠落追放 308
　他領居住 765
　　公領類族 156
　　肥後領類族 159
　　竹田領類族 144
　　府内領類族 81
　　佐伯領類族 182
　　諸国類族此分届無之 43

合計 15,253
単位（人）

A2.4.7.1「正徳元年卯十一月廿日切極」より作成。

元禄５年人高御帳との比較
正徳元年 元禄5年 割　合

555 5,140 10.8 

5 68 7.4 
3 48 6.3 

47 234 20.1 
4 144 2.8 

203 2,312 8.8 
12,975 55,294 23.5 

15,253 65,380 23.3 
単位（人） 単位（％）
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口と比較すると、臼杵藩に人別のある人々の23.3％が類族であった計算になる。
武家の類族は555人で、人口比では10.8％が類族であった。第1節でみたように、
臼杵藩士の約半分は臼杵取立家臣であり、そのなかには大友旧臣も多く含まれ
る。幕府の寛文4年（1664）令でも、「家中之者は不及申」と、家臣団のなかの
キリシタンの取締りを強調し「きりしたん宗門近年かろきものとも令露顕、法
をもひろむるよき切支丹は不出候」と続けていることからも、キリシタンのな
かでも指導的立場にある者の捕捉が急務であった。臼杵藩士の1割以上が類族
であったという点は、武家社会のなかの、かつて指導的地位にあった元キリシ
タンの存在と、幕藩体制にとっての脅威を考えるうえでも重要である。在中の
類族は1万2975人で、人口比では23.5％である。在中の類族について重要な点
は、表の左側にあるように、欠落追放の類族が308人、熊本藩や岡藩など他領
居住のものが765人あり、正徳元年の時点ですでに頻繁な移動が進行しており、
捕捉から洩れる危険性があったということである。他領への移動については、
九州諸藩の宗門奉行が、送り出す側・受け入れる側双方で文書を交わし合い、
捕捉から洩れない体制を作っていたことがマレガ資料からみて取れる。さらに、
正徳元年の時点で、本人や本人同然など、存命中の元キリシタンが381人存在
している。多くは「豊後崩れ」のさいにキリシタンとされ、棄教して本人や本
人同然となった者である。キリシタンであった経験を持つ領民が一定程度存在
する状況は、宗門奉行の成立から半世紀近く経った時点でも、キリシタン問題
は過去のものとはなっていなかったことを物語る。

このように、臼杵藩では、正徳元年の時点でこれだけの数の類族が存在し、
「豊後崩れ」でキリシタンに立ち返ったのちに棄教した本人・本人同然までが
一定数存在している。第1節の史料1でみたように、宗門奉行は、発覚してい
ない多数の潜在的なキリシタンの存在の可能性を認識していたわけである。第
1節で見た隠密内証での事務処理のありかたは、人口の2割を超える類族の存
在、藩士のなかにも1割を超える類族が存在するなかで、事件化を防ぎつつ類
族を捕捉するための方法として編み出されたものではないだろうか。

臼杵藩では、本人・本人同然・類族がしっかりと捕捉され続けることにより、
少なくとも手続き上、キリシタンは存在せず、キリシタンの子孫はしっかりと
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捕捉されている、という状態を実現していた。元キリシタンおよびその子孫
（類族）の文書主義的管理が、臼杵藩宗門奉行のキリシタン統制のもうひとつ
の最重要課題である。

最後に、臼杵藩宗門奉行の職務（の変化）を考えるうえで、非類族の管理に
ついて検討しておきたい。先に見た表2「明和元年閏12月宗門奉行処理業務」
では、46件の事務処理がなされているが、そのうち類族に関するものは4件で、
残りの業務は非類族（不明も含む）の人別管理である。表3「寛政6年8月宗門
奉行処理業務」でも、70件の事務処理のなかで、類族の管理は2件（藩士と庄

屋）で、残りの業務は非類族（不明も含む）の人別管理である。マレガ資料の
なかの人別管理に関する記録にも、圧倒的な量の「類族ニ而も無御座候」者の
人別管理の記録が残されている。幕府の規定はあくまで類族の捕捉であるが、
婚姻等によって類族が広がり、代を重ねるなかで類族から脱する者もあらわれ
てくるような状況では、類族を捕捉するためには、非類族もあわせて捕捉する
必要がある。捕捉の内容には違いがあったと推測されるが、この点は今後の課
題としておきたい。現時点では、臼杵藩宗門奉行の人別管理に関わる職務は、
臼杵藩に関わる全員を絵踏と諸帳簿で把握し、そのなかで類族について、とく
に詳細に捕捉する、という構造だったと見通しておきたい。

以上みたように、職務B「類族の管理」とは、幕府の規定を基準にキリシタ
ンの子孫を捕捉し続けることであり、そのために膨大な文書が宗門奉行を核と
して作成・授受され、台帳によってコントロールされ、成果の一部は幕府へ報
告される体制が遺漏なく遂行され続けることであり、職務A・Bを通じ、徹底
的な文書主義により、臼杵藩にはキリシタンが存在しないことが確認され続け
たのである。

おわりに

最後に、本稿でみてきたことを簡単にまとめておきたい。臼杵藩において、
宗門方（宗門奉行）は、幕府のキリシタン統制方針をうけ、寛文延宝期のキリ
シタン露顕を背景として、4代信通、5代景通による藩政機構の確立過程（番



� 臼杵藩宗門方役所とキリシタン統制　　295

方・役方組織の確立・職掌の明文化）のなかで、キリシタン統制を担う中上級ポ
ストとして成立した。

宗門奉行の職務は、成立以前のキリシタン統制を引き継ぎつつ、
Ａ　臼杵藩に関わる全員を対象とした絵踏
　　①正月～2月の年中行事
　　②1年を通して行われる恒常的絵踏
Ｂ　本人・本人同然・類族／非類族の管理

を担う。背景として、全人口の2割を超える類族の数があり、露顕事件を背景
に長崎奉行・幕府との関係のなかで、精緻な文書主義による管理体制を構築し
たのである。この体制が明治4年（1871）まで遺漏なく継続する（安政6〈1859〉

年以降に絵踏はされなくなるが、Aは続く）。
成立期の宗門奉行の課題は豊後崩れへの対応だが、対応過程から、事件化を

防ぐ「隠密内証」の対応方針が成立したと考えられる。貞享・元禄の幕府触を
画期とし、【キリシタン統制＝宗門奉行の職務】はキリシタンの摘発から、元
キリシタン・キリシタンの子孫の文書主義的管理へとシフトし、職務A・Bを
通じて、手続き上はキリシタンの存在しない（ことがしっかりと確認され続ける）

社会を実現したのである。臼杵藩におけるキリシタン統制とは、A絵踏とB類
族の捕捉を通じて、手続き上、キリシタンの存在しない社会を実現することだ
ったと考えられる。

では、こうして構築されたキリシタン統制とは、どのようなものだったのだ
ろうか。本稿でみたとおり、幕府・臼杵藩が精緻な仕組みを構築したのはあく
まで「手続き」である。職務A②にみられるように、手続きの遂行には強い
関心があり、膨大な量の残された文書は、手続きの厳密さを私たちに伝えてく
れる。一方で、異変にさいしては「隠密内証」主義が採用され、欠落など捕捉
から洩れる危機にさいしても、事件化・表面化を避ける態度を取り、幕府もこ
の態度を容認していたとみられる。「場合によっては実態を反映しない手続き」
の「厳密な遂行」、という、矛盾するかにみえるこの特質は、近世のキリシタ
ン統制が、何を目指していたのかを物語っている。幕府や藩が目指したのは、
あくまでキリシタンが存在しないことが手続き上証明された社会であり、内心
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を追求してキリシタンを根絶することにはなかったのではないだろうか。膨大
なマレガ資料のわずかな部分の分析からではあるが、以上のように見通し、本
稿を擱筆することとしたい。
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18）片岡弥吉『踏絵』（日本放送出版協会、1969年）、註2村井前掲書、安高啓明『踏絵を踏んだ

キリシタン』（吉川弘文館、2018年）。
19）註1マレガ前掲書、註5佐藤論文。
20）註5佐藤論文。
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21）臼杵市文化財管理センター所蔵「元禄五年　人高御帳」。
22）註5佐藤論文。
23）註2村井前掲書。
24）マレガ資料A2.4.7.1「正徳元年卯十一月廿日切極」。

�※本稿は三野行徳「臼杵藩宗門方役所とキリシタン統制」（国文学研究資料館『国文学研究資料
館紀要　アーカイブズ研究篇』第14号、2018年）を一部修正したものである。
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臼杵藩宗門方役所における文書管理の諸相
―収納袋・端裏書・保存形態に着目して―

� 太田尚宏

はじめに

平成25年（2013）より始まったマリオ・マレガ資料（以下、マレガ資料と略

記）の調査では、資料配列の階層性を重視した資料番号付与、精緻な概要調査、
資料の全点撮影の実施により、近世から現代に至る複数の文書整理・管理の秩
序を記録化している。このことにより、文書本文の内容にとどまらず、収納
袋・包紙・紙縒・カードなどの物的資料を利用して資料の一括状況や配列の階
層性を把握し、過去の複数次にわたる文書整理・管理を推定して、文書群構造
を明らかにしていくことが可能な状態となっている。

そこで本稿では、上記の物的資料ならびに文書の端裏書、さらには資料の畳
み方や裁断のあり方などにも注目しながら、マレガ資料の約82％を占める臼
杵藩宗門方役所文書（以下、宗門方文書と略記）について検討し、同役所の文書
管理のあり方の一端を明らかにする。

なお、幕府や藩の文書管理に関しては、まとまったものとして国文学研究資
料館の一連の研究成果がある

1）
。本稿では、これらの成果に学ぶとともに、ふだ

んは副次的に扱われることの多い上記の物的資料や、端裏書のようなメモ的記
載、資料が保存されていた「原形」など、いわば資料の外形的側面が、文書管
理の歴史を分析するさいの有力な素材となり得ることを指摘してみたい。
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1．寛文～貞享期の動向

（1）長崎・臼杵間往復文書の調査・整理

寛文4年（1664）11月、幕府はキリシタン統制に関わる「覚」と「口上之覚」
を発し、各藩にキリシタン統制を専管する役人の設置を求めた

2）
。これをうけて

臼杵藩では、同5年春に高宮正勝など3名を宗門奉行に任じ、取締りの任務に
あたらせた

3）
。この時期をはさむ万治3年（1660）から天和2年（1682）頃にかけ

て、臼杵・岡・府内藩などにおいて、「豊後崩れ」と呼ばれるキリシタンの集
団露顕が発生しており

4）
、新設された宗門奉行にとっては、これへの対応が最優

先の課題となっていた。
宗門奉行設置後の文書管理の動きが判明するもっとも古い資料は、「寛文六

午年 長崎遣取」と墨書された袋である
5）
。この袋は、幕府の長崎奉行所と臼杵

藩との往復書類を収納していたものと考えられる。「豊後崩れ」への対応の過
程で、臼杵藩と長崎奉行所の間では、摘発したキリシタンの長崎での動静や転
宗した者の臼杵城下への返送など、文書によって連絡をとりあう案件が多かっ
た。この袋は、これらの関係文書を整理し、年次ごとに袋にまとめて保管した
ことを示すものである。

宗門奉行のもとには、こうした往復文書の留帳も残されている。これらの留
帳は、「丑之年長崎より之状写」などと題されて長崎奉行所から臼杵藩へ届い
た文書を転写したものと、逆に「丑之年長崎江此方ヨリ遣状写」などの表題が
付けられて臼杵藩から長崎奉行所へ宛てた文書の案紙・写をまとめたものの2
種類に分けられる。ここでは混乱を避けるため、前者を〈長崎発〉、後者を

〈臼杵発〉と記すことにしたい。
現在確認されている留帳は、寛文元年（〈長崎発〉〈臼杵発〉の2冊）・寛文5年

（〈臼杵発〉のみ）・寛文6年（2冊合綴）・延宝6年（2冊）の7冊である
6）
。5～6点

程度の文書が転写された薄い冊子で、いずれも比較的横幅が広い竪帳が用いら
れている。

なお、現存するなかでもっとも古い留帳が作成された寛文元年は、「豊後崩



300　　第2部　豊後キリシタン・類族文書の研究

れ」が始まった万治3年の翌年にあたり、しかも宗門奉行が設置される以前の
段階である。このことから、留帳が宗門奉行設置以前に作成され、移管を受け
た可能性もあるが、宗門奉行設置以後の寛文5年・同6年・延宝6（1678）年に
も同じ形態の竪帳で留帳がまとめられている点を考慮すると、移管された原文
書をもとに宗門奉行のもとで留帳に転写されたとみるのが妥当ではないかと思
われる。

これらの留帳には、2つの大きな特徴がある。第一は、転写された文書の右
肩に「い」「ろ」「ら之内」など、原文書の包紙に付けられたと思われる「いろ
は」記号が記載されている点、第二は、「此御報右京様ゟ被遣候故、あんし無之
候」などといった文書の不存在を示す付札や掛紙が多く貼られている点である。

第一の「いろは」記号については、現存する留帳の記載の様子を拾い上げる
と、以下のようになる。

〈長崎発〉：寛文元年＝い～ほ　寛文6年＝ら　延宝6年＝記載なし
〈臼杵発〉：�寛文元年＝い～ほ　寛文5年＝や～あ　寛文6年＝ら・

延宝6年＝記載なし
これを見ると、㋐〈長崎発〉と〈臼杵発〉では、それぞれが独立した「いろ

は」記号が付けられていること、㋑同じ年の〈長崎発〉と〈臼杵発〉では、
「いろは」記号の範囲が一致していること、㋒〈臼杵発〉を見ると、寛文元年
から同6年まで一連の「いろは」記号を付けた可能性があること、㋓〈長崎発〉

〈臼杵発〉とも、延宝６年の留帳には「いろは」記号が記載されていないこと、
などが判明する。これらのことから、次の２点が指摘できよう。

・�〈長崎発〉と〈臼杵発〉では別々に「いろは」記号を用いつつも（㋐）、同
一の記号を用いることで両者の文書の関係を対照できるように工夫されて
いた（㋑）。

・�これらの「いろは」記号を付けた時期は、寛文６年から延宝6年の間で
（㋒）、延宝６年の時点では、「いろは」記号を付ける必要がなかった（㋓）。
また、マレガ資料には、原文書を包んだ包紙に「いろは」記号が付けられて

いるものがある。寛文9年2月「り 八月六日臼杵出船佐賀関ヨリ帰、同十三日
臼杵出船、同廿八日到着」（A1.4.2.1.0）、年欠「ろ 六月七日進達」（A1.4.5.2）、年
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欠「ち 二月晦日当着」（A1.4.7.1.1）、寛文8年「ほ 十一月三日之日付と有之候」
（A1.5.6.3）の4点であるが、記述内容を見ると、いずれも文書の到着や進達の
月日を記載していることがわかる。しかも、年次がわかる2点は、寛文8～9
年頃のものである。

これらの点に留意しながら、特徴の第二の点について見てみよう。留帳に貼
り込まれた付札や掛紙に関しては、寛文9年と推定される酉正月21日付「長崎
与遣取之状・案紙不見之分書出シ」（A1.9.3.2.1）という横長帳が参考になる。
この資料は、長崎・臼杵間で取り交わされた文書のうち不存在であるものを書
き出したもので、記述範囲は子年（万治3年）から申年（寛文8年）までとなっ
ている。しかも、この文書の個々の記事は、留帳に貼付された付札や掛紙の内
容とほぼ一致する

7）
。

注目したいのは、この文書が作成された寛文9年正月という時期である。こ
の前年には、臼杵領内の久土村の長熊という人物が長崎奉行所へ訴人し、12
名のキリシタンが摘発されるという事件が起こっている。この一件に関する長
崎奉行と臼杵藩の宗門奉行とのやりとりについては、三野行徳氏の研究

8）
がある

のでここでは立ち入らないが、この一件を処理する過程で、宗門奉行のもとに
あった長崎・臼杵間の往復文書の調査が行われ、不存在の文書が書き出されて
いることは、極めて興味深い。

ここまで述べてきた点を整理すると、以下のようなことが指摘できよう。寛
文5年春の宗門奉行の設置以降、新任の宗門奉行は「豊後崩れ」への対応を優
先課題として取り組み、おそらくそれ以前にキリシタン統制文書を保管してい
た場所からも関係文書の移管を受けたものと推測される。宗門奉行のもとでは、
移管された文書を転記した留帳が作成されて事務に利用され、原文書は「寛文
六午年 長崎遣取」などの表題を付けて保存対象になったと思われる。

しかし、寛文8年に起こった久土村長熊の訴人一件により、長崎・臼杵間の
往復文書に関して、より詳細な事実関係を把握する必要が生じ、翌9年正月に
原文書の確認調査が実施された。この調査では、留帳に記載された文書につい
て、文書の存在を確認したうえ、「いろは」記号を付けて〈長崎発〉〈臼杵発〉
相互の記事の関係性を明示した。一方、不存在の文書に関しては、「長崎与遣
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取之状・案紙不見之分書出シ」に記入するとともに、留帳の該当箇所に付札・
掛紙を施して、不存在の文書がある旨を表示した。

以上が、宗門方文書に残る寛文～延宝期の資料から判明する宗門奉行の文書
管理の一端である。また、マレガ資料における寛文～延宝期の資料は、「豊後
崩れ」に関わる資料が大多数を占める。このことは、宗門奉行の設置が「豊後崩
れ」への対応を主な目的としていたことを示すとともに、これらの文書が近世
を通じて保存されていた点から、「豊後崩れ」が臼杵藩にとって藩の存続を左
右した重大事で、そのさいの長崎・臼杵間の往復文書に示された内容が、幕府
への対応の原点として記録・保存されなければならなかったことを示している。

なお、延宝期の文書に関わり、文書の移管について若干の付言をしておきた
い。延宝6年の久土村理助女房の臼杵城下への送還に関わる一連の文書では、

「久土村理助女房助戻り、長崎ゟ参候状、同此方ゟ被遣御書、請取手形、何も
此内有之、使者渡辺九郎兵衛」と書かれた包紙（A1.12.1.2.2）の内側に「岡野
孫九郎様ゟ之御状　岩手六左衛門殿　山田八右衛門」という包紙（A1.12.1.2.3）

があり、さらにその中に当該文書が収納されている。「諸執役 前録一」
9）

によれ
ば、山田八右衛門は延宝6年6月に御用人から家老

10）
に就任し、同7年12月に没

している。また岩手六左衛門は、延宝6年7月に宗門奉行となっている。内側
の包紙は、家老から宗門奉行へ文書の移管が行われたことを示しており、しか
も事案の処理後、比較的早い段階で移管が実施されていたこともわかる。すで
に延宝期には、キリシタン統制に関わる文書を宗門奉行のもとへ移管する体制
がある程度整えられていたことが知られるのである。

（2）「類族」統制の始動と新たな文書移管

貞享4年（1687）6月、幕府は転宗したキリシタンについて、「本人」「本人
同然」「類族」（以下、一括して示すときには「類族等」と表記）の区別を規定し
た
11）

。これにともない臼杵藩では、宗門奉行が主体となって同年10月～12月頃
までに基本台帳となる「類族帳」を作成している

12）
。

「類族帳」の作成によって類族等を統制する基礎が整い、宗門奉行のもとでの
文書による管理が拡大されていくのは、貞享5年4月頃からである。これまで
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の死骸改証文の提出対象が「切支丹転」「古切支丹転」であったのに対し、こ
の時期からは「類族」にまで広がっていくのが、その根拠の一つとなろう。
「類族」という新たな定義が生まれたことで、宗門奉行設置以前の文書を保管
していた部署では、改めて宗門奉行のもとへ関連文書を移管する動きが見られ
た。「貞享五年辰六月十一日役所ニ可差置旨ニて七右衛門殿御渡」と添書され
た「切支丹類門与有之大包壱入　内拾四包」という袋（A16.4.7.11.0.2）がその
ことを示している。この袋は、キリシタンの「類門」という記載に関わる文書
を取り集めて収納したもので、貞享5年6月11日に「七右衛門殿」という人物
が、宗門奉行の「役所」に据え置くことが適切だと判断して手渡したとある。

ここではまず、宗門奉行と下役たちから構成される部署を「役所」と表記し
ている点に注目したい。管見の限りであるが、この袋の記述が、宗門奉行とそ
の配下を「役所」と記したもっとも古い事例ではないかと思われる。

このことは、「豊後崩れ」への対応から「類族帳」の作成や類族等の統制へ
と職務が移り変わっていくなかで、宗門奉行と下役たちが「役所」として認識
され、組織として定置されていったことを物語っている。キリシタン取締り範
囲の類族への拡大が、「宗門方」と総称されるような恒常的な組織を必然化さ
せ、次第にその位置づけが明確化されていったものと考えられる。

ところで、この袋を渡した「七右衛門殿」は、いかなる人物であろうか。
「諸執役 前録一」を検索すると、「御用人」の項に「渡辺権八忠直」という人
物の名前がある。渡辺は、延宝8年（1680）10月に御側より御用人へと転じ、
元禄元年（1688）7月に職を解かれている。そして貞享3年には、「七右衛門ト
改」とあるように、改名が行われていたことが判明する。したがって「七右衛
門殿」とは、御用人の渡辺忠直のことを指していることがわかる。このことか
ら、袋に収められていた文書は、藩主側近の御用人の手元で保管されていたも
のであったことが明らかとなる。つまり、「豊後崩れ」の時期のキリシタン統
制文書は、前述した家老のほか、御用人のもとにも保管されていたが、宗門方
が次第に役所としての機能を整えていくにしたがい、これらも宗門方の保管書
類として順次移管されていったことを知り得るのである。
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2．収納袋・端裏書から見た文書管理

（1）幕府への提出文書の規定

元禄8年（1695）6月、幕府は「切支丹類族一件」という触書を発した
13）

。こ
の触書は、類族の範囲を規定したものとして著名であるが、これと同時に、類
族等の異動に関わる提出文書の規定も定めている。その後、幕府への提出文書
の規定は、享保3年（1718）11月の令達によって一部が改訂され、これが類族
等の統制に関わる文書事務の基本となった。

表1は、元禄8年令・享保3年令の記載をもとに、類族等の異動に際して諸
藩が幕府へ提出しなければならなかった文書についてまとめたものである。こ
こでは、幕府へ提出する文書の形式や提出する時期が藩の文書事務の遂行にあ
たって重要な意味を持った。

一例として、類族等が剃髪する場合を考えてみよう。本人・本人同然が剃髪
するさいには、藩は幕府へ事前に伺書を提出しなければならない。これを表1
で見てみると、判は「書判」とある。「書判」（一判ともいう）は、差出人（藩

主）の署名に花押を記して提出する形式である。ちなみに「両判」は、花押を
記してさらに印判を捺す形式を指す。一方、剃髪する者が類族である場合、判
は「無判」、提出時期は「二季」となっている。「無判」の場合には藩主の花
押・捺印を必要とせず、幕府への報告も定められた「二季」（7月・12月）のう
ちで行えばよいことになる。

このように、本人・本人同然と類族とで幕府への文書提出の方法が異なる場
合、藩内の文書事務の方法もおのずと異なってくる。「書判」「両判」を必要と
する文書では、キリシタン統制を管轄する部署から家老などへ伺書が上がり、
藩主の決裁を受けることになろう。しかし、「無判」のものに関しては、役所
内での事例の集約のみで、幕府への届書の原型を作成することが可能となる。

臼杵藩の宗門方でも、基本的には表１にある規則に準拠して、文書事務の体
制が整えられていったとみてよい。ただし、規定が定められた前後には多少の
混乱がみられたようで、元禄期に作成された文書には、端裏や本文の脇に細か
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い朱文字で訂正が加えられているものが数多く見受けられる。

（2）収納袋と紙縒

宗門方役所では、類族等の管理にあたり、領内の村方・町方および家中の者
たちから多様かつ大量の文書を提出させていた。これらは、宗門方のチェック
や家老らによる決済を受けると非現用文書として保存されるが、伺書・届書な
どの証文・書付類は袋に収納する形で保存された。袋に収納する際には、「御
日記済 袋ニ入候分」と書かれた紙縒で括られる場合や、「他所戻り」「寺替」

「申ノ年　婚儀　三人」といった分類項目単位や月単位で紙縒でまとめられる
場合もあった

14）
。

表1　元禄8年・享保3年の幕府提出文書の形式と異同（太字は異同）
判 提出時期 元禄8年（1695）6月 享保3年（1718）11月

両判

二季 本人・本人同然の出家／不分明者の
病死

本人・本人同然の出家／不分明者の
病死／離別で類族を離れる者／義絶
で類族を離れる者

随時

初めての類族の存命帳・死失帳／死
失の取置証文／欠落／死罪／遁世／
離別で類族を離れる者／義絶で類族
を離れる者

初めての類族の存命帳・死失帳／死
失の取置証文

書判
事前伺 本人・本人同然の剃髪／本人・本人

同然の法名／本人・本人同然の名改
本人・本人同然の剃髪／本人・本人
同然の法名／本人・本人同然の名改

随時 死失の塩詰伺 死失の塩詰伺

無判
二季

出生／新縁／住所替／養子／名跡／
類族の出家／剃髪／法名／義絶で類
族を離れない者／離別で類族を離れ
ない者／名改／変死／病死／宗門替
え／旦那寺替え

出生／新縁／住所替／養子／名跡／
類族の出家／剃髪／法名／遁世／義
絶で類族を離れない者／離別で類族
を離れない者／名改／変死／病死／
死罪／宗門替え／旦那寺替え

随時 帰居 帰居

不明
事前伺

他領へ出る出家／本人・本人同然の
宗門替え・旦那寺替え／本人同然に
関する帳面記載の変更

他領へ出る出家／本人・本人同然の
宗門替え・旦那寺替え／本人同然に
関する帳面記載の変更

随時 帳面記載の変更 帳面記載の変更
不必要 他所出で期限通りに帰着した者 他所出で期限通りに帰着した者

「憲教類典 四ノ十六 切支丹」（国立公文書館所蔵）より作成。太字は享保3年の改訂で変更があった項目。
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宗門方で保存に用いられた代表的な袋は、「類族出生」「類族死失」「㊂」と
表書きされた3種類である。出生および死失は、「出生帳」「死失帳」を作成す
る都合で別立てにされ、その他の書付類は「㊂」に収められたと思われる。

若干の例外はあるが、いずれの袋も半年ごとに1つ作成され、収納した文書
の期間は、①前年の11月21日から当年の6月20日まで（以下、これを前期と呼

ぶ）、②当年の6月21日から11月20日まで（これを後期と呼ぶ）となっている。
前期・後期の期間は、幕府への提出文書における「二季」の区切りに対応する
形となっていた。
「類族出生」の袋は、元禄12年（1699）前期、享保10年（1725）前期、同11
年後期、同12年前期、同12年後期、同13年前期、同14年後期、同17年後期、
年次記載がないものの収納文書から元禄2年前期と思われる袋の9点が確認さ
れている

15）
。

「類族死失」の袋は、正徳4年（1714）前期、享保3年後期、同6年後期、同
12年後期、同13年前期、享和2年（1802）前期の6点が残されている

16）
。

「㊂」の袋は、享保4年前期、宝暦14年（明和元年・1764）前期、明和2年
（1765）前期、年記はないが文化6年（1809）の前期・後期をまとめて収めた袋
の4点が確認できる

17）
。表書きは、享保4年前期が「類族婚儀、所替証文、養子、

離別、剃髪、御直参奉公人附届、御家中又者奉公人、家内引越、出入付届証文、
崩家、庄屋譲証文」であり、他の3点も多少の異同はあるが、おおむねこの記
述に準拠している。

（3）端裏書「○一」「○二」「○三」

マレガ資料には、端裏上部に「○一」「○二」「○三」という記号が付けられ
た文書が多数存在する。

基本的な記載方法は、次のような形である。
「ヽ（朱点）　　　木所　なつ
○三縁付　　　  下藤　万作　　　　　　四月十九日」

これは、婚儀の証文の例である（A19.4.2.4.1）。上部に「○三縁付」と墨書し、
その上または横に朱点が付けられている。中央には夫婦となる両名の村名と人
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名、下部には日付が記される。上部の「○三縁付」と中央・下部の記載は、同
筆であるものも多いが、明らかに異筆である場合もある。異筆の場合、先に中
央・下部が記され、後になって上部の「○三縁付」が記入されたのではないか
と考えられる。また、中央・下部に記載のない文書も見られるが、これらは村
方・町方でなく、藩士が提出した文書が多い。

上記の点を踏まえたうえで、「○一」「○二」「○三」という記号の意味を探
っていきたい。
「○一」の端裏書が付いた文書は、5点のみが残存している

18）
。これらの文書は、

「剃髪願」「名替願」「寺替願」で、類族であれば、家老や藩主の決済を経て
「二季・無判」の文書を幕府へ提出する必要がある事例である（前掲の表1参照）。
ただし、類族である旨を記載していない文書もあり、そのさいには宗門方で類
族帳との照合などの調査を行っている可能性がある。

また、これらの文書には、端裏の朱点が付けられていないか、黒点が付与さ
れている。朱点は、幕府へ提出する帳簿に記載したかどうかをチェックしたと
きの痕跡だと思われるので、これらは許可されなかった事案のものかと思われ
る。黒点は寛政期（1789～1801）に作成された文書のみに記され、意味は不明
であるが、おそらく朱点と区別する意味で、宗門方で調査が必要だと判断され
た文書に付けられたものかもしれない。
「○二」の端裏書が付いた文書は、享保8年（1723）～寛延4年（宝暦元年・

1751）までの44点が残存している
19）

。いずれも領外への他所出（伊勢参宮・商売

など）に関する願書・届書で、享保11年6月11日の作成と推定される湯治帰参
届（A4.62.8）に「戻」と記載されているので、宗門方の書類整理年度内に帰参
した者について記されたものと考えられる。表1を見ると、これらについては、
幕府への報告が必要なかったため、それ以外と区別する意味で「○二」という
記号が付けられたのだろう。
「○三」の端裏書が付いた文書の上限年代は、元禄3年（1690）正月18日であ
る
20）

。元禄3年の文書（20点）には、「所かへ」という端裏書が記されたものが5
点存在し、この時点でも一定の分類基準があったことがわかる。このほかは縁
組み関係であるが、「平清水理兵衛娘さつ丹生原村へ引越」（A7.9.2.2.2）という
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ような文章による表示もある。
このうち、元禄3年正月18日付の文書（A7.8.3.18）では「○三　左津留村伝

内婚儀仕候　午正月十八日」と書かれた右側に「新縁帳ニ不付者」という記載
があり、さらに「伝内ハ孫ト出ル、妻ハ類族ニて無之故、新縁帳ニ不付」とい
う朱書がある。同様の端裏書は、同年正月22日付の文書にも見られる

（A7.8.3.21）。なお、この2つの文書には、朱点が付けられていない。このこと
から、①元禄3年段階の宗門方では、類族の縁組みに関わる帳簿として「新縁
帳」が作成されていたこと、②夫と妻の双方が類族の場合に限り「新縁帳」へ
の記載が行われたこと、③「新縁帳」に記載されなかった事案については、朱
点が付けられなかったことが知られる。

元禄3年に続く「○三」記載の文書は、元禄10年10月26日付のものである
（A19.4.3.1）。この文書は、婚儀の届書であるが、端裏書は「縁付」という文言
になっており、元禄3年の縁組み関係文書のように細かな記述は見られない。
これ以後の「○三」文書については、「縁付」「養子訴類族」といったような簡
略な記述が用いられることになる。元禄8年6月の幕府による類族の範囲の決
定と提出文書の規定により、宗門方では、文書の分類・整理の基準を明確化し、
これにともなって「○三」文書についても、端裏記述の簡略化・パターン化が
進んだと考えられる。

宗門方文書で「○三」文書が大量に残されるのは、享保3年11月以降である。
これは、享保4年前期の「㊂」の袋（A19.4.0）が未整理のまま残され、これに
大量の文書が収納されていたことが第一の要因だが、同月に幕府より令達され
た提出文書の規定改訂も関係しているのではないかと推測される。

前述の「○三」の文書を収めた袋の表書きに記された内容のうち、婚儀・所
替・養子・離別（類族を離れない者）・剃髪（本人・本人同然以外）・家内引越は、
幕府の提出文書規定で「二季・無判」と定められているもの、直参奉公人・又
者奉公人・出入付届・崩家・庄屋譲りは、幕府の規定が存在しないものである。

「二季・無判」の文書に関しては、臼杵藩から幕府への事前伺が不要であるた
め、宗門方役所主導で帳簿作成を行うことができる。マレガ資料に「○三」の
端裏書を持つ文書が多数残されているのは、文書事務が宗門方の役所内で完結
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するため、自然と蓄積されたためではないかと考えられる。
以上の検討から推測できる端裏書「○一」「○二」「○三」の意味について整

理しておこう。
「○一」については、事例の数が少ないため即断はできないが、幕府への事前
伺を必要とする事案について付与された可能性がある。「○二」は、幕府への
報告が不必要と規定された「他所出で期限通りに帰着した者」に該当するだろ
う。「○三」は、宗門方が主導して幕府への報告文書を作成する「二季・無判」
の事案と、幕府の規定にはない事案について付与されたのではないかと考えら
れる。

（4）端裏書「イ」「ロ除」

このほかに宗門方が端裏書に付与した記号として、「イ」「ロ除」というもの
がある。「イ」の記号が付いた文書は、現在のところ約500点が確認できる。

これらの記号については、享保8年（1723）の「イ 月番万書付入」という袋
が参考になる（A4.9）。この袋は「享保八卯年正月より十二月まて」と表書き
されていることから、年頭から年末までの1年を単位にまとめられ、「月番」
とあるように一度月番家老のもとへ送られ、返却された文書を収納していたと
考えられる。

なお、この袋に入っていたと推測される、享保8年作成で「イ」の端裏書が
記された文書は150点を数える

21）
。

収納されていた文書の性格は、伺書が72点、願書が12点、届書が48点、注
進書が4点、役所間の進達書が14点である。内容を分類すると、剃髪が38点、
出家が12点、僧侶の年府他出が11点、寺替が11点、他所出が10点、帰参が
10点、欠落が9点、死失が7点、引越が7点、印判が5点、名替が1点、養子が
1点などとなっている。

このうち、死失に関しては、幕府へ塩詰伺を提出しなければならず、また、
剃髪・名替・寺替には事前伺が必要であった。さらに、帰参は随時無判の届書、
出家は「二季」（本人・本人同然は両判、類族は無判）の届書を提出することが
求められていた。
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死失関係の文書には、死去直後の注進書が含まれており
22）

、塩詰伺を幕府へ提
出する前提として、月番家老へ報告する必要があったのだと考えられる。

また、欠落関係では、類族等が行方不明になると藩の過失になりかねないた
め、内証主義に基づいて慎重に取り扱われた。欠落者が出ると、村方・町方で
は、まず内証届を提出し、その後30日間の捜索が行われる

23）
。それでも行方が

わからない場合は欠落と決定し、欠落極書付を提出する
24）

。欠落者が類族等でな
ければ、人別帳から外されるだけで処理は終わるが、類族等の場合は、郡方よ
り人相書が回され、捜索を続行することになる（A4.75.1に事例がある）。

明和元年（1764）閏12月の宗門方「日記」（A16.1.2.9.1）には、欠落者が類族
であった場合の宗門奉行と月番家老との情報伝達の流れが記されている。これ
を見ると、欠落者に対しては内証届が提出された時点で、迅速に郡奉行や月番
家老への報告が行われており、類族の挙動や消息が臼杵藩にとって重要な関心
事であったことをうかがわせる。

以上のように、「イ」の文書は、幕府へ伺書や届書を提出する必要がある場合
や、藩の過失を問われるような重要な事案について、対象者が類族等であるか
否かを問わず、宗門方から月番家老へ上申した文書ではなかったかと思われる。

一方、「ロ除」の文書は、五人組から削除する事案について付けられた記号
である。

たとえば、享保8年8月28日付の「ロ除　菅生村　勘右衛門　八月廿八日」
という端裏書がある文書（A4.71.4.2）には、「菅生村勘右衛門六拾六歳、卯ノ八
月廿七日病死仕候、別ニ家内無御座間、五人組合判形御引可被下候」とあり、
菅尾村の勘右衛門という人物が8月27日に66歳で病死したが、家内には跡を
継ぐ者がいないため、五人組から外してほしいという内容が記されている。こ
こから、崩家（絶家）となり五人組から除外する案件について、宗門方では今
後の事務処理のために「ロ除」という端裏書を付けたものと推定することがで
きよう。

（5）「類族御通」を用いた文書受領の確認

近世後期になると、臼杵藩では村組に対して、「○三」に該当する文書、「類
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族出生」「類族死失・変死」に関わる文書について、いつ、誰に関する、いか
なる案件の文書を宗門方へ提出したかを示す通帳を作成させ、提出ごとに役所
の印判を捺して確認するとともに、提出履歴を一覧できるようにしていた。
「類族御通」は、各村組の庄屋が上記の文書を提出した履歴について列挙した
もので、文政8年（1825）のものが3点、天保11年（1840）のものが22点残さ
れている

25）
。

この文書は、横長帳に包紙を合綴させた独特な形をしており、村組の庄屋が
毎年10月25日付で作成し、1年ごとに更新したものと思われる。使用の手順は、
①文書を提出する庄屋が、当該文書とともに「類族御通」に月日・文書の種類
と案件・対象人物を記入して宗門方へ提出、②宗門方では、当該文書を受領し
た証拠として役所の印判を捺して庄屋へ返却、③庄屋は宗門方へ文書を差し出
すごとに①②を繰り返す、④宗門方の文書管理期間の区切りである6月下旬・
11月下旬に「類族御通」を宗門方へ提出してチェックを受ける、⑤期限を迎
えると、庄屋はそれまで記入していた「類族御通」を宗門方へ渡して、新しい
通帳を作成する、というものであったと考えられる。

宗門方では、庄屋から提出を受けた「類族御通」と役所に保管されている原
文書とを照合し、遺漏や紛失がないかをチェックして、「二季」の期限である
7月10日・12月10日までに行うべき幕府への文書提出に備えたと思われる

26）
。

3．宗門方による物理的な管理方法

（1）2点の文書を重ねて巻き折りにして管理する方法

宗門方役所の文書管理の方法は、収納袋や端裏書のみにとどまらず、文書の
折り方やまとめ方などからも明らかとなる。

その代表的な事例が、2点の文書を重ねて巻き折りにし、外側の文書に両者
の内容を摘記した端裏書を記すという方法である。

類族等が死亡したさい、村方（または町方）および旦那寺から宗門方役所へ
提出される文書に、死骸改証文（取置証文ともいう）がある。これは、遺体を
確認して異状がなかったので埋葬した旨を報告する内容となっており、検屍に
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立ち会った村組の役人と旦那寺の住持の双方から1通ずつ提出された。
宗門方では、差し出された死骸改証文について、外側に村方の証文、内側に

住持の証文を重ねる形で巻き折りにし、外側の証文の端裏に「丹生原村吉右衛
門八拾五歳　享和二戌年病死　三月廿一日　専想寺」というように、村名・死
亡者の名前・年齢・死亡日・死亡原因・旦那寺の名前を書き込んで保管した。
村方の証文から得られる情報に加えて、旦那寺の名前を書き込んでおり、両方
の証文からの情報をまとめて記載したことになる。

死骸改の場合は、村組の役人と旦那寺の住持が同時に遺体を確認するため、
村方が住持から差し出された証文を受け取ったうえ、村方の証文と一緒に宗門
方役所へ提出する形式をとった。このことは、村方作成の証文に「住持証文
取」「住持之手形取相添」といった文言が記されていることからも明らかとなる

27）
。

こうした場合、村方と旦那寺の証文が一緒に役所へ届けられるため、宗門方が
上記のように2通の文書をまとめて整理することは容易であったと思われる。

しかし、2通の文書をまとめて巻き折りにする方法は、死骸改証文以外の場
合にも行われている。

たとえば、享保12年（1727）3月21日に行われた池原村かや（類族）と深野
村平七との婚儀では、同月24日に池原村が所属する黍野組の庄屋与七市と深
野村が属する三重宮尾組の庄屋太郎右衛門がそれぞれ婚儀の届書を提出し、宗
門方役所では三重宮尾組の証文のみに端裏書を記している

28）
。概要調査のさいの

データを見ると、両者は「巻き込み」の状態であったと確認でき、死骸改証文
と同様の保管処置が、「縁付」の場合にも行われていたことが判明する。この
ように、夫側・妻側の双方から婚儀の届書が出された場合には、両者を巻き折
りにして外側の証文に端裏書を記したが、提出が一方のみからの場合も多く、
そのさいには当該の届書に端裏書を記入している。

このような管理方法は、「縁付」の場合以外にも、武家奉公人の「出仕」や
「御暇」（武家側と村方の庄屋）

29）
、「引越」（元の居住地の庄屋と引越先の庄屋）

30）
、「寺

替」（元の寺院と変更後の寺院）
31）

などでも見られる。つまり、宗門方では、日々
役所に到着した文書のなかから関連する案件のものをチェックし、これらを重
ねて巻き折りにして整理していたことがわかる

32）
。
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（2）「毎月仕上五人組御書物」と「生死出入之覚」

宗門方文書では、正保3年（1646）の「きりしたん宗門重而御改ニ付五人組
書物之事」までは五人組関係の文書が残されているが、その後は五人組の除外
に関する文書以外はほとんど残っておらず、再びまとまって残されているのは、
文政10年（1827）4月の「宗門御改ニ付毎月仕上五人組御書物」（以下、「毎月仕

上」と略記）以降である。
「毎月仕上」は、村組ごとに提出させたもので、キリシタン取締りに関する前
書と五人組ごとの連印がある竪帳の末尾に、前月からの出生・死失と縁組・引
越などの異動を記した「生死出入之覚」（以下、「生死出入」と記す）という継紙
を貼り付けた形が一般的なものである

33）
。表題にある通り毎月作成・提出したも

のなので、宗門方には相当数の文書が蓄積されていってもおかしくない。しか
し、現在、宗門方文書に残っている「毎月仕上」は177点に過ぎず、そのうち

「生死出入」が貼り付けられた完全な形で残っていたのは32点で、そのほかは
「生死出入」が脱落していたり、帳面全体が裁断されて断簡の状態で残ってい
るものであった。

そこで、現存する「生死出入」（171点）の袖側の状態を調査したところ、引
きちぎられた痕、糊が付いていた痕、切断の痕などが認められ、「毎月仕上」
と分離させる操作が行われたとみられる痕跡が143点で確認された。大まかな
傾向として、天保5年（1834）以前は引きちぎるような形で「生死出入之覚」
を分離しており、同年以降はこれに、「毎月仕上」そのものを裁断して表紙・
前書部分と「生死出入」を残すというパターンが加わる形となっている。

これらの点から、宗門方では、「毎月仕上」から「生死出入」のみを分離し
たり、帳簿を裁断して不要と判断した部分を廃棄するという方法をとっていた
と推測される。表紙を残したのは作成年月を明らかにするためで、前書部分を
残したのは触書を出した臼杵藩を憚ってのことだろう。五人組の連印部分は、
宗門方での確認で異状がなければ不要となる。貼付されていた「生死出入」は、
出生帳・死失帳および幕府へ提出する異動関係の文書作成に不可欠なものであ
ったため、「毎月仕上」と分離して残したのである。宗門方文書のなかに多数
の「毎月仕上」の断簡が残されているのは、こうした文書廃棄の方法と関連が
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あると考えられる
34）

。
なお、これに関わり、32点の「毎月仕上」が完全な形で残されているのは

なぜかという疑問が想起されるが、この点については、宗門方が文書のチェッ
クにさいして付与した朱点・朱書が参考になる。上記の32点のうち、朱点・
朱書が見られるのは2点しかなく、残る30点には朱点・朱書が付けられていな
い。おそらく宗門方のチェックのさいに漏れたものか、別の文書でチェックが
行われた後、そのまま放置されたものではないかと思われるが、これについて
の検討は後日を期すことにしたい。

おわりに

以上、収納袋や端裏書、物理的な保存状況など、ふだんは副次的に扱われが
ちな側面から臼杵藩宗門方役所の文書管理について検討してきた。本稿で述べ
てきた点を踏まえ、宗門方の文書管理の特徴を指摘して結びとしたい。

その第一は、臼杵藩の文書管理が幕府のキリシタン統制政策の展開にしたが
って、その内容に準拠する形で整備されていったという点である。これは、

「豊後崩れ」の経験を踏まえた、幕府から過失を問われることを回避する体制
づくりであったとみてよい。

この点とも関わるが、特徴の第二としては、宗門方の文書管理体制が、貞享
4年（1687）の「類族帳」の作成以降、その比重を「豊後崩れ」への対応から
類族等の管理へと移行していったことがあげられる。元禄8年（1695）の幕府
提出文書の規定と享保3年（1718）の改訂以降、宗門方では幕府の定めた規定
にあわせた機能的・効率的な文書管理が行われていく。「○一」「○二」「○三」
や「イ」「ロ除」といった端裏書を用いて文書の種別を区分したり、関連する
2通の文書を重ねて巻き折りにするといった手法は、定期的に幕府へ報告する
ことに備えた文書事務の工夫であった。また、「類族御通」への捺印と定期的
な回収に見られるような文書受領の確認システムも構築されており、幕府への
提出文書に関連する類族等の異動について、幾重にもおよぶチェック体制が整
えられていた。
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特徴の第三としては、「毎月仕上」など大量に蓄積された文書について、「生
死出入」を外してそれだけを保存するといった選別・廃棄も行われていた痕跡
が見られる点である。これには、宗門方に明確な選別・廃棄規則が存在したわ
けではなく、実務担当者の属人的な側面による可能性も否定できないが、日々
蓄積される文書のうち、今後のチェック作業や保存に必要なものを残し、それ
以外を廃棄していたと考えられる点からは、経験的な発想ながらも現用文書→
半現用文書→アーカイブズという志向性をみることができるように思われる。
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近世武家社会とキリシタン統制
―臼杵藩家中の類族を考える―

� 三野行徳

はじめに

本稿は、臼杵藩を対象に、武家社会のなかの転びキリシタン・類族がどのよ
うに把握され、統制されたのかを検討するものである。以下、先行研究と問題
の所在を確認しておく。

周知の通り、16世紀の日本において、キリスト教は戦国大名や国人領主な
どの領主層が媒介となって日本社会に伝播した

1）
。領主層が入信するか布教を許

可し、家臣や領民にもキリスト教が広まっていくのが一般的であり、本稿の舞
台となる豊後国臼杵も、大友宗麟の影響下でキリスト教が浸透した地域である。
したがって、初期のキリシタン統制も、媒介者である武家と宣教師を主たる対
象としたものだった。禁教期に入ると、キリシタン統制は領主の責務となり、
将軍が全国の領主（大名・旗本・寺社）に命じる形で遂行されることになる。

キリシタン統制を命じた幕府法令のなかでも、寛永12年（1635）9月の布達
では「一、伴天連幷きりしたん宗旨之儀、従此以前、雖為御制禁、至于今無断
絶様被聞召之間、彌領内幷面々家中急度相改…」と、領内に加えて「家中」が
統制対象として設定されている

2）
。続く万治2年（1659）6月の布達でも、「一、

きりしたん宗門之儀、密々今以可有之間、家中之輩中間、小者に至迄、常々無
油断可被申付之勿論奉公人出替之刻は請人に念を入、宗旨をあらため可相抱事
…」と、家中の内訳に家臣の抱える中間や小者、奉公人なども含まれることが
指示される

3）
。寛文4年（1664）11月にも、「一、耶蘇宗門御制禁たるといへとも、

密々弘之族有之と相見候、いまた断絶無之條、向後は遂穿鑿候役人を定、常々
無油断家中幷領内改之…／一、きりしたん宗門穿鑿之儀、壱万石以上之面々ハ、
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今度如被　仰出候役人を定、家中領内毎年無断絶可被相改之事…／一、九千石
以下之輩は、役人を定候儀可難成之間、家中之者は不及申…」と、繰り返し統
制対象に武家・家臣が含まれることが示されており、17世紀のキリシタン統
制に関する法令において、取り締まるべき主要な対象に「家中」が位置づけら
れていることがわかる

4）
。島原・天草一揆を経て統制対象の中心が民衆統制へと

移っていくことは間違いないが、統制対象として武家がなくなるわけではない
点には留意する必要がある。

17世紀の武家社会の編制をめぐる最大の問題は、将軍家も含めた武家内部
の上下の秩序の確立であり、初期藩政改革とその反動としての御家騒動や御一
門払いを経つつ、将軍・大名を中心とする武家社会の秩序が確立していく。17
世紀中葉は、将軍―大名の主従関係、大名―家臣の主従関係はまだ不安定で、
全国の大名家で御家騒動が相次ぎ、改易が頻発した時代である

5）
。武家社会にと

ってのキリシタン統制は、幕府の主導するキリシタン統制を、大名がどれくら
い誠実に実行するか（できるか）、大名の実行するキリシタン統制を家臣団は
どれくらい受け入れるかという点で、武家社会の確立に密接に関わる問題とな
る。とくに、キリシタンであった経験を持つ大名や、豊後のように元キリシタ
ン大名の領国で多くの元キリシタン武士を抱える地域では、信仰より主従関係
を上位に置くことが可能か、という点で、より重要な課題となったはずである。
キリシタンだった大名が一定数あり、多くの大名家中には元キリシタンの家臣
が一定数存在するなかで、慶長期（1596～1615）までに棄教した元キリシタン
武士のその後の問題は、幕府にとっても重要な関心事だったと考えられる。

17世紀中葉以降の武家のキリシタン統制についての研究は多くないが、な
かでも重要な研究は、村井早苗氏のキリシタン武士摘発に関する研究である

6）
。

村井氏は正保4年（1647）から翌慶安元年（1648）にかけて岡山藩・広島藩で
起こったキリシタン武士の摘発を検討し、17世紀中葉に中国・四国地方にキ
リシタン武士の藩域をこえた交流が存在し、この時点でも大名・旗本家臣にキ
リスト教を広める武士が存在していたこと、17世紀中葉の流動的な武家社会
にあって、幕府宗門改役井上政重はキリシタン武士の問題に強い関心を持ち、
その捕捉・摘発を計画的に行っていたことを明らかにしている。本稿で検討す
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る武家社会の背景として、重要な指摘である。
一方、絵踏に関する研究のなかでも、武家の絵踏に関して言及したものはわ

ずかである。なかでも重要なのはマリオ・マレガの研究で、『豊後切支丹史料』
では、「士分階級の絵踏」の項目を設けて藩士の絵踏の過程を紹介し

7）
、『続豊後

切支丹史料』では、「侍の踏絵」「正月以外の侍の踏絵」「他藩より引越せる者
の踏絵」「諏訪番人の踏絵」「踏絵の節、不在の侍について」「侍の家内の踏絵」
で一連の関連史料を紹介し、藩士の絵踏に関する基本的な事項を整理している

8）
。

武家の絵踏に関しては、現在でももっとも詳細な研究である。そのほか、片岡
弥吉『踏絵』では、「絵踏と家格」で、平戸藩の絵踏を紹介するなかで、下級
藩士・大身藩士陪臣・町役人などを境界線として、身分特権として絵踏が免除
される場合があったことを紹介し

9）
、安高啓明『踏絵を踏んだキリシタン』では、

小倉藩の絵踏のなかで、城下・藩士の絵踏があったことを紹介しているが
10）

、い
ずれもわずかな言及に留まっている。絵踏の研究においては、圧倒的に町人・
百姓を対象とした絵踏に関心が集中しているといえよう。

以上のように、村井氏による17世紀中葉の岡山藩のキリシタン武士の実態、
幕府による取締りに関する研究を除き、17世紀中葉以降の武家のキリシタン
統制に関する研究はほぼなく、絵踏の対象としての武士についても、マレガの
成果を超える研究はなく、絵踏―宗門改研究のなかでも、絵踏の対象としての
武家について意識的に研究されているとはいえない状況である。

そこで本稿では、拙稿「臼杵藩宗門方役所とキリシタン統制」（本書所収）

で言及した臼杵藩における武家を対象にした絵踏と、武家社会のなかの類族に
注目し、武家を対象としたキリシタン統制がどのように行われ、臼杵藩家中の
キリシタンの子孫がどう存在し、どう捕捉されたのかについて検討したい。

1．臼杵藩における武家のキリシタン統制

（1）臼杵藩稲葉家家臣団の成立

臼杵藩稲葉家は本国美濃の戦国武将で、斉藤家・織田家・豊臣家に仕えたの
ち、関ヶ原の合戦では徳川方に付き、慶長5年（1600）11月に美濃郡上八幡城
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から臼杵城に入った。こうした経緯
から、臼杵藩家臣団は、①美濃随従
家臣（従行家・遅参家・帰参家・中絶

家・別類／譜代小士・別類）50家と、
②臼杵登用家臣（旧大友家臣・旧太

田氏家臣・他地域出身者）61家を中
心に形成された。初代貞通期（1600

～03）に、①を中心とする家臣団が
編制され、二代典通・三代一通・四
代信通期（1603～73）に②および①

の分家の登用が進み、五代景通期（1673～94）に家臣団・藩機構の基礎編制を
終えた。

藩士の身分構成は、士分は侍中・中小姓・小侍、士外は小頭以下諸職人と足
軽以下に分かれる。侍中は知行取と蔵米取に分かれるが、景通期の藩政改革で
地方知行は実質的に廃止された。天保11年（1840）の身分構成は表1の通りで
ある

11）
。

本稿では、臼杵藩の武家社会を【士分と士外】【士分の家（家族／陪臣・陪臣

の家／武家奉公人）】までを含む範囲で設定し、分析を進める。これは、後述す
るとおり、臼杵藩が士外を含めて「御直参」として把握していたことによる。
また、武家社会の範囲を広く措定したのは、同じ豊後国の大名である岡藩を対
象とした熊谷光子氏の研究により、百姓・町人の士外身分への参入（身上がり）

が臼杵藩家中の類族を理解するうえでも重要な視角と考えられるからである
12）

。

（2）寛永・正保のキリシタン統制と武家

臼杵藩では慶長18年（1613）の全国禁教令を受けて、翌年からキリシタン統
制に取り組みはじめる。臼杵藩のキリシタン統制が本格化するのは寛永11年

（1634）から12年にかけてのことである。寛永12年に藩に提出された、キリシ
タンではないことを誓う起請文のなかに、武家が提出した起請文を1件だけ確
認できた。史料1は、江端市兵衛が提出した起請文である。

表1　臼杵藩の武家身分構成（天保11年）
家　　格 家数 備考

士分

侍中
御知行 149 宗門方
御給米御扶持 93

中小姓 90 宗門下役
小侍 194
江戸・大坂定詰 22
隠居（侍中～小侍） 96

士外
小頭以下諸職人 137
足軽以下 800
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史料1
13）

　　　貴理師旦御改付誓紙文之事
一�、我等儀妻子共ニ惣列貴理師旦にて無御座候、禅宗多福寺之旦那紛無御

座候、則寺之うら判取申候
一�、召仕候者男女ともに壱人もきりしたんにて無御座候、則誓紙を仕らせ

其寺々之うら判を取置申候、牢人・宿下御座候ハヽ能宗旨相改可申候、
此已後牢人宿【欠損】参候とも堅宗旨を改可申候、不審成者ニハ一夜之
宿もかし申ましく候、右之通すこしも偽無御座候、若少も相違於有之ハ
忝も日本国中大小之神祇・八幡大菩薩・愛宕山大権、現当国にてハ由原
八幡宮・関六所権現・祇園牛頭天王、殊氏神各御罰可被蒙者也、仍起請
文如件

　寛永十二年十一月五日
� 江端　市兵衛（花押）

　　安宅　　在兵衛殿
　　日比野　五郎右衛門殿

（裏書）「此江端市兵衛禅門之仏弟子、全其紛無之者也
　　　　　　　　　　　　　　　　　多福寺　雪窓㊞」

寛永12年の多くの起請文において、百姓が提出した通常の起請文で構成員
の内訳を説明する箇所では「我等屋敷之内家之内老若男女わらんへ迄も」と記
載される箇所が、この起請文では「牢人・宿下御座候ハヽ能宗旨相改可申候、
此已後牢人宿…」とあり、武家の起請文に応じた文言が用意されていたことが
わかる（寺社にも独自の文言が用意されていた）。臼杵藩ではさらに正保3年

（1646）に五人組を編成してキリシタン統制を強化している。この正保3年の五
人組編成に関わる御書物之事でも、武家の五人組編成に関する史料を1点確認
することができた

14）
。大田甚兵衛組の五人組がキリシタンではないことを確認し

たこの「きりしたん宗門重而御改ニ付五人組書物之事」でも、通常の前書と異
なり、「若不審ニ相見へ候ハヽ大組頭又者御奉行所へ可申上」「組合小頭ニ相届
ケ」「大頭又者御奉行所へ」と、武家に応じた文言が用意されている。また五
人組は、慶長19年（1614）に棄教した転びキリシタンである谷久右衛門と、キ
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リシタンであった経歴のない4人の藩士が名を連ねており、元キリシタンとそ
うではない者とを組み合わせる編成であったことがわかる。

以上より、臼杵藩の寛永・正保の取締りでは、武家も対象となって起請文を
提出し、五人組を編成していたことが確認できた。先述した村井氏の研究にお
いて、この時期、井上政重がキリシタン武士の動向を注視していたことが明ら
かにされているが、臼杵藩では、大友旧臣のキリシタン武士を捕捉し、棄教し
た者についてはその経歴を確認していたのである。両時期とも、確認できたの
は1事例のみであり、全藩士を対象とした取締りであったかどうかは不明だが、
武家を取り締まるための文言が用意されていたことから、一定程度の規模で取
締りが行われたと考えておきたい。

（3）絵踏制度と臼杵藩における武家の把握のあり方

つぎに、臼杵藩において定式化していくキリシタン統制のなかで、武家はど
のように統制されたのかをみていきたい。臼杵藩では、寛永12年（1635）頃か
ら棄教の証明として絵踏が行われた。ただし、これは定式化したものではなく、
棄教したことを証明するために、そのとき限りで行われたものである。正保3
年（1646）の五人組編成にあたっても、棄教者の絵踏が実施された。臼杵藩で
絵踏が制度化するのは寛文5年（1665）にキリシタン統制を専管する宗門奉行
が設置されてからのことで、延宝5年（1677）、長崎奉行から真鍮製踏絵を借用
して全町人・百姓を対象とした隔年の絵踏がはじまり、延宝7年には藩士家も
絵踏の対象となった。貞享2年（1685）には寺院の男女・山伏も絵踏の対象に
なり、元禄元年（1688）以降、僧侶も絵踏の対象となり、毎年絵踏が実施され
るようになった。こうして、元禄元年以降毎年、臼杵藩に関わる全員を対象に
絵踏が実施されるようになった。こうした経緯から、武家の絵踏に関わって、
マレガ資料では延宝7年の絵踏の実施に関する記録が多く残される（膨大な史

料が残されているため、延宝7年の分析については後稿を期したい）。
以下、武家の絵踏の経緯を確認しておく。臼杵藩では絵踏の実施にあたって、

長崎奉行から真鍮製の踏絵を借用している。通常、踏絵は正月21日に臼杵に
到着し、正月23日から絵踏が始まる。武家の絵踏は城中で行われるものと、
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以下に見る組ごとに組頭の屋敷で行われ
る場合とがあったようだが、詳細なルー
ルの解明は今後の課題である。

絵踏を遂行するにあたり、臼杵藩では
武家をどのように把握したのだろうか。
285頁表1は、元禄5年（1692）の絵踏実
施にあたり、その対象者をまとめた元禄
5年「宗門御改ニ付御領分人高之覚」を
もとに作成したものである

15）
。臼杵藩稲葉

家中の箇所を見ると、藩士が役職を基礎
とした組・頭支配単位（番方は組、役方

は支配）で捕捉されていたことがわかる。
最上段の稲葉右衛門助は家老であり、稲
葉右衛門助配下の者が絵踏を受ける単位
として捕捉されていたと考えられる。「上」「下」は先に見た士分と士分外とみ
られ、藩士の家が上、士分外・陪臣・奉公人が下と考えられる。臼杵藩では絵
踏の実施にあたってこの組ごとでの人数の覚えも作成しており、元禄4年

（1691）の絵踏にさいして作成された稲葉右衛門助組の構成員をまとめた「宗
門御改ニ付家内人数之覚　稲葉右衛門助組」をもとにしたのが表2である

16）
。表

1と同じ元禄5年の史料がなく、1年のずれがあるため人数に若干の違いがある
が、稲葉右衛門助組の内訳を見ることができる（マレガ資料には元禄4年の同様

の史料が多く残されている）。また、配下の藩士の家ごとの人数をまとめた「家
内ノ覚」や、各組の「宗門御改ニ付家内人数之覚」のもととなった、各組士の
家から提出された「家内人数之覚」を貼り継ぎ、組全体を集計した数値を冒頭
に貼り付けた史料も残されている

17）
。これらの関係から、臼杵藩では絵踏の実施

にあたり、まず組・支配ごとに、構成員の藩士の家（当主の家・陪臣の家／さら

に配下がある場合は配下の藩士の家）を家単位で捕捉するために、各藩士の家ご
とに「家内人数之覚」を作成し、組ごとにそれを統合して組単位の「宗門御改
ニ付家内人数之覚」を作成し、組・支配単位で絵踏を実施したと考えられる。

表2　稲葉右衛門助組

家　　名 人数
男 女

上 下 上 下
稲葉右衛門助 32 2 17 4 9
牧太弥大夫 14 4 4 2 4
長瀬六右衛門 14 3 4 3 4
安野平左衛門 15 2 5 4 4
松田弥左衛門 12 3 4 1 4
国枝武左衛門 27 2 12 4 9
芝崎安左衛門 19 3 4 6 6
伊藤惣左衛門 15 2 6 1 6
清水安左衛門 13 2 6 1 4
岡部権大夫 11 1 4 2 4
小川孫八 13 2 5 3 3
池田市左衛門 8 1 2 2 3
石丸太左衛門 4 1 2 1
安藤庄五郎 8 1 3 2 2

計 205 29 78 35 63
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絵踏が終わると、組頭は以下のような見届証文を宗門奉行に提出した。
史料2

18）

（端裏）「・岡部忠蔵」
　　　切支丹宗門御改ニ付御書物之事
一、切支丹宗門御法度之趣慥相守申候御事
一、我々家内男女共踏絵被　仰付不残為踏申候処少も不審成儀無御座候
一、家内男女下々迄弥宗門之事相改寺請手形取置申候御事
　　右之趣少も相違無期座相守申候、為後日如件
　　元禄五年申正月廿三日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・岡部忠蔵（花押）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・稲葉小兵衛（花押）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・林三郎四郎（花押）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・林小左衛門（花押）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・岡部権右衛門（花押）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・中村雲八（花押）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・伊吹半兵衛（花押）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・芝崎甚之丞（花押）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・日下文之丞（花押）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・稲葉勘平（花押）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・中村太郎八（花押）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・岩手新蔵（花押）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・竹鎌小伝次（花押）

　　右私組中宗門相改銘々判形見届申候、已上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡部忠蔵（花押）

　　　　石田弟右衛門殿
　　　　岩手六左衛門殿
　　　　加納藤左衛門殿
※黒点はすべて朱書

この見届証文の提出をもって藩士の絵踏は終了することになった。証文の提
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出は、近世後期になると、正月28日の藩士惣出仕のさいに一斉に提出する形
式になるようだ

19）
。組単位の「宗門御改ニ付家内人数之覚」は絵踏終了後に宗門

奉行に提出され、在方や町方での絵踏の結果もまとめられたうえで、絵踏の全
体を集計した「宗門御改ニ付御領分人高之覚」が作成されたものと思われる。

2．武家社会のなかの類族

（1）臼杵藩の類族

本節では、臼杵藩武家社会のなかのキリシタンの子孫＝類族がどのように存
在していたのかを検討する。292頁表4でみたとおり、正徳元年（1711）の臼
杵藩の武家には555名の類族が存在した。藩士の1割以上が類族だったのであ
る。その内訳を見ると、士分である「給人家内共」が98名、同じく士分の「小
侍家内共」が252名、士分外の「御足軽以下御奉公人」が161名、陪臣である

「御家中又者」が44名である。臼杵藩士および陪臣の全階層に類族が存在して
いたことがわかる。人数比では上中級家臣に類族の割合が高い傾向があった。
臼杵藩家臣団の成り立ちの経緯から、臼杵藩成立にともなって豊後で登用した
武士の一定数がキリシタンないし元キリシタンであり、先述の谷久右衛門の事
例からも、臼杵藩に登用されるにあたり、慶長期（1596～1615）を画期として
棄教していったと考えられる。それでは、その子孫はその後どのように藩に捕
捉されたのだろうか。

（2）上級藩士のなかの類族 ―加納玄蕃妻子孫―
臼杵藩士のなかの上級藩士の類族の実態について、以下の史料を手がかりに

考えたい。
史料3

20）

（端裏）

「加納六郎左衛門娘すい七歳貞享五年辰八月十三日痢（欠損）」
　　 御書物之事
一�、加納六郎左衛門娘すい七歳（欠損）病死病症痢病、高祖母加納前玄蕃
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妻切支丹宗門転ニ付取（欠損）禅宗旦那寺月桂寺被取置候、則月桂寺之
証文取差出候、為後日如件

貞享五年辰八月十四日� 稲葉猪右衛門（花押）

� 村瀬忠左衛門（花押）

石田弟次右衛門殿
岩手六左衛門殿
矢野兵左衛門殿

史料4
21）

　　　御書物之事
一�、加納六郎左衛門娘す（欠損）月十三日病死、禅宗当寺旦那、高祖母加

納前玄蕃妻切支丹転ニ付取置之様子村瀬忠左衛門稲葉猪右衛門見届拙僧
取置候、為後日如件

　貞享五年辰八月（欠損）日　　　　　　　　　　　月桂寺
� （欠損）昴㊞
　　石田弟次右衛門殿
　　岩手六左衛門殿
　　矢野兵左衛門殿

史料3・4は、貞享5年（1688）に加納六郎左衛門娘すいが死去したことにと
もなう、組員および菩提寺からの死骸取置証文である。すいの高祖母である加
納玄蕃妻が「切支丹転」であるため、類族のすいの死骸を取り置くことを組士
である稲葉と村瀬（史料3）、菩提寺月桂寺（史料4）が宗門奉行に届け出たも
のである。加納玄蕃とは美濃時代から稲葉家に仕える譜代重臣で、玄蕃は父外
記のあとを継いで慶長12年（1607）から番頭を勤め、その後寛永元年（1624）

まで二番備頭を勤めた
22）

。以後加納家は代々二番備頭を勤め、六郎左衛門も二番
備頭を勤めている。加納家は美濃で500石、臼杵で800石を与えられる、番方
No.2の重臣だった。妻が「切支丹転」と記されていることから、稲葉家中の
番方最上級藩士が、臼杵でキリシタンあるいは元キリシタンの女性と婚姻した
と考えられる。同年には同じく加納玄蕃妻曽孫である加納直右衛門娘たかも死
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去しており、同様の手続きが行われていた
23）

。貞享期（1684〜88）に整備された
類族制度において、近世初頭の武家の転びキリシタンの子孫も捕捉されていた
こと、上級藩士の家であっても、貞享の類族令に則った死骸の処理が行われて
いたことを確認しておきたい。

（3）類族帳のなかの武家の類族

臼杵藩武家社会のなかの類族を確認するためには、類族帳の分析が欠かせな
い。臼杵藩の類族帳の元帳は残されていないため、数点確認できる「類族死失
之者帳」「類族出生養子帳」およびその下書きから、武家の類族を抽出する。
なお、平井義人「臼杵藩におけるキリシタンの数と分布」（本書所収）でも、
可能な限りすべての本人・本人同然を捜索するなかで、武家の類族にも言及し
ているので、あわせて参照されたい。

史料5
24）

「　享保十三戊申年
豊後国臼杵領
古切支丹之類族死失之者帳
　六月　　　御名　　」
一之帳　家来転切支丹桐生太郎右衛門系
桐生太郎右衛門孫　桐生源五左衛門娘　岩手勘四郎妻
一、しち　元禄四未年十一月三日出生　当申三拾八歳
　　　　押札宝永四年亥十一月岩手勘四郎妻
此女当申二月十五日病死旦那寺臼杵城下於禅宗月桂寺取置申候
同帳　家来転切支丹前井上兵助系
前井上兵助曽孫助之丞　押札本人同然後井上兵助孫
一、妻けさ　　　　　　　　　　　　　　　当申七拾壱歳
此女当申正月廿日病死旦那寺大野郡板屋村禅宗普現寺取置申候
同帳　家来転切支丹徳丸又兵衛系
徳丸又兵衛玄孫角助　押札　本人同然玄順妻孫
一、妻妙音　　　当申六拾三歳
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　　前名みや
此女当申五月十五日病死旦那寺臼杵城下於浄土真宗善法寺取置申候
同帳　家来林三郎四郎下人転切支丹清兵衛系
清兵衛孫
一、与助　　　　　　　　　　　　当申七拾四歳
此者当申四月廿四日病死旦那寺臼杵城下於浄土真宗善法寺取置申候

（後略）

史料5は、享保13年（1728）6月に臼杵藩が幕府に提出した、類族のなかの
死者を書き上げた帳面の冒頭の、藩士のなかの類族の死者を書き上げた箇所で
ある。冒頭に「家来転切支丹桐生太郎右衛門系」とあり、臼杵藩主稲葉家の家
来で転びキリシタンである桐生太郎右衛門の子孫が類族として捕捉されていた
ことがわかる。ここでは桐生太郎右衛門の孫で岩手勘四郎の妻であるしちが
38歳で亡くなったことを報告している。同様に本帳面では「同帳（一之帳）　
家来転切支丹前井上兵助系／本人同然後井上兵助孫・妻けさ」「同帳　家来転
切支丹徳丸又兵衛系／本人同然玄順妻孫／妻妙音」「同帳　家来林三郎四郎下
人転切支丹清兵衛系／清兵衛孫与助」が、武家の類族の死者として報告されて
いる。なお、一之帳とあるのは、元帳が臼杵城下から地理的に編成されており、
一之帳は臼杵城下の武家から始まることによる（類族帳の編成に関しては平井義

人「臼杵藩におけるキリシタンの数と分布」参照のこと）。
残された類族帳のなかで、武家の類族についての記載があるのは、①寛政3

年（1791）6月の「豊後国臼杵領古切支丹之類族出生養子帳」（「十三之帳　大野

郡向野村転切支丹清右衛門系／転切支丹久作妻玄孫　伊東藤助養子／伊東喜代助（※

養子入り）」「十六之帳　大分郡森村転切支丹次郎左衛門系／本人同然吉弘弥三右衛

門玄孫／長野千蔵（※出生）」）
25）

、②嘉永3年（1850）11月「豊後国臼杵領古切支
丹之類族死失之者帳」（「一之帳　海部郡野村転切支丹惣左衛門系／原由伯玄孫金子

駒次郎」「十二之帳　大野郡鍋田村転切支丹宮内系／次郎右衛門妻玄孫／進来次八郎

養子進来与惣兵衛」）
26）

、③文政2年（1819）6月提出の死失帳下書き（「一之帳　家

来転切支丹後藤六左衛門系／後藤六左衛門玄孫／後藤弥藤太養子／後藤患鑑（久七）」

「一之帳　臼杵城下掛町転切支丹善左衛門系／前児玉歩右衛門妻玄孫／清七倅／幾五
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郎（勘十郎）」
27）

）の3冊11名である。
以上のように、武家の類族は、百姓や町人の類族と同様に、出生・養子・死

失にさいして、半年ごとに帳面にまとめられて幕府に報告されていた点を確認
しておきたい。なお、以上の類族のなかに、一之帳以外の帳面の類族をみるこ
とができる。これらは臼杵城下以外の場所に居住する武家の類族であり、もと
百姓や町人の類族が、下級武士社会に参入していたことを示している。類族の
武士の統制のあり方とあわせて、次節で検討したい。

3．武家の類族の文書を通じた統制

（1）類族の出生から病死にいたる捕捉

拙稿「臼杵藩宗門方役所とキリシタン統制」（本書所収）でみたとおり、臼
杵藩における類族の統制とは、幕府の規定を基準として、文書を通じてキリシ
タンの子孫を徹底的に捕捉し続けることだった。それでは、武家の類族はどの
ように捕捉されたのだろうか。膨大なマレガ資料のなかでも、武家の類族に関
する記録はそれほど多くはない。以下、限られた史料からではあるが、検討し
たい。

①出生

史料6
28）

（端裏）

「出生子　水夫勘四郎子とわ　　九月四日」
　　　 覚
　　　　　　　　御矢倉勘左衛門伜
一、本人児玉前歩右衛門妻曽孫御水夫勘四郎娘とわ
右之とわ当九月二日出生仕候、旦那寺光蓮寺ニ付申候、御断申上候、以上
　正徳弐年� 宗与惣兵衛㊞
　　　辰ノ九月四日� 多田甚五左衛門㊞
　岩手六左衛門殿
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　中村雲八殿
　武藤又助殿

史料7
29）

（端裏）

「「病死」（※朱書）

出生子　　井上佐助子　左内　　閏十月十七日」
　　　覚　　　　　井上左介男子
一、転本人井上後ノ兵助曽孫　左内　当戌ニ壱歳
　　　禅宗普現寺旦那ニ付ケ
�右之者閏十月十四日ニ出生仕候、他領類族ニ出不申候、為御断書付指上申
候、以上
　戌ノ十月十七日� 井上左助
　　武藤又助様
　　中村雲八様
　　西藤新兵衛様

史料8
30）

　　　御書物之事
一�、井上左助子井上左内壱歳当戌十一月廿一日病死、禅宗当寺旦那、此者

之曽祖父後井上兵助切支丹宗門転本人同然ニ付取置之様子鳴海金右衛門
殿河村助右衛門殿被見届拙僧土葬取置仕候、為後日如件

　　享保三年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　普現寺住職
　　　戌十一月廿二日� 源首座㊞
　　中村雲八殿
　　武藤又助殿
　　斉藤新兵衛殿

史料6は、本人児玉歩右衛門妻曽孫で水夫の勘四郎の娘とわの出生届である。
提出者の宗と多田の詳細は不明だが、おそらく水夫組の頭支配系統を通じて、
宗門奉行に出生届が提出され、類族系と旦那寺が報告される仕組みだったとみ
られる。史料7・8は、転びキリシタンの井上兵助の曽孫の井上左内の出生届と、
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その死亡届である。生まれたばかりの子供が亡くなった場合、出生届に「病
死」と朱書きされ、死亡届が一括で保管されることを平井義人氏が明らかにし
ているが

31）
、武家の類族でも同様の措置がとられていたことを確認しておきたい。

②養子

史料9
32）

（端裏）

「養子所替願　生野官平弟
　　　　　　　生野宇源太　二月廿一日」
　　覚　　　　　　　生野了覚子生野官平弟
一、転本人野津白岩村九兵衛玄孫　　　　　生野宇源太
　　浄土宗大福寺旦那　　　　　　　　　　　当亥三拾三歳
右私弟ニ而御座候処此度私養子ニ仕度候、此段奉伺候、以上
　　亥二月廿一日� 生野官平
　　　宗門方御役所

史料10
33）

（端裏）

「○三 引越　家野村　　金三郎　正月廿二日」
　　 覚
　　　　　家野村次郎兵衛子助五郎男子
一、本人家野村尚三郎女房曽孫　　　金三郎　二拾四歳
　　　　　浄土宗大橋寺旦那
�右金三郎儀佐藤孫兵衛養子仕当月廿三日ゟ孫兵衛家内ニ引請申候、此段御
断申達候、以上
　酉ノ� 西村勘左衛門
　　　正月廿四日� 中村助左衛門
　　大脇儀右衛門殿
　　片桐善左衛門殿
　　久保田貞之丞殿
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　　宇野仁右衛門殿
史料9は、転びキリシタン野津白岩村九兵衛の玄孫の生野宇源太が、実兄の

生野官平の養子になることと、あわせて所替をすることを届け出たものである。
史料10は、転びキリシタン家野村尚三郎女房の曽孫である金三郎が佐藤孫兵
衛の養子になり、佐藤家に転居することを届け出たものである。佐藤孫兵衛の
詳細は不明であるが、届も同じく武士身分とみられる者から出されていること
から、佐藤は藩士で、組支配系統で宗門奉行に届け出たものと考えられる。養
子にする場合、養父と、養父の所属する組それぞれから、養子の系・年齢・住
所の変更などについて宗門奉行に報告が出されていたと考えられる。また、両
史料とも百姓身分の者を武家の養子にする手続きである。この点は後述したい。

③新類族

大橋幸泰氏が「キリシタン類族改制度と村社会 ―臼杵藩の場合―」（本書所

収）で明らかにしたとおり、本人同然か本人同然の子と類族ではない者が結婚
した場合と、類族ではない者が類族の家に養子に入った場合、「新類族」とし
て新たに類族に加えられることになった。

史料11
34）

（端裏）

「「＼出生帳ニ入」（※朱書）

○三 養子新類族　安東吉大夫　　十一月五日」
　　　　覚　　　安東太左衛門養子
一、本人同然安東吉左衛門曽孫　安東吉太夫　当辰拾五歳
�右吉大夫太左衛門養子仕候ニ付類族罷成候、宗門者浄土真宗光蓮寺旦那ニ

付御座候、為御届如此御座候、以上
　正徳二年辰十一月五日� 安東吉太夫
　　岩手六左衛門殿
　　中村雲八殿
　　武藤又助殿

史料11は、安東吉太夫（前名不明）が安東太左衛門の養子になったことによ
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って、本人同然安東吉左衛門曽孫となるため、吉太夫は新類族になることを申
し出た覚である。武家でも同様の条件で新類族となったことを確認しておきた
い。また、端裏には朱で「出生帳ニ入」とあり、養子縁組によって新たに類族
になった者は出生帳に記載され、幕府に報告されたことがわかる。病死につい
ては第2節で検討したので繰り返さないが、以上にみた出生・養子・新類族は
出生帳に、病死は死失帳に記載され、年に2回、幕府に報告され、武家の類族
も幕府に捕捉されることになった。

④離縁・旦那替・所替・剃髪

史料12
35）

（端裏）

「○三 離別者　　　加嶋玄賀養子
　　　　　　　　　　　　菊之助　　　九月朔日」
　　　覚
一�、軸丸両右衛門三男菊之助加嶋玄賀方ニ養子遣置候処不縁ニ付八月廿七

日両右衛門方え引取申候、玄賀方類族ニ付右菊之助引取申候段御断申上
候、以上

　享保二十卯年九月朔日� 引田杢左衛門
　　大脇儀右衛門殿
　　片切善左衛門殿
　　久保田貞之丞殿

史料13
36）

　　　覚
一�、権藤九郎兵衛妻あかい玄孫今村寮水倅利根又兵衛養子類族利根三保助

儀当辰三拾壱歳ニ相成申候、元来日蓮宗当寺旦那今般養父同然浄土宗龍
原寺旦那相改度届申候、此段御伺申達候、已上

　寛政八辰年　　　　法音寺
　　　　八月十六日� 日實㊞
　　服部六郎右衛門殿
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　　加納小兵衛殿
　　矢野八郎右衛門殿

史料14
37）

　　　覚
一、　　　類族
　　　　苅屋了圓
�右苅屋了助跡家内此間私方え引受置申候所此節苅屋和左介方え引取申候、
此段御達申上候、以上
　四月廿八日� 斉藤市右衛門
　　宗門方　御役所

史料15
38）

（端裏）

「○三 落髪　稲川角右衛門　十月十九日」
　　覚
　　　稲川仁左衛門倅
一、桐生太郎左衛門玄孫稲川角右衛門　当巳
　　真宗善法寺旦那　　　　　　　　六十二歳
�右者久々病気ニ付御暇願之通被仰付候ニ付、十月十八日致剃髪名廬舟と相
改申候、此段御届申達候、已上
　　十月十九日� 稲川清記
　　宗門御役所

史料12は軸丸両右衛門三男で類族加嶋玄賀の養子となっていた菊之助が、
不縁で縁組を解消し、軸丸両右衛門方に戻ることを報告した覚で、おそらく軸
丸の所属していた組から宗門奉行に宛てて届が出されている。史料13は類族
利根三保助について、元来日蓮宗法音寺旦那だったものを、養父である利根又
兵衛と同様に浄土宗龍原寺に改めることを、法音寺から宗門奉行に届け出たも
のである。三保助は養子であり、生家の旦那寺から養子となった家の旦那寺へ
と旦那替を行ったわけである。史料14は類族の苅屋了圓（苅屋了助妻）につい
て、一時的に斉藤市右衛門が預かっていたが、苅屋和左介方で引き取ることに
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なったので、この引越について宗門奉行に届け出たものである。史料15は、
類族の稲川角右衛門が病気で暇願をし、剃髪して盧舟と改名することを届け出
たものである。

類族は、先にみた出生と死亡のみならず、人生のあらゆる局面を詳細に文書
で捕捉され続ける。それは武家の類族にあっても同様であったことが、以上の
史料よりわかる。武家の類族に関する記録は多くないため、結論を得るのに充
分な量の分析を行い得たわけではないが、以上の事例から、臼杵藩では武家の
類族についても、類族の捕捉に関する文書規定に則って、類族系と旦那寺の情
報を中心とした諸情報が宗門奉行に提出され、宗門奉行はそれを類族帳に記載
し、幕府に提出する出生・死失帳にまとめて報告していたと考えられる。なお、
報告には、a.当事者からの報告、b.組・支配からの報告、c.旦那寺からの報告
の3系統があり、出生と病死はbcがセットで出されていたが、どういうケー
スのときどの組み合わせで出されるのかについては、より詳細な検証が必要で
ある。今後の課題としておきたい。

（2）類族の身上がり

①臼杵藩の類族の身上がり

臼杵藩における武家の類族を検討するうえで重要な特徴として、類族に関す
る覚や御書物之事のなかに、百姓から武家社会（士分外・陪臣）に参入する事
例が多数みられる点を指摘できる。マレガ資料から、類族であることが間違い
のない者が武家社会に参入した事例29件をまとめたのが表3である。表は、名
前／身上がりによって獲得したあらたな身分／類族情報／元の身分／史料の年
代／史料番号／端裏／備考をまとめ、年代順に配列している。端裏には多くの
場合「○三 御直参奉公人」と注記され、これらの情報が家臣や陪臣に関する
情報として取り扱われていたことがわかる。

類族情報にみられるように、本表に掲載した類族は、すべて臼杵藩領の村の
本人・本人同然の子孫である。元身分には身上がりをする前の身分を記載して
ある。多くの場合、村に居住する百姓身分であった者が登用されて臼杵藩士と
なっていることがわかる。出仕先としては、諸組の足軽や小人がもっとも多く
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表3　類族の武士身分への参入
名　　　前 新　身　分 類族情報 元　身　分 年　　　代 史　料　番　号 端　　　裏 備　　　考

1 小野伝六 片倉八郎左衛門組足軽

本人掻懐村新左衛門孫／
生帳二之内海部郡掻懐村
転切支丹道賀類族之内本
人同然同村新左衛門孫

元禄12年3月17日 A15.2.1.11 出生子

2 藤丸清之丞 矢野勘八組 本人掻懐村新蔵孫 掻懐村清三子／掻懐村
小吉養子 享保11年12月10日 A7.8.1.1.2 ○三 御直参奉公人 暇願／倅即日跡番入

3 飯沼加七（嘉大夫） 聞番物書 本人遠久原村市郎兵衛孫 飯沼忠介養子 享保12年4月9日 A7.8.1.2 ○三 御直参奉公人

4 六三郎（喜平太） 御手廻奉公 古転本人野津芝尾村久兵
衛玄孫 原村熊野助男子 延享3年2月10日 A7.8.1.6.1 類族

5 幸七（山田半蔵） 村上弥三兵衛組 本人吉野長小野村伝左衛
門曾孫

平清水幸右衛門子／兵
左衛門弟／亀之助養子 寛延3年11月28日 A7.2.2.1 ○三 御直参奉公人 暇願／倅即日跡番入

6 仁三郎
（北山松右衛門） 国枝作左衛門組 本人福良村太郎作妻曽孫 福良村杉右衛門子太郎

右衛門男子 寛延4年5月10日 A7.8.1.5.1／A7.8.1.5.2 ○三 御直参奉公人

7 市平 海添台所下男 本人下藤村勘右衛門玄孫
下藤村惣兵衛子久市子
平七子／乙見村由蔵家
内

宝暦3年2月19日 A15.6.73.2.1 ○三 御直参奉公人

8 権八 川瀬又内組小人 本人家野村中与右衛門玄孫
家野村喜右衛門子／兵
蔵子孫八男子／伝三郎
養子

明和9年6月16日 A7.8.1.9.1／A7.8.1.9.2 ○三 御直参奉公人

9 利平太
（替名利右衛門） 小破損組 本院黍野村吉右衛門玄孫

市濵村市右衛門子／福
良村喜兵衛養子小市郎
男又三郎男子

安永6年2月4日 A7.8.1.12.1 ○三 御直参

10 佐藤軍蔵（治助） 持筒組 本人板屋村三左衛門玄孫
板屋村留兵衛子海添え
村小八郎養子佐藤茂次
右衛門養子

天明1年閏5月14日 A7.2.2.4.1／A7.2.2.4.2 ○三 所替

11 井村八百蔵（助七） 御畳方 黒坂村九左衛門玄孫 井村団六養子 天明7年12月15日 A7.6.2.24.3／A7.6.2.24.1／A7.6.2.24.2 ○三 御直参

12 南平治 聞番物書 本人同然丹生原村兵左衛
門後家玄孫 南喜兵衛男子 天明8年1月19日 A7.6.2.3.2／A7.6.2.3.1 ○三 御直参

13 野村藤平（牛之助） 伊藤長左衛門組足軽 本人野村吉右衛門玄孫 野村市左衛門子又助子
才次郎子 天明8年2月13日 A7.6.2.13.1 ○三 御暇 暇願

14 津部弟助 稲葉佐左衛門組 本人寺小路村六郎右衛門
玄孫／平清水又内養子 中嶋丈左衛門組 天明8年4月8日 A7.6.2.22 ○三 支配替

15 幸吉（疋田重兵衛） 味岡源四郎組 本人掻懐村新之丞曽孫臼
杵深田村後新之丞玄孫

家野村勘兵衛養子善七
子平清水新内養子長十
郎養子善蔵子

文化1年11月14日 A7.9.5.1.1.2 ○三 御暇

16 定次 封番 本人望月村茂助玄孫
望月村文右衛門子万太
郎男子／海添村権八子
勝太郎弟

文化2年3月 A7.8.4.2.1

17 宇吉 野村六右衛門組柴田
平治養子跡足軽 本人同然久土村なつ曽孫

上久所村喜三郎下人後
久八子弥五郎子／海添
村久市男子

文化2年3月26日 A7.8.1.3.2／A7.8.1.3.3／A7.8.1.3.1 ○三 御直参
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表3　類族の武士身分への参入
名　　　前 新　身　分 類族情報 元　身　分 年　　　代 史　料　番　号 端　　　裏 備　　　考

1 小野伝六 片倉八郎左衛門組足軽

本人掻懐村新左衛門孫／
生帳二之内海部郡掻懐村
転切支丹道賀類族之内本
人同然同村新左衛門孫

元禄12年3月17日 A15.2.1.11 出生子

2 藤丸清之丞 矢野勘八組 本人掻懐村新蔵孫 掻懐村清三子／掻懐村
小吉養子 享保11年12月10日 A7.8.1.1.2 ○三 御直参奉公人 暇願／倅即日跡番入

3 飯沼加七（嘉大夫） 聞番物書 本人遠久原村市郎兵衛孫 飯沼忠介養子 享保12年4月9日 A7.8.1.2 ○三 御直参奉公人

4 六三郎（喜平太） 御手廻奉公 古転本人野津芝尾村久兵
衛玄孫 原村熊野助男子 延享3年2月10日 A7.8.1.6.1 類族

5 幸七（山田半蔵） 村上弥三兵衛組 本人吉野長小野村伝左衛
門曾孫

平清水幸右衛門子／兵
左衛門弟／亀之助養子 寛延3年11月28日 A7.2.2.1 ○三 御直参奉公人 暇願／倅即日跡番入

6 仁三郎
（北山松右衛門） 国枝作左衛門組 本人福良村太郎作妻曽孫 福良村杉右衛門子太郎

右衛門男子 寛延4年5月10日 A7.8.1.5.1／A7.8.1.5.2 ○三 御直参奉公人

7 市平 海添台所下男 本人下藤村勘右衛門玄孫
下藤村惣兵衛子久市子
平七子／乙見村由蔵家
内

宝暦3年2月19日 A15.6.73.2.1 ○三 御直参奉公人

8 権八 川瀬又内組小人 本人家野村中与右衛門玄孫
家野村喜右衛門子／兵
蔵子孫八男子／伝三郎
養子

明和9年6月16日 A7.8.1.9.1／A7.8.1.9.2 ○三 御直参奉公人

9 利平太
（替名利右衛門） 小破損組 本院黍野村吉右衛門玄孫

市濵村市右衛門子／福
良村喜兵衛養子小市郎
男又三郎男子

安永6年2月4日 A7.8.1.12.1 ○三 御直参

10 佐藤軍蔵（治助） 持筒組 本人板屋村三左衛門玄孫
板屋村留兵衛子海添え
村小八郎養子佐藤茂次
右衛門養子

天明1年閏5月14日 A7.2.2.4.1／A7.2.2.4.2 ○三 所替

11 井村八百蔵（助七） 御畳方 黒坂村九左衛門玄孫 井村団六養子 天明7年12月15日 A7.6.2.24.3／A7.6.2.24.1／A7.6.2.24.2 ○三 御直参

12 南平治 聞番物書 本人同然丹生原村兵左衛
門後家玄孫 南喜兵衛男子 天明8年1月19日 A7.6.2.3.2／A7.6.2.3.1 ○三 御直参

13 野村藤平（牛之助） 伊藤長左衛門組足軽 本人野村吉右衛門玄孫 野村市左衛門子又助子
才次郎子 天明8年2月13日 A7.6.2.13.1 ○三 御暇 暇願

14 津部弟助 稲葉佐左衛門組 本人寺小路村六郎右衛門
玄孫／平清水又内養子 中嶋丈左衛門組 天明8年4月8日 A7.6.2.22 ○三 支配替

15 幸吉（疋田重兵衛） 味岡源四郎組 本人掻懐村新之丞曽孫臼
杵深田村後新之丞玄孫

家野村勘兵衛養子善七
子平清水新内養子長十
郎養子善蔵子

文化1年11月14日 A7.9.5.1.1.2 ○三 御暇

16 定次 封番 本人望月村茂助玄孫
望月村文右衛門子万太
郎男子／海添村権八子
勝太郎弟

文化2年3月 A7.8.4.2.1

17 宇吉 野村六右衛門組柴田
平治養子跡足軽 本人同然久土村なつ曽孫

上久所村喜三郎下人後
久八子弥五郎子／海添
村久市男子

文化2年3月26日 A7.8.1.3.2／A7.8.1.3.3／A7.8.1.3.1 ○三 御直参



338　　第2部　豊後キリシタン・類族文書の研究

（12件）、そのほか封番や門番、錠口番などの番士（4件）、聞番物書や手廻奉
公・下男・中間などとなって出仕していた。

臼杵藩の武家社会の身分制度についてはわからない点が多いため推論を交え
ざるを得ないが、熊谷光子氏の岡藩の下級武士社会を検討した研究を参照すれ
ば、おそらくこれらの士分外の諸職は一代限り、あるいは時限的な武士身分と
考えられる。しかし、表の2・5・19はいずれも暇願であるが、跡番として倅
が番入りしており、実質的に身分が継承されていたと考えられる。それでは、
類族の登用はどのように行われたのか、以下、いくつかの事例から検討したい。

②福良村仁三郎→北山松右衛門の場合

史料16
39）

　　　覚
福良村杉右衛門子太郎右衛門男子　当未
一、本人福良村太郎作妻曽孫　仁三郎　　弐拾七歳

18 佐藤与治右衛門 小人頭 大野村平左衛門妻玄孫 文化5年12月1日 A7.9.1.2.24.2

19 足立用吉 渡辺定右衛門組足軽 本人家野村中与左衛門玄孫
家野村喜右衛門子／兵
蔵子孫八男子／伝三郎
養子

文化6年1月24日 A7.9.1.2.5.1／A7.9.1.2.5.2 ○三 御暇 暇願／倅即日跡番入
／no.8権八子

20 冨吉 門番 本人福良村太郎作妻玄孫
福良村久助子久次郎子
幸平男子／小河内村善
次養子

文化6年2月11日 A7.9.1.2.7／A7.9.1.2.7.2 ○三 御直参

21 政吉 中間 本人掻懐村長三郎玄孫 掻懐村七内子三之丞子
熊之丞子 文化6年3月20日 A7.9.1.2.11.2 ○三 御直参

22 村本八代吉（清蔵） 蔵方附人見習 本人福良村太郎作妻玄孫
福良村杉右衛門子藤七
男子藤平子／市濵村利
八養子／会所小夫

文化6年6月27日 A7.9.1.2.8／A7.9.1.2.9／A7.9.1.2.6 ○三 支配代り

23 郷田源六（乙之助） 岡田甚兵衛組 本人同然久土村幸之助孫 市濵村源六養子善九郎
子 文化6年8月 A7.9.1.2.15.1 ○三 御暇

24 吉良伝右衛門 門番 佐藤与次右衛門組 文化6年10月2日 A7.9.1.2.10 ○三 支配替り

25 恩地栄五郎
（恩地庄左衛門） 戸次長小野村伝右衛門曽孫 恩地庄八倅 文化6年11月13日 A7.9.1.2.26 ○三 名替

26 牧野弥七郎 御目見 天保9年2月28日 A4.57.45 ㋑
27 吉良用七 門番 勝手方小使 年未詳12月16日 A7.6.2.8 ○三 支配替
28 苅屋和左助 錠口番 苅屋栄助倅 年未詳4月28日 A7.8.5.19.1 ○三 所替
29 武生和助 門番 二村銀右衛門組 年未詳8月6日 A7.9.4.12 ○三 支配代り
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　　他領類族ニ出不申候　替名松右衛門
　　　　　　　　　　　　　　　　浄土宗大橋寺旦那
右者国枝佐左衛門組ニ当五月六日ニ被召置北山松右衛門と改申候、類族ニ

付系書差出シ申候、以上
未
　五月十日　　　　　　　　　　　　　　　　宮崎留右衛門
　　宗門御役所

史料17
40）

（端裏）

「○三 御直参御奉公人　臼杵福良村　太郎右衛門倅　仁三郎　五月十日」
　　　覚
　　　　　　福良村杉右衛門子太郎右衛門男子　当未
一、本人福良村太郎作妻曽孫　　　　　　　　　仁三郎　弐拾七歳
　他領類族ニ出不申候　　　　浄土宗大福寺旦那

18 佐藤与治右衛門 小人頭 大野村平左衛門妻玄孫 文化5年12月1日 A7.9.1.2.24.2

19 足立用吉 渡辺定右衛門組足軽 本人家野村中与左衛門玄孫
家野村喜右衛門子／兵
蔵子孫八男子／伝三郎
養子

文化6年1月24日 A7.9.1.2.5.1／A7.9.1.2.5.2 ○三 御暇 暇願／倅即日跡番入
／no.8権八子

20 冨吉 門番 本人福良村太郎作妻玄孫
福良村久助子久次郎子
幸平男子／小河内村善
次養子

文化6年2月11日 A7.9.1.2.7／A7.9.1.2.7.2 ○三 御直参

21 政吉 中間 本人掻懐村長三郎玄孫 掻懐村七内子三之丞子
熊之丞子 文化6年3月20日 A7.9.1.2.11.2 ○三 御直参

22 村本八代吉（清蔵） 蔵方附人見習 本人福良村太郎作妻玄孫
福良村杉右衛門子藤七
男子藤平子／市濵村利
八養子／会所小夫

文化6年6月27日 A7.9.1.2.8／A7.9.1.2.9／A7.9.1.2.6 ○三 支配代り

23 郷田源六（乙之助） 岡田甚兵衛組 本人同然久土村幸之助孫 市濵村源六養子善九郎
子 文化6年8月 A7.9.1.2.15.1 ○三 御暇

24 吉良伝右衛門 門番 佐藤与次右衛門組 文化6年10月2日 A7.9.1.2.10 ○三 支配替り

25 恩地栄五郎
（恩地庄左衛門） 戸次長小野村伝右衛門曽孫 恩地庄八倅 文化6年11月13日 A7.9.1.2.26 ○三 名替

26 牧野弥七郎 御目見 天保9年2月28日 A4.57.45 ㋑
27 吉良用七 門番 勝手方小使 年未詳12月16日 A7.6.2.8 ○三 支配替
28 苅屋和左助 錠口番 苅屋栄助倅 年未詳4月28日 A7.8.5.19.1 ○三 所替
29 武生和助 門番 二村銀右衛門組 年未詳8月6日 A7.9.4.12 ○三 支配代り
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　�右之者五月六日国枝佐左衛門様御組ニ被召出申候、此段御断申上候、以上
　　寛延四年　　　　　　　　　　　　　　　　海添村庄屋
　　　　未五月十日� 庄左衛門㊞
　　大脇儀右衛門様
　　片桐善左衛門様
　　久保田貞之丞様

史料16・17は、本人福良村太郎作妻の曽孫仁三郎が、寛延4年（1751）に国
枝佐左衛門組足軽に登用されたことについての届である。登用にあたっては、
組から類族情報を記した「系書」を宗門奉行に提出し（史料16）、村からも、
村組の庄屋から宗門奉行に召出について報告している（史料17）。両届はセッ
トで「○三 御直参奉公人」の端裏で管理されていた。史料16は登用にあたっ
ての改名届でもあり、仁三郎は北山松右衛門として出仕することになる。なお、
仁三郎については享保10年（1725）に生まれたさいの出生届

41）
、安永6年（1777）

に同じく類族である丹生原村とよと結婚したさいの婚姻届も残されている
42）

。

③家野村（足立）権八の場合

史料18
43）

（端裏）

「三御直参」
　　　覚
　　　　家野村喜右衛門子兵蔵子孫八男子
　　　　　　　　　　　　　　　伝三郎養子　当辰
一、本人家野村中与右衛門玄孫　　　　　　　　権八　弐拾三歳
　　他領類族ニ無御座候　　　浄土宗大橋寺旦那
�右之者当月十三日私組え被召置候、尤類族之者ニ而御座候ニ付御届申候、
以上
　辰六月十六日� 川 瀬 又 内
　　宗門方御役所

史料19
44）



� 近世武家社会とキリシタン統制 ―臼杵藩家中の類族を考える―　　341

（端裏）

「○三 御直参家野村伝三郎養子　権八　　六月十六日」
　　覚
　　　　家野村喜右衛門子兵蔵子孫八男子
　　　　　　　　　　　　　　　伝三郎養子　当辰
一、本人家野村中与右衛門玄孫　　　　　　　　権八　弐拾三歳
　　他領類族ニ而無御座候　　　浄土宗大橋寺旦那
右之者川瀬又内殿御組御小人ニ六月十三日被召出候、此段申上候、以上
　明和九年辰六月十六日� 家野村庄屋
� 与左衛門
　　加納小兵衛様
　　石井与七郎様
　　矢野八郎右衛門様

史料20
45）

（端裏）

「○三 御暇　　渡辺定右衛門組
　　　　　　　　　　足立権八　　正月廿五日」
　　覚
同村喜右衛門子兵蔵子孫八男子伝三郎養子
　　　　　　　　　　　渡辺定右衛門組
一、本人家野村中与左衛門玄孫　　　　　足立権八
当巳六拾歳
浄土宗大橋寺旦那
　　他領類族ニ而も無御座候
右之者年罷寄御奉公難相勤御暇願之通正月廿三日被仰付跡世倅足立用吉直
ニ被召置候、此段御達シ申上候、以上
巳正月廿四日� 岐部久兵衛
　宗門方御役所

史料18～20は、家野村与右衛門玄孫の権八が明和9年（1772）に川瀬又内組
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小人として登用されたさいの覚である。登用にあたっては組頭川瀬又内から系
書を宗門奉行に提出し（史料18）、庄屋からも宗門奉行に覚を提出した（史料

19）。仁三郎の場合と同様に、両者はセットで管理されていた。権八は出仕に
あたって足立権八となり、その後文化6年（1809）まで37年間、組を移りつつ
小人・足軽として勤めた。史料20はその暇願であるが、暇にあたり、息子用
吉が跡番となっており、身上がりによって獲得した新身分は跡番として継承で
きたことがわかる。史料20は組士とみられる岐部久兵衛から宗門奉行に出さ
れているが、同様に家野村の庄屋からも翌日に暇の届が出され、両者はセット
で管理されていた。第2節の類族帳の記載でも見たとおり、百姓身分の類族が
身上がりによって臼杵城下の武士（士分外）となっても、類族の捕捉は類族の
発端となった本人・本人同然を基準に、出身村と異動先の武家の組によって捕
捉され続け、出身村を通じた捕捉は生涯を通じてなされたと考えられる。②で
みた北山松右衛門の婚姻についても、残された届は庄屋から福良村仁三郎（今

名松右衛門）の婚姻として届けられており、出仕していても出身村を通じた捕
捉が継続している点を確認しておきたい。

以上のように、臼杵藩では、百姓身分の類族のなかから登用や養子入などの
経緯で士分外層（足軽・門番・封番など）へ類族が参入していき、跡番という
形で実質的な家の継承が行われることもあったことがわかった。身分は武家社
会の最下層ではあるが、端裏にもあるように「御直参」であり、類族であって
も身分移動が可能であった。

熊谷光子氏の岡藩の分析によれば、城下町周辺農村や町場から非武士身分が
足軽・武家奉公人層に参入することが梃子となって、下級～中級の武家社会へ
の人材の参入が実現していたという。地域的・規模的類似性から、また、以上
の類族の身上がりの事例からも、臼杵藩でも同様の事態を想定できるのではな
いだろうか。それでは、この類族の武家社会への参入という事例は、臼杵藩の
類族を取り巻く社会を考えるうえで、どのような意味を持つのだろうか。マレ
ガ資料中、武家の類族に関する史料は限られており、また非類族百姓の武家社
会への参入を分析する史料がないため確たる評価はできないが、以上に見た
29件の事例や、第2節で見た上級藩士の類族のケースとあわせて考えても、
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「類族」という属性は臼杵藩の武家社会における参入障壁や上昇の障壁ではな
かったと理解しておきたい。

おわりに

以上、非常に限られた史料からではあるが、臼杵藩の武家社会におけるキリ
シタン統制・類族統制について検討してきた。臼杵藩では家老層から足軽・武
家奉公人層までに類族が存在し、家格の上下にかかわらず、幕府の規定に則っ
て厳密に捕捉（文書主義的管理）され続けた。絵踏に対する忌避感から武士身
分は絵踏を免除されたという平戸藩の事例とは異なり、臼杵藩では寛永（1624

～44）から幕末に至るまで、武家社会においても徹底的にキリシタン統制・類
族の捕捉がなされたのである。文書を通じた武家社会のキリシタンの子孫の管
理は、出生と死失に関する情報を中心に、幕府まで報告されていた。しかし、
藩士の1割以上が類族であり、藩幹部層までが類族である臼杵藩武家社会にあ
って、類族という属性が差別や障壁として作用するような事例はみることがで
きなかった。限られた事例からの推論であるが、類族の統制が厳格に行われる
一方、それはあくまでその家ないし個人の属性の一つでしかなかったと考えて
おきたい。規定に則った厳格な類族の管理は武家社会にも徹底している一方、
それはあくまで手続きの遺漏なき完遂であった点を、拙稿「臼杵藩宗門方役所
とキリシタン統制」（本書所収）とあわせてあらためて強調しておきたい。

下級武士社会に目を向ければ、非武士身分の類族が下級武士社会に参入する
事例が多数確認できた。臼杵藩社会において、キリシタンの子孫である、とい
う属性がどのような意味を持ったのか、という点は、マレガ資料の特質から導
かれる重要な課題である。本稿で見てきた武家の類族をめぐる状況は、厳格な
文書主義的管理のもとに置かれる一方、その属性ゆえに差別など多大な不利益
をこうむるようなことはなかったのでないか、という見通しを与えてくれるの
ではないだろうか。

延宝7年（1679）の最初の武家の絵踏の実施をめぐる問題や、絵踏の詳細な
手続きと時代的変化など、マレガ資料から導かれる武家のキリシタン統制をめ
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ぐる問題はまだまだ多く残されるが、今後の課題としたい。
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キリシタン類族改制度と村社会
―臼杵藩の場合―

� 大橋幸泰

はじめに

本稿は、キリシタン棄教者の子孫を監視する類族改制度が、村社会において
どのように機能していたかを追究しようとするものである。そのさい、マレガ
収集文書と大分県の地元の村方文書を組み合わせて検討する。

マレガ収集文書は、藩政史料のなかの大量の類族関係書類によって構成され
ていることが大きな特徴の一つである。これにより、江戸時代を通じて、類族
が徹底的に管理されていた様子を確認できる。出生・死亡・結婚・養子縁組・
離婚・離縁・転居・剃髪・出奔にいたるまで、類族とされた人々は人生の節目
に必ず村役人・藩役人による承認を受けた。

ただし、このことを確認するだけでは、類族は厳しく管理されていたという
評価で終わる。実は非類族も厳重に管理されていたことを見落とすわけにいか
ない。たとえば、つぎの史料はマレガ収集文書のなかにある、非類族に関する
嘉永4年（1851）の届書である

1）
。

一、類族ニ而茂無御座候　　毛井村由平　四拾五歳
　　　　　　　　　　　　 同人　女房　三拾七歳
　　　浄土宗龍泉寺旦那
　此者共、天保七申年罷出申候
一、右同断　　　　　　　　同村喜平太家内　万作　三拾歳
　　同宗同寺旦那
　　此者、天保十四卯年罷出申候
　�右之者共願心ニ付、四国大師順拝罷出申候処、如何相成行候哉、一向様
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子相分不申候間、追而帰国仕候迄、御帳除被仰付被下候様、親類組合之
者共願出申候間、此段奉御窺上候、以上

これは、非類族の毛井村由平夫婦と同村万作という者が、それぞれ天保7年
（1836）・天保14年に四国巡礼に行った後、行方不明になったので、帰国するま
で帳外れにする旨、村役人から藩へ届けるという内容である。

類族への厳重な管理を貫徹するためには、誰が類族で誰が非類族かを見極め
なければならなかったから、類族改制度とは非類族を含めたすべての人々の管
理システムであった。だとすれば、類族だけが「近隣からいつも監視の目を向
けられ、だれにも心を許せずにもがき苦し」んでいた、との理解

2）
は、一面的な

のではなかろうか。実際、類族が自身の待遇について直接語った史料はほとん
どなく、この評価は徹底管理されていたことからの推測にすぎない。類族改制
度が類族とともに非類族の監視も伴うものであったとするならば、非類族も

「だれにも心を許せずにもがき苦し」んでいたことになる。
村社会のなかで類族がどのような立場に置かれていたか。この点について、

単に管理されていたということで終わらせるのではなく、もう少し立ち入って
検討する必要がある。マレガ収集文書はその材料を提供してくれる貴重な史料
群であることは間違いないが、ほとんどが藩政史料であるという制約がある。
幸いなことに、地元大分県には大分県立先哲史料館などに、関連する地

じ

方
かた

史料
が多数存在している。藩政史料（臼杵藩・マレガ収集文書）と地方史料（池見家

文書）を組み合わせて、藩政と村社会を複合的に検討することが可能である。
本稿ではこれらを材料に、類族を取り巻く村社会の状況を考察する。

1．類族の縁組

類族が生きた村社会の様子を考えるといっても、彼ら自身が史料を残してい
るのではないので、その復元はかなりの困難が伴う。他方、類族関係史料には、
縁組に関する書類が多数含まれている。そこで、これを手がかりにまずは類族
の縁組について考えてみよう。

類族の縁組には、第一に類族同士の婚姻があった。たとえば、すゑと伝九郎
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の事例
3）
を見よう。

一、本人同然丹生原村三左衛門孫　　すゑ　　廿三歳
　　　　他領類族ニ出不申候　　　真宗専想寺旦那
一、本人同然丹生原村与兵衛妻玄孫　伝九郎　弐拾九歳
　　　　他領類族ニ出不申候　　　真宗専想寺旦那
　右之者共、縁組仕度由奉願候間、御窺申上候

これは宝暦3年（1753）の婚姻届である。両者が類族であれば、当然のこと
ながらその後も夫婦がともに類族であり続けた。つぎのように、3年後の宝暦
6年の類族名簿には両者とも類族として記載されている

4）
。

原村本人同然与兵衛妻玄孫　伝九郎　子三拾弐歳
　　真宗専想寺旦那
　　　　　　　　　　　　同村伝九郎
原村本人三左衛門孫　　　　女房　子弐拾六歳
　　真宗専想寺旦那　上久所村善三郎妻ゆく娘すゑ

しかし、類族の結婚相手が類族に限られるということはなかった。類族の縁
組の第二は、類族・非類族の婚姻である。たとえば、類族のけさと非類族の庄
六の、享保18年（1733）の事例

5）
を見よう。

一、本人同然丹生原村権三郎孫　　けさ　丑廿歳
　　他領類族出不申候　　　　真宗専想寺旦那
　　　　　　　　　　　　　　　丹生原村
一、御領他領類族ニ無御座候　　　庄六　弐拾七歳
　　今度初而縁組ニ而御座候　真宗専想寺旦那
右之けさ、彼庄六ニ縁組仕度由奉願候間、御窺申上候、已上

宝暦6年の類族名簿では、類族のけさと非類族の庄六は、つぎのように記載
されている

6）
。

　　　　　　　　　　　　同村庄六
原村本人同然権三郎孫　　　女房　子四拾三歳
　　　　真宗専想寺旦那　同村長十郎娘けさ

これによれば、類族のけさのみが名簿に記載される。つまり、庄六はけさの
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立場を表す「同村庄六女房」という形でのみ登場する。しかも「同村庄六」は、
けさの属性を説明する小さな文字である。

これは男性・女性どちらか一方が類族であるという場合である。そのさい、
この婚姻によって非類族が類族になることはなかった。もともと非類族であっ
た者は、類族名簿には、類族の肩書きにその類族の夫や妻として記載されるこ
とはあっても、類族本人としては記載されなかった。

第三に、類族が非類族の養子に入るという縁組があった。
一、久土村本人同然幸之助曽孫　八十治　　当未三拾五歳
　　　　　　　　　　　禅宗当陽寺旦那
　　　　　　　　　　　　　　同村
一、類族ニ而茂無御座候　　　　儀左衛門　同五拾六歳
　�右之八十治、右儀左衛門養子ニ差遣申度旨、奉願候、此段御窺申上候、
以上

文化8年（1811）、類族の八十治が非類族の儀左衛門の養子になった事例
7）
であ

る。この場合も、養父が類族になることはなかったが、類族は養父家でも類族
として把握された。非類族が類族の養子になるという、逆のケースも存在した
が、これについては後述する。

いずれにしても、村社会においては、類族と非類族とは分断されていなかっ
たことがわかる。日常生活上、類族・非類族の混在状態に支障はなかったと思
われる。

2．類族という属性

前節のように、類族の縁組について一瞥したところによれば、類族と非類族
が縁組したとしても、基本的に非類族が類族になることはなかった。とすれば、
類族という属性は家に付くのではなく、人に付くということになる。同一家族
内に類族と非類族が混在している事実からも、類族というのは人の属性である
といえる

8）
。天保2年（1831）正月23日付の「切支丹宗門踏絵御改ニ付家内帳」

9）

という史料を見よう。これは、家族ごとに絵踏を実施したことを確認した書類
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である。類族が非類族の養子に入った事例として、先に見た儀左衛門家の記載
はつぎのようになっている。

禅宗願行寺旦那　　　　久土村　　儀左衛門（印）　七拾六歳
禅宗当陽寺旦那　類族　同人養子　八十治　　　　 五拾五歳
禅宗願行寺旦那　類族　八十治子　柳吉　　　　　 拾壱歳
　　　　　　　　類族　同人子　　善助　　　　　 拾六歳
　　　　　　　　　　　同人娘　　たき　　　　　 拾九歳
　　　　　　　　類族　同人子　　両助　　　　　 弐拾壱歳
　　〆六人　内　男五人　女壱人

儀左衛門家では、類族の八十治が本人同然の曽孫であったため、息子の柳
吉・善助・両助が玄孫ということになり、類族となる一方で、娘のたきは類族
とはならない

10）
。同一家族のなかに、類族と非類族とが混在していることを帳面

上確認できる。
さらに注目されるのは、類族関係史料のなかに「新類族」という語が登場す

ることである。これは、非類族が類族と縁組したときに、ある条件に当てはま
れば、類族になることがあるということを意味する。つまり、縁組によって新
しい属性が付与されるということである。それには二つの場合があった。

第一は、「切支丹」本人・本人同然の子と結婚して、その婿または嫁になっ
た場合である。たとえば、享保7年（1722）の八助としつの事例

11）
を見よう。

　　　　　　　　　　　　　同村
一、本人同然久土村万助子　　八助　寅三十五才
　　他領類族ニ出不申候　光国寺旦那
　　　　　　　　　　　　一木村作左衛門娘
一、御領他領類族ニ出不申候　しつ　寅廿四才
　　　　　　　　　　　　　光国寺旦那
此しつハ八助ニ縁組仕候得者、久土村本人万助娵と新類族ニ可出者ニ而御座
候、右之しつ此度初テ之縁組ニ而御座候

これによれば、類族の八助と結婚した非類族のしつが「新類族」になったと
ある。この場合は、本人同然の万助の子である八助と結婚したためである。宝
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暦6年（1756）の類族名簿の記載はつぎのようになる
12）

。
　　　　　　　　　　　　同村八助
久土村本人同然万助娵　　後家　子　四（五ヵ）拾八歳
　　　　真宗光国寺旦那　一木村作左衛門娘しつ

この場合、享保7年から宝暦6年の間に八助が亡くなったということであろ
う。しつは八助の後家と記載されている。注目するべきなのは、もともと非類
族であった彼女は本人同然万助の嫁と記載されていることである。

孫以下の類族の場合、　縁組した非類族は類族になることなくそのままであ
ったことは先に見た通りであるから、本人・本人同然の子と結婚した者に限り、
非類族が類族になったということである。本人・本人同然の子と結婚した非類
族は、その結婚相手と同格と見なされたということであろう。なお、この場合
は本人・本人同然の子が生きていた時代ということになるので、この条件で新
類族になるのは、本人・本人同然の子が結婚する時代、18世紀前期までとい
うことになる。この事例は、男が類族で女が非類族のときであるが、男が非類
族で女が類族のときの事例

13）
もある。

　　　　　　　　　　　　久土村
一、本人久土村紋四郎娘　　すて　十八歳
　　他領類族ニ出不申候　真宗専想寺旦那
　　　　　　　　　　　　　 　原村
一、御領他領類族ニも無御座候　吉左衛門　弐拾歳
　　此者新類族本人久土村紋四郎聟と可出者御座候、初而縁組
　　　　　　　　　　　　　　真宗専想寺旦那
　　右之者共縁組仕度旨奉願候、御窺申上候

これは享保3年の縁組で、吉左衛門が非類族、本人の娘すてが類族である。
吉左衛門は本人紋四郎の婿となるので「新類族」となった。

また、類族の男が非類族の女の家に婿として入った事例
14）

は、つぎの通りである。
　　　　　　　　　　　　　　久土村
一、本人同然久土村虎松子　　　三平　未弐拾八歳
　　　　他領類族出不申候　真宗妙蓮寺旦那
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　　　　　　　　　　　　　芝尾村半六娘
一、御領他領類族ニ而無御座候　すま　未十七歳
　　　　　　　　　　　　　浄土宗大橋寺旦那
　　右之すま、三平ニ縁組仕候得者、虎松娵と新類族ニ可出者ニ御座候
　　右之三平、芝尾村半六方入聟望申候間、御窺申上候

これは享保12年の縁組で、本人同然の虎松の子三平が類族だが、非類族の
すまは本人同然虎松の嫁になるので「新類族」となったというものである。三
平が入り婿としてすまの父半六方に入ったうえ、すまは類族となった。

第二は、非類族が類族の養子になった場合である。たとえば、享和3年
（1803）の松治の事例

15）
を見よう。

一、原村本人同然伝三郎玄孫　松治　当亥弐拾三歳
　　　　　　　　　真宗専想寺旦那
右者丹生原村平人政治弟松治、寛政二戌年七月七日同村類族初右衛門養子
ニ参、寛政十二申年新類族ニ被仰付置候処、此度不縁ニ付、兄政治方ニ引
越申度由、此段御内証御伺申上候、以上

これによれば、本人同然伝三郎の玄孫である松治が類族となったのは、類族
（曽孫）の初右衛門の養子になったからであるが、このたび養子縁組の解消に
なったとある。類族の養子になったのは寛政2年（1790）、「新類族」と認定さ
れたのは寛政12年で、それは同時ではなかったこともこの史料からうかがえる。
類族認定には役所の手続きが必要であり、自動的ではなかった。

この場合、類族の養父のもとに養子に入った非類族は、類族である養父の実
子と同格と見なされたということであろう。なお、養母が類族の場合、非類族の
養子は類族になったのかどうかについては、管見の範囲では確認できていない。

また、類族の「赦免」という語も史料中には見える。つまり、類族という属
性からの離脱である。これにも二つの場合があった。

第一に、男系5代女系3代を越えた場合である。男性類族は玄孫まで、女性
類族は孫までが類族と見なされ、その子は赦免された

16）
。

一、水地村孫十女房玄孫　袈裟右衛門　当酉壱歳
右之者酉七月二日ニ出生、父方之寺真宗尊形寺旦那ニ仕候、此者之兄万作・
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喜八、姉いそ・ふき・たつ、卯年以後出生、万作其後相果申候、相残者共
只今存命ニ居申候、三人ハ玄孫之女子類族御赦免被遊候、此外兄弟無御座
候、以上

この史料は享保14年の本人孫十郎女房の玄孫、袈裟右衛門の出生届
17）

である。
このなかで、袈裟右衛門の兄姉についても触れられていて、兄については同じ
本人玄孫なので類族であるが、3人の姉は類族を赦免されたことが確認されて
いる。

第二に、養子縁組の場合、何らかの理由で不縁になって縁組が解消されると、
もともと類族でなかった者は類族から離脱したものと思われる。先の三平とは
別人物の森村三平の場合

18）
を見よう。

一、森村本人同然宇平治玄孫　三平　三拾弐歳
　　　　　　　　　真宗専想寺旦那
右之者、丹生原村平人浅七子三平、七年以前森村新右衛門養子ニ参候処、
寛政十二申年新類族ニ被仰付、然処此度不縁ニ付、親浅七方江引取候ニ付、
類族之儀御伺申上候、以上

（朱書）

「類族之儀者、江戸御伺ニ相成候、御伺被為済候上、御役所ゟ御沙汰　被
成候由、御書付御下被成候」

類族の三平の実父は丹生原村の非類族の浅七であった。したがって、もとも
と三平は非類族であったが、森村の類族である新右衛門のところに養子に入り

「新類族」となった。そうしたところ、享和3年（1803）、不縁になって養子縁
組を解消することになったので、三平は実父の浅七に引き取られた。

ここで注目されるのは、「類族之儀」についての問い合わせが申し入れられ
ているということである。この伺に対応するのがその後の朱書である。そこに
は「類族之儀者、江戸御伺ニ相成」とある。つまり、類族を離脱するさいには、

「江戸御伺」という手続きが必要であったことになる。ここでいう「江戸」と
は、臼杵藩の江戸藩邸という解釈もありえるが、藩は類族改の結果について幕
府に逐一報告していたようであるから、幕府である可能性が高い。まだ確証は
得られないが、享和3年分の藩の政務日記「御会所日記」によれば、翌年の藩
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主の「参勤」について幕府要人に問い合わせている様子がうかがえることから、
この年、藩主は国許にいたものと思われる。とすれば、上記の史料の「江戸」
とは幕府のことで、類族のところに養子になっていた非類族が縁組の解消によ
ってもとの家族に引き取られるさい、類族から外す手続きとして、幕府の承認
を得ることが必要であったということになる。

このように、手続きの点で、類族は非類族より煩雑であったことも確かであ
る。誰が類族で誰が非類族なのかの確認は、できるだけ厳密に行われていた。

上記の松治や三平の史料では、縁組解消による類族離脱が実現したかどうか
まではわからないが、つぎの寛政元年（1789）の虎之助の事例

19）
では、もともと

非類族だった者が養子縁組の解消により類族を離れたことがはっきりわかる。
　　　　毛井村権之丞子福良村新助養子（以下破損）（今平子ヵ）

一、本人毛井村作蔵玄孫　虎之助
　　　延享五年辰七月十三日出生
右之者親今平不縁ニ付、寛延三午二月十一日三重野村庄八方江差帰シ申候、
同年十月六日類族御免被成候、虎之助之儀者、父今平義絶仕、三重野村江
引取候ニ付、類族ニ不出旨、宝暦十四申年五月廿五日被仰付候事

寛延3年（1750）、類族の新助（本人作蔵の子権之丞の子、つまり本人作蔵の孫）

の養子今平（本人作蔵の曽孫）が新助との養子縁組を解消し、類族からの離脱
を赦された。その子（本人作蔵の玄孫）の虎之助も（出身地と思われる）三重野
村に引き取られていたが、宝暦14年（1764）、類族を赦されたという

20）
。

以上のことから、類族と非類族との婚姻や養子縁組は特別なことではなかっ
たこと、類族とはあくまで人に付随する属性であり、条件によっては非類族か
ら類族への移動、類族から非類族への移動があったことが、確認できる。

類族には非類族に比べて多くの手続きが必要であったことは確かである。し
かし、こうした手続きの煩雑さを除けば、特別に待遇の差異は存在しなかった
のではないかと考えられる。それを裏付けるものとして、「奇特者」の褒賞を
あげたい。先行研究によって、江戸時代後期、しばしば親孝行や献金・農業出
精などの理由で被治者が治者により褒賞されたことがわかっている

21）
。多くの藩

で、藩政改革の一環として、通俗道徳を鼓舞し、自助努力による秩序維持が企
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図された。臼杵藩でもこのような「奇特者」の褒賞が行われていたようである。
池見家文書のなかに、文化9年（1812）9月15日付の「忠孝奇特之者書付ひ

かえ」と表題のある文書がある。この文書が作成された経緯については不明で
あるが、後日、先例を参照できるよう久土村の手控えとして作成されたものと
思われる。村民のなかで褒賞された者が列挙されている。

ここで注目したいのは、褒賞対象者から類族が排除されていないということ
である。たとえば、幸七の事例

22）
を見よう。

一�、久土村幸七、母老病ニ而不自由罷在候処、幸七余人ニ勝孝養仕候ニ付、
其段申上候処、寛政七卯年六月廿五日為御褒美鳥目壱貫五百文被下之候

これによれば、幸七は寛政7年（1795）、老病で自由のきかない母のために孝
行を尽くしたので、褒美をくだされたとある。この幸七は類族であった。文化
年間（1804～18）の「類族留書」には、つぎのようにある

23）
。

一、久土村本人同然虎松曽孫　幸七　五拾三歳
　此者、善八と改名仕候

幸七は文化10年（1813）4月、善八と改名した。そして、天保2年（1831）の
「切支丹宗門踏絵御改ニ付家内帳」

24）
では、

真宗光国寺旦那　類族　久土村　善八（印）　七拾壱歳
とあるように、改名後の善八の名前で類族である旨記載されている。年代から
判定してもこの幸七と善八は同一人物であるとみてよい。

もう一つ、初三郎ら兄弟の事例を見よう。「忠孝奇特之者書付ひかえ」には
つぎのようにある

25）
。

一�、久土村初三郎・同村八兵衛・同村吉五郎・同村惣八養子伝之助、右四
人兄弟ニ而、同村居住仕、睦鋪農業出精仕候ニ付、寛政十二申年十一月
為御褒美鳥目五百文初三郎、其外三人之者共鳥目三百文宛被下之候

これによれば、初三郎・八兵衛・吉五郎・伝之助の四兄弟は仲良く農業に励
んでいたので、寛政12年、褒美として初三郎には鳥目500文、他の3人には
300文ずつくだされたとある。つぎの史料を見ると、彼らも類族であったこと
がわかる

26）
。

一�、久土村十五郎養父初三郎、当戌七拾五歳ニ而痰相煩、文化十一戌年八
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月十六日病死仕候、此者之祖父同村吉十郎、切支丹宗門本人同然之者ニ

而御座候ニ付、庄屋弁指五人組合之者、旦那寺市尾村禅宗当陽寺住持立
合死骸相改、毛頭不審成儀無御座候ニ付、右之当陽寺取置土葬仕候、則
住持手形相添差上申候、為後日御書物如件

この史料は、文化11年8月付の初三郎の死亡届である。彼は十五郎の養父と
して登場する。これによれば、初三郎は本人同然の吉十郎の孫であった。また、
天明9年（1789）正月付の類族名簿にはつぎのようにある

27）
。

当陽寺旦那　同村小兵衛子同村惣八養子
久土村本人同然吉十郎孫　伝之助　弐拾九歳
……
当陽寺旦那　同村小兵衛子団吉養子
久土村本人同然吉十郎孫　初三郎　五拾歳

（朱書）

　 「光国寺旦那　同村治郎七子源之丞子初三郎養子
　　久土村本人同然五郎曽孫　十五郎　弐拾四歳」
当陽寺旦那　同村小兵衛子
久土村本人同然吉十郎孫　利三郎　三拾五歳
……
当陽寺旦那　同村小兵衛子同村喜兵衛養子
久土村本人同然吉十郎孫　吉五郎　三拾弐歳

ここには、褒賞された4兄弟のうち、初三郎・吉五郎・伝之助が同じ名前で
類族として記載されている。伝之助が惣八の養子である旨記載されていること
や、初三郎のところに朱書で初三郎の養子として十五郎が記載されていること
から、この初三郎が先の死亡届の初三郎と同一人物であることがわかる。本人
同然が吉十郎であることも先の初三郎の死亡届に記載があり、矛盾しない。褒
賞された4兄弟のうち、八兵衛だけこの類族名簿には見当たらないが、一連の
名簿のなかにある吉十郎孫の利三郎という人物が八兵衛に当たるのではないか
と考えられる。管見の範囲では改名届を見つけられなかったが、利三郎が八兵
衛であると推測することは許されると思う。
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このように、「奇特」な行為は類族・非類族の区別なく褒賞の対象となった。
「奇特者」を列挙してある文書には、類族と非類族の記載はない。このことか
らも、日常生活上、類族と非類族の区別は明快ではなかったといえよう。

3．類族と檀那寺

つぎに注目したいのは檀那寺である。類族の婚姻・養子縁組に関する史料を
検討して気づくのは、それらによって、ただちに檀那寺を変更するとは限らな
かったということである

28）
。臼杵藩では、同一家族内で檀那寺が異なる半檀家と

いう状態が珍しくなかった。それは、類族か非類族かで差異はない。たとえば、
先に見た「切支丹宗門踏絵御改ニ付家内帳」

29）
には、同一家族内で異なる檀那寺

を持っていたことを一目で確認できる。
一方で、後日に寺替えする者も少なくなかった。たとえば、元禄年間（1688

～1704）の寺替えを記録した史料には、つぎのようにある
30）

。
一�、多田伴右衛門妻幷娘まん〆弐人、福聚院旦那ニて有之候処、伴右衛門

同前見星寺旦那ニ成申候、両寺之手形取之
これによれば、多田伴右衛門の妻と娘が檀那寺について、それまでの福聚院

から伴右衛門と同じ見星寺へ替えることになり、両寺の同意を取り付けたとい
う。この史料はこうした寺替えのリストであるが、この事例は非類族のもので
ある。この場合は縁組後、時間が経ってからの寺替えであるが、非類族の寺替
えのタイミングは、縁組のときとその後の両方の可能性があると考えられる。

また、この元禄年間の寺替えリストの史料では、類族の場合はつぎのような
記載になっている

31）
。

一�、野津大内村七右衛門子仁助、妙正寺旦那ニ而候得共、安養寺旦那ニ申
渡候

　�此仁助儀類族ニ而候、実ハ妙正寺旦那ニ而候へ共、庄屋方ゟ安養寺と書
違出ニ付、本帳も其通ニて有之候、違候段今度申出候ニ付、本帳之通ニ

替させ申候
これによれば、野津大内村の七右衛門の子の仁助は妙正寺が檀那寺であるが、
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安養寺を檀那寺とするように申し渡されたという。その理由は、この仁助は類
族で、本来は妙正寺が檀那寺であったが、庄屋から藩へ届け出るさい、安養寺
が檀那寺である旨、書き誤ったためであるとされる。

これに関連して、この元禄年間の寺替えリストの冒頭の部分を見よう。そこ
にはつぎのようにある

32）
。

（前欠）寺為替候事不成、せめて養母［　　　］成共と望申段尤ニ付、養
母寺ニかへさせ申候、養母も類族ニて是ハ各別之事故、右之通申渡し候

前を欠いているのは残念であるが、これは類族の寺替えの事例と思われる。
養母と同じ檀那寺に替えたい旨、類族が申し出て許されたということであろう。
ただし、この場合、「寺為替候事不成」とあることから、本来、認められない
ことだったことがわかる。類族は寺替えしないのが原則であったと思われる。

そのことを示すものとして、巻之丞の事例を見よう。それは、年不詳である
が、何かの事情で長谷村の百姓が村方一統にて、檀那寺を了仁寺から善法寺へ
寺替えしようとしていた事件のときのことである。類族であった巻之丞はそれ
を望まない旨、意思表示した。史料にはつぎのようにある

33）
。

巻之丞申分、私ハ如何様之儀有之候共、先祖代々之寺相離候事難相成、殊
更類族之儀故、寺替ハ不相成、葬式等も六ケ敷と申事を承及居候間、了仁
寺へ兼而葬式等、宜敷取計被下候様頼入置候間、善法寺門徒ニ罷成候事ハ、
決而不相成との申分

これによれば、巻之丞はつぎのように主張したとされる。先祖代々の寺（了

仁寺）を離れることはできないし、とりわけ類族は、葬式などを行う場合に困
難なことが伴うから、寺替えはできない。葬式については以前から了仁寺へ丁
重にお願いしているので、善法寺の門徒になることは決してない、という。死
亡したとき、類族は非類族に比べて藩役人から検視を受けるなど、非類族より
多くの手続きが必要であった。類族は寺替えしないのが原則であったのは、そ
うした煩雑な手間のためではないかと想定される。巻之丞が、類族は「葬式等
も六ケ敷」を理由に寺替えできないと言っているのは、葬式にあたって非類族
との差異が確かに存在していたことを示しているのだろう。

ただし、18世紀中頃以降、類族でも寺替えしている事例
34）

がある。
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一、本人林三郎四郎下人治郎兵衛妻玄孫　小吉　当酉弐拾八才
　右之者、元来真宗光蓮寺旦那ニ而御座候処、養父同然同宗当寺旦那ニ罷
成度相望申候ニ付、光蓮寺与申談候、則当寺旦那ニ請込申候処実正也、依
而為後日如件

これによれば、類族の小吉は本来浄土真宗光蓮寺が檀那寺であったが、安永
6年（1777）、養父と同じ浄土真宗善正寺を檀那寺としたい旨希望し、双方の寺
の合意を取り付けたという。このように、双方の寺院の了解など、条件が整え
ば類族も寺替えが可能であったということであろう。

一方、類族・非類族の両者共通のこととして、少なくとも18世紀中期頃ま
では、家の宗教という感覚は希薄である。この段階での寺替えの理由は、先に
見たように、父や母、養父・養母と同じ寺院に檀那寺を替えたい、というもの
であった。

これが19世紀に入ると、寺替えの理由として、「家代々」「家之」という文
言が登場する。

一、本人同然久土村幸之助孫　乙之助　当丑六拾四歳
　　　　　　　　　　　　　　今名源六
　�右之者、元来禅宗当陽寺旦那ニ而御座候処、家代々之通浄土真宗当寺旦

那ニ寺替仕度願、何方も埒明候間、今日ゟ当寺旦那ニ仕候、為後日如件
これは文化2年（1805）の類族の事例

35）
である。もちろん、非類族の例もある

36）
。

いずれにしても、「家」の檀那寺という意識は初めから存在したものではなか
ったといえよう。

これに対して、藩は文政9年（1826）、一家一寺の方針を打ち出す。「一家一
寺一宗限旦那宗判帳」

37）
という史料にその方針が明快に示されている。しかし、

その後も半檀家状態は継続している。その理由はわからないが、減少してきた
とはいえ、いまだ多数の類族が存在していたことが影響していたのかもしれな
い。



360　　第2部　豊後キリシタン・類族文書の研究

おわりに

以上、検討してきたことより、臼杵藩の類族関係史料から見える村社会の姿
として、つぎの2点を指摘して終わりたい。

第一は、類族というカテゴリーも、人々が保持する多数の属性の内の一つで
あったということである。類族と非類族が混在して村社会が成立しているだけ
でなく、同一家族内にも両者が混在しているのが普通であった。類族にとって、
類族であることが日常生活上、特別な支障をきたすことはなかったのではない
か。もし、類族と非類族の間で特別な差異があったとすれば、村社会そのもの
が支障をきたすことになるので、その点でも類族には、従来の研究で指摘され
てきたような、深刻な疎外感はなかったように思われる。

第二は、半檀家を当然とする秩序が貫徹していたということである。こうし
た宗教秩序が継続していた理由は、臼杵藩領の場合、類族の存在が影響してい
るように思われるが、もちろん、これが各地に見られる半檀家の存在を説明す
る普遍的理由にはならない。いずれにしても、檀那寺は個別的であり、少なく
とも江戸時代末期までは家の宗教という観念は未成熟であったといえる。

総じて、キリシタン禁制政策のもと類族改制度によって監視され続けた類族
も、非類族と混在する村社会のなかで非類族と共通の日常生活を送っていた。
類族の日常生活が非類族のそれとまったく異なるものであったとはいえない。

「奇特者」の褒賞でも、類族という理由で排除されることはなかった。
ただし、治者による類族の管理は厳密であったことも確かである。わけのわ

からないものは何でも「切支丹」とされたのが当時の雰囲気であり、そうした
イメージの「切支丹」を忌避する社会的傾向は強固であった

38）
。その点で、類族

はそうしたイメージによる忌掛り的なカテゴリーであった
39）

。この状態を「差
別」という語ではない、別の言葉で言い表すべきであるというのが筆者の考え
であるが、いまは適切な言葉が思い浮かばない。他日を期したい

40）
。
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にしばしば見られる半檀家の存在は不思議なことではない。この点の議論については、以下の
研究を参照。朴澤直秀『幕藩権力と寺檀制度』（吉川弘文館、2004年）、同『近世仏教の制度と
情報』（吉川弘文館、2015年）、林宏俊「近世後期の『離檀』をめぐる権力・寺院・民衆」（『地
方史研究』343、2010年）、小林准士「江戸幕府による離檀許可方針に関する再検討 ―寛文五
年「諸宗寺院法度」第四条解釈のゆくえ―」（『日本の人口転換開始の地域分析』〈2013～2016
年度科学研究費補助金基盤研究（B）研究成果報告書〉、2017年）。

29）天保2年正月23日付、久土村「切支丹宗門踏絵御改ニ付家内帳」、池見家文書、宗改6-782。
30）元禄3年～同10年、寺替記録、マレガ収集文書、A5.1.5.5.2。
31）同上。
32）同上。
33）年不詳、「所々取調書」、臼杵市所蔵史料、B3-42-東4。
34）安永6年5月4日付、宗門奉行宛、善正寺「覚」、マレガ収集文書、A7.8.5.1.1。
35）文化2年2月晦日付、宗門奉行宛、安養寺「覚」、マレガ収集文書、A7.8.5.2.1。
36）たとえば、文化14年10月12日付、宗門奉行宛、香林寺「覚」、臼杵市所蔵史料、G2.170-

174.83。
37）文政9年12月付、「一家一寺一宗限旦那宗判帳」雛形、池見家文書、宗改56-832。
38）大橋幸泰『潜伏キリシタン 江戸時代の禁教政策と民衆』（講談社、2014年）、同『近世潜伏

宗教論 ―キリシタンと隠し念仏』（校倉書房、2017年）。
39）森田誠一「『切支丹類族』に現れた血縁の概念」（『社会と伝承』4-2、1960年）。
40）本書所収の清水有子論文「豊後臼杵藩の村社会における女性類族の婚姻状況をめぐって」は、

本稿の内容を発展させた内容となっている。清水論文では、類族改はキリシタンが家を基盤に
結集しないよう監視するための制度であったが、時代を下るにしたがって類族と非類族との融
合が進行したと主張する。大筋で本稿とは矛盾はないものと思うが、本稿の筆者の立場は、類
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族の関係は個人の血縁の問題であって、あくまで類族の家というのは存在しないというもので
あることを確認しておきたい。

（付記）本稿は、2017～2020年度科学研究費助成事業〈科学研究費補助金 基盤研究（B）（一
般）〉「近世日本のキリシタンと異文化交流」（課題番号17H02392）の成果の一部である。
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豊後臼杵藩の村社会における 
女性類族の婚姻状況をめぐって

� 清水有子

はじめに

本稿は、マリオ・マレガ収集文書（以下マレガ資料と省略）を用いて17～18
世紀豊後臼杵藩における女性類族の婚姻状況を解明し、類族令の規定が類族の
村社会における待遇にいかなる影響を及ぼしたのか、考察することを目的とし
ている。またこの問題を手掛かりに、類族令の特性についても検討してみたい。

（1）先行研究の整理と課題の設定

類族の実態に言及したもっとも古い研究は、管見の限り大正9年（1920）の
斎藤斐章論文である。斎藤は仙台藩伊沢郡（岩手県）の類族関係文書を紹介・
検討し、監視のため煩雑な事務手続きを要した類族は、村社会において危険人
物、厄介者の扱いであったと指摘した

1）
。豊後国大分郡今曲村の類族改めを検討

した豊田寛三
2）
や、高松藩の類族帳を検討した溝渕利博も同様の見解であった。

溝渕は類族同士の婚姻率が28%にのぼり、経済状況は困窮していたとみられ
ることや、類族に出家・剃髪者・改名者が多い等の根拠をあげ、類族は厳しい
現実に直面していた、と指摘した

3）
。

一方、山形県村山郡の類族帳を分析した吉田宏は、正保～元禄期（1644～

1704）の類族の婚姻数をあげ、非類族に類族を異端視する態度は見られないと
指摘した

4）
。秋田藩の類族を検討した今村義孝も、類族の監視は厳重であったが、

その社会生活の規制は定着した生活までも拘束するものではなく、類族の取り
扱いは形式化される傾向が強くなったのではないか、とした

5）
。近年も大橋幸泰

が、マレガ資料その他を用いて臼杵藩類族の差別の実態に言及したが、「家」
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のなかに類族・非類族が混在する婚姻状況や、類族の褒賞者の存在をあげ、村
内で深刻な疎外感は見られなかった、としている

6）
。

以上のように類族の待遇をめぐり、地域的・視角的に多様なアプローチがな
され、それぞれの評価は分かれている。これらの研究状況にかんがみ、本稿で
は考察にあたりつぎの方法をとりたい。第一に、待遇の実態をみる指標として、
類族の婚姻状況を取り上げる。ただし女性類族に限定する。その理由は、本書
収録の佐藤晃洋論文

7）
でも紹介されているとおり、男性類族の場合は非類族の娘

との婚姻が書類上完全に追跡されていない可能性があるからである。第二に、
マレガ資料を利用して吉田論文や溝渕論文が採用した数値分析を行う。マレガ
資料は婚姻関連文書の点数が多く、採取した数値に客観性と説得力があると考
えるためである。第三に、類族令は何度か再令・改定されているが、先行研究
ではほとんど考慮されていない。しかしこれらの関連法令は、もともと法で制
定された類族の存在形態に少なくない影響を及ぼしたはずである。このため本
稿では発令された類族令とその意味を確認し、それぞれの時期の婚姻状況の変
遷と要因を時系列で考えていくことにしたい。

ところで、既出の大橋論文で類族は「家」ではなく「人」につく属性と指摘
されている。この点は、禁制下における類族の婚姻動向のみならず、キリシタ
ンの信仰受容のありようや類族令の特性にもかかわる重要な論点である。そこ
で本稿では大橋の指摘に学びつつ、「家」

8）
と類族との関係についても私見を述

べることとしたい。

（2）マレガ資料の婚姻関係史料

マレガ資料の約8割は、臼杵藩の類族取締関係書類である
9）
。このうち婚姻

（結婚・離婚）関係の文書は、元禄2年（1689）～元治元年（1864）間の310点、
年次不明文書1点の計311点である。その内訳は、①村役人による婚姻関係届

（縁組・離縁届、類族の縁組なき旨の届、宗門送り手形）297点、②武家の婚姻関
係届5点、③寺院の婚姻関係届5点、④町役人の婚姻関係届4点となる。

本稿では、上記のうち①の文書群から類族の婚姻にかかわる元禄2年閏1月
以降安永6年（1777）3月までの農村類族女性の婚姻197件を抽出し、各縁組の
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データ（婚姻年月日、夫婦それぞれの類族／非類族の身分、出身村、年齢、初婚／再

婚）を採取・分析した。なお①の縁組届の典型例を示せば、以下のようである。
　　　覚
　　　　　　　　　　　野村勘左衛門子喜助娘
一、本人野村喜助曽孫　　ぎん　当亥　弐拾壱歳
　　　　　　　　　　　浄土宗大橋寺旦那
　�右者野村又助男子作次郎正徳五年未二月十一日ニ聟養子ニ遣申候所ニ不

縁ニ付、離別仕、正徳五年未十月廿一日ニ又助方ヘ返シ申候、則両度之
婚儀ニ而御座候、他領類族ニハ出不申候

　　　　　　　　　　　前川内村九蔵子
　　　　　　　　　　　野村喜助養子
一、本人野村喜助曽孫　　清之丞　当亥　弐拾六歳
　新類族ニ罷成申候　　真宗善徒寺旦那
　此者今度始而之婚儀ニ而御座候、他領類族ニハ出不申候、
　右之者共享保四年亥二月廿九日ニ婚儀仕申候ニ付、書付差上ケ申候、以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前川内村庄屋
享保四年亥　三月四日� 加左衛門㊞
　　　　　　中村雲八様
　　　　　　武藤又助様
　　　　　　斉藤新兵衛様
　右之者共御願二月廿四日ニ差上ケ申候

10）

享保4年（1719）3月の、キリシタン本人の曽孫「ぎん」と清之丞の婚姻届
である。当該文書からこの2人の婚姻情報のほか、再婚者「ぎん」の初婚時の
年月（正徳5年11月）と、初婚相手（野村又助子・作次郎）も知ることができる。
このため本稿では、このような過去の婚姻データも同時に採取し、分析に加え
たことを付言しておく。
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1．類族令の婚姻規定

（1）貞享4年6月令の規定

貞享4年（1687）6月付法令で、幕府は諸藩に、「切支丹本人」（棄教者）・「本
人同然」（本人の棄教以前の子）・「類族」を登録すること、年2回（7月・12月）

改めること、類族の移動と死亡について報告すること、の3点を義務付けた
11）

。
同令は「類族」に初めて言及した幕府令であり、この命を受けて臼杵藩は翌年、
諸藩のなかでは最多となる34冊の「切支丹帳」を提出したことが知られてい
る
12）

。これらの帳面は、その後の臼杵藩の類族取締りの基礎台帳として機能する
ことになる。

さて、貞享4年令で肝心の類族はキリシタン本人の「忌掛り候親類幷聟・舅」、
子孫は本人の玄孫まで、とされていた。「忌掛り」の親類とは、前年の「服忌
令」で改定された忌掛り範囲の親類を指し

13）
、その範囲は近世日本の父系の「家」

に照応して、男系子孫、すなわち当人の子（男性）の子孫が玄孫まで及ぶのに
対し、女系子孫は孫までと2代短い点が特徴である

14）
。

類族となる「聟・舅」については、京都町奉行所の貞享令に関する覚書（『元

禄四辛未年京都覚書　坤巻
15）

』）に「一、切支丹本人幷本人同前之者、忌掛り之類
族不残類族ニ罷成候事、　附、舅・舅女・聟・娵も類族

44 4 44 44 4444  

ニ罷成事
444 

」（傍点部は筆

者）とあり、実際には本人・本人同然の「嫁」「姑」も含まれていた
16）

。これら
の「聟」「嫁」「舅」「姑」は服忌令の忌掛りの親族に入っていなかったから、
類族令では上記の付則条項を設けたことがわかる。

ところでこれらの非血縁者である親族（幕府法上は「縁者」とされる）が類族
に指定されたのはなぜだろうか

17）
。第一に、彼らは実際にキリシタンである可能

性が高かったためと考えられる。たとえば1588年度の「イエズス会日本年報」
には五島の老女マグダレナが自分の3人の娘聟をキリシタンに変えたとあるが

18）
、

こうした改宗事例は枚挙にいとまがなく、本人から縁者への宣教は一般的であ
ったとみられる。第二に、慶長の禁教令で「吉利支丹徒党」「伴天連徒党」の
掃攘が掲げられたように、キリシタンの徒党化を危惧する幕府としては、キリ
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シタン本人の縁者まで含めて捕捉することに意味があった。大竹秀男によると
幕府は政略結婚を介して取り結ばれる「縁者同盟」を統制するため、大名の私
婚禁止を命じたが、その理由はずばり「縁を以て党を成す、是れ姦謀の本な
り」（「慶長諸法度」）であった

19）
。縁者は徒党の要素とみなされていたのである。

貞享令の規定に戻ると、キリシタン本人・本人同然と結婚した非類族は、自
身とその両親、玄孫までの子孫が類族入りすることになるのであり、この点は
類族の婚姻差別の要因になりえたと考えられる。とはいえ本人・本人同然の子
が女性であった場合、類が及ぶのはその子まで、とされていた。『京都覚書』
には、「一、本人幷本人同然の女、平人と嫁、夫之父母ハ彼之女之為ニ舅姑ニ候
得とも、此舅姑ハ類族に不出候事」とあり

20）
、非類族との結婚においても、舅・

姑となる夫の両親は類族にならないという。したがって、女性類族は男性に比
べ、いわば「キリシタンの類を及ぼす力」は弱いとされていた。まずはこの点
に留意しておきたい。

（2）元禄8年6月令の規定

元禄8年（1695）6月付法令
21）

は、類族の範囲および各種届出とその方法を詳
しく規定した類族令として著名である。

まず類族の範囲について、キリシタン本人の子孫に関する詳細な規定が示さ
れた。これは貞享令から10年近くが経ち、キリシタン本人の孫・曽孫世代の
婚姻件数が増加したことに対応したものと考えられる。しかしそれでも本人同
然の子孫については「一、父母不転以前の子ハ男女共ニ本人同然也、孫より男
段々続候時ハ耳孫迄類族ニ可入」とのみあり、孫が女性であった場合の規定に
なお曖昧さを残していた。宝永2（1705）年この点を幕府に問い合わせた本多
藩は、次の回答を得ている

22）
。

一�、本人同然より男女五代相続候得者、玄孫迄ハ類族ニ而六代より平人ニ

罷成候、是を男系と申候
一�、本人同然之孫ニ女子有之候得は、右之女子際ニ而其子平人ニ罷成候、

是を女系ト申候
これによれば、本人同然の子孫に「男系」「女系」の別が示されている。「男
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系」は「男女五代相続候得は」とあるから、女性当主を含めた本人同然の家
（本家・分家）の継承者を指していると考えられる。一方「女系」は、本人同然
の孫が女性である場合の系統であり、その子は非類族（平人）になると明記さ
れている。しかしこの孫女性は「男系」に入らない、すなわち家の継承とは関
係のない女性子孫のはずである。すると、先に指摘した「キリシタンの類を及
ぼす力」は、男女の別だけではなく、「キリシタンの家の継承者か否か」であ
ることも重視されていたことになる。

つぎに、元禄令で定められた各種届出の方法を確認しておこう。類族の縁組
は「両判」（書判・印判）ではなく、「無判の書付・二季届」の規定が見える。
しかし臼杵藩では、幕府の規定よりも厳格な対応をとっていた。婚姻届の提出
にあたっては、常に2名の庄屋がそれぞれ作成した届に押印している。加えて
婚姻届の前には、別途伺書

23）
を提出していた（366頁所収の「覚」の末尾参照）。

婚姻以外では、類族の死失・出生・住所替・養子・名跡・出家・剃髪・法
名・名改・離別・義絶・宗門替および檀那寺替について、「二季」すなわち毎
年7月・12月の各10日締切で、届の提出が義務付けられた

24）
。類族の変死・帰

居・欠落・死罪・遁世の際には「当時」、つまりそのつどの提出を定めた。た
とえば類族は自然死の場合は二季の届でよいが、変死に関してはただちに両判
を据えた証文を作成し奉行に伺いを立てることを原則としている。こうした措
置は類族の突発的な去就の変化を見逃さないためであろう。本人・本人同然の

「宗門替・檀那寺替」の項目には、よんどころない事情があれば「前方伺い」
で宗門改奉行の許諾を要するとあり、類族は「二季」の届でよいとされている。
また本人同然と類族は基本的に「前方伺い」で願いは聞き届けられ、「二季」
に届け出ることとある。一見、類族に人並みの「自由」を許容しているこれら
の条項も、いわば「二季」の届をベースに宗門奉行が類族の変化の捕捉を万全
にするための措置であった。

以上のように元禄令は、類族の生涯を「前方・当時・二季」の届を通して幕藩
権力がもれなく捕捉することを宣言した法令であった。そしてこの通達を受け
た村社会では、「類族になること」の意味合いを具体的に理解したと思われ、この
ことは、類族・非類族間の婚姻の阻害要因になったのではないかと考えられる。
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（3）享保3年令の通達

『教令類纂』「切支丹の部」には、つぎの享保3年（1718）11月付法令
25）

が収め
られている。

　類族之者只今迄は追放ニは不罷成候得共、追放申付候而も不苦候事、
一�、離別又は養子之義絶ニ而類族をはなれ候者は二季ニ両判之証文を以可

相届候、変死・病死・死罪・欠落・遁世等は二季無判之以書付可相届候事、
　　右之趣向後可被心得候、以上、
　　　十一月

同令の趣旨を整理すると、①今後は類族を追放してもよい、②離別や養子の
義絶で（元非類族が）類族を離れる場合は「二季両判」の証文を要する、③変
死・病死・死罪・欠落・遁世等は「二季無判」の書付で届け出よ、となる。

上記のうち②「類族離れ」の規定はいかなる意味を持つのであろうか。実は
この規定自体は以下のように、元禄年間（1688～1704）の幕府方針に見えてい
る。『京都覚書』には

一�、養子義絶、類族を放候ヘハ両判之証文、不放ハ不及判形、尤二季之届
也、離別ものも同前之事

26）
、

とあり、養子の義絶で類族を離れる場合は二季の届のさい両判の証文を出すこ
と、離別者も同様とある。つまり養子や縁組で類族になった者も、義絶や離縁
により、非類族に戻ることを許されていたが、幕府は享保令でこの旨を再令し
たことになる。その理由については後述しよう。

③は、既述のように元禄令で「当時」の届とされていた類族の変死以下を、
定期の「二季」の届、しかも「無判」でよいとしている。また①は、貞享令以
降幕府が認めていなかった類族の追放刑について

27）
、今後は認めるといっている。

個別の理由はともかく、以上の項目は全体として、類族に対する当該時期の幕
府取締りの緩和化を示しているといえよう。

（4）享保9年における女系類族の改定

溝渕によると高松藩では、享保9年（1724）7月の「達し」により、「本人よ
り曽孫」の類族女子12名が除名されている

28）
。つまり女系類族を元禄令よりさ
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らに一代短かくする改定がなされたのである。また、熊本肥後藩では、本人玄
孫にあたる男系女子も「類族放れ（離れ）」の対象になるとの通達を受けている

29）
。

豊後では享保7年に佐伯藩江戸留守居が幕府宗門奉行からこれらの法令を伝
達されており、臼杵藩では同9年に女系類族の調査を行っている（本書所収の

佐藤晃洋「豊後諸藩における類族制度の展開」参照）。これは徹底しなかったとい
うことであるが、マレガ資料の婚姻届けには反映されており、享保4年を最後
に「本人曽孫」の女性は消え、「本人同然孫」の女性のみとなっている。また、

「本人玄孫」の婚姻は、享保4年3月4日付、「きち」の婚姻届
30）

が最後となって
いる。

以上のように幕府が享保3年以降に次々と「類族離れ」を再令・通達したの
はなぜなのか。この点について現時点で明確な史料を示すことはできないが、
考えうる背景としては、元禄令から約20年の年月が経ち、類族の養子縁組の
解消や離縁の届出が増え、比例して「類族離れ」の問い合わせも増加したとい
うことがあろう。

それでは「類族離れ」を令する積極的な理由は存在したのだろうか。17～
18世紀にかけて日本では小農民の自立が進行し、配偶者を持つことの少なか
った隷属農民が消えたために「皆婚」社会が出現したという

31）
。しかし臼杵藩で

は、享保期に入ると3人に1人が「飢人」として救済対象となる飢饉のため年
貢減収となり、その後も不作・凶作が長引き、延享4年（1747）に宮本村では
離村者による人口減少を訴えている

32）
。このように婚姻の重要性がさらに増すな

かでの類族令の厳格な実施は、類族・非類族間の婚姻に支障をきたしたはずで
あり、臼杵藩のように類族の多い地域では、農民の「家」の維持に関わる問題で
あった。こうした状況への対処として、「類族離れ」は発せられたと考えられる。

（5）以降の類族令

幕府の法令集では、明和3年（1766）10月16日付、松平右近将監（武元）か
ら大目付への通達として、以下が確認される（『憲教類典』

33）
）。

古切支丹、転切支丹類族之面々、生死其外異変、年々七月・十二月無懈怠
相改候儀は勿論之事ニ候得共、近来届後も有之旨相聞、左様ニは有之間敷
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儀ニ候、向後二季之改異変無之候共、有無宗門改可相届候、且又毎年十月
ニ至り、差出候宗門改証文も、無遅滞宗門改え差出可申候
右之趣、向々え可被相触候、
　戌十月

「二季届」や宗門改めについて最近遅滞が見られるようであるが、今後はその
ようなことのないようにと命じる内容である。当該法令からは、類族改めおよ
び宗門改めの弛緩状況が進行する社会的状況と、幕府の一貫した取締り方針を
看取することができる。

2．類族女性の婚姻状況

（1）貞享令期の婚姻状況

貞享令以降、臼杵藩における類族女性の婚姻は、いかなる状況にあったのか。
仮につぎの元禄令が発令されるまでの期間を「貞享令期」としてこの間のマレ
ガ資料を見ると、元禄2年（1689）閏1月以降、同6年までの約4年間の縁組23
件を確認できる（表1）。

表中の縦列は妻、横列は夫の婚姻時の身分を示す。「非類族」は、婚姻後も
非類族のままの者であり、帳面上もそれとわかるように記載される

34）
。一方「新

類族」は、婚姻により類族入りした者であり、類族帳に記載される。
当該期間の組合せの順位は、①非類族夫・孫妻（7組）、②本人孫夫・本人孫

表1　貞享令期、類族女性の婚姻状況

� 夫
妻 本人子 本人孫 本人曽孫 本人従弟 非類族 新類族 総　計

本人子 4 1 5
本人孫 5 1 7 13
本人曽孫 1 1
本人従妹 1 1
本人姪 1 1
不明 1 1 2
総　計 1 10 1 1 9 1 23
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妻（5組）、③本人孫夫・本人子妻（4組）である。類族と非類族（新類族を含む）

との縁組は結局10組となり、全体の43％であった。類族同士の婚姻が過半数
を占めたことになる。

婚姻により新類族となった者は、元禄元年正月14日、掻懐村の嘉左衛門娘
「こや」に婿入りした非類族の助八であり、これは「本人之聟」として類族入
りしたケースである

35）
。このように本人娘であっても婚姻した非類族の事例が見

られたが、5人中1人と、その割合は低い。婿養子の事例は3組（13％）であり、
いずれも本人孫の夫と本人孫の妻の組み合わせであった。

（2）元禄令期の婚姻状況

ここでは元禄令以降、次の法改定まで（元禄令期とする）の婚姻状況を確認
しよう。マレガ資料上、元禄8年（1695）6月～享保3年（1718）11月の約23年
間に確認しえた類族女性の婚姻件数は、計21件であった（表2）。

組合せの順位は、①本人孫夫・本人孫妻／非類族夫・本人孫妻（各6件）、③
本人孫夫・本人曽孫妻（3件）となった。

非類族との縁組は9組、全体の45％となり（不明1件を除く20組を母数とした）、
貞享令期よりも若干高い数値であるが、なお同類婚が過半数を占めている。こ
のうち婚姻により夫が新類族となった事例は、後述する1件のみである。婿入
り婚は計3件（15％）確認できた。婿入り先は、本人曽孫妻2名、本人孫妻1名
であり、このうち正徳5年（1715）2月11日の本人野村喜助曽孫「ぎん」の縁
組 は366頁 所 収 の「 覚 」、
後の縁組届に記載の離婚歴
から復元した事例である。

「ぎん」の最初の夫となっ
た同村出身の作次郎は非類
族であったが、再婚者（後

述部分を参照）と同様、縁
組により「新類族」になっ
たと考えられる。

表2　元禄令期、類族女性の婚姻状況

� 夫
妻 本人孫 非類族 不明 総　計

本人子 1 1
本人孫 6 6 12
本人曽孫 3 2 5
本人従妹 1 1
本人同然子 1 1
本人同然孫 1 1

総　計 11 9 1 21
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（3）享保3年令以降の婚姻状況

享保3年令から次の法令改定までに、マレガ資料上では享保3年（1718）12
月～同7年1月までの約3年間という短い期間であるが、81件の婚姻を確認で
きた（表3）。組み合わせの順位は、①（非類族夫・曽孫妻）22件、②（非類族

夫・本人孫妻）14件、③（本人孫夫・本人孫妻）11件であり、初めて非類族・類
族夫婦が類族同士の夫婦を上回った。非類族との婚姻率は53％（42件、母数は

不明1件を除く80件）であり、過半数を上回った。
婿入りは6件（7.5％）確認され、内訳は本人子妻1（新類族夫1）、本人孫妻3

（本人孫夫1・新類族夫1・不明夫1）、本人曽孫妻2（本人孫夫1・新類族夫1）であ
った。新類族は全部で3件（3.7％）となるが、いずれもこの婿入り婚によるも
のであった。しかし貞享令の規定において、キリシタン本人・本人同然の「聟」
は類族であると規定されていたのであるから、本人孫妻ならともかく

36）
、本人曽

孫妻との婚姻で新類族となるのは奇妙である。そこで本件を確認すると、366
頁で既述した「本人野村喜助曽孫・勘左衛門子喜助娘」である「ぎん」と前川
内村の清之丞の縁組である（前掲の「覚」参照）。清之丞は「本人野村喜助曽孫」

「勘左衛門子喜助養子」として新類族になる。すると、清之丞は喜助の婿養子
となることでキリシタン本人・本人同然の実質的な「婿」に位置づけられたの
であるから、この場合は「喜助」が本人・本人同然として帳面に付けられてい
たと考えるしかない

37）
。

表3　享保3年令以降、類族女性の婚姻状況

� 夫
妻 本人子 本人孫 本人曽孫 本人玄孫 本人同然子 本人同然孫 非類族 新類族 不明 総計

本人子 1 1
本人孫 11 2 14 1 1 29
本人曽孫 1 5 10 1 1 22 1 41
本人玄孫 2 2
本人同然孫 1 4 1 6
本人同然曽孫 2 2
総　　計 1 18 13 1 1 4 39 3 1 81
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（4）享保9年令以降の婚姻状況

女性の類族離れ令以降、婚姻状況はどのように推移したか。表4は、享保10年
（1725）1月～同20年4月の約10年間に確認しえた計36件の婚姻データである。

組合せの順位は、①（非類族夫・本人孫妻）11件、②（非類族夫・本人同然孫

妻）6件、③（新類族夫・本人同然子妻）5件となり、すべて非類族の夫と類族
妻の組合せとなった。このうち①で注目されるのは、再婚者が目立つというこ
とである

38）
。既婚歴不明者を除いて、少なくとも男性側で3人、女性側では4人

が再婚者であった
39）

。当該時期の婚姻に対するニーズの高まりがうかがえる。
非類族との婚姻は22件、全体の61％である。婚姻により新類族が生まれた

縁組はすべて本人同然妻へ婿入りした5件であり、全体の約13％を占めた。い
ずれも過去最高の率である。これらの数値から、村社会における類族と非類族
との融合は、以前より確実に進んだとみることができる。

（5）以降の婚姻状況

表5は、元文2年（1737）12月以降安永6年（1777）3月まで、約40年間の縁
組計36件をまとめたものである。

組合せの順位は、①（非類族夫・本人同然孫妻）18組、②（非類族夫・本人孫

妻）、（本人同然孫夫・本人同然孫妻）が同位で各4組となった。新類族が成立す
る割合に注目すると、13.8％（5組）と横ばいである。すべてが本人同然子妻、
本人孫妻への婿入りであり、あとは本人同然孫同士の夫婦1組と、本人同然孫

表4　享保10年〜同20年、類族女性の婚姻状況

� 夫
妻

本人子 本人孫 本人玄孫 本人同然子 本人同然孫 本人同然曽孫 本人同然従弟 非類族 新類族 総計

本人孫 4 1 11 16
本人従妹 1 1
本人同然子 1 3 1 5 10
本人同然孫 2 6 8
本人同然曽孫 1 1

総　計 1 4 1 3 2 2 1 17 5 36
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妻・非類族の夫1組となる。つまり、婿入りは計7組（19.4％）であり、ほとん
どが非類族夫と類族妻の縁組であったということになる。

さらに、非類族との婚姻率は総計27組（75％）であり、過去最高の率となっ
た。以上から当該時期の類族女性は、同類よりもむしろ非類族との婚姻が普通
になったといえる。

3．「類族離れ」の影響

類族女性の婚姻状況は、当初は非類族との婚姻が43％であったが、幕末に
かけて婚姻率は上昇し、最終的には75％に達したことが明らかになった。厳
格なキリシタン禁制下で、このような現象がみられたのはなぜだろうか。以下
では法令の影響と臼杵藩の状況を手掛かりに、若干の考察を展開したい。

まず、貞享令期の非類族との婚姻率43％をどう評価すべきかである。既述
した貞享4年（1687）の臼杵藩の調査では1万4106名の類族が計上され、臼杵
藩の人口は元禄8年（1695）で6万1366名（町人・農民のみ）ということである
から、武家が含まれない問題はあるが、類族の割合は臼杵藩人口の約23％を
占めたことになる

40）
。三野行徳も正徳元年（1711）の資料をもとに「臼杵藩に人

別のある人々の23％」と計上している
41）

。加えて、臼杵藩の場合はキリシタン
相互監視体制を強化するため地縁的なつながりを絶った、換言すれば非類族と
類族の「いえ」をバランスよく組合せた五人組を編成していた

42）
。つまり、藩内

では日常的に類族・非類族間の交流がそれなりにあったということであり、か
かる生活環境を踏まえると、やはり非類族との婚姻率の43％という数値は低

表5　元文2年～安永6年、類族女性の婚姻状況

� 夫
妻 本人子 本人孫 本人曽孫 本人同然孫 非類族 新類族 総計

本人孫 1 1 4 2 8
本人同然子 3 3
本人同然孫 1 1 1 4 18 25

総　計 1 2 1 5 22 5 36
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いように思われる。それではなぜこうなったのだろうか。
ここで岡藩市万田組の類族帳

43）
を見てみたい。同帳には市万田村の百姓で「古

切支丹」の藤左衛門と類族が書き上げられている。藤左衛門には4人の子がお
り、うち茂右衛門と仁左衛門は「転本人」つまりキリシタン本人であり、善之
丞と「ほそ」は転び以後の子、つまり類族となる。矢田組両家村で百姓をして
いた茂右衛門には4人の子（2女2男）がおり、いずれも結婚して配偶者はそれ
ぞれ類族となっているが、末娘の「あそ」は、叔父である仁左衛門の長男万右
衛門（市万田村百姓）に嫁入りしている。仁左衛門には万右衛門を含め4人の
子（3男1女）がおり、いずれも結婚しているが、三男藤三郎（市万田村百姓）

の妻は、仁左衛門の弟である善之丞の長女「こまん」（同村出身）である。つ
まり、藤左衛門一族の間ではいとこ同士の縁組が2組も成立したわけである。

この現象のゆえんはつぎのように解される。大石慎三郎によれば、集約的な
労働力を必要とする近世農村において「再生産の労力として有機的に結合し
た」家を単位に、数戸の家が共同体内結合によって安定したグループ（村落共

同体内結合）を形成する必要があり、その形態は男系によって貫かれた「同族
団的結合」がもっとも多いが、必ずしも血縁によらない場合もあるということ
である

44）
。これを参考にすれば、禁教令下、豊後崩れなどを体験した共同体内に

おいて、警戒対象となっていたはずの転びキリシタン藤左衛門の「家」では、
とくに「同族団的結束」が促されたのではないだろうか。そしてこのような同
族婚の延長に類族の同類婚があり、類族令発令のインパクトが大きかったであ
ろう元禄期までは、意図的に選択される傾向にあったと考えられる。

つぎに、享保3年（1718）以降非類族との婚姻が増加した要因を考えたい。
この点は領民間で類族に対する婚姻差別が自然と解消に向かったからではなく、

「類族離れ」の再令および改定の影響があったためと考えられる。とりわけ曽
孫女性の「類族離れ」の改定の影響は顕著である。というのも表3で本人孫妻
の類族：非類族の婚姻件数は13：15と拮抗していたが、表4では5：11となり、
非類族との婚姻率が急増しているからである。これは享保9年令の通達により、
本人孫女性と結婚しても次世代以降の「家」に類が及ぶ可能性が低いという認
識が広まったためと考えられる。このようにして非類族との婚姻率が上昇した
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結果、類族はますます村社会に融合していったと考えられる。
それでは、上記の多大な影響力を持った「類族離れ」は、どのような論理で

認められたのだろうか。結論を先取りすると、該当者がキリシタンの「家」と
の離別者であるということと、キリシタンの血縁者ではないということの2点
にあったと考えられる。まずは関連する幕府の諸規定を、『京都覚書』で確認
しておこう

45）
。

一�、類族に嫁たる夫・妻相果、子共雖無之、類族を不放、離別なれば放
るゝ也。死別故不放候事（a）

一�、本人之娵にて本人同然之妻、夫果候以後他へ嫁してハ先父之子共雖有
之、類族放れ候也（b）

一�、離別者縦子共有之而も類族放るゝ也、男女ともニ同断、但是ハ一方平
人之時之義候事（c）

一�、本人之妻、平人ニ而本人同前之子出生以後離別、是ハ子共□（儀カ）

為本人同前、子共之類族、死骸寺ニて葬との改書ニ不及、可為取捨、只
今迄ハ何国何郡何時何寺旦那之由之断ハ可書載事（d）

一�、本人之壻、平人ニ而妻死後、或後妻或妾出生之子類族放候也、父母右
死別故類族はなれす、但妻存命なれハ妻之子たりと可言とも類族たるへ
き事（e）

  （a）では類族と結婚した元非類族の夫婦が死別した場合、たとえ子がいなく
とも「類族離れ」とはならないが、離別の場合は認める、とする。次に（b）は、
元非類族で本人の嫁（本人同然の妻）となった類族女性について、夫の死後の
再婚の際、先夫の子がいても「類族離れ」となる、とする。これは夫の死別後
再婚することで、離別と同じ扱いになるということであろう。（c）でも、離別
の場合は子がいても「類族離れ」になるとしている。このように、死別ではな
く離別による「類族離れ」が認められたが、それは死別が類族個人との別れで
あっても、キリシタンの「家」との決別にはならないからであろう。

つぎに（d）の内容は、キリシタン本人に嫁いだ元非類族の妻が類族となり、
本人同然である子を出生以後に離別した場合、子が本人同然のため妻は子の類
族となる。ただしその妻の死骸については、寺葬の改め書を提出するには及ば
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ず取り捨てること、出身国等は記載すること、とある。つまり幕府はキリシタ
ン本人に嫁いだ妻に本人同然の子がいた場合のみ、その血縁関係を重視して

「類族離れ」の例外を設けたことになる。これは「家」中心の親族秩序維持を
念頭におきながら、たとえ離別しても実母であればその血縁を尊重して定式の
服忌を受けるとした、服忌令の思想の反映であると考えられる

46）
。

  （e）は難解であるが、キリシタン本人に元非類族の夫が婿入りした場合、そ
の妻の死後、夫の後妻や妾が出生した子は「類族離れ」となるが、父母は死別
によっても類族を離れない。ただし妻が存命であれば（これは死別ではなく離

別の場合を指しているのであろう）、妻の子は類族である、と解釈される。つま
り、非類族の夫が本人に婿入りして類族になると、妻との離別によってのみ夫
は「類族離れ」となる。妻との死別で「類族離れ」となるのは夫の後妻や妾の
生んだ子のみであり、妻の子は常に類族である、といっている。

この場合、夫は妻の死後も類族のままであり、キリシタンの「家」の実質的
な当主となる。だが彼の後妻・妾の子はもはや類族ではないため、もし彼らが
後継者となれば、その「家」はキリシタンの「家」ではなくなる。要するに、
キリシタンの「家」の当主が機械的に類族になるわけではない。なぜかといえ
ば、（d）の事例とは逆に、夫の後妻・妾の子らは、本人妻との血縁関係がない
ことによって「類族離れ」が適用されたと考えられるからである。

ところで大橋は、類族の属性は「家」（集団）ではなく「人」（個）につくと
主張している

47）
。たしかに宗門帳には類族・非類族の家族内の混在がみて取れ、

類族令そのものは人ごとにキリシタン本人との関係を明らかにするにとどまっ
ているようにみえる。しかし「類族離れ」の規定を検討する限り、キリシタン
本人との血縁関係と類族の「家」での親族関係の両者が判断基準となっている。
幕藩制の服忌令も嫁や養子といった非血縁者を異分子として「家」中心の秩序
に完全に取り込んでいないことを考えると

48）
、血縁関係の重視は近世日本の「家」

の特徴といえる。18世紀後半まで家父長制による「一家一宗教」が貫かれな
い状況が生じたのも

49）
、かかる「家」の特徴と無関係ではないであろう。そして

このような「家」の実態を前提に、キリシタンの徒党化を警戒する幕府は、キ
リシタン本人との血縁関係に注視しながら「家」内の構成員の信仰を個別に把
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握し、前記した「縁者同盟」を監視する必要があったと考えられる。
つまり幕府は、最終的にはキリシタンの「家」（集団）の徒党化を抑止する

ため、類族令で「人」（個）を捕捉したといえるのではないだろうか。幕府に
とって、類族と非類族が混在する「家」がキリシタンの「家」であるのか否か、
そして各キリシタンの「家」の間で連携がみられないかを監視することに最大
の目的があり、このために類族令で「人」の管理を徹底せざるをえなかったの
であろう。

おわりに

本稿ではマレガ資料を用いて、近世の臼杵藩村社会における類族女性婚姻の
実態を検討した。その結果、類族令が施行された17世紀末から18世紀にかけ
て、当初の類族同士の同類婚から非類族との婚姻へと移行したことが明らかに
なった。またその主たる要因は類族への差別が解消されたからではなく、幕府
が享保年間（1716～36）以降段階的に打ち出した「類族離れ」による影響があ
ると指摘した。
「類族離れ」の規定からは、キリシタン本人の血縁関係と「家」の親族関係の
両者の論理で類族身分が判定されていたことが明らかである。すなわち類族規
定とは、血縁関係を重視するために非血縁者である嫁や養子を、「家」の構成
員とする一方で異分子と位置づける、近世日本の「家」の特徴を反映したもの
であった。類族令自体はキリシタン本人と個々人との関係性を詳細に問うてい
るように見えるが、それは第一に、上記した「家」内各人の信仰を見極める必
要があったからである。ではその理由は何かといえば、キリシタンの「家」の
動向を注視する必要があったからであろう。

そもそも貞享4年（1687）の類族令の制定は、直前に豊後で地下潜伏したキ
リシタンが大量に露見した経緯があった

50）
。幕府関係者がこの状況に警戒を抱か

なかったはずはなく、類族令を布いて集団潜伏したキリシタンが再び徒党化し
ないか監視するための措置を講じたと考えられる。なぜなら、血縁と親族関係
の両者を重視する近世の「家」のありようからすれば、類族の養子縁組や婚姻
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を通して新たなキリシタンの「家」間の連盟が生み出されてキリシタンの徒党
が発生する可能性があり、一方で離別等により、もはやキリシタンの「家」で
はないとして捕捉不要となるケースもあったと考えられるからである。このた
め類族令は、キリシタン本人との関係とともに、一人一人について婚姻・養子
縁組などの移動・異動や、出生・死亡などの存否を詳細に追跡する内容になっ
た。幕府の警戒対象はあくまで「家」なのであり、そのために「個」の管理が
生み出されたのであった。

ところで在地の非類族の視点に立つならば、彼らなりの「家」の維持という
問題があったはずである。このために、18世紀の「皆婚」社会になると、か
つてためらわれた類族との婚姻を成立させ、それぞれの「家」を維持したので
はないかと考えられる。禁教令に関しては厳格な姿勢を崩さない幕府が「類族
離れ」を再令・改定し、結果として類族と非類族間の融合が進行していったの
も、こうした在地社会の「家」事情を踏まえた可能性があったと考えられる。
この点は本稿で詳しく取り上げなかったが、現段階ではその見通しのみを述べ、
今後の課題としておきたい。
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豊後諸藩における類族制度の展開

� 佐藤晃洋 

はじめに

潜伏キリシタンが、万治3年（1660）5月、熊本藩領高田手永（大分市）にお
いて捕縛されたことをきっかけに、臼杵・岡・府内等の藩領や幕府領において
多数捕縛されていった。総称して“豊後崩れ”と呼ばれる潜伏キリシタンの捕
縛は天和2年（1682）頃まで続き、豊後諸藩はキリシタン対策を強化せざるを
得なくなった。

そのような状況を踏まえ、幕府は、貞享4年（1687）6月、「（キリシタン禁制）

覚」を発布したのである。この「覚」には、次の2か条が含まれている
1）
。

一�、最前切支丹にてころひ不申以前の子は男女ともに本人同前之儀に候間、
本人之内江書入可被申候、但ころひ候以後之子共は男女ともに類族之内
江書付可被申事

一�、類族之もの忌掛り候親類幷聟舅吟味有之而、書付可被申候、此外は不
及書付候

右之趣早速相改帳面に注之、切支丹奉行江可被差出候、帳之奥書等之儀は
奉行中より可相達候、前々より切支丹宗門之者無之方江も為心得不残相触
候間、可被得其意候、以上

改宗した者を「本人（転びキリシタン本人）」とし、改宗する前に生まれた子
どもを「本人同然」（史料には「然」と「前」が混在しているため史料のままとし

たが、本文・表では「然」を使用）、改宗した後に生まれた子どもをはじめとす
る親族を「類族」とすることが定められている。「類族」のうち、「忌掛り」の
範囲内の者を書き上げ、幕府に提出することも命じられている。
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「忌掛り」の範囲に関しては、幕府が貞享元年に公布した「服忌令」を貞享3
年に追加補充しており

2）
、「服忌令」に則して穢れの及ぶ範囲を想定したと考え

られる（図1）。各藩では、「覚」に応じた対応が求められ、「類族」の範囲を設
定し、取りまとめをしなければならなくなった。

本稿においては、かつて豊後国におけるキリスト教布教の拠点
3）
であった地域

を含む臼杵藩と岡藩、両藩と隣接しているが積極的な布教活動が行われなかっ
た地域の佐伯藩を対象としながら、貞享４年の幕府の「覚」発布以降の諸藩の

「類族」制度の展開について比較しながら検討することを通して
4）
、それぞれの

藩の取組みの差異・特色を明らかにしたい。

1．類族制度の開始

（1）岡藩における類族帳の作成

慶長18年（1613）の幕府による全国的禁教令に基づき、岡藩はキリシタン対
策に取り組みはじめている。市万田組・軸丸組においては、元和元年（1615）

を中心に転宗が進み
5）
、元和3年頃には転宗せず捕縛されていた者以外、表面上

キリシタンがいない状況となっていた。なかには、慶長14年に転宗した者も
いた。

その後、元和5年から宗門改のために侍2人を廻村させ、寛永14年（1637）

に勃発した島原・天草一揆（～寛永15年）後には、宗門改の徹底を命じている
6）
。

万治3年（1660）には、“豊後崩れ”の発生により、長崎奉行所から踏絵を借用
して宗門改を実施している。寛文元年（1661）からは、各自の宗旨や檀那寺を
確認し、家内書付を毎月、宗門判形帳を1年に2度提出させることにしている。
これにともない、村組ごとに千石庄屋に板の踏絵を配布し、毎月絵踏を実施す
ることとした。寛文4年からは、長崎奉行所から踏絵を借用して年1度の踏絵
を実施しはじめているが、寛文11年に宗門改の徹底を図るために長崎奉行所
から借用した踏絵の複製品を作成し、長崎奉行所から叱責を受けるという事態
も起こしてしまった。この影響で、寛文12年には、千石庄屋に渡していた板
踏絵を回収し城中の蔵に納めている

7）
。岡藩は、別の形で宗門改の徹底を図るた
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めに、寛文5年の切支丹奉行（後に宗旨奉行と改称）2人の任命に加え、寛文13
年に切支丹拷問目付3人を任命している。

そのようななかで、貞享4年（1687）に幕府の「覚」が発布されたことから、
岡藩では、各村に「本人」・「本人同然」ごとに「類族」に関して調査させ、庄
屋に「服忌令」の「忌掛り」に沿って類族を書き上げさせ、翌貞享5年（元禄

元年・1688）に提出させている。マレガ資料のなかにも、「元禄元年耶蘇宗門
類族帳　市万田組」

8）
がある。

「元禄元年耶蘇宗門類族帳　市万田組」は、大野郡市万田組（豊後大野市）が
貞享５年（元禄元年）に作成し岡藩に提出したものの控を基に、元禄３年に内
容を確認・追記したものである。

右耶蘇宗門類族帳、貞享五之秋被召上候帳面之通、堅固致校合、相違無之
様相認置申候、向後、類族増減者別帳仕置候間、時々書記可申候也
　元禄三庚午年　　八月日

「元禄元年耶蘇宗門類族帳　市万田組」の記載内容を、「古切支丹　藤左衛門」
とその関係者からみてみよう（図2）。

図1　貞享3年「服忌令」による忌掛りの範囲
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古切支丹　四拾歳転
　一、藤左衛門　　　　　　　　　病死
　　　　�右之者、大野郡市万田村百姓仕罷在候処、承応元年壬辰十月十八

日、七拾七歳ニ而病死、真言宗大野郡板井迫村大恩寺土葬
藤左衛門は、40歳で転び、承応元年（1652）10月18日に77歳で病死し、大

野郡板井迫村の真言宗大恩寺に土葬されている。この記述から、藤左衛門は、
元和元年に転んだ「古切支丹」と把握されていたことがわかる。

右藤左衛門子　拾壱歳転
　一、茂右衛門　　　　　　　　　病死
　　　　�右之者、大野郡矢田組両家村百姓仕罷在候処、天和元年辛酉極月

十一日、七拾八歳ニ而病死、一向宗直入郡柴栗村源勝寺土葬
「古切支丹　藤左衛門」の子である茂右衛門は、11歳で転び、天和元年（1681）

12月11日に78歳で病死し、直入郡柴栗村の一向宗源勝寺に土葬されている。
この記述から、茂右衛門は、慶長19年に転んだ「本人」と把握されていたこ
とがわかる。このような「古切支丹　藤左衛門」に連なる「本人」に続き、
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図2　古切支丹“藤左衛門”の類族の範囲
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「類族」が書き上げられている。
右藤左衛門類族　　�藤左衛門舅者、矢田組両家村ヘ先年居申たる善可と申

者夫婦之由、死年号月日・取置之檀那寺不知
「古切支丹　藤左衛門」の「類族」を書き上げるにあたって、「忌掛り」に沿
って、確認作業をしているが、藤左衛門の妻（古切支丹　つや）の両親は、以
前大野郡矢田村に住んでいた善可夫婦ではあるが、死亡年月日や檀那寺等は判
明していない。

右藤左衛門父
　一、主計
　　　�右之者、大野郡市万田組和田村百姓仕罷在候処、百年以前病死仕、

真言宗同郡板井迫村大恩寺取置申候、死年号月日、何歳ニ而病死仕
候哉、年久儀御座候故、子末之もの共不奉存知由申候

「古切支丹　藤左衛門」の父主計は、大野郡市万田組和田村に住み100年以前
に病死し、同郡板井迫村大恩寺に葬られているが、年が経過しすぎていて死亡
年月日や死亡年齢等は判明していない。

右藤左衛門転以後子
　一、善之丞　　真言宗大野郡板井迫村大恩寺檀那　　　当辰六拾四歳
　　　　右之者、大野郡市万田村百姓仕罷在候

現存している「類族」をみていくと、「古切支丹　藤左衛門」が転んだ後の
子である善之丞は、大野郡板井迫村の真言宗大恩寺の檀那で、大野郡市万田村
の百姓として生活していると確認されている。

右藤左衛門曽孫　由助娘
　一、にん　　真言宗大野郡板井迫村大恩寺檀那　　　当辰弐歳
　　　　右之者、大野郡市万田村父由助一所罷在候

「古切支丹　藤左衛門」の曽孫であるにんは、大野郡板井迫村の真言宗大恩寺
の檀那であり、大野郡市万田村の父由助の許で生活している。

このように「古切支丹　藤左衛門」の曽孫まで書き上げられた「類族」をみ
ると、「古切支丹」藤左衛門・つやと転宗した茂右衛門・仁左衛門・なつの計
5人が「本人」と認識され、藤左衛門の類族が18人、茂右衛門の類族が19人、
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仁左衛門の類族が21人となっている。
「古切支丹　藤左衛門」の「類族」には「本人同然」はいなかったが、「本人
同然」について、「古切支丹　善次郎」の関係者に関する記載からみてみよう。

古切支丹　三拾六歳之転　　　　此善次郎妻ニクハ、同牒与兵衛系之内在
　一、善次郎　　　　　　　　　病死
　　　　�右之者、大野郡市万田組田村百姓仕罷在候処、寛永十四年丑七月

十六日、五拾八歳ニ而病死、真言宗大野郡板井迫村大恩寺土葬
善次郎は、36歳で転び、寛永14年7月16日に58歳で病死し、大野郡板井迫

村の真言宗大恩寺に土葬されている。この記述から、善次郎は、元和元年に転
んだ「古切支丹」と把握されていたことがわかる。善次郎の妻にくも「古切支
丹」で、「古切支丹　与兵衛」の姉として記載されている。この「古切支丹　
善次郎」に、転ぶ前の子どもがいた。

右善次郎不転以前之子、本人同前
　一、久左衛門　　　　　　　　　病死
　　　　�右之者、大野郡市万田組田村百姓仕罷在候処、万治元年戌三月十

三日、六拾四歳ニ而病死、一向宗大野郡佐代村最乗寺土葬

表1　「元禄元年耶蘇宗門類族帳　市万田組」に記載された「本人」、「本人同然」、「類族」
市万田組江・

居申分
他組并他領江・

居申分 計

転本人
転本人 病死 42 3 45

55転本人同然 存命 1 1
病死 8 1 9

長崎本人

火烘 1 1

81

長崎行留 8 11 19
城下籠舎 1 1
城下籠死 3 6 9
御助在死 1 1 2
御助存命 7 3 10

先死 1 1
長崎本人成・

（長崎本人同然）
存命 14 18 32
病死 2 4 6

類　　　族 存命 210 210 210
病死 100 100 100

計 398 48 446 446
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久左衛門は、「古切支丹　善次郎」の転ぶ前の子で、万治元年3月13日に64
歳で病死し、大野郡佐代村の一向宗最乗寺に土葬されている。久左衛門は、切
支丹が転ぶ前の子であり幼児洗礼を受けている可能性があるとして「本人同
然」と把握されていた。
「元禄元年耶蘇宗門類族帳　市万田組」には、転ぶことなく「火烘」となった

「古切支丹　喜庵」に関する記述もある。
古切支丹、火烘
　一、喜庵
　　　　�右之者、大野郡市万田組石ケ原百姓仕罷在候処、切支丹宗門転不

申ニ付、寛永十年酉四月廿二日、七拾弐歳ニ而火烘被為仰付相果
申候

喜庵は、「古切支丹」と認識されており、転ばなかったため寛永10年4月22
日に72歳で「火烘」となっている。「古切支丹　喜庵」の関係者は、喜庵のよ
うに転ばなかった者も含め「本人」14人、「本人同然」22人、「類族」145人が
記載されている。喜庵以外の「本人」は、万治3年から天和2年頃までの“豊
後崩れ”において捕縛され、長崎に送られた者や岡藩が城下町に設けた籠舎に
囚われている者、村に戻された者等が含まれている。

このように「元禄元年耶蘇宗門類族帳　市万田組」に記載された「本人」、
「本人同然」、「類族」を集計すると、446人が表1のように分類されている。
「本人」と「本人同然」は、大きく「転本人」と「長崎本人」に分けられている。
「転本人」に分類されているのは、“豊後崩れ”以前に転んだ「本人」と彼ら
が転ぶ前に生まれた子である「本人同然」である。転んだ者には、自分の意志
で切支丹となった「古切支丹」と、親等の意思で切支丹となり転んだときが3
歳～17歳の者等が含まれていた。
「長崎本人」に分類されているのは、“豊後崩れ”により捕らえられた者（こ

の段階で転んでいない者や死亡者も含む）と彼らが捕らえられる前に生まれた子
であり「長崎本人成」と呼称された「本人同然」である。例外として、転ばな
かったため火烘となった「古切支丹　喜庵」が「長崎本人」に含まれている。

貞享5年段階のこのような細かな区分は「類族」管理のなかで「本人」・「本
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人同然」に集約されていった。
貞享5年提出のこのような「類族帳」が岡藩の「類族」管理の基礎台帳とさ

れるとともに、同年、藩全体の「類族帳」を取りまとめ「切支丹帳面」として
宗旨奉行が出府して幕府に提出している

9）
。この後、「類族帳」に記載された

「本人」・「本人同然」ごとに「類族」の出生、死亡、婚姻、養子縁組、転居、
出家等の動向が追跡され、死亡や出生等は幕府へ報告されるようになった。

たとえば、天保4年（1833）11月26日から1年間に死亡した「類族」5名に
ついて、幕府に次のように報告している

10）
。

　　古切支丹之類族病死之覚
　　　　天保四巳十一月廿六日ヨリ同五午十一月廿五日迄
二ノ帳弾之丞系
一�、豊後国大野郡栗ケ畑村百姓、転切支丹弾之丞三男、本人同前作左衛門、

作左衛門玄孫、勇右衛門忰、源七儀、父病死以後、同郡山内村跡百姓仕
罷在候処、去巳十二月十一日六拾五歳ニ而病死、檀那寺同郡片嶋村禅宗
宝福寺ニ而取置申候

　　　　……
　　右之通類族五人致病死候間、為御断如斯御座候以上
天保五甲午年� 中川修理大夫

死亡した「類族」源七について「二ノ帳弾之丞系」と表記されていることか
ら、岡藩が幕府に提出した「類族帳」は、「類族」の人数が多かったため、領
内全域分で複数冊あり、発端となった「本人」や「本人同然」ごとに「～系」
として「類族」が整理されていたことがわかる。岡藩が「類族」管理の基礎台
帳として保管している「類族帳」も同じ分冊、同じ配列となっており、死亡・
出生等の追加・修正報告が正確に伝わるようにしていたのであろう。

（2）臼杵藩における類族帳の作成

臼杵藩においても、幕府の全国的禁教令に沿って、慶長19年（1614）からキ
リシタン対策に取り組み、島原・天草一揆（1637～38）後の幕府によるキリシ
タン禁制政策の強化にともない、キリシタン対策を強化させていった

11）
。元和8
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年（1622）を中心に多くのキリシタンが改宗し、表面上キリシタンがいない状
況になった寛永12年（1635）、檀那寺による旦那であるという証明が書き込ま
れた「いえ」ごとの起請文を作成させ、改宗した者を監視する体制を作ってい
る。島原・天草一揆後の正保3年（1646）には、五人組制度を整え、監視体制
の強化を図った。延宝元年（1673）には、藩全体の状況を取りまとめた「宗門
改帳」を幕府に提出している

12）
。延宝5年以降は藩の宗門奉行が絵踏の際に長崎

奉行所から踏絵を借用し、元禄元年（1688）からは全領民を対象として毎年絵
踏を実施するようになり、宗門改に際して宗門改帳も作成している。

貞享4年（1687）7月16日、臼杵藩では、幕府の「覚」に沿って、「キリシタ
ン禁制覚」について藩重役を城に集めて申し渡した

13）
。それとともに各村で「本

人」・「本人同然」ごとに「類族」に関して調査させ、庄屋に「服忌令」の「忌
掛り」に沿って「類族」を書き上げさせ、同年10月に提出させた。マレガ資
料のなかにも、久土村（大分市）ちよに関して丹生原村庄屋久三郎が提出した

「切支丹類族之内本人に成者幷其類族之御帳」
14）

や、平清水町ぬるいと（臼杵市）

乞食知三の女房に関して海添村庄屋弥次郎が提出した文書
15）

等が散見される。こ
れらは“豊後崩れ”に伴う「本人」と「本人同然」の「類族」の書上げである。
これらには「延宝元丑年御帳ニ、名まんと有之」というような記載があり、延
宝元年にも書上が作成され貞享4年当時に変更されている事項について付記し
ていることがわかる。

寛文4年（1664）に捕らえられた通村久兵衛が「不被召捕以前ニ出生」した
娘で、貞享4年に通村吉助の女房に関して「類族」とともに書き上げられた

「貞享四年切支丹類族之内本人ニ成其類族御帳　末広組」
16）

をみてみよう。通村
吉助女房は、「本人同然」と位置付けられ、表題に「本人ニ成」と書かれると
ともに、 提出後に藩宗門方が確認して「本」と朱書している。

一、通村　　　　　　　　　　　吉助
　　　　　　　　　　　　　「本

（朱書）

」　女房　　当卯ニ　五拾六歳
　　　　　　　　　　　　　　　　延宝元丑ノ年御帳ニ有之
　　　�此女房之父方通村久兵衛、邪宗門ニ而、寛文四年辰ノ四月廿七日ニ

被召捕、長崎ヘ被遣候、此女房之父不被召捕以前ニ出生仕候、真宗
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専想寺旦那
書上の作成では、「忌掛り」に沿って、通村吉助女房の祖父母・曽祖父母・

高曽祖父母まで確認作業をしているが、吉助女房の父方祖父母までしか判明し
ていない。

右之女房高曽祖父母、曽祖父母、知れ不申候、母方之祖父母、知れ不申候
この書上では、通村吉助女房に関して、「本人」4人、「本人同前」3人、「類

図3　通村吉助女房の類族の範囲
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族」36人が記載されている（図3）。
このように、臼杵藩では、「本人」や「本人同然」ごとに「類族」を書き上げ、

提出された「切死丹本人幷類族御帳」を「類族」管理の基礎台帳としていた。
臼杵藩においては、「類族」の監視が「本人」や「本人同前」が死亡しても

続けられ、出生、死亡、婚姻、養子縁組、転居、出家等の変動は届け出ること
とされた。各村組では、「切死丹本人幷類族御帳」を基にして「類族名寄帳」
等を作成し、常に変動を記録していた。この「類族名寄帳」が作成される過程
で、「類族」を管理するために数種類の文書が作成されるようになった。

丹生原村組原村（大分市）の類族に関して残っている文書から一番古い「宝
暦六年　類族寄御帳」

17）
をみてみよう。

　宝暦六年　　　丹生原村
類族寄御帳
　子三月廿九日
� 同村　　　　子ニ

原村本人三左衛門子　　　　　専想寺旦那　　　　助太郎　　　七拾六歳
　　　　　　　　　　　　上久所村甚七妻娘、助太郎　　　　　子
原村本人同然平左衛門後家孫　光圀寺旦那　　　　女房　　　　七拾弐歳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名はつ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　助太郎子　　　　　　　子
原村本人三左衛門孫　　　　　専想寺旦那　　　　平九郎　　　三拾五歳
　　　　　　　　　　　　　　　　助太郎子平九郎子　　　　　子
原村本人三左衛門曽孫　　　　専想寺旦那　　　　三次郎　　　　　八歳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　同村弥太郞子　　　　　子
原村本人三左衛門孫　　　　　専想寺旦那　　　　弥左衛門　　三拾九歳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　同村弥太郞子　　　　　子
原村本人三左衛門孫　　　　　専想寺旦那　　　　庄兵衛　　　三拾七歳
　　　　　　　　　　　　　　同村平吉娘、同村弥太郞　　　　子
原村本人三左衛門娘　　　　　専想寺旦那　　　　後家　　　　七拾弐歳
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名みつ
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　　　　　　　　　　　　　　「宝
（別筆）

暦六年子四月朔日病死仕候」
　（以下略）

「宝暦六年　類族寄御帳」には、原村に住んでいる「類族」が、「本人」ある
いは「本人同然」ごとにまとめられている。「本人」である三左衛門の場合、
子の助太郎とその家族（妻、子、孫）、娘のみつとその家族（子2人）、合計7人
が書き上げられている。三左衛門は死亡しても、その子孫は三左衛門の流れと
して書き上げられ続けたのである。また、新たな「類族寄御帳」が作成される
までに死亡や出生した場合には、三左衛門娘みつの項のように、期日・理由等
が書き加えられている。「宝暦六年　類族寄御帳」には、宝暦6年（1756）3月
に原村に住んでいた188人の「類族」が記載されている。

このように記載されていた「類族」に関しては、出生、死亡、婚姻、養子縁
組、転居、出家等の変動があれば、庄屋は宗門奉行にそのつど報告しなければ
ならなかった。とくに死亡の場合は、貞享4年の「覚」においても明記されて
いたように、検視が必要であった。

たとえば、端裏に「落谷村庄兵衛後家、六拾五歳、宝永四年亥十月十二日病
死、善正寺」と記されている「御書物之事」

18）
をみてみよう。

　　　御書物之事
一�、落谷村庄兵衛後家、六拾五歳、腹痛煩亥十月十二日相果申候、此者父

同村孫右衛門、切支丹宗門転本人、就夫庄屋・弁指・五人組之者罷出吟
味仕、死骸見届申候、少も疑敷儀無御座候、真宗善正寺土葬取置被申候、
則住持之手形を取相添差上申候、仍而御書物如件

　　　宝永四年　　　　　　　　　　　　　落谷村五人組　　喜兵衛㊞
　　　　亥十月十三日　　　　　　　　　　　　同　　　　　新之丞㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　庄次郎㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同村同
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弁指　　　　孫兵衛㊞
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　落谷村庄屋　　新右衛門㊞
　　　岩手六左衛門様
　　　中村雲八様
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　　　武藤又助様
　　�右之者、他領類族ニ出不申候、右後家夫庄兵衛父同村久兵衛転本人ニ

而御座候、則夫庄兵衛三年已前ニ相果申候
この「御書物之事」は、落谷村（臼杵市）の65歳の庄兵衛後家の病死につい

て、宝永4年（1707）年10月13日に村から宗門奉行に提出された文書である。
庄兵衛後家の父「孫右衛門」が「切支丹宗門転本人」であったため、「類族」
として庄兵衛後家の死亡に関して報告している。村が提出した「類族」の死亡
届は、庄兵衛後家が死亡した事実とともに、死骸を落谷村の庄屋と弁指、庄兵
衛後家の家族が含まれる五人組の者で確認しとくに異常がなく、善正寺に土葬
とした旨が記されている。この文書は、落谷村の庄屋と弁指（五人組の1軒で

もある）、庄兵衛後家の家族が含まれる五人組の連署で作成されている。
そして、この文書には、庄兵衛後家の檀那寺である善正寺の住持が作成した

「手形」を添えると記されている。次の「御書物之事」
19）

が、善正寺の住持が作
成した「手形」である。

　　　御書物之事
一�、落谷村庄兵衛後家、六拾五歳、腹痛煩亥十月十二日ニ病死仕、浄土真

宗当寺旦那ニ而御座候、此者父同村孫右衛門、切支丹宗門転本人、就夫
庄屋・弁指・五人組合之者ニ死骸見届、拙僧土葬ニ取置仕候、仍而為後
日如件

　　　宝永四年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　善正寺
　　　　亥十月十三日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浄了㊞
　　　岩手六左衛門殿
　　　中村雲八殿
　　　武藤又助殿

庄兵衛後家の病死について、村から提出された文書と同様の趣旨が善正寺の
住持の立場で記されている。これらの文書をみると、「類族」の死亡に関して
は病死であっても、村役人や五人組、檀那寺の住持らによる検視が行われてい
たことがわかる。これら2通の「御書物之事」は、藩宗門方が一対として巻き
込み、外側の文書の端裏に内容の概要を記して整理・管理していた。
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庄屋は、提出した報告を「類族諸願日記帳」に写して記録していた。たとえ
ば、丹生原村組原村（大分市）に関して「宝暦六年　類族諸願日記帳」

20）
をみる

と、類族の死亡5件、出生1件、養子1件、縁組1件、剃髪1件、行方不明1件、
合計10件が記録されている。これらの報告の記録をみると、「類族」の死亡に
関しては「御書物之事」と題して庄屋と弁指・五人組の連署で作成し、他の報
告は「覚」と題して庄屋が作成していることがわかる。このような報告様式の
違いからも、「類族」の死亡が特別な扱いだったことがうかがえる。

庄屋が作成していた文書に「諸願留書」がある。これは、村組から提出され
た各種報告・願い等の写しをまとめたものである。このなかには、村組全体に
関するものや個別の村に関するものなど、さまざまな報告や願いが記載されて
いる。丹生原村組（大分市）の「宝暦六年　諸願留書」

21）
から原村に関するもの

だけを抜き出すと、38件の報告や願いが記載されていた。これらのなかには、
「宝暦六年　類族諸願日記帳」に記載されていた10件もすべて記載されていた。
また、「類族諸願日記帳」には各人の名前が記載されていなかったが、「諸願留
書」には庄屋と弁指・五人組及び宗門奉行の各人の名前が記されている。

これらの他に、庄屋は「類族男女生死出入写書覚」を作成している。丹生原
村組（大分市）の「宝暦六年　類族男女生死出入写書覚」

22）
から原村に関する事

項をみると、死亡5件、出生1件、養子1件、剃髪1件、行方不明1件、合計9件
が記載されている。「宝暦六年　類族諸願日記帳」の縁組以外の事項が記載さ
れていることになる。また、記載内容をみると、表題、提出日、差出や宛先が
記載されていない。これらのことから、「類族男女生死出入写書覚」は「類族」
の人数の増減に関する事項を集約して一覧できるようにしたものと考えられる。
「類族」である原村（大分市）兵助後家の宝暦6年3月18日付の死亡報告を例
に、「諸願留書」「類族諸願日記帳」「類族男女生死出入写書覚」の記載の違い
をみてみよう。

まず、「宝暦六年　諸願留書」
23）

から抜き出したものである。
　　　御書物之事
一�、丹生原村兵助後家六拾七歳ニ而、疹相煩、子ノ三月十八日病死仕候、

此者之祖父同村長助、切支丹宗門転本人同然之者ニ而御座候ニ付、庄屋・



� 豊後諸藩における類族制度の展開　　399

弁指・五人組合之者、旦那寺里村真宗光国寺住持立合、死骸相改少も不
審成儀無御座候ニ付、右之光国寺御取置土葬仕候、則住持手形相添差上
申候、為後日御書物如件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　丹生原村五人組合　伊左衛門
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　金右衛門
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　彦右衛門
　　　　宝暦六子年三月十八日　　　　　　同　　　　　　　□□□
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　□右衛門
　　　　　　　　　　　　　　　　　　同村弁指　　　　　　善九郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　権八
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　四郎兵衛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　幸右衛門
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同　　　　　　　平九郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　同村庄屋　　　　　　又左衛門
　　　　宇野仁右衛門様
　　　　河村儀大夫様
　　　　加納小兵衛様
　　　　　　　他領類族ニハ出不申候

記載内容をみると、内容も詳しく、庄屋・弁指・五人組及び宗門奉行全員の
名前が記載されており、提出した報告をそのまま写したものと考えられる。

つぎに、「宝暦六年　類族諸願日記帳」
24）

から抜き出したものである。
　　　御書物之事
一�、丹生原村兵助後家六拾七歳、子三月十八日病死仕候、此者之祖父同村

長助、切支丹宗門転本人同然之者ニ御座候、真宗光国寺御取置候
� 五人
　　　宝暦六子年三月十八日� 弁指
� 庄屋
　　　宗門御奉行様

内容は簡略化され、差出や宛名が「五人」「弁指」「庄屋」「宗門御奉行様」
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と略記されており、個人名は記載されていない。
つぎに、「宝暦六年　類族男女生死出入写書覚」

25）
から抜き出したものである。

一�、丹生原村兵助後家六拾七歳、疹相煩、子三月十八日ニ病死仕候、此者
之祖父同村長助、切支丹宗門転本人同然之者旦那寺里村真宗光国寺御取
置被成候、他領ニは出不申候

記載内容は、提出した内容の要点をまとめたものとなっている。「宝暦六年　
諸願留書」の記載で付記されていた「他領類族ニハ出不申候」も略して記され
ている。一方、「御書物之事」という表題や提出日、差出や宛名は記載されて
いない。

記載内容から考えると、庄屋は提出した文書をすべて「諸願留書」に写し、
その後、類族に関する提出物を抜き出して「類族諸願日記帳」や「類族男女生
死出入写書覚」に、それぞれの目的に応じた必要事項のみを記載したと考えら
れる。このように、庄屋は、基本台帳として「類族名寄帳」を作成して「類
族」を把握し、生死出入等の変動については報告するとともに、数種類の文書
に記録していた。
「類族」に関する変動について村組から届が出されると、臼杵藩宗門方は藩の
基礎台帳と照合し、加除修正をしていた。その段階で、不明な点は村組に問い
合わせて確認し、「類族名寄帳」等の修正を指示する場合もあった。

臼杵藩から村組への問い合わせや修正指示事項を、「寛政十二年類族之者御
吟味御書付写幷御答扣　丹生原村組」

26）
から抜き出してみよう。

一、幸右衛門事、出生之節九平と申達、九平ニ可改
一、彦五郎事、作右衛門子ニテ養子ニ参リ候哉
一�、孫治弟伝治事、踏絵帳ニ三拾壱歳ト有之、此度差出シ候帳ニハ三拾弐

歳ト有之、吟味之上可申達
一、吉平事、何方江参居候哉、居所可申達
一、佐七父文七、何年何月何日相果候哉

名前の確認や年齢、所在、死亡年月日等についての細かな問い合わせであり、
幕府への報告も意識してのことであろうが、臼杵藩宗門方が詳細な確認作業を
行っていたことがうかがえる。
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（3）佐伯藩における類族の統制

佐伯藩領は、かつて宣教師が居住し積極的な布教活動を展開した地域が含ま
れる岡藩領や臼杵藩領と異なり、居住していたキリシタンは少なかった。佐伯
藩が元和4年（1618）から文化12年（1815）までの「古切支丹」や「類族」等
の死亡者をまとめた「佐伯古切支丹類族死失覚」

27）
によると、表2のごとく、類

族の系統の発端となったのは4人であった。佐伯藩では、転宗を迫っても転宗
することなく「首獄門」や「火罪」、「牢死」した者を「古切支丹」、転宗した
者を「転切支丹」、「古切支丹」が捕らえられる前あるいは「転切支丹」が転宗
する前に生まれた者を「本人同然」と呼んでいる。「佐伯古切支丹類族死失覚」
には、「古切支丹」9人、「転切支丹」3人、「本人同然」6人、これらと「類族」
を合わせて212人の名前が記されている。「古切支丹」としては、寛永11年

（1634）に「首獄門」となった者1人、「火罪」となった者7人とともに、“豊後
崩れ”にともなって寛文9年（1669）に訴人され長崎送りとなり転宗すること
なく元禄2年（1689）に長崎で「牢死」した者1人が含まれている。また、「転

表2　佐伯藩における「本人」・「本人同然」
種　別 名　前 発端等との関係 処罰や転の年

発端 古切支丹 せん 寛文9年 長崎送り、牢死
本人同然 とく せん娘

発端 古切支丹 半関 寛永11年 首獄門
本人同然 源兵衛 半関倅

発端 転切支丹 清太夫 元和4年 転
転切支丹 （名不知） 清太夫妻 寛永11年 転
本人同然 与七郎 清太夫嫡男
本人同然 庄助 清太夫次男
古切支丹 九兵衛 清太夫三男 寛永11年 火罪
古切支丹 （名不知） 九兵衛妻 寛永11年 火罪
古切支丹 （名不知） 清太夫四女・権兵衛妻 寛永11年 火罪
古切支丹 権兵衛 清太夫婿 寛永11年 火罪
本人同然 とら 清太夫五女
古切支丹 与七郎 清太夫孫 寛永11年 火罪
古切支丹 （名不知） 与七郎妻 寛永11年 火罪
古切支丹 弥五郎 清太夫孫 寛永11年 火罪

発端 転切支丹 久六 寛永11年 転
本人同然 十左衛門 久六倅
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切支丹」が転んだ年は、元和4年に1人、寛永11年に2人であった。これらの
ことから、佐伯藩におけるキリシタン禁制政策は、元和4年頃から始まり、寛
永11年に大きな転機を迎えたといえる。この後、佐伯藩では、「転切支丹」や

「類族」の監視をしながらキリシタンがいない状況の維持に努めていたが、寛
文9年の「古切支丹　せん」の長崎送りをきっかけとして、寛文10年から宗門
改を開始している

28）
。毎年、2月に「いえ」ごとに檀那寺から旦那であるとの証

明をもらい、各村ごとに取りまとめて「宗門帳」を作成して藩の寺社奉行に提
出することから始まる。藩による確認作業の後、4月に廻村し各人の宗門・檀
那寺を確認するのである。ただし、絵踏は行っていない。

また、寛保2年（1742）の「五人組帳前書」をみると、「切支丹宗門御制禁」
を堅く守り、宗門改を毎年受け、「類族」の死亡・出産・縁組を届け出ること
が示されている。「五人組帳前書」は、毎年正月・5月・9月に村ごとに庄屋宅
に集まり、庄屋による読み聞かせも行われていた

29）
。

佐伯藩においても「類族帳」を作成し、幕府に提出した後、変更があるたび
に修正を報告していた

30）
。元禄8年には、前年に修正して提出した類族帳に誤り

があったと幕府に届け出ている。
一�、私領分之類族帳、去年認直差上候帳面之内、類族之壻ニ而候ものを本

人之壻与心得書出シ候、且又宗旨・旦那寺二・三ケ所書違申候、右之趣
直申度候間、当分御帳面御借可被下候、遠国故承違有之、無念之様可被
思召与迷惑仕候、以上

　　　四月廿九日� 毛利駿河守（高久）

2．類族制度の展開

（1）佐伯藩から幕府への問い合わせ

元禄６年（1693）、佐伯藩は、幕府から「本人同然」・「類族」に関する指示
を受けている

31）
。

一�、類族之もの神参又者湯治其外、不叶用事有之而断申もの有之者、五ケ

月或者七ケ月、又者壱ケ年程ニ遣し可被申候、其程ヲ過年越逗留申事者不
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罷成候、無拠子細有之而、年ヲ越申迄逗留之願申もの有之者、具ニ先方
ヲ承届、此方江可被申越候、御奉行衆江御断無之而者不罷成候間、兼而左
様可被相心得候

一、本人同前之ものハ他出曽而不罷成候、是又左様可被相心得候
一、類族之もの他所ニ住宅仕事者猶以不罷成候事

「類族」の神社参詣・湯治等は年を越してはならない、「本人同前」は他領へ
出てはならない、「類族」は他領で居住してはならない、という内容であった。

「類族」には生活上の制約が課されている。
元禄7年、佐伯藩は、「類族」に関して幕府宗門奉行の用人に問い合わせをし、

回答を得ている
32）

。
一�、類族をはつれ候もの共縁組之義、如何可仕哉と佐伯ゟ申来候、類族を

はつれ候得ハ、平人与縁組等之事何之構無之候間、互ニ心次第可申付
一�、類族之内他領江居所替、附嫁娶・変死・欠落、此分当時之御届ニ候、

欠落者立帰候茂同断
　右之外者二季之御届候、此内御両判・御無判之品有之候

「類族」を外れた者の縁組について、平人との縁組など何の問題もないので互
いの心次第、「類族」の他領への居所替・婚姻・変死・出奔はその時点での届、
その他は年2回の定められた時期の届とする、というものであった。

さらに、元禄13年、佐伯藩は、「類族」の婚姻の届に関して幕府宗門奉行の
用人に問い合わせ、回答を得ている

33）
。

一、類族与類族之婚儀者尤御断可申事
　　　　　　　　御届入申候事
一�、常之百姓之娘幷姉妹、類族之もの江嫁申候事、是者御断ニ及申間敷候哉

本人同前之娵ニ成候ヘハ御届入、其上新規ニ類族ニ成申候、無左候得者御
届入不申候

一、類族之もの娘幷姉妹、常之百姓ニ嫁申候事、是ハ御断可申之哉
　　　　　　　　居所替申候間、御届入申候

佐伯藩は、「類族」の婚姻に関する届について、細かく問い合わせている。
幕府への「類族」に関する届に抜かりがないように確認しようとしている佐伯
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藩の姿勢から、「類族」に関する届の在り方が定まっておらず、このようなや
り取りを積み重ねていた状況がうかがえる。

（2）類族の範囲の変更

宝永2年（1705）、佐伯藩が「本人同然」のとらの玄孫が生まれたことを幕府
に届けたことについて、幕府宗門奉行の用人から「本人同然」の玄孫は届ける
必要がないと連絡が来ている

34）
。ただ、臼杵藩が幕府に玄孫まで生死を届けてい

ることから、臼杵藩出身の「類族」については生死を臼杵藩に届け、幕府に届
けるかどうかは「臼杵宗門奉行之心次第」にするようにとしている。

一�、……本人同前前とら玄孫者清太夫ゟ六代目ニ而候得者、出生之御届ニ

不及候、兼而服部金右衛門伝授之類族系にも、本人同前ゟ女続之時者孫
ニ而相済、男続候而者曽孫女なれは、此女ニ而相済事ニ候、前とら玄孫者

最早出不申候故除キ申候
一�、臼杵類族生死之事者、玄孫迄宗門奉行衆可被相届候、公義御奉行衆江

書出候分ケハ臼杵宗門奉行之心次第ニいたし置候様ニ与、是又金右衛門
申之候

さらに、正徳2年（1712）、「本人同然」の玄孫の扱いについて、佐伯藩江戸
留守居から国元に、幕府宗門奉行の用人の意向が伝えられている

35）
。「本人同然」

の「類族」の生死・居所替・婚姻の幕府への届は曽孫までとし、玄孫以降は平
人と同じ扱いになる、という内容であった。また、臼杵藩出身の「類族」につ
いては、玄孫まで生死を臼杵藩に届け、幕府に届けるかどうかは「臼杵宗門奉
行之心次第」にするように、と指示されている。

　　　　転切支丹本人同前之玄孫之事
一�、男女共ニ本人同前之曽孫迄者生死幷居所替、婚儀共、公義御奉行衆江

御届入申候、玄孫ゟ生死之御届ニ及不申候、本人同前男系之ものハ曽孫
迄、本人同前女系之ものハ孫迄ニ而御届者事済候得共、前々ゟ女系之も
のも曽孫迄御届致来候而者今以曽孫迄御届いたし候

　�右之通本人同前男女共ニ玄孫者御届ニ及不申、爰許之本帳ニも書加不申
候間、可為平人同前、然共幾代過候而も其筋之ものに御座候間、一向之
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平人共被申間敷候
一�、臼杵出之類族玄孫生死之義者、前々之通臼杵江御届可有候、公義まで

御奉行 江
（ママ）

書出候分ケ者、臼杵之宗門奉行江心次第ニいたし置候様、先年
小幡上総介様御家来服部金右衛門申伝候、已上

　　辰十月十四日
このように「類族」の範囲が示され、この範囲を越えれば届の必要はないと

いうことであるが、一方で「幾代過候而も其筋之ものに御座候間、一向之平人
共被申間敷候」と、「平人」になるわけではないと但書がなされている。

佐伯藩江戸留守居は、正徳3年、幕府宗門奉行の用人に「本人同然」の玄孫
の扱いについて再度確認し、その結果を国元に連絡している

36）
。

一�、本人同前之子、男系ニ而も三代迄之内壱人女有之候得者孫切ニ而相済申
候

一、本人同前之子、男系者玄孫迄御届入申候
一�、本人同前之子、女ニ而候得者孫迄ニ而相済申候、勿論本人同前女ニ而候

得者是又孫迄ニ而相済申候
一、御届入不申候分者平人ニ而御座候

「類族」の男系は玄孫まで届が必要なことが確認されている。
享保3年（1718）、佐伯藩の江戸留守居に幕府宗門奉行から「類族」に関する

指示があった
37）

。
一、類族之者、只今迄追放ニ者不罷成候得共、追放申付候茂不苦候事
　　　但、追放以後両判ヲ以届入候事
一�、離別又者養子之 儀

（ママ）

絶ニ而類族をはなれ候者ハ、二季ニ両判之証文を以
可相届候、変死・病死・死罪・欠落・遁世等ハ無判之書付を以可相届候
事

「類族」の追放をできるようにするが「両判」による届を出すこと、離別・養
子義絶により「類族」を離れる場合は年2回の定められた時期に「両判之証文」
で届け、変死・病死・死罪・欠落・遁世等については「無判之書付」で届ける
こと、というような幕府への届け方の指示であった。

享保7年には、佐伯藩江戸留守居から国元に、幕府宗門奉行の用人の意向が
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伝えられている
38）

。
向後本人同前之曽孫女子ニ而候者、出生之御断書被差出候義者入不申候間、
其趣ニ可相心得之旨被申候、……尤本人同前之曽孫・玄孫男子は前々之通
御断書入申候、然者前々御断書出申候本人同前之曽孫女子之分者、帳面点
をつけ申候、婚儀・居所替等之御断茂入申間敷候

「本人同然」の曽孫が女性であれば届は必要ないと、「類族」の範囲に関する
指示であった。

享保8年には、佐伯藩は、つぎのような「類族」に関する報告を作成し、毛
利周防守（高慶）から幕府宗門奉行横田備中守・建部志摩守宛に提出している

39）
。

　豊後国海部郡日野浦百姓転切支丹清太夫一系
　本人同然庄助倅伝左衛門三男作十郎娘
一、かや　　　　　　　　　　　　　　　　　当卯　弐拾五歳
　　　此女、日野浦百姓同系甚太郎妻
　　……
右書面之通本人同然之曽孫ニ而、類族不出筈之処、先年ゟ心得違段々御断
申達候、自今以後替り候品々之御届仕間敷候条、前々相納置候帳面御除可
被下候、為御断如斯御座候、以上
　享保八癸卯年七月廿五日� 毛利周防守
　横田備中守殿
　建部志摩守殿

「本人同然」の曽孫は享保7年に届が必要ないと指示されていたのに、「類族」
の範囲を間違って届け出ていたので、幕府に提出している類族帳から彼女らを
除くように訂正してほしいとの趣旨である。そして、この段階で、「類族」の
範囲について確認している

40）
。

　　　類族男女一系差別之事
男　本人　　　子　　　　孫　　　　曽孫　　　　玄孫
　　本人同前　　男　　⎛男　　　　男　　　　　男
　　　　　　　　　　　⎝�此之処、女なれ者是迄ニ而曽孫ゟ類族離レ申候、

此女ニ男出生ニ而も其子ゟ類族離申候
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女　本人　　　子　　　孫
　　本人同前
　如此一之系ニ而候得者、男女之無差別、孫切ニ而類族離申候
右之通類族定法ニ而御座候、以上

佐伯藩では、享保8年に確認した「類族」の範囲を「定法」として、この後、
「類族」の確認作業を進めている。

臼杵藩においては、享保9年に女系「類族」の調査を行っている
41）

。浜町（臼

杵市）から提出された帳面をみると、「本人」・「本人同然」の孫は朱で「〇」、
曽孫は朱で「除」と記入しており、臼杵藩宗門方が確認した跡が残されている。
臼杵藩も、女系「類族」の場合、曽孫を「類族」から除くことを確認している。

岡藩においても、享保10年、類族の範囲を変更し、「切支丹類族離候者共之
覚」を村組に通達している。この通達により、軸丸組関係では、「本人」・「本
人同然」の曽孫・玄孫にあたる女性18人が類族離となっている

42）
。

切支丹之類今般御改ニテ類族離御帳面除候者帳� 軸丸組
　　切支丹類族離候者共之覚
大形組帳喜之助系転切支丹きた曽孫� 九右衛門娘
一、たね　　　存命
　　　……
右者、去辰七月　　公儀従切支丹御奉行所被仰出之儀、今般御改ニテ切支
丹類族ニ至曽孫玄孫之女御帳面被指除候様御差図、右名付之者共向後相変
之節不及付届候、併男子之儀ハ前々之通ニ候間、相変之砌可申出候、尤以
後男子出生之節ハ以前之通系方ニ相心得可申候、此外類族系方々之儀者先
年被仰出候通ニ相心得相違無之様相変之刻注進可申出者成
　享保十乙巳七月廿三日

このように、多くの藩でこの時期に「本人」・「本人同前」の曽孫・玄孫にあ
たる女性が「類族」を離れることが確認されたと考えられる。

（3）佐伯藩最後の類族とその後

文化14年（1817）、佐伯藩は、領内出身の「類族」与三郎の死去の届を幕府
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に提出している
43）

。
豊後国海部郡日野浦ニ罷在候、転切支丹庄助玄孫清六忰与三郎、当丑四月
九日、八拾五歳ニ而致病死、旦那寺同国同郡佐伯鉄砲町浄土真宗善教寺江

土葬ニ為取置申候、右之類族致病死候、尤此余類族之者無御座候、依之為
御届如斯御座候、以上
　文化十四丁丑七月� 毛利豊前守（高翰）　御両判
　水野主殿頭（忠通）殿
　村垣淡路守（定行）殿

与三郎は佐伯藩において最後の「類族」であったことから、佐伯藩は幕府に
「類族切証文」もあわせて提出している

44）
。

此度、類族死失御届申達候豊後国海部郡日野浦罷在候転切支丹庄助玄孫清
六忰与三郎、当丑四月九日、八拾五歳ニ而致病死候、右与三郎迄ニ而、拙
者領中幷家来至迄、類族之者壱人茂無御座候、仍類族切証文如件
　文化十四丁丑七月� 毛利豊前守　御両判
　水野主殿頭殿
　村垣淡路守殿

ただ、佐伯藩出身の「類族」はいなくなっても、領内には臼杵藩出身の「類
族」が居住していた。佐伯藩では、この後も、臼杵藩出身の「類族」の生死に
関する事項を臼杵藩に報告しなければならなかった

45）
。

臼杵類族之者者、当御領内九人未存命罷在候得共、臼杵類族生死之義者是
迄臼杵表ゟ御届ニ相成リ、此方様御構無御座候、尤御領内ニ罷在候右臼杵
類族生死之節者、其年之十二月ニ至リ臼杵宗門奉行共江私共御役ゟ書中を
以、為知申遣候例ニ御座候

（4）臼杵藩の類族の範囲

佐伯藩と幕府宗門奉行の用人とのやり取りにあったように、宝永2年（1705）・
正徳2年（1712）段階で、臼杵藩では男女にかかわりなく玄孫まで「類族」と
して幕府に届け、幕府も臼杵藩の「類族」の範囲を容認していた。

臼杵藩では、享保9年（1724）の幕府からの通達以後も女系「類族」の範囲
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が徹底しておらず、寛政12年（1800）に女系「類族」の確認をし、「類族」を
離れる者を村に通達している

46）
。

一�、くま子文治、義亮曽孫当リ之処、一代女授リ候ニ付、類族ニ出候ニ不
及事

一�、すて子、儀左衛門孫当リ之処、一代女授リ候ニ付、類族ニ出候ニ不及
事

このように臼杵藩において「類族」の範囲が広く、変更の指示が徹底しなか
った要因のひとつに、「服忌令」の「忌掛り」の範囲の違いが考えられる。臼
杵藩は、幕府の「服忌令」の「忌掛り」の範囲を越えた独自の「服忌令」を定
めていた。女系でも曽孫・玄孫まで「忌掛り」の範囲としていたのである。臼杵
藩が幕府の「服忌令」に沿ったものに改定したのは、慶応元年（1865）であった

47）
。

服忌令先年御極被仰付置候処、此節取調子被仰付、以来此書付之通被仰出
候、此段侍中幷小侍え各方より相通、支配有之面々は支配中へも相達候様、
可有通達候事
　　　書付　……
服忌之内　……
一、女方之曽孫・玄孫　……
右七ケ条、一日之遠慮申達来候処、公義御定之通、以来遠慮申達不及

むすびにかえて

以上、岡藩・臼杵藩・佐伯藩における「類族」制度の展開について検討して
きた。

各藩ともに領内に表面上キリシタンがいない状況を創出した後のキリシタン
対策は、「類族」の管理と死失・出生等の報告に重点が移されていった。「類
族」の管理は、幕府・藩・村組が基本台帳として同じ「類族帳」を持ち、変更
の報告を着実に行い、同じように加除修正がなされることで成り立っていた。

かつて宣教師が居住し積極的な布教活動を展開した地域が含まれる岡藩や臼
杵藩と、居住していたキリシタンが少なかった佐伯藩では、「類族」の人数に
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大きな差があり事務量にも差があったであろうが、報告のあり方を細かく幕府
宗門奉行の用人に問い合わせていた佐伯藩の姿勢をみると、各藩とも同じよう
に「類族」に関する報告に気を配らなければならなかった状況がうかがえた。
また、「服忌令」の「忌掛り」の範囲に基づき「類族」の範囲が設定されたこ
とにより、臼杵藩は他藩より「忌掛り」の範囲が広かったため「類族」の範囲
が他藩より広く、幕府もこれを容認しており、「類族」の範囲変更後も臼杵藩
では混乱している状況がみられた。

このような「類族」の管理によるキリシタン対策は、「類族」がすべて死亡
しても終わらなかった。佐伯藩では、最後の「類族」が死亡したことにより、
幕府に毎年8月に提出していた「御届書」、正月に提出していた「存命死失帳」
を提出する必要はなくなった。しかし、この後は、毎年10月に領内にキリシ
タンが存在しないという証文を提出することになっている

48）
。

一�、切支丹宗門従前々無懈怠今以相［　　　］先年被　仰出候御法度書之
趣弥相守、御預所□私領中在々所々ニ至迄遂穿鑿、家中之者下々迄是又
致僉議候処、不審成者無御座候事

一�、御預所幷私領中在々所々、家中之者下々之ものニ至迄、若此以後不審
成者於有之者早々可申達候事

　文化十四丁丑十月� 毛利豊前守　御両判
　水野主殿頭殿
　村垣淡路守殿

そのため、佐伯藩では最後の「類族」が死亡した後も宗門改が継続されてい
る。また、「類族」以外の養子縁組等の手続きには、「類族」でない証明が必要
であった

49）
。

　　　　　　　覚
佐伯領入津　楠本村半蔵子
一、無類族　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　常吉
　　　�右之者、此度私養子ニ貰申度内談仕候処、双方共何茂差支之儀茂無

御座候間、貰受申度、此段奉願候、尤先元役人証文幷寺手形相済指
上申候、以上
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　安政六未年十一月十五日� 御手大工　河野栄次郎㊞
　　　（岡御領御棟梁）丹幸次郎殿

このような「類族」でないことを証明するうえでも、宗門改が「類族」に限
らず民衆把握の意味をもっていたといえる。

絵踏をともなう宗門改を実施していた岡藩・臼杵藩では、安政年間（1854～

60）に絵踏は廃止されたが、戸籍調査的なものとして廃藩置県直前の明治4年
（1871）まで宗門改が継続されている。絵踏をともなわなかった佐伯藩におい
ても、宗門改は明治4年まで実施されている。
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臼杵藩のキリシタン禁制と寺院

� 櫻井成昭

はじめに

バチカン図書館所蔵のマリオ・マレガ神父収集資料（以下、マレガ資料と略

記）は、豊後国臼杵藩宗門方文書を中核とする。宗門方文書は、臼杵藩による
キリシタン禁制の歴史とともに、臼杵藩の組織や臼杵藩領であった地域の歴史
を知ることができる貴重な資料群である。

さて、近世仏教および寺院の制度的特徴である寺檀制は、キリシタン禁制と
関わって整備された

1）
。慶長18年（1613）の幕府によるキリスト教禁教は、そう

した近世寺檀制創出の大きな要因であるが、キリスト教からの転宗者と寺院は
どのような過程を経て、寺檀関係を結ぶに至ったのだろうか。本稿は、その過
程等を具体的に検討し、寺檀制成立に関する一つのモノグラフを提示すること
を目的とする。以下では、現在の大分市東部の丹生地区を主な対象地区とする
が、それはつぎの3点の理由に拠る。

1点目として、丹生地区は二十六聖人記念館（長崎市）所蔵の「キリシタン
遺物」が出土した地区であり、万治3年（1660）に始まる「豊後崩れ」では、

「大かた不残類門之由」（「正6」・A2.2.8.1）
2）

とされ、多くの者が捕縛された久土
村が所在することが挙げられる。17世紀後半、丹生地区はキリシタンの拠点
とされた地であった。

2点目は、丹生地区に位置する原村（丹生原村）の庄屋であり、丹生原組（原

村と久土村）の大庄屋をつとめた池見家には、多くの近世・近代の古文書（池

見家文書）があり、そこにはキリシタン禁制等に関わる古文書が含まれる点で
ある。マレガ資料と臼杵藩領であった地域に伝来した古文書をあわせみること
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で、より多角的な情報を得ることができる
3）
。

そして、3点目として、丹生地区には、いわゆる宗門改を履行できる独立し
た寺院が所在しないことである。そうした地域で、転宗者や類族はどういった
寺院の檀那となったのか。このことは、近世寺院と地域社会との関係について
もつながる素材と考える。

1．丹生地区の概要

（1）丹生地区概史

最初に、本稿の主な舞台となる丹生地区の概要を記すことからはじめたい。
丹生地区は、現在の大分県大分市東部に位置する。同地区は、阿蘇山を水源

の一つとする大野川の東側にあり、大野川と河岸段丘を隔てた丹生川流域に広
がる。同地区は、古代の豊後国海部郡に設定された丹生郷に属し、中世には丹
生荘とされた地域である。現代の行政区画でいえば、大分県大分市大字佐野・
久土・一木・丹生・丹川・宮河内・広内で構成される。

文禄2年（1593）および慶長2年（1597）の丹生地区の検地帳類（渡辺文庫、

大分県立先哲史料館蔵）の表紙には、「豊後国海部郡丹生庄御検地帳」の表題と
ともに「久所村与」の記載があり、各村名が記される。「久所村与」には、原・
久土・一木・誓願寺・岡・古政所・久所・宮河内・広内の各村が確認でき、16
世紀末丹生荘に属した村々は「久所村与」と把握されたことが知られる。この
うち、宮河内と広内を除く各村は丹生神社を氏子とし、明治22年（1889）に丹
生村とされた領域である。宮河内村と広内村は丹生神社と鎮守が別であり、こ
のことより両村が丹生荘に属した他村と開発主体あるいは開発時期が異なるこ
とが想定される

4）
。本稿で、丹生地区とよぶときは、丹生神社を氏子とする一帯

を指す。
近世の丹生地区の村々は丹生原組（原村・久土村）、一木組（一木村・里村）、

岡組（上久所村・誓願寺村・岡村）、久所組（下久所村）と、4つの村組に分かれ
た

5）
。このうち、下久所村については、16世紀末の検地帳に記された地と現在

の小字名等との比定から、かつては「古政所村」とよばれていたことがわかる
6）
。
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また、里村は丹生神社の氏子ではない
が、一木村と隣接すること、後述する
ように、里村にある寺院が丹生地区の
檀那寺であることなどから、一木村と
同一の村組を構成したとみられる。

なお、原村は近世の諸史料で丹生原
村とも記されるため、以下では丹生原
村の呼称で統一する。現在、丹生原村
一帯は、大分市大字佐野とよばれるが、
これは昭和38年（1963）に丹生地区が
大分市へ編入されたとき、大野川左岸
に大字原が所在し、混乱を避けるため
に、集落名の佐野を大字名に変更したことによる。

（2）丹生地区と専想寺

現在、丹生地区でもっとも多くの檀家を有する寺院は専想寺（浄土真宗本願

図1　�大野川下流域概要図（昭和2年版
地形図を基に作成）

表1　丹生地区の行政単位の変遷（概要）

※本表は、現在から遡及する形で、行政区画の変遷を示したものである。
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寺派、大分市大字森町）である。このほかに、丹生地区に檀家がある主な寺院
は以下のとおりである。これらの寺院は、いずれも丹生地区以外にあり、こう
した状況は、同地区の寺院と檀家の関係についての大きな特徴である。なお、
各寺院の創建年代は、明治5年（1872）の「本末一派寺院明細牒」（大分県公文

書館蔵）に基づいている。
光国寺（浄土真宗本願寺派、大分市大字里）　　明応年間（1492～1501）

妙蓮寺（浄土真宗本願寺派、大分市大字里）　　元亀年間（1570～73）

當陽寺（臨済宗妙心寺派、大分市大字市尾）　　正徳元年（1711）

龍泉寺（浄土宗鎮西派、大分市大字毛井）　　　慶長13年（1608）

専想寺は、大野川左岸に所在する浄土真宗本願寺派の寺院である。明治5年
「本末一派寺院明細牒」によれば、文明8年（1476）に天然が開いたと記される。
同寺は、豊後国ひいては東九州における浄土真宗の拠点寺院であり、近世は浄
土真宗本願寺派の豊後国触頭をつとめた寺院である

7）
。

専想寺の檀家は、所在地の大分市大字森町をはじめ、大野川流域を中心に広
汎に分布する。表2は、丹生地区および大分市大字宮河内・広内にける専想寺
の檀家分布地を一覧にしたものである。

専想寺前住職の大内秀麿師によれば、広内地区は全域が檀家であり、丹生地
区には檀家が多いが、旧久土村には現在ほとんど檀家がないという。池見家が
大庄屋をつとめた丹生原組では、丹生原村と久土村で檀那寺の在り方が異なっ
ているのである。現在の寺院の檀家分布が歴史的に形成されたものであること
をふまえると、こうした檀家分布の成立過程は注目される。

専想寺にとって、丹生地区は重要な地区の一つであったという。親鸞の忌日
に行われる「報恩講」では本堂を荘厳する花を供する地区が決まっていた。そ
れらは、「お花講」とよばれ、佐野（丹生原）の畑と小池原の丸田、二目川の
３つであった。あるいは、丹生地区の延命寺と佐野（丹生原）には専想寺の

「仏飯田」があったという
8）
。

丹生地区とともに「お花講」を担った小池原や二目川は、ほかに「報恩講」
の実施を司る役割を持ち、住職が任命する「講司」を出す地区であった。万治
3年（1660）から寛文4年（1664）までに長崎へ召喚されたキリシタンを書き上
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げた記録である「長崎へ度々被召寄候切支丹類
門人数之覚」（「続１」・Ａ1.9.1.1.1）には、丹生
地区の村々とともに、小池原・二目川が記され
ている。こうした地区が、専想寺の行事をはじ
め運営にとって重要な地区であることは、17
世紀後半以後の専想寺と地域社会の関わりを知
る上で興味深い。

それでは、つぎに近世の丹生地区と寺院の関
係について検討していきたい。

2．近世の丹生地区と寺院

（1）丹生地区とキリシタン

「長崎へ度々被召寄候切支丹類門人数之覚」に
よれば、万治3年（1660）から寛文4年（1664）

までに長崎へ召喚された249名のキリシタンの
うち、丹生地区の久土村の者がもっとも多く、
計91人の名前が記されている。年ごとに人数
を示すと以下のとおりである。

万治3年　22名（うち1名は江戸へ）　　　　 寛文元年　14名
寛文2年　25名　　　　　　　　　　　　　寛文3年　24名
寛文4年　 6名

また、久土村では寛文8年（1668）にも長熊による訴えで、9名が捕縛され
ている。元禄元年（1688）～2年頃の作成とされる「久土村真本人子本人死亡
分類族帳」（「続89」・Ａ1.17.1.1.1.1）には、212名が記され、「真本人」は154名、

「子本人」は58名を数える。
キリシタンが多かった地域では、教化のために寺院が建立された地域がある。

たとえば、臼杵市野津町黍野の了仁寺（浄土真宗本願寺派）は、寛永12年（1635）

に仏教流布のために創建されたという
9）
。あるいは、大分市大字高田の能仁寺

表2　専想寺の檀家分布

地区名 集落名

岡
上
野地
中下

誓願寺

久所

上久所
下久所
野間
延命寺
見徳庵
栗熊

佐野（丹生原）

上佐野
中佐野
下佐野
仲村
久保
馬場
畑

一木 炭床

宮河内
新田
浄土寺
金谷

広　内
※�地区名は、専想寺の名称に基づく。
※�集落名は、専想寺檀家が所在する

集落のみを記した。
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（曹洞宗）は、『豊後国志』（享和4年〈1804〉完成）によれば、豊後国には「天
主教之余波」があり、「未信邪教者」がいるために創建されたと記されている

10）
。

この能仁寺は、「本末一派寺院明細牒」よれば、寛文5年（1665）の創建といい、
このほか大分市大字葛木には来迎寺（大分市、西山浄土宗）の慈空が寛文7年に
法弘寺を創建している。

しかし、上述したとおり、丹生地区には近世の宗門改などを履行できる独立
した寺院が所在しない。ただ、文禄2年（1593）の検地帳「豊後国海部郡丹生
庄御検地帳　久所村」（大分県立先哲史料館蔵）には「大恵寺」や「妙秋庵」な
どの名があり、地名にも誓願寺や延命寺などがみられる。このうち、「大恵寺」
は『豊後国志』に「大慧寺」とあり、同書によると、嘉慶元年（1387）に大友
親著が府内に創建し、明応2年（1493）に久所へ移した寺院である。その後、
16世紀末の島津氏との合戦により、廃寺になった

11）
。このように、丹生地区は、

16世紀まで寺院は所在したが、それらは近世寺院として存続しなかった地区
であった。キリシタン禁制のなかで、転宗者は他地区の寺院と関係を結ぶこと
になったのである。

（2）転宗者と檀那寺

ところで、転宗者や類族は、どのような寺院を檀那寺としたのだろうか。
試みに、マレガ資料のうち、一つのまとまりを抽出し、転宗者や類族の遺骸

改証文としての「御書物之事」
12）

を作成している寺院、すなわち転宗者らの檀那
寺を一覧にし、どのような傾向があるのかなどをみることにしよう。

ここでは、A13のまとまりを取り上げた。A13は、臼杵藩宗門方の史料をは
じめ、マレガが収集した『武鑑』などの記録類や成田山の護符など、同氏の日
本研究の一端を伝える資料群である

13）
。A13のうち、寺院を差出とする「御書物

之事」は164点ある。表3は、「御書物之事」を寺院ごとにまとめたものである。
これをみると、寺院数は31か寺で、宗派別にみると、浄土真宗寺院が13（浄

土真宗本願寺派10、真宗大谷派3）、臨済宗寺院が9（いずれも妙心寺派）、浄土宗
寺院が5（浄土宗鎮西派4、西山浄土宗1）、日蓮宗寺院および真言宗寺院が各1、
不明が2である。
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また、檀家人数でみると、浄
土真宗寺院が103名、浄土宗寺
院が29名、臨済宗寺院が24名、
日蓮宗寺院が5名、真言宗寺院
が1名、不明が2名である。単
年の統計ではないものの、寺院
数・檀家人数とも、浄土真宗寺
院が占める割合は大きく、人数
の面でみると、全体の6割を占
めている。

転宗者や類族の「檀那寺」と
して浄土真宗寺院が多いという
傾向は、元和8年（1622）の「豊
前国下毛郡伴天連門徒改帳」

（松井家文書、熊本大学附属図書

館蔵）で示された豊前国下毛郡
（大分県中津市）などでも確認で
きる

14）
。

（3）�近世丹生地区の転宗者・類族

と檀那寺

さて、以下では「御書物之
事」をもとに、17世紀後半の
丹生地区と寺院についてみてい
くことにしたい。

前に紹介した、マレガ資料のうちのA13をみると、もっとも古い年代の史
料は貞享5年（1688）のもので、その一つに丹生原村から提出された「御書物
之事」（A13.5.4.14.1）がある。

表3　A13の「御書物之事」にみる寺院

寺院名 所在地 宗　派 人　数
専想寺 森町村 浄土真宗本願寺派 27
善法寺 臼杵町 真宗大谷派 16
了仁寺 黍野村 浄土真宗本願寺派 15
龍泉寺 毛井村 浄土宗鎮西派 12
妙蓮寺 里村 浄土真宗本願寺派 9
普現寺 野口村 臨済宗妙心寺派 9
尊形寺 八里合村 浄土真宗本願寺派 9
善正寺 臼杵町 浄土真宗本願寺派 8
専念寺 中戸次村 浄土宗鎮西派 8
大橋寺 福良村 西山浄土宗 7
安養寺 市浜村 浄土真宗本願寺派 5
法音寺 臼杵町 日蓮宗 5
解脱闇寺 下深江村 臨済宗妙心寺派 4
願行寺 中戸次村 臨済宗妙心寺派 4
妙正寺 中戸次村 真宗大谷派 4
光国寺 里村 浄土真宗本願寺派 3
正光寺 八里合村 浄土真宗本願寺派 3
丈六寺 秋葉村 臨済宗妙心寺派 2
光蓮寺 福良村 浄土真宗本願寺派 2
月桂寺 臼杵町 臨済宗妙心寺派 1
慈眼寺 吉小野村 臨済宗妙心寺派 1
浄蓮寺 内田村 浄土宗鎮西派 1
当陽寺 市尾村 臨済宗妙心寺派 1
法蓮寺 海添村 真宗大谷派 1
長林寺 辻村 臨済宗妙心寺派 1
蓮城寺 内山村 真言宗 1
正龍寺 市場村 浄土真宗本願寺派 1
了円寺 宮尾村 不明 1
法雲寺 横尾村 臨済宗妙心寺派 1
長福寺 横尾村 不明（禅宗） 1
龍原寺 臼杵町 浄土宗鎮西派 1

※�所在地名は、明治23年の「寺院明細牒」をもとに作成。
宗派不明の寺院は、上記の記録で確認できない寺院。・
不明寺院の所在地名は、史料記載のものを記した。
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史料1
端裏書「　　　　　　　　　　　　　　本人ハ父同村伝左衛門古転
　　　　�丹生原村主左衛門女房五十六歳貞享五年九月廿三日痰ヲ煩死専想

寺取置」
　　　　　　　　　　　　御書物之事
一�、丹生原村九兵衛男子主左衛門女房五拾六歳痰症ニ而辰ノ九月廿二日ニ

病死仕候、浄土真宗専想寺御取置、則庄屋・弁指・五人組合之者寄合、
死骸見届ケ少も不審成儀無御座候、此もの之儀切支丹ころひニ而ハ無御
座候得とも、父同村伝左衛門古転ニ而御座候故、別テ念を入吟味仕、庄
や・弁指・五人組書物、尤頼寺之住持手形を相添指上ケ申候、為後日御
書物仍而如件

　　貞享五年　　　　　　　　　　　　　丹生原村庄や　久三郎（印）

　　　辰九月廿三日　　　　　　　　　　同村弁指　　　与八郎（印）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同断　　　　　杢左衛門（印）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同断　　　　　加左衛門（印）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同断　　　　　四郎兵衛（印）

　　　石田弟右衛門様　　　　　　　　　同断　　　　　仁兵衛（印）

　　　岩手六左衛門様　　　　　　　　　同村五人組　　市之丞（印）

　　　矢野兵左衛門様　　　　　　　　　同断　　　　　九兵衛（印）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同断　　　　　吉左衛門（印）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同断　　　　　長藏（印）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同断　　　　　勘内（印）

池見家文書には、「願書」あるいは「諸願跡書」などの表題を持つ留帳類が、
天和3年（1683）から、いくつかの年を除いて幕末まで残るが、史料1は、貞
享5年（1688）の「諸願跡書」（池見家文書166）にも記載されている。

転宗したキリシタンの子孫は「類族」として把握されたが、この「類族」に
関する規定は、貞享4年に出された、いわゆる「貞享令」を起点とする。史料
2は、臼杵藩に伝わった「貞享令」の写（臼杵市蔵）である。
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史料2
　　　　　　　　　　覚
一�、前々切支丹宗門之由にて本人有之におゐては、何年以前何方にて僉議

有之所、何年以前ころひ候邪宗門之者にて候得共、切支丹を依訴人仕候、
其科被成御免、在所江帰罷在候哉、其わけ委細書付可被申付事

一�、右ころひ候前々切支丹之者有之、唯今迄も預被差置候哉、又は何にて
も面々職を仕罷在候哉、其わけ一人宛別に委細書付可被申付事

一�、最前切支丹にてころひ不申以前之子は、男女ともに本人同前之儀に候
間、本人之内江書入可申候、但ころひ候以後之子共は男女ともに類族之
内江書付可被申事

一�、前々切支丹ころひ候以後檀那寺可有之候、何宗旨に成候而常々寺江参
詣仕候哉、其寺江付届常躰に仕候哉、数珠等をも持、父母の忌日に寺江

もまいり、又ハ持仏なとをもかまへ、香花をも備へ候哉、其趣檀那寺慥
遂僉議、又ハ下人等を召仕候者有之候ハヽ、其下々迄入念可被致穿鑿候
事

一�、切支丹之儀は不及申、宗旨疑敷もの有之は、御領は御代官、私領は其
地頭江可訴之、勿論切支丹奉行江早々可申出之、品により急度御褒美可
被下之、尤同類たりといふとも其科をゆるし、あたをなささるやうに可
被仰付候、若隠置、後日に於顕は、可為曲事事

一�、類族のもの忌掛り候親類幷聟舅吟味有之而、書付可被申候、此外は不
及書付候、尤諸親類等迄他国江差放遣之儀、堅無用たるへく候、但参候
ハて不叶わけ於有之者、切支丹子孫のわけ参候所江申届候、御領は御代
官、私領は其地頭江可相達候、何年過候共、其わけ切支丹奉行江も申達、
帳面をも書直候様に可仕事

一�、前々切支丹宗門之者果候は、死骸は塩詰に仕差置、きりしたん奉行差
図次第に可仕事

一�、類族之者果候は、死骸等を吟味別条無之におゐてハ檀那寺にて取置、
其趣を帳面に記し、毎年七月・十二月両度に切支丹奉行江差出、帳面除
かせ可被申事
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右之趣、早速相改帳面に注之、切支丹奉行江可被差出候、帳之奥書等之儀
は奉行中より可相達候、前々より切支丹宗門之者無之方江も為心得不残相
触候間、可被得其意候、以上
　　卯六月　日

池見家文書には貞享4年以前からの記録が残り、こうした「類族」概念成立
以前の様子をうかがい知ることができる。貞享元年の「諸願留書」（池見家文

書165）には、つぎのような「御書物之事」が書きとめられている。
史料3

　　　　　　御書物之事
一�、丹生原村庄屋平左衛門七拾壱歳ニ而子ノ五月六日ニ病死仕候、浄土真

宗専想寺御取置、則弁指・五人組合之者寄合、死骸見届ケ少も不審成儀
無御座候、右之平左衛門切志旦ころひニ而ハ無御座候得共、男子三左衛
門・左伝長崎戻リニ而御座候ニ付、別而念を入吟味仕所之弁指・五人組
幷ニ岡村之庄屋加判仕候、尤頼寺之住持手形相添指上ケ申候、為後日御
書物仍而如件

　　貞享元年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　七右衛門
　　　子ノ五月七日　　　　　　　　　　　　　　　　　杢左衛門
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四郎兵衛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　仁兵衛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加左衛門
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　又兵衛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　勘左衛門
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久三郎
　　　　石田弟右衛門殿　　　　　　　　　　　　　　　伊兵衛
　　　　岩手六左衛門殿　　　　　　　　　　　　　　　五兵衛
　　　　矢野兵左衛門殿　　　　　　　　　　　　　　　伝十郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弥二右衛門

史料3は、丹生原組大庄屋の池見平左衛門は「切志旦ころひニ而ハ無御座候
得共、男子三左衛門・左伝長崎戻リニ而御座候ニ付」、つまり子どもがキリシタ
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ンであったことを理由に遺体を検分されたのである。史料2で「類族のもの忌
掛り候親類幷聟舅吟味有之而、書付可被申候」と明記されるように、忌掛りの
範囲を「類族」の対象とした。史料3は、そうした規範が天和3年（1683）に
は存在していたことを示している。なお、庄屋など地域の支配層がキリスト教
徒であった事例として、豊前国下毛郡福島村の惣庄屋半右衛門

15）
や大野川流域の

森村（大分市大字森）の庄屋（正保3年「森村組貴理志旦御改五人組之御帳」「続

144」・A1.3.10.1）が挙げられる。
さて、マレガ資料や池見家文書の「願書」や「諸願跡書」に書きとめられた、

丹生原組の丹生原村と久土村に関する「御書物之事」をもとに、丹生原組の檀
那寺の構成についてみていきたい。

表4は、丹生原組の檀那寺を一覧にしたものである。表中のA欄は、池見家

表4　丹生原組の檀那寺の構成

寺院名 所在地 A B

丹生原村

専想寺（浄土真宗本願寺派） 大分市大字森町 47 145
妙蓮寺（浄土真宗本願寺派） 大分市大字里 4 11
当陽寺（臨済宗妙心寺派） 大分市大字市尾 4 11
光国寺（浄土真宗本願寺派） 大分市大字里 4 5
龍泉寺（浄土宗鎮西派） 大分市大字毛井 － 3
専念寺（浄土宗鎮西派） 大分市大字中戸次 2 1
光蓮寺（浄土真宗本願寺派） 臼杵市福良 1 －
法蓮寺（真宗大谷派） 臼杵市海添 1 －
了仁寺（浄土真宗本願寺派） 臼杵市野津町 1 －
不明 － 11 －

久土村

光国寺（浄土真宗本願寺派） 大分市大字里 22 58
専想寺（浄土真宗本願寺派） 大分市大字森町 13 1
妙蓮寺（浄土真宗本願寺派） 大分市大字里 9 10
当陽寺（臨済宗妙心寺派） 大分市大字市尾 4 26
龍原寺（浄土宗鎮西派） 臼杵市福良 2 －
龍泉寺（浄土宗鎮西派） 大分市大字毛井 2 －
善法寺（真宗大谷派） 臼杵市二王座 1 －
専念寺（浄土宗鎮西派） 大分市大字中戸次 1 14
光明寺（真宗） 不明 1 －
了仁寺（浄土真宗本願寺派） 臼杵市野津町 1
妙正寺（真宗大谷派） 大分市大字中戸次 － 4
願行寺（臨済宗妙心寺派） 大分市大字中戸次 － 9
不明 － 3 －
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文書の「願書」などに書写された「御書物之事」のうち、試みに天和3年～元
禄8年（1695）の檀家の人数を抽出したものである（元禄5年は記録がないため

除く）。
この期間、「御書物之事」は136件が確認できる。これを村別でみると、丹

生原村は75名、久土村は59名、村名不明2名であった。一方、B欄は、弘化3
年（1846）の「宗門御改ニ付毎月仕上五人組御書物」（A5.1.5.7.1）

16）
に記載された

丹生原村176名と久土村122名の計298名の「檀那寺」の内訳である。
全般的な傾向としてみると、専想寺の檀家が丹生原村では多く、久土村は少

ないこと、両村とも複数の寺院の檀那で構成されるが、久土村ではより寺院数
が多いことがわかる。また、宗派でみると、専想寺をはじめとする浄土真宗寺
院が卓越していることが指摘できる。

A欄をみると、まず丹生原組に了仁寺（臼杵市野津町）の檀家がいることは
興味深い。前述したように、了仁寺はキリシタン禁制のなかで創建された寺院
であり、同寺の檀家がいることは、丹生地区と現在の臼杵市野津町との間で縁
組があったことをうかがわせる。こうしたキリシタンが多く居住した地域同士
がつながる要因として、一つに信徒共同体のような存在があったことが想定で
きる。また、久土村には臼杵城下にあった龍原寺や善法寺の檀家がいたことも
留意される。このように、近世の丹生地区は、臼杵城下をはじめ臼杵藩領内で
の「人のつながり」があったことを知ることができる。

一方、B欄の19世紀半ばの状況は、久土村に専想寺の檀家がほとんどおらず、
これは現状と類似している。また、専念寺や妙正寺など、大野川中流域の現在
の大分市中戸次（臼杵藩領）の寺院の檀家が多くなっている。あるいは、臼杵
城下や遠隔地の「檀那寺」がなくなっていることをふまえると、これも17世
紀後半以後に檀那寺の集約や再編というべき状況があったのかもしれない。

表4に示された檀那寺の構成の傾向、あるいはマレガ資料や池見家文書によ
れば、時代によって変化しつつも、現代の丹生地区における専想寺の檀家分布
が17世紀後半まで遡及しうることを示唆している。
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3．転宗者・類族と近世寺院

（1）「御書物之事」と頼寺

遺骸改証文としての「御書物之事」の書式は、村によって異なった。たとえ
ば、【史料1】と同じ年（貞享5年）に作成された広原村（臼杵市野津町）の「御
書物之事」（A13.5.4.8.1）は、以下のとおりである。

史料4
端裏書「　　　　　　　　　　　　　　本人ハ祖父広原左兵衛古転
　　　　�のつ広原村武左衛門娘あか七歳貞享五年九月十五日風湿煩死了仁

寺取置」
　　　　　　　　　　　御書物之事
　古転本人　　　　　　　　　　　　　　　　広原村武左衛門娘
一、野津広原村左兵衛孫　　　　　　　　　　　　　あかい

（ママ）

　辰ニ七歳
　�右之あかい

（ママ）

風しつ相煩、辰ノ九月十五日ニ病死仕候ニ付、庄屋・弁指・
五人組合之者共出合、死骸を慥ニ見届ケ少も不審成儀無御座候間、真宗
了仁寺御取置被成候、則住持之手形を取、此御書物ニ相添差上ケ申候、
為後日御書物仍而如件

　貞享五年　　　　　　　　　　広原村弁指　　　　与助（印）

　　辰ノ九月十六日　　　　　　同村弁指但シ組合　武左衛門（印）

　　　　　　　　　　　　　　　同村五人与　　　　藤兵衛（印）

　　石田弟右衛門殿　　　　　　同村五人与　　　　助次郎（印）

　　岩手六左衛門殿　　　　　　同村五人与　　　　仁左衛門（印）

　　矢野兵左衛門殿　　　　　　同村庄屋　　　　　源左衛門（印）

あるいは、元禄14年（1701）の丹生原村と隣接する久所村の「御書物之事」
をみてみたい。まず、丹生原村のものを紹介する（本文のみ）。

史料5　A13.4.4.1
　　　　　　　　　　　　御書物之事
一�、丹生原村半十郎子半七壱歳ニ而元禄拾四年巳十月十九日虫相煩病死仕
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候、真宗専想寺御取置土葬仕候、此者之曽祖母丹生原村与兵衛女房本人
同然ニ而御座候ニ付、庄屋・弁指・五人組合之者寄合、死骸見届ケ少も
不審成儀無御座候故、頼寺之住持手形相添指上ヶ申候、為後日御書物仍
而如件

つぎに、久所村の「御書物之事」を掲げたい。
史料6　A13.4.7.2

　　　　　　　　　　　御書物之事
一�、久所村宇之助当巳ニ四拾六歳、元禄十四年巳ノ十月十五日ニ病死煩疝

気、此者祖父誓願寺村又右衛門女房下人平蔵本人ニ付、庄屋・弁指・五
人組合之者出合、死骸相改別条無御座候ニ付、旦那寺森町村真宗専想寺
土葬ニ御取置被成候、則住持手形、庄屋・弁指・五人組合之者御書物仕
指上申候、為後日如件

上の2つの書式は類似するが、亡くなった人物・死因・檀那寺・遺骸確認の
立合など、記載された情報の順序が異なる。また、同じ丹生原村でも史料1と
史料5では違いがあり、17世紀後半の「御書物之事」の書式は定型化されてい
ないことがうかがえる。

さて、一連の「御書物之事」で留意したいことは、史料1・史料3・史料5の
丹生原村の「御書物之事」にある文言である。それは、本文の終わりに記され
る「頼寺之住持手形」という言葉である。この言葉は、史料4・史料6の他村
の史料ではみられず、管見の限りでは宝永2年（1705）の「願跡書」（池見家文

書182）所収の正月21日付の「御書物之事」まで確認でき、それ以後は、「住
持手形」や「住持之証文」という文言になる。「頼寺之住持手形」という言葉
は、17世紀後半の史料のみにみられる言葉なのである。
「頼寺」という言葉は、時代が異なるものの、20世紀代まで浄土真宗寺院の
住持が亡くなったときに、葬儀を依頼する別の寺院（寺院間の関係などにより決

まっていたという）を指す言葉である
17）

。すると、「御書物之事」にある「頼寺」
は、葬儀・回向を依頼する寺院という意味がまず確認できるだろう。さらには、
キリシタンが転宗したさいに受け入れを求めたことも意味することを示唆する。
そのなかで、正保3年（1646）の「ころひきりしたん宗門重而御改ニ付御請状
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之事」（「正24」・A2.3.1.1）は注目すべき史料である（史料7）。
史料7

一�、私、まへかときりしたんニ而御座候へ共、慶長拾九年にころひ申候、
妙正寺を頼申、浄土真宗ニ罷成、其後心中少もきりしたんニ立帰申事無
御座候、其上寛永拾壱年之御改に、御奉行石丸権兵衛殿御前にて、きり
したんの絵形をふミ申候、右之通仕候上ハ、我々きりしたんと申訴人御
座有間敷候、此上にても御不審ニ被思召候ハヽ、何ものニよらすそくた
くをも被仰付、御穿鑿可被成候、毛頭きりしたんにて無御座候御事

一�、我等屋敷内家内老若男女まても、此御書物寺請之判形ニはつれ申者、
壱人も無御座候御事

一、度々被仰出候諸事御法度之趣、尓今相守候御事
一�、右之条々少も相違無御座候、若以来於相背者、如何様之曲事にも可被

仰付候、為後日証文如件
　正保三年
　　　八月五日　　　　　　　　　　妙正寺　　　 助左衛門（印）

　　　　　　　　　　　　　　　　　同（印）　　　女房
　　　　　　　　　　　　　　　　　同（印）　　　庄左衛門
小倉五郎八殿　　　　　　　　　　　専想寺（印）　女房
片岡三郎兵衛殿　　　　　　　　　　妙正寺（印）　権三郎
渡辺太郎八殿　　　　　　　　　　　同　　 （印）　乙次

宮河内村の助左衛門は、慶長19年（1614）に転宗した。そのとき、妙正寺
（真宗大谷派、大分市中戸次）を「頼申、浄土真宗ニ罷成」という。助左衛門は、
転宗したとき、妙正寺の檀家となることを依頼したことがわかる。

丹生原村の「御書物之事」に記された「頼寺」という言葉は、17世紀の転
宗者と寺院との関わりを端的に示す言葉である。転宗者は、新たに檀那寺を求
める必要があり、そこから「頼寺」という言葉も生まれたといえよう。

（2）転宗者と近世寺院

臼杵藩では、慶長19年（1614）からキリシタン対策に取り組んだ。それ以後、
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17世紀代の臼杵藩のキリシタン禁制の歴史については、すでに諸研究によっ
ていくつかの契機が示されている。

その最初に位置付けられるものが、寛永12年（1635）の「きりしたん宗門御
改ニ付起請文前書之事」及び「きりしたん宗門御改之御帳」（「寛永十二年之御

帳」とよばれる）の作成
18）

である。禁教後、各地でキリシタンの転宗がすすみ、
「寛永十二年之御帳」はその成果を示すものである。そして、寛永12年までに
転宗者は特定の寺院との間に寺檀関係を結んだとみられる。

さらに、臼杵藩では正保3年（1646）に、それまで対象となっていなかった
慶長19年以前の改宗者も監視対象者とするなど、監視体制を強化した。そして、

「五人組」を編成し、地縁を断ち切る相互監視の体制をつくった
19）

。その後、「豊
後崩れ」のなかで、臼杵藩では宗門方（宗門奉行）が成立し、「豊後崩れ」の
対応にあたった

20）
。久土村のように、各地から長崎や臼杵城下へ召喚された者も

多く、結果として、それまでに構築された転宗者らと寺院の関係が、この時期
に再構築や再編が行われたとみられる。そのなかで、前で触れた了仁寺や能仁
寺などのように、「豊後崩れ」をうけて新たに寺院が創建された。

そして、「豊後崩れ」への対応とともに、史料2のように、貞享4年（1687）に
は転宗者と類族に関する規定が示され、「類族帳」が作成される。また、元禄
8年（1695）には類族の範囲が明確化され、類族の管理が、藩と地域・寺院各々
において重要な業務となる。池見家文書をみても、「類族諸願日記帳」という
類族の管理に特化した帳簿の初見が宝永8年（1711）であることは、「元禄令」
をうけて、類族の管理の比重が大きくなったことを物語る。これ以後は、大橋
幸泰氏が指摘された「寺替え」

21）
などもあるが、「豊後崩れ」などを経て定立し

た寺檀関係を基礎としたと想定される。
ただ、キリシタン禁制のなかで、寺院は転宗者たちの受け入れを行ったが、

それは運営面においても大きな課題となったと推測される。たとえば、貞享4
年の「願書」（池見家文書167）には、遺骸を塩詰にしたこと、後に検分を終え
て土葬したことを記した2通の「御書物之事」（史料8・9）が残る。

史料8
　　　　　　　御書物之事
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一�、丹生原村甚内後家八拾歳中風ニ而卯八月六日ニ病死仕候、此者之父助
之丞長崎戻リニ而御座候、就夫為御検使成吉新三郎殿御改塩詰ニ被仰付、
専想寺ニ埋置、此者存命之内寺江も参詣仕候、常々少も不審成儀無御座
候、為後日如件

　　貞享四年　　　　　　　　　　　　　　丹生原村庄や　久三郎
　　　卯八月七日　　　　　　　　　　　　同村弁指　　　杢左衛門
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同断　　　　　加左衛門
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同断　　　　　四郎兵衛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同断　　　　　与八郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同五人組合　　仁兵衛
　石田弟右衛門殿　　　　　　　　　　　　同断　　　　　庄五郎
　岩手六左衛門殿　　　　　　　　　　　　同断　　　　　与左衛門
　矢野兵左衛門殿　　　　　　　　　　　　同断　　　　　庄次郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同断　　　　　二郎作

史料9
　　　　　　　　御書物之事
一�、丹生原村甚内後家八十歳ニ而卯月六日ニ中風ニ而病死仕候、此者之親助

之丞切支丹之由ニ而長崎へ召寄、命御助ケ御帰リ被成［虫損］之死骸、
別テ念を入不審成儀無御座候ニ付、則真宗法式葬礼仕候所実正也、為後
日御書物仍而如件

　　貞享四年
　　　　九月廿八日
　右之後家、専想寺垣そと埋置申候
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　庄屋
　　石田弟右衛門殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　弁指
　　岩手六左衛門殿　　　　　　　　　　　　　　　　　　五人組合
　　矢野兵左衛門殿

これは、史料2にある規定に基づく措置であるが、天和3年（1683）から元
禄8年（1695）の「御書物之事」で、遺骸の塩詰に関わるものは8例ある。元
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禄2年2月17日付の「御書物之事」（「願書」池見家文書167）では、塩詰した遺
骸を「所之墓所」に埋め置いたと記されるが、史料9では、塩詰にした遺骸を

「専想寺垣そと」に埋めたと記している。寺院境内の周囲が「仮墓所」とされ
たことがわかる。

こうした事例をみても、転宗者と類族を檀家とすることは、遺骸の埋める場
所の提供など、さまざまな多くの業務を寺院に課すことになった。史料2で当
然の事柄のように記された「檀那寺」という存在は、転宗者だけでなく寺院自
体にとっても、檀家としての受け入れは大きな課題であったといえるだろう。

（3）「家」・類族・仏教

寛永12年（1635）の「きりしたん宗門御改ニ付起請文前書之事」は、「家」
ごとに提出されている

22）
。前掲の史料7も、宮河内村助左衛門の「家」単位で提

出されたものであるが、檀那寺は単一ではない。
かつて、黒田俊雄氏は、近世仏教の特徴を「いえ」仏教と捉えた

23）
。さらに、

黒田氏は、仏教は本来個人の信仰に基づくものであり、寺院とのつながりも個
人単位であった。そのなかで、「家」を単位とする近世仏教は「仏教のやや特
異な形態といわざるをえない」と述べた

24）
。

ただし、「いえ」単位で人々を把握することは、1つの「家」が1つの寺院を
檀那とすることを示すものではない。史料7は、そのことをよく示している。
確かに、貞享4年（1687）の「キリシタン類族帳」（久所村佐右衛門類族、「続

73」・A1.14.1.1）や同年の「キリシタン類族帳」（小池原村吉之丞類族、「続78」・

A1.14.6.2）をみると、結婚すると妻は夫の「家」の檀那寺となる場合が多く、
親子では子ども（結婚前の女子を含める）は親の檀那寺と同一である。こうし
た状況は、元禄元年（1688）作成の「岡領大野郡市万田組耶蘇宗門類族帳」

（「正16」・A2.4.6.1.1）でも確認できる。
しかし、上記の「キリシタン類族帳」（久所村佐右衛門類族）によれば、「本

人同然」の佐右衛門と、転宗者である父母と父方祖父母とは檀那寺が異なる。
このような事例は、「岡領大野郡市万田組耶蘇宗門類族帳」でもみられる。た
とえば、転宗者の善次郎は大恩寺（真言宗、豊後大野市朝地町）であるが、善次
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郎の子（本人同然）の久左衛門は最乗寺（浄土真宗本願寺派、豊後大野市大野町）

の檀家である。最乗寺は久左衛門の妻なつの檀那寺であり、久左衛門は妻の檀
那寺に属したわけであり、久左衛門の子も最乗寺の檀家である。

また、転宗者とその父母の檀那寺が異なる事例は、「岡領大野郡市万田組耶
蘇宗門類族帳」では、つぎのような事例が確認できる。

Ａ　勘市郎・みつ夫妻→源勝寺（浄土真宗本願寺派、豊後大野市朝地町）

　　勘市郎の父母→明尊寺（真宗大谷派、豊後大野市大野町）

　　みつの父母→最乗寺
Ｂ　治助・ふく夫妻→満徳寺（真宗大谷派、竹田市）

　　治助・ふくの父母→ともに大恩寺
あるいは、夫婦で檀那寺が異なる事例もある。

Ｃ　夫・小四郎→最乗寺　　妻・まつ→明尊寺
� ※ともに両親の檀那寺は不明

仏教が個人の信仰に基づくという点からすれば、親子や夫婦で檀那寺が異な
ることは特殊なことではない。しかし、「家」単位で人々を把握しようとする
なかで、上記の事例は転宗と関係があるだろう。
「岡領大野郡市万田組耶蘇宗門類族帳」の記載から、岡藩市万田組では基本的
に慶長19年（1615）に転宗している。親と子や夫婦で檀那寺を異にすることは、
転宗時等に同一の寺院の檀那にならなかった、あるいはなれなかったことを示
しているのである。史料7で宮河内村の助左衛門が妙正寺に「頼申」して門徒
となったことと上記の事例は決して無縁ではない。大野郡田村の治助夫妻は、
居住地の田村から直線距離で10kｍほど離れた遠隔地の満徳寺の檀那であるこ
とは、助左衛門のように「頼申」した結果とみられる。

17世紀後半、キリシタンが多くいた地域の寺院は、転宗した人々の受け入
れを求められていた。前掲の表4に反映されているように、「豊後崩れ」で多く
の捕縛者を出した久土村には、いくつもの周辺寺院の檀家がある。このように、
久土村で顕著にみられる、周辺寺院による檀家の割り振りともいうべき状況は、
キリシタンが多くいた地区の支配において重要な施策であったとみられる。
「いえ」単位で人々を把握した寺檀制に関して、マレガ資料などをみると、少
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なくとも17世紀後半段階では、1つの「家」の構成員すべてが同一寺院の檀那
ではなく、個人によって異なる場合があったことを示している。すると、夫婦
で異なる寺院の檀那であることは、特殊な事例とみるべきでないことがわかる。
大橋幸泰氏が指摘されるように、臼杵藩では文政9年（1826）に一家一寺の方
針を打ち出す。池見家文書に伝わる「一家一寺一宗限旦那宗判帳雛形」（池見

家文書932）は、そうした藩の方針を明確に示す史料である
25）

。さらにいえば、
上記の方針は1つの「家」が1つの檀那寺という状況も歴史的に形成されたも
のであることを明確に物語っている。

4．「豊後崩れ」と真宗法度 ―17世紀後半の豊後国―

村井早苗氏は、万治3年（1660）に始まる「豊後崩れ」を「演出された露顕」
と捉えられた

26）
。丹生地区の久土村では断続的に捕縛者がでたが、専想寺の檀家

が多い小池原村（大分市大字小池原）も同様であった。先にみた「キリシタン
類族帳」は、断続的な摘発の様子を伝える記録である。万治3年に吉之丞の祖
父母が、寛文2年（1662）に吉之丞の父など5名が「長崎召捕」となり、同4年
に1名が「長崎召捕」、同8年に吉之丞など3名、同9年に2名が「城下御預」
となっている。

こうした断続的な摘発により、17世紀後半の臼杵藩では、長崎や城下への
移送、類族の調査・管理は重要な課題であった。そのなかで、寛文4年、豊後
国北東部の国東半島では、杵築藩が浄土真宗を禁圧した

27）
。寛文10年に禁圧は

解除されるが、このとき、教団側の中心となった寺院は豊後国国東郡臼野村
（豊後高田市臼野）の光徳寺および豊前国中津（中津市）の明蓮寺（ともに浄土真

宗本願寺派）であった。豊後国で起きた「法難」であり、豊後国触頭である専
想寺も関与すべきだろうが、実際には明蓮寺が事態の収拾にあたった。こうし
た状況は、一つに専想寺が「豊後崩れ」への対応にあたっていたことを遠因と
して挙げられる。

17世紀後半の豊後国では、浄土真宗への禁圧とキリシタンの摘発が同時に
進行した時期があったのである。浄土真宗の禁圧が起きた寛文4年は、宗門方
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の設置を求めた「触」が幕府によって出された年であり、この「触」ではキリ
シタンの統制の対象が武家家中も含めたあらゆる人々に設定されたこと、元キ
リシタンの捕捉が指示されたことでも重要である

28）
。浄土真宗の禁圧とキリシタ

ンの摘発のなかで、了仁寺や能仁寺のように新たな寺院も建てられた。このこ
とは、既存の寺院の整理や統制を伴い、ここに仏教教団および寺院の体制的整
備を徹底する意図を見いだすことができる。

むすびにかえて

マレガ資料そして池見家文書を通して、キリシタン禁制に伴う転宗者や類族
と檀那寺との関わりを検討してきたが、以下の2点を確認することができた。

1点目は、転宗者の檀那寺として浄土真宗寺院が多い点である。この点につ
いては、すでに浄土真宗とキリスト教の親近性が指摘されている

29）
。こうした浄

土真宗とキリスト教の親近性に関して、雪窓宗崔（1589～1649）の論を紹介し
ておきたい。雪窓は、『興福寺筆記』において念仏宗・日蓮宗・キリシタンは、
念仏や洗礼などの定型によって、後生の安楽を無責任に保証するものと非難す
るが、そのなかで雪窓は仏教諸宗については一定の意義を認めたものの、キリ
シタンは全否定した

30）
。留意されることは、禅による受戒の必要性を流布するも

のであったとしても、雪窓が浄土真宗とキリスト教に共通する思想を見いだし
ていることである。キリスト教禁教と同時代に生きた雪窓にとって、浄土真宗
とキリスト教は近い存在であったことが知られる。なお、浄土真宗とキリスト
教の親近性に関しては、今後さまざまな視点からの検討が必要と考える。

2点目は、丹生地区のように、地区に独立した寺院が所在しない地区の檀家
分布である。丹生地区では、いわば「村切」のように、周辺地域の寺院が転宗
者を割り振るように檀家を有する形をとっている。そこでは、「イットウ」と
もよばれる血縁集団（擬制的血縁も含む）を基礎にしたこともうかがえる。また、
転宗者が多い久土村では、より多くの複数の寺院が転宗者を檀家としており、
こうした在り方は、いわば転宗者の受け入れに寺院相互に加えて権力の存在が
想定できる。もちろん、寺檀関係の創出過程には多様性があり、今後解明すべ
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き課題でもある。
マレガ資料は、近世の権力と寺院と地域の相関関係など、仏教史や寺院史に

とって重要な情報の源なのである。
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豊後国大野郡野津における寺院と類族

� 村井早苗 

はじめに

正徳4年（1714）2月22日、豊後国大野郡野津名塚村真宗（一向宗）正光寺住
持春覚妻（40歳）が病死した。この妻の祖母である正光寺先住春恵の妻は、転
びキリシタン本人同然であった

1）
。

続いて2月29日、野津黍野村真宗了仁寺隠居浄雪（62歳）が病死した。浄雪
の祖母は、先住玄順の妻で転びキリシタンであった

2）
。

この2か寺は、後述するように転びキリシタンへの教化活動を行っていた。
ではなぜ、転びキリシタンと縁の深い2か寺が、この地域で教化活動を担った
のだろうか。以下、野津におけるキリシタン布教の展開、弾圧の進展等を検討
することによって、この問題について考察していきたい。

1．野津地域におけるキリスト教布教の展開

豊後国大野郡野津地域は、大野川支流野津川流域に位置し、丘陵性の台地と
川沿いの小盆地からなっている。鎌倉～戦国期には野津院とも呼ばれた。近世
にはその一部が野津市村とされて在町として繁栄し、南東の三重郷から北方の
臼杵城下への要路でもあって市も開かれた。このように野津にはさまざまな呼
称があるが、本稿では野津または野津地域とする。

豊後は戦国大名大友氏の本貫の地であり、天文20年（1551）にイエズス会宣
教師ザビエルを招いた大友義鎮（宗麟）はその後、領内においてキリスト教布
教を保護した。イエズス会は1534年に結成され、1540年にローマ教皇によっ
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て認可された。すでにポルトガルがローマ教皇から得ていた布教保護権により、
ポルトガル国王の後援を得て東洋布教に東回りで進出していった。ちなみに競
争相手であるイスパニア（スペイン）は、西回りで海外進出していった。その
ために布教と貿易は、ポルトガル国王によって分かちがたく結びついていた。
義鎮は、ポルトガル船の誘致を目指したのである。

後にキリシタン大名となる義鎮は、キリシタンを保護する一方で永禄5年
（1562）に禅宗に帰依し、剃髪して宗麟と号した。さらに元亀2年（1571）には、
大徳寺から怡雲を臼杵に招いている。当時、大友氏は家臣団の離反や肥前の龍
造寺氏や薩摩の島津氏と対峙していたとはいえ、黄金時代にあった。

では、野津におけるキリスト教布教はいつ頃から始まるのだろうか。天正6
年（1578）、野津の有力者リアン

3）
は臼杵滞在中にキリスト教に関する教理を聴

聞し、妻や家人たちをキリスト教に導こうとした。一方義鎮は妻の奈多氏と離
婚し、後妻とともに受洗してフランシスコと号した。そして臼杵を出発して海
路日向に出陣し、嫡子義統は野津寺小路に在陣した。義統は日本人イルマン

（修士）のダミアンを臼杵から招いており、リアンはダミアンから説教を聴聞
した。そして、ルイス・フロイス神父が2人のイルマンであるモレイラとダミ
アンを伴って、リアンとその妻や一族・家臣たちに洗礼を授け、その人数は約
200名であったとされる。リアンは自費で教会堂を建てるなど多数の人々をキ
リシタンとし、寡婦・孤児の救済等を行い、野津は豊後におけるキリスト教布
教の拠点の一つとなっていった

4）
。

一方、受洗してまもない義鎮は日向に出兵して島津軍に大敗を喫した。これ
が大友氏衰退への分水嶺となるが、その後大友領国ではキリスト教の布教が進
展していった。天正8年（1580）に野津にレジデンシア（住院、宣教師駐在所）

が置かれ、イタリア人パードレ（司祭）と日本人イルマンが配属された。1580
年度日本年報によると野津のキリシタンは約3500人に増加し、翌年には5000
人を数えたといわれ、フロイスが作成した1583年度日本年報によると5000～
6000人であった。人数に誇張があるかもしれないが、布教が進展して多くの
キリシタンが存在したことは確かだろう。

天正14年、島津軍が豊後に侵攻した。リアンは島津の軍勢が来着する以前に、
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妻子や約300人のキリシタンと共に鍋田城に立て籠って島津軍と交戦し、さら
に野津の人々3000〜4000人を城内に集めて島津勢と戦って退却させた。島津
軍の侵攻によって、リアンが自費で建立した教会等は灰燼に帰し、その後リア
ンらは臼杵城に避難した。

大友氏は滅亡の危機に瀕し、義鎮は大坂に上り豊臣秀吉に救援を要請した。
この要請を受け、翌年に秀吉は九州征討を行って島津氏を降し九州を平定して、
大友氏は豊後一国を与えられた。その後まもなく義鎮は病没するが、秀吉は帰
途に筑前箱崎において天正15年6月19日付で、いわゆる「伴天連追放令」（「定

五箇条」五か条の定とよばれる）を出した。第1条より第3条で宣教師の日本か
らの追放を命じ、第4・5条でキリスト教布教と貿易の分離を図っている。キ
リスト教信仰の禁止を命令してはいないが、秀吉による布教への規制であった。
しかしポルトガル貿易を歓迎する秀吉は、ポルトガル貿易の仲介者であるイエ
ズス会宣教師を無視できず、宣教師の追放は事実上実行できなかった。以後宣
教師は、公然たる布教活動を控えることになった。

その後秀吉は海外侵出を企て、天正19年にルソンに入貢を求め、天正20年
には朝鮮出兵を始めた。文禄2年（1593）、秀吉の求めに応じてルソンから外交
使節としてイスパニア系修道会であるフランシスコ会宣教師が渡来した。秀吉
から京都滞在の許可を得たフランシスコ会宣教師は、上京して布教を開始した。
伴天連追放令後、公然たる布教活動を控えていたイエズス会は、フランシスコ
会の活動を危惧して自重を求めたが無視された。このフランシスコ会の活動が、
慶長元年12月19日（1597年2月5日）の「二十六聖人の殉教」につながった。

文禄2年、大友吉統（秀吉の一字を賜り義統を改名）は朝鮮出陣中の罪を糺さ
れて豊後を没収された。その後豊後は「小藩分立」状態になり、近世に及ぶこ
とになる。

慶長3年8月、豊臣秀吉は京都・伏見城中で63歳の生涯を終えた。この2年
後、徳川家康が関ケ原の戦いに勝利して覇者となった。

では伴天連追放令後、豊臣政権から徳川政権への移行期にあって、野津のキ
リシタンはどのような状況にあったのだろうか。島津勢の侵攻後、臼杵に逃れ
ていたリアンは、島津氏降伏後、野津に帰還して教界の立て直しを始めた。文
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禄2年に大友吉統が改易されると、野津を含む臼杵6万石は秀吉の臣福原直高
に与えられた。リアンは福原直高に信任されて、野津の有力者の地位に留まっ
た。慶長5年の関ケ原の戦い後、美濃より臼杵に稲葉貞通が入り、野津は臼杵
藩5万石に所属することになった。

徳川家康は貿易の仲介者として宣教師に期待し、キリスト教布教を黙認した。
その結果、17世紀初期にはキリシタンは最盛期を迎えた。しかし、伴天連追
放令は撤回されることはなかった。稲葉氏は当初、キリシタンに好意的であっ
たといわれ、イスパニア系のアウグスチノ会の宣教師が来着して布教活動を進
めた。慶長17年には、豊後国に3か所のイエズス会の施設があり、高田（現大

分市）、志賀（現竹田市）とともに、野津にはレジデンシアがあり、パードレ1
人とイルマン1人がいた。

2．キリシタン禁制の展開

慶長17年（1612）8月6日、幕府は5か条の禁令を出すが、そのなかで「伴
天連門徒制禁」とキリスト教禁止を表明した。この禁令の対象地域については、
幕府直轄領とするもの、関東地域とするもの、全国とするものなど諸説がある
が、いずれにせよ幕府は、この時点でキリスト教禁止を表明した。豊臣政権が
キリスト教の布教を規制したが信仰を禁止しなかったのに対し、徳川政権は信
仰そのものを禁止するに至った。

この禁令に対する各地の対応はさまざまだったが、キリシタンに好意的だっ
た臼杵藩は態度を一変させて、領内の高田と野津のレジデンシアに在住してい
た宣教師たちを追放している。翌慶長18年になると豊後諸藩は、幕府の動向
を眺めつつ弾圧をゆるやかにしたが、慶長18年12月に家康側近の崇伝起草の

「伴天連追放文（排吉利支丹文）」が出され、将軍秀忠によって全国に布告され
た。そして、各地の宣教師や高山右近らの有力なキリシタンが長崎に集められ、
翌慶長19年秋にマカオやマニラに追放された。翌慶長20年に終結する大坂冬・
夏の陣によって弾圧は一時中断されるが、以後、キリシタン禁制が進められて
いった。



440　　第2部　豊後キリシタン・類族文書の研究

元和3年（1617）秋、イエズス会日本管区長マテウス・デ・コーロスは全国
の指導的キリシタンに署名を求めたが、野津では12名の署名があった

5）
。禁制

下にあって、多くのキリシタンが信仰を続けていたと思われる。
昭和35年（1960）、同地真言宗最勝寺住職平山喜英はコーロス文書に署名し

た1人平山宮内の供養塔を寺内で発見し、自費で記念館を設立して史料収集に
努めた。昭和44年には『野津きりしたん本人・類族・人名帳』

6）
を刊行したが、

転びキリシタンは元和8年（1622）から寛永元年（1624）、寛永10年に多く出て
いる。野津では弾圧によるキリシタン掃討は、寛永10年にほぼ終了している
と考えられる。

臼杵藩では寛永11年には絵踏が、翌年には寺院がキリシタンでないことを
証明する寺請制度が始められた。しかし絵踏も寺請制度も、この段階ではあく
までも転びキリシタンを対象とするものであった。

野津において寺請制度が機能するためには、寺院の存在が不可欠である。臼
杵藩内における寺院については、寛保元年（1741）に太田重澄によって著され
た『寺社考』

7）
がある。この『寺社考』には臼杵藩内のすべての寺は網羅されて

いないようだが、概要はつかめると思う。『寺社考』で寺請寺院と考えられる
のは70か寺であり、このなかで稲葉氏入封以前に起立されたのは13か寺であ
る。その他の大部分の寺院は慶長より寛文・延宝年間（1661～1681）に至る時
期に起立・再興されている。宗旨は、圧倒的に禅宗と一向宗が多い。

では野津においては、寺請・檀家制度はどのように展開していったのだろう
か。野津で寺請寺院として機能していたのは、次の4か寺であったといわれる

8）
。

正光寺　　一向宗西本願寺派　起立・再興年代不詳
尊形寺　　一向宗西本願寺派　寛永11年起立　正光寺から分派
了仁寺　　一向宗東本願寺派　寛永12年起立
普現寺　　禅宗（臨済宗）　　正保年中再興

これらの4か寺は、起立・再興年代が不明な正光寺を除いて、いずれも臼杵
藩で弾圧によりキリシタンがほぼ一掃された寛永10年以降の起立、あるいは
再興である。では、以上4か寺について、『寺社考』などによって創建とその
経緯についてみていこう。
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正光寺については、『寺社考』に以下のように記されている。開基善貞は海
部郡臼杵庄海添村寶蓮寺の「徒弟」であったが、野津名塚村に草庵を結んで正
光寺と号し、「東派」（一向宗東本願寺派）法蓮寺（寶蓮寺）の末寺となった。天
正年中（1573～92）に門徒と「不和」になり「退院」（寺院から退出）し、その
後「無住」となった。そして「回禄」（火事で焼失）して、「旧記」（古い記録）

がことごとく焼却されてしまった。このように正光寺の開創年代については不
明だが、初代善貞が天正年中に「退院」しているので、16世紀中頃としてよ
いだろう。

その後正光寺の跡地は民家となったが、名塚村の吉良右衛門尉がその居宅を
正光寺とし、善貞の子孫孫三郎が「俗身ニ而」正光寺を相続した。孫三郎は、
その後出家して善慶と号した。そして寛永年中、今度は3世春恵（春慧）のと
きに寶蓮寺5世元叔と不和になり、その末寺を離れて西本願寺直末となった。
さらに寛文7年（1667）6月に本願寺末寺の格式である「國庇檐」（僧侶の着席

する席次）を免されている。したがって正光寺の再興年代は寛永年中、あるい
はそれ以前となる。また善慶の養子誓圓は養父と不和になり、西本願寺に願い
出て新たに名塚村に寺を建立し、寛永11年11月に寺号尊形寺を与えられ、「國
庇檐」となった。

以上の点から正光寺の再興年代は寛永年中、あるいはそれ以前となり、尊形
寺は正光寺より寛永11年に分派して起立している。したがってこの2か寺は、
臼杵藩でキリシタン一掃がほぼ終了し、寺院によるキリシタンへの教化活動が
本格的に推進される時期以前の開創である。

つぎに普現寺についてだが、『寺社考』によれば、正保年中（1644～48）に
月桂寺（臨済宗妙心寺派）4世大安和尚が筒井村にあった妙楽寺を板屋村に移し
て普現寺と号したという。月桂寺は藩主稲葉氏の菩提寺であり、また『普現寺
略記』には「于茲正保四丁亥年、月桂四世大安和尚、當寺ニ於テ専心ニ菩薩ニ
祈誓シテ、彼邪教ヲ破シ、彼邪徒ヲ教誡シテ、正法ニ帰入セシメタリ」

9）
とある。

普現寺の開創およびキリシタンへの教化活動に稲葉氏の後援があったことが推
測できるが、具体的なことは不明である。

了仁寺については、その創建の事情が『寺社考』や梵鐘の拓影によってかな
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り詳しく知ることができるので、以下みていこう。
了仁寺の梵鐘は、寛文10年に鋳造された。アジア・太平洋戦争末期の昭和

19年に供出させられて現存しないが（現在の梵鐘は再建されたもの）、拓影が残
されている

10）
。拓影では正親町院の時代にキリスト教が伝来し、急速に「六十

州」（日本全国）に蔓延し、とくに「豊州」（豊前・豊後）では激烈であったと
する。ザビエルが来日したのは天文18年（1549）であり、実際には後奈良天皇
の時代であった。その後「越数十年」、将軍徳川家光は大いに驚いて「蛮宗」

（キリスト教）を厳しく禁遏した。「大埜郡埜津邨」（大野郡野津村）は昔キリシ
タンの窟宅（巣窟）であった。拓影には「寛文乙亥年」とあるが、寛文乙亥年
という年は存在せず、実際には寛永乙亥年（寛永12）に、浄土真宗の僧玄順が

「郡命」（藩主稲葉氏の命令）をうけ、野津に住んで昼夜念仏によってキリシタ
ンを教化した。4年後の寛永16年には、本願寺より教如上人（教如光寿、東本

願寺初代）の影像を賜り、了仁寺の寺号を与えられた。さらに寛文3年に、親
鸞聖人の御真影、七高僧の御影や聖徳太子の御影を賜っている。寛文7年、稲
葉氏より材木を与えられて御堂・庫裡を建てた。そして寛文10年、玄順は多
福寺（臨済宗妙心寺派）3世賢巌のもとを訪れて鐘の銘を求めた。この件につい
ては、後述するように鐘銘（拓影）に詳述されている。さらに寛文12年、僧侶
が本寺において着席する席次である飛掾官を与えられている。鐘銘には「寛文
辛子本寺授以飛掾官」とあるが、寛文辛子という年は存在しない。『寺社考』
に「同（寛文）壬子年自リ本寺免レテ為ル飛檐」とあるので、寛文12年に本寺
より飛檐を許可されたとしてよいだろう。

以上、キリシタンへの教化活動を担った4か寺についてみてきたが、キリシ
タンがほぼ一掃された後に建立されたのは普現寺・了仁寺の2か寺である。と
くに藩の意向をうけて転びキリシタンへの教化活動を行ったのは、了仁寺であ
った。以下、了仁寺と開基玄順について検討していこう。

了仁寺初代玄順については、『南豊了仁寺史』に以下のように記されている。
玄順は臼杵市浜の出生で、寛永12年に30歳前後で黍野村に入り、延宝2年

（1674）に75歳前後で没している
11）

。しかし、もし玄順が75歳前後で没したとす
れば、黍野村に入ったのは35歳前後となる。玄順は延宝2年に没しているが、
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了仁寺2代浄雪は玄順に先立って寛文7年に没しており、寛文10年に玄順が賢
巌に鐘銘を願ったのは3代浄雪のときということになる

12）
。

さて玄順が鐘銘の執筆を願った賢巌は、多福寺2世雪窓宗崔の跡を継いで多
福寺3世となった僧である。師の雪窓は、「仏僧の排耶書としては出色のもの」

13）

と評されている『対治邪執論』の著者であり、正保4年（1647）春、幕府のキ
リシタン禁制政策を主導した井上筑後守政重の請によって、長崎で排耶活動を
行った禅僧である。賢巌は直接的に排耶活動に携わったわけではないが、豊後
細川領で排耶活動を行っていた曹洞禅僧行巌雲歩の請により、新鋳した能仁寺
の梵鐘の銘を記している。能仁寺は寛文4年、熊本藩主細川綱利がキリシタン
の転宗のために雲歩を派遣し、上徳丸に創建した寺である

14）
。

玄順が賢巌に鐘銘の執筆を求めた件については、以下のようである。すなわ
ち、今年庚戌（寛文10）年に玄順が賢巌の許を訪れ、鐘銘の執筆を求めた。賢
巌はこれを固辞したが、玄順が鐘銘の草稿を示して願い、さらに玄順の了仁寺
における活動の功績が偉大であると考え、やむを得ず引き受けた。このように
鐘は、玄順により造立され、賢巌による鐘銘が記されて、府内駄原の冶工吉松
善左衛門、植木善右衛門により鋳造された。

また賢巌は玄順の人柄について「恢廓而有才幹」と心が広くて大きく度量が
あり、物事をきちんとやりとげる能力があると評している。そして自ら寝食を
忘れて働き、田畑を耕し、寺の維持運営費として「凢殿宇之建、絲毫之費、咸
自己出」と、寺の建物を建立する際にはきわめてわずかな出費でも自分で出し
たとしている。このように、賢巌は玄順を評価しているのである。

3．正光寺・了仁寺と類族との関係

正徳4年（1714）、転びキリシタンへの教化活動を行っていた正光寺住持の妻
と了仁寺の隠居3代浄雪が死去したが、両者はともに類族であった。以下、こ
の2件について考察したい。

正徳4年2月23日、名塚村弁指喜兵衛・黍野村庄屋与七郎は、臼杵藩宗門奉
行岩手六左衛門・中村雲八・武藤又助に宛て、名塚村浄土真宗正光寺春覚の妻
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（40歳）が2月22日に痰を煩い病死したことを報告した。この春覚の妻の祖母
は、正光寺先住春恵の妻で「切支丹宗門転本人同然」なので、死骸を庄屋・弁
指で検分して不審な点がなかったので、正光寺に取り置き火葬にしたというの
である。同日、正光寺住持春覚もこの旨を宗門奉行に報告している。

史料1
（端裏）「名塚村正光寺妻四十歳正徳四年午二月廿二日病死正光寺取置」
　　　　御書物之事
一�、名塚村浄土真宗正光寺住持春覚妻四拾歳当午二月廿二日病死煩痰、此

者之祖母同先住春恵妻切支丹宗門転本人同然ニ付、庄屋弁指死骸相改少
も不審成儀無御座候ニ付、則正光寺取置火葬仕候、則正光寺証文取差上
申候為後日如件

　　　正徳四年� 名塚村弁指　喜兵衛㊞
　　　　午二月廿三日� 黍野村庄屋　与七郎㊞
　　　　岩手六左衛門様
　　　　中 村 雲 八 様
　　　　武 藤 又 助 様
　　　右妻他領類族ニ出不申候

15）

史料2
　　　　御書物之事
一�、拙僧妻当午四拾歳二月廿二日病死仕候、則当寺旦那ニ而御座候、此者

祖母先住春恵妻切支丹宗門転本人同然ニ付、取置之様子庄屋弁指見届拙
僧火葬ニ取置仕候、為後日如件

　　　正徳四年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　正光寺
　　　午二月廿三日� 春覚㊞
　　　岩手六左衛門殿
　　　中 村 雲 八 殿
　　　武 藤 又 助 殿

16）

春恵がいつから転びキリシタンへの教化活動を始め、いつ転びキリシタン本
人同然の女性と結婚したのかは不明である。しかし正光寺5世春覚の妻は、正
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徳4年2月に40歳で没しているので、生年は延宝2年から4年（1674～76）とい
うことになる。したがって春覚は、転びキリシタンへの教化を担っていたのに
もかかわらず、転びキリシタン本人同然の孫である類族の女性と結婚したとい
うことになる。

続いて3月朔日、黍野村弁指留兵衛・庄屋与七郎が宗門奉行に宛て、黍野村
真宗了仁寺隠居浄雪（62歳）が同じく痰を煩い2月29日に病没したことを報告
し、同日了仁寺住持玄然も同様の報告を行っている。この浄雪の祖母である了
仁寺先住玄順の妻は、「切支丹宗門転」であった。

史料3
（端裏）「黍野村了仁寺隠居浄雪六拾弐歳正徳四年二月廿九日病死了仁寺」
　　　　御書物之事
一�、黍野村真宗了仁寺隠居浄雪六拾弐歳当午二月廿九日痰煩相果候、此者

之祖母先住玄順妻切支丹宗門転ニ而御座候ニ付、取置之様子私共見届了
仁寺住持火葬被取置候、為後日証文如件

　　　正徳四年� 黍野村弁指　留兵衛㊞
　　　　午三月朔日� 同村　庄屋　与七郎㊞
　　　　　岩手六左衛門様
　　　　　中 村 雲 八 様
　　　　　武 藤 又 助 様
　　右浄雪他領類族ニ出不申候

17）

史料4
　　　　　御書物之㕝
一�、当寺隠居浄雪六拾弐歳当午二月廿九日痰煩相果候、此者之祖母先住玄

順妻切支丹宗門転ニ而御座候ニ付、取置之様子所之庄屋弁指出合見届拙
僧取置火葬仕候、為後日証文如件

　　　正徳四年　　　　　　　　　　　　　黍野村真宗了仁寺住持
　　　午三月朔日� 玄然㊞
　　　　岩手六左衛門殿
　　　　中 村 雲 八 殿
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　　　　武 藤 又 助 殿
18）

玄順は、『南豊了仁寺史』によれば延宝2年に75歳前後で没しているので、
慶長初期（1600年前後）の生まれということになる。江戸幕府が初めてキリシ
タン禁制を表明したのが慶長17年（1612）であり、キリシタン弾圧が本格化す
るのは慶長末年より元和年間（1615～24）であるので、幼少期にはまだキリス
ト教は本格的に禁止されていなかったといえよう。玄順がいつ出家し、いつ結
婚したのか、また玄順の妻がいつキリシタンを転んだのかは不明である。けれ
ども少なくとも玄順は、寛永12年に臼杵藩主の命令によって、転びキリシタ
ン本人の妻を伴って黍野村に入り、転びキリシタンへの教化活動を始めたので
ある。なお3代浄雪は、『南豊了仁寺史』によれば正徳4年に62歳で没してい
るので、出生は慶安末年頃ということになり、玄順が黍野村で教化活動を始め
て以後である。『南豊了仁寺史』では2代浄雪の弟としているが、2代目の子と
して跡を継いだと思われ、玄順の孫とされたのだろう

19）
。

以上、転びキリシタンへの教化活動を担ってきた正光寺と了仁寺の妻が転び
キリシタン本人同然、あるいは転びキリシタン本人であるという興味深い事例
をみてきた。野津では排耶活動を担った僧侶でさえ、転びキリシタン本人や本
人同然を妻としているのであり、野津地域ではキリシタンが数多く存在し、そ
の影響力が強かったことを示しているといえよう。

おわりに

ではなぜ、転びキリシタン本人同然や転びキリシタン本人を妻とした正光寺
と了仁寺の転びキリシタンへの教化活動が一定の成果をあげたのだろうか。

最初にこの2か寺が、一向宗寺院であったことに注目したい。天正15年
（1587）6月19日付で豊臣秀吉はいわゆる「伴天連追放令」（「定五箇条」）を発
令したが、その前日付で「覚十一箇条」を出している。この第6・7・8条で、
キリシタンの本願寺・一向一揆的性格を指摘して警戒を示している。フロイス
は1586年に府内周辺で2500名が洗礼を受け、そのうちで500名が一向宗の門
徒で、高田付近に住んでいたとしている

20）
。高田地区は一向宗地帯であり、その
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中心となる森町村には後に専想寺となる「惣道場」が存在していた。門徒は
「講」を組織して死者を葬り、仏事の後には「斎

とき

」と称して会食した。この講
がヨーロッパにおけるコンフラテルニテス（コンフラリア信心会）の姿と重な
り
21）

、またキリスト教の教義が一向宗の用語で伝えられ、「神の恩寵」が「他力」、
「人間の自由意志」を「自力」としたことなどが指摘されている

22）
。このように

キリシタンと一向宗はある種の類似性があり、一向宗からキリシタンへ、キリ
シタンから一向宗への転換が行われた側面があったのではないだろうか。

そして、正光寺・了仁寺の教化活動は成果をあげたらしい。豊後では万治・寛
文期（1658～73）に大規模なキリシタンの露顕が起きるが、この露顕は熊本藩・
臼杵藩・岡藩・幕府領等の諸領入り交じりの地である鶴崎地区で起きている。

寛文末年に長崎奉行岡野孫九郎貞明は野津地域を巡検し、野津の弁指（弁差、

臼杵藩では藩内を組に分けて、組のもとに村々を付属させ、組には庄屋を村には弁

指を置いた）5人を召し出して尋問を行った。長崎奉行からキリシタンの露顕
について問われると、弁指たちは近辺ではそのようなことはないと答えている。
また絵踏については、「三十年程已前古吉利支旦孫子」には絵踏を行ったが、

「古吉利支旦ニ而無御座ものハ踏申事無御座候」としている。絵踏は転ばせる
ためではなく、転びを確認するために実施されたのである。そして寛文末年に
は、まだ絵踏は行われていなかったのである

23）
。

以上、転びキリシタン本人同然や転びキリシタン本人を妻とした正光寺と了
仁寺の教化活動を検討してきた。両寺が転びキリシタンの関係者であり、一向
宗寺院であったことが、一定の成果をあげた理由ではないだろうか。

註
 1）マレガ資料A19.2.158.1・2。
 2）マレガ資料A19.2.9.1・2。
 3）リアンについては、レオーネやレアン等様々な呼称がある。
 4）五野井隆史「野津のキリシタンについて」（『大分縣地方史』214号、2012年）等を参照。
 5）神田高士「下藤地区共有墓地の発掘調査と16・17世紀のキリシタン墓地 ―キリスト教遺跡

を通じてみたキリシタン時代の野津院―」（『大分縣地方史』214号、2012年）。
 6）平山喜英『野津きりしたん本人・類族・人名帳第1集』（1969年）。
 7）臼杵市教育委員会所蔵。
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 8）村上博秋「臼杵藩におけるキリシタン禁制と寺院の関係」（『史料館研究紀要』5号、大分県
立先哲史料館、2000年）。

 9）原清節『普現寺略史』（1941年）、28-29頁。
10）『野津町誌（上）』（野津町誌編さん室編集、野津町発行、1993年）、784-785頁。
11）南豊了仁寺史編纂委員会『南豊了仁寺史』（了仁寺菊池英弘発行、1982年）、19-20頁。
12）同上21頁。
13）海老澤有道他執筆『キリシタン書排耶書』（日本思想大系）解題（岩波書店、1970年）、640頁。
14）若木太一「鈴木正三の門人雲歩と恵中の伝記的研究」上・下（『鹿児島県立短期大学紀要』

23・24、1972・1974年）。
15）マレガ資料A19.2.158.1。
16）マレガ資料A19.2.158.2。
17）マレガ資料A19.2.9.1。
18）マレガ資料A19.2.9.2。
19）註11『南豊了仁寺史』21頁。
20）『フロイス日本史』8（松田毅一・川崎桃太訳、中央公論社、1978年）、146頁。
21）川村信三『キリシタン信徒組織の誕生と変容』（教文館、2003年）。
22）折井善果「キリシタン文学と浄土真宗との教義的交差について」（『イスパニカ』50、2006

年）。
23）拙稿「長崎奉行の巡検 ―寛文末期豊後臼杵藩野津地域へ―」（『東京大学史料編纂所研究紀

要』30号、2020年）。
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明治初年のキリシタン統制に関する一考察
―宗門改を中心に―

� 宮間純一

はじめに

本稿は、明治新政府発足直後のキリシタン統制を、とくに宗門改の変容に焦
点をあてて検討するものである。

慶応４年（1868）3月、旧幕府抗戦派との内乱（戊辰戦争）で優位に立ちつつ
あった新政府が村々に掲出を命じた高札、いわゆる「五榜の掲示」の第三札に

「切支丹邪宗門ノ儀ハ堅ク御制禁タリ」と記載されたことに表れているように、
新政府は発足当初、旧幕府のキリシタン政策を踏襲した。だが、こうした態度
は諸外国の批判にさらされることになり、まもなく根本的な方針転換を余儀な
くされる

1）
。

浦上四番崩れは、そのきっかけとなった大規模なキリシタン弾圧事件である
2）
。

慶応3年に肥前国浦上村（長崎県長崎市）の潜伏キリシタンが信仰を告白した
ため、幕府は信徒を捕縛して拷問した。幕府瓦解後、新政府は3000名を超え
るキリシタンを各地へ配流したが、この弾圧事件はたちまち外国公使の知ると
ころとなり、列強からの強い抗議を招くことになる。結果として新政府は、明
治6年（1873）に禁教よりも外交を優先してキリシタン禁制の高札を除去し、
キリスト教を黙許せざるをえなくなった。以上は、明治初年におけるキリシタ
ン統制の基本的な理解であり、筆者もこの通説に異論を差し挟もうというわけ
ではない。

しかしながら、明治初年のキリスト教政策に関しては、浦上四番崩れに関心
が集中し、外交面に重点をおいた研究が進む一方で

3）
、国内の宗教統制の実態が

十分に把握されているとはいいがたい状況にある。浦上四番崩れを契機として
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日本の禁教政策が外交問題化する背後でかたちを変えてゆく国内の制度と、そ
の運用もあわせて検証する必要があるだろう。そこで、本稿ではまず近世日本
のキリシタン禁制を維持するための装置であった宗門改の明治初年における変
容を概観する。宗門改に関する研究は、近世史研究の分野では分厚い蓄積があ
る一方で、明治初年から廃止までのありようは追究されてこなかった。

ここで留意しなければならないのは、「各藩の地域情報把握の実情にあわせ
た、それぞれの制度が構築されていた」

4）
という東昇の指摘である。宗門改は、

全国一律に実施されたのではなく、各藩の事情によって独自の仕組みが築かれ
ていた

5）
。つまり、宗門改の変化を論ずるには、新政府の方針とあわせて藩ごと

の個性も考慮することが必要となる。そのため、本稿では具体例として当該期
の豊後国臼杵藩における宗教統制の様相もあわせて追跡する。

以上の作業を通じて、明治初年のキリシタン統制の一端を解明したい。

1．明治初年の宗門改

（1）宗門改から氏子改へ

周知のとおり、宗門改は徳川幕府によってキリシタンを摘発するために創出
された制度である。寺請制度を基盤として日本列島の民衆を非キリシタン化す
る方針は、近世日本の国是となってゆく

6）
。17世紀後半には、宗門改によって

作成される宗門帳は人別帳と融合して宗門人別帳となり、戸籍簿・租税台帳と
しての役割も備えることになった

7）
。つまり、宗門改には戸籍調査と宗教統制の

二つの役割が課されていた、と考えられている
8）
。こうした見解をうけて、宗門

改の終焉についても両面から言及されてきた。前者の機能は、明治4年（1871）

4月に制定された戸籍法に基づいて作成される戸籍簿（いわゆる壬申戸籍）に取っ
て代わられることになり

9）
、後者のそれは同年7月に出された「大小神社氏子取

調規則」
10）

による氏子改（氏子調）の実施によって解消されたと理解されている。
キリシタン統制の観点から宗門改の変容を検討しようとする本稿の立場から

すれば、とくに後者の氏子改の性格が問題となるが、豊田武の古典的研究では、
「これ明かに強制的に神道を信ぜしめんとする意図の現れであり、ここに寛文
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以来長く踏襲されて来た徳川幕府の仏教国教政策は完全に終滅し、新神道たる
大教が仏教に代つて国教的待遇をあたへられることゝなつた」

11）
と氏子改の宗教

統制としての意義が述べられている。明治政府が神道国教化政策を進める以上、
寺請制度を前提とする宗門改の廃止は必然とみなす豊田のような認識に対して、
村上重良は「神社を戸籍の作成と管理に参画させ、神社が全国民を氏子として
掌握する」制度であったと氏子改の戸籍制度を補填する機能も重視している

12）
。

こうした先行研究を念頭におきつつ、宗門改がもともと備えていたと考えられ
る二つの性格と氏子改の連続性／非連続性に留意しながら、明治初年の動向を
確認していきたい。

（2）宗門改の継続

新政府は、慶応4年（1868）正月3日の内乱勃発以後も、当年の宗門改に関
する命令を何ら発していなかった。他方で、神仏判然令を出し、神葬祭を奨励
するなど神道国教化に向けた政策をつぎつぎと打ち出してゆく。こうした情勢
下において、諸藩は新政府に宗門改の実施の有無とその具体的な方法を問い合
わせた。

たとえば、同年8月23日に信濃国小諸藩から太政官弁事役所へ「旧幕府之制
度ニテ是迄家中領内総人別諸寺宗門ト唱ヘ之ヲ僧侶ニ托シ、年々諸寺檀下宗門
相改候振合ニ御座候処、右赫々タル神州之士民殊ニ　大政御一新旧弊御洗除神
道ヲ尊ヒ給ヒ、釋教ノ抑ヒ給フ之難有御時節ニ相成候故、其内何等被仰出モ可
有御座哉ト、当年ハ今以宗門ノ義相改不申候得共、万一右制度其儘御採用被遊
候御儀ニモ御坐候テハ、徒ニ差控罷在候モ、是亦恐入奉存候間」との伺いが出
されている。「神道ヲ尊」ぶ方針が明確にされるなか、仏教への信仰を前提と
する宗門改を実施すべきかどうか戸惑っている様子がみえる。これに対して弁
事役所は、25日に「追テ改正可被仰付候間、先夫迄ハ如旧可相心得事」と、
新制度が策定されるまでは従来どおり宗門改を継続するように指示した

13）
。その

ほかにも、越後国高田藩
14）

や美濃国大垣藩
15）

などから同種の伺いが出されているが、
すべて同じように回答している。

問い合わせが殺到したことを受けて、行政官は明治元年（1868）10月25日
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に「切支丹宗門改方」は新たな規則が制定されるまで「旧幕府ノ所置」に従い、
「不審成者有無」を取り調べて11月までに届け出るよう布告した

16）
。長期にわた

って続けられてきた宗門改を改変する意思を示しつつも、代替する制度を準備
できていない新政府は、当面の間、宗門改の継続を指示せざるをえなかったと
いえる。これをうけて諸侯・直轄府県・中下大夫は、領内・管内において宗門
改を実施し、11月に弁事役所へ届書を提出している。諸侯・中下大夫の場合、

「切支丹宗門幷邪宗門之儀従前々無懈怠今以相改申候、今般被　仰出候御法度
書之趣弥相守私領中在々所々遂穿鑿、家中之者下々迄是又致僉議候処不審成も
の無御座候、若此以後不審成もの於有之者早々可及言上候」

17）
との文面に署名・

花押がある様式で報告書が提出された。家中・領民の仏教信仰を確認する方式
ではなく、潜伏キリシタンが領内に存在しないことを太政官に申告するかたち
がとられている。

この文書は、宗教統制を目的に新政府によって提出させられたものであるこ
とはもちろんである。これに加えて、本州における内乱が収束したばかりの明
治元年11月という時期を考慮すれば、文書の提出を通じて諸侯・中下大夫が
太政官を幕府に代わる中央政府として認めたことを示す儀礼行為としての意味
も有したといえよう。明治2年・明治3年には、同じ形式で諸藩の知藩事から
太政官弁官へ10月以降に届書が提出されている

18）
。全国規模でみれば、明治3年

までは宗門改が基本的には府藩県ごとに継続して実施されていたと考えてよい
だろう。

（3）神葬祭の許可と宗門改の変容

とはいえ、変化が生じなかったということではない。神道国教化政策を進め
る一方で寺請制度を基調とした宗門改を続けることは、必然的に矛盾を生じさ
せた。たとえば、播磨国姫路藩からは明治3年（1870）12月25日付で「士族卒
平民中ヨリ旧来ノ檀那寺離檀仕、神葬祭執行仕度願出候者ハ聞届候テ不苦候旨
伺済ニ相成候藩モ有之哉ニ伝承仕候、右様取計候節ハ邪宗門改ノ儀ハ氏子帳ヲ
以取調候テ可然儀ニ候哉」との伺いが太政官に出されている

19）
。新政府は、神職

には神葬祭を命じ
20）

、その他にも希望する者には神葬祭を認めていたが、該当者
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は、檀那寺から離檀することになるため、「邪宗門改」にあたっては氏子帳を
別途調製すべきか、との照会である。これに対して太政官は、「異宗門改方ノ
儀ハ追テ一定ノ御規則可被仰出候得トモ、当分藩庁ニ於テ仮規則可立置事」と
回答している

21）
。これと同内容の伺いは三河国西端藩などからも出されており

（明治４年４月18日付）、太政官はやはり「離檀ノ儀ハ地方官ニテ差支無之ハ不
苦事」、「異宗門改ノ儀ハ追テ一定ノ御規則相立候マテ藩ノ見込ヲ以取計置可申
事」と指示した

22）
。それまで行われてきた宗門改をそのまま維持するのではなく、

藩の裁量で規則を制定・改正して独自に氏子改を実施することも許容している
のである。同様の問題は、どの府藩県でも起こりうることであり、新政府が戸
籍の編製や氏子改を実施する以前から宗門改は変貌していたことが看取できる。

全国で一斉に氏子改が実施されるのは、「大小神社氏子取調規則」が公布さ
れた明治4年7月4日以降のことになる

23）
。これによって、人びとは郷社とされ

た神社の氏子として強制的に登録されることになり、戸長を中心に行政単位ご
とに氏子帳が作成されることになった。前述のことを踏まえて考えれば、この
氏子改は新政府が一方的に強いた制度というだけではなく、地方の実情に合わ
せて宗門改に代わる宗教統制の制度として創り出された側面もあったと解釈す
ることもできよう。

すでに、同年4月には戸籍法が制定されていたが、これにともなって10月3
日、宗門人別帳は廃止されることになった

24）
。大蔵卿大久保利通と同大輔井上馨

は、「従前指出シ来候宗門帳之儀ハ今般改正被　仰出候戸籍編製ノ方法ニ備リ、
全国臣民ノ身上ニ関スル各箇ノ職分ヲハシメ氏神ノ社号・宗旨ノ寺名ニ至ルマ
テ区画ノ戸長之ヲ実地ニ就キ綿密調査ノ上、毫モ無脱漏、悉皆戸籍冊ヘ記載イ
タシ候儀ニ付、以来宗門帳別ニ差出シ候儀ハ無論被廃候方可然ト存シ候」と太
政官正院に意見書を提出し、宗門人別帳の廃止が決定されている

25）
。ここで特記

しなくてはならないのは、政府高官には、宗門人別帳は氏子帳ではなく戸籍簿
に対応するものと認識されていることである。氏子帳が結果的に戸籍簿を補填
する役割を担ったことは否定しないが、あくまでも氏子改は宗教統制のための
制度であり、戸籍調査としての機能は副次的なものであったことを確認してお
きたい。この意味において、近世社会において宗門改が担っていた二つの役割
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は、明治4年をもって分離したと考える。

2．浦上四番崩れと氏子改

浦上四番崩れの過程においても、氏子改の実施に関する議論が行われていた
ことが史料から読み取れる。浦上村およびその周辺地域における信徒とその縁
者の摘発は、地域社会の中間層の手によって進められた。たとえば、「耶蘇教
徒取調一件書類　明治二〜四 1」には、長崎の東西中町（長崎県長崎市）の乙
名が、潜伏キリシタンで改宗しない者を告発した以下の文書がつづられている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東中町人別
� 立山郷住居
� 禅宗　　　　　　佐　八
� 巳廿九歳
右之者父者惣次郎与申異宗随入いたし候ニ付、御吟味之上去辰年自余之者
一同流刑被為所候悴ニ而立山郷ニ住居罷在、右様父儀御所置被　仰付候ニ

付、改心御厳禁急度相守可申筈之処、矢張父同様異宗ニ泥ミ改心不仕、既
ニ今般宗門人別改之儀者寺請状取之差出候様御規則被　仰出候間、当正月
人別改之節右佐八召呼、御主意申渡請状持越候様申渡候処、不承知之体ニ

而者身檀寺江申入候請状出呉申間敷、勿論手前ニ而頼兼候旨、敢而厳科犯居
候恐怖も不致体有之不相済候間、改心請状無之候ハヽ、帳面ニ差加ヘ置候
儀難相成、其段御訴申上、急度御所置可被　仰付候間かならす後悔致間敷
申聞置候得共、更改心之体相見江不申候ニ付、此段以書附申上候、以上
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東中町乙名兼
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西中町乙名
� 巳（明治2年）正月晦日　　　　　　　　　　　　冨田秀三（印）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　立合年番乙名
� 佐々木栄助（印）

26）

摘発された佐八の父惣次郎は、明治元年（1868）に流刑となっていたが、佐
八が改心していないことが宗門改によって発覚したため、乙名は長崎奉行所に
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訴え出ている。地域秩序を維持しようとする中間層を利用して、潜伏キリシタ
ンの改宗・摘発を実施していた様子がうかがえる。キリシタン摘発の観点から
いえば、長崎における明治2年時の宗門改は目的を一程度達成していたといえ
よう。

しかしながら、より弾圧を徹底するために、長崎における氏子改の実施が新
政府内では検討されていた。「耶蘇宗徒処置取扱」として長崎へ派遣されてい
た弾正大忠の渡辺昇

27）
は、参議広沢真臣と小弁長松幹に宛てて「氏子改之儀も現

場ニ御施行ニ者彼是御差支之儀是亦御尤之御事と奉存候、唯々十月如一日と申
根気競へより外者有之間敷」、「何卒今日之機会ニ氏子調ね被仰出候ハヽ当地ハ
屹度成功可相成と奉存候」と意見を述べている。これより前から新政府内で議
論があったようであり、氏子改の施行に課題があることは承知しつつも、渡辺
は長崎でこれを実施するように強く要請している

28）
。結果的に、長崎でキリシタ

ン弾圧の陣頭指揮を執る渡辺の主張を容れて長崎県における氏子改の実施を決
定した。民部省は、6月、長崎県に対して「目下耶蘇教ノ混雑モ有之」ため

「氏子改可被取計」よう指示し、「氏子改仮規則」を示した
29）

。これにより、長崎
県下では、氏子帳が調製されるとともに、「氏子名簿授」が行われている。「氏
子名簿授」は、「村吏引受ノ氏子ヲ一家内宛記帳ノ順ヲ以テ高声ニ呼出シ、拝
殿ノ中央ニ進マシメテ神拝ヲ命ス、此時神主幣ヲ以テ拝礼ノ者ヲ清ム、神拝竟
テ右名簿授与ノ官員ノ前ニ進ミ名簿頂戴」という儀式的行為である

30）
。事務手続

化していた宗門改と比較して、宗教的要素を帯びた手順を踏んでいることが指
摘できる。

長崎県での経験に手ごたえを得た渡辺は、氏子改を全国で実施することを広
沢真臣と大久保利通へ上申した。渡辺は、明治4年3月14日付で発出した両名
への書簡において「抑排耶之儀御決議之節者仮令戦争ニ及候共御貫轍相成候」
と外国との戦争すら辞さない強硬な態度を示すとともに、「何卒至急氏子調へ
之大典御発行相成、諸藩江御内達相成仕候」と諸藩への氏子改の指令を要望し
ている

31）
。広沢・大久保がこの渡辺の建言にどのように返答したのかは判然とし

ないが、外交上の問題に配慮した慎重論がありながらも同年7月4日に氏子改
が布達されたのは前述のとおりである。以上のことから、氏子改は構想段階で
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は明らかに戸籍調査よりも宗教統制に重きをおいて施行された制度であり、府
藩県において神葬祭の奨励と寺請制度の間で生じた矛盾と浦上四番崩れにとも
なう長崎県での先行事例に基づいて実施されたものであった、といえよう。少
なくとも、民部省から出された布達であることを主たる根拠として、長崎県の

「氏子改仮規則」の戸籍調査としての性格を強調した阪本是丸の仕事は再検討
されてしかるべきである

32）
。

なお、渡辺がかくも徹底した潜伏キリシタンの摘発にこだわったのは、当時
社会問題化していた「脱籍浮浪之徒」による治安の混乱が念頭にあったためだ
と考えられる

33）
。九州に関しても渡辺のもとへ日向県官吏荒木某から寄せられた

書簡では、「於当地も浮浪之徒段々入込候聞有之、懸念之到ニ御座候、就中金
銀ニ乏所ヨリ押借強盗等所々ニ有之、少々者搦方ニも相成候得共困入事ニ御座候、
且邪蘇宗信仰之者ト称シ、同類ヲ偽リ金銭ヲ貪リ様々之悪業ヲ巧ミ、甚敷ニ到
テハ外国之教師ヲ偽候次第有之哉之趣」、「平戸藩異宗之徒百人余リ段々脱走い
たし何レ之所ヘ逃去候哉相分不申、街説ニ者定而外国ヘ渡リ候事ト存候」との
情報が寄せられている

34）
。真偽のほどが定かではない風聞も含めて、潜伏キリシ

タンの脅威を語る言説が巷間に流布していた当該期の社会情勢がうかがえる。
先行研究において当該期の前後に多発してした新政反対一揆のなかには、排除
すべき対象として「耶蘇」が名指しされていたことが指摘されているが

35）
、新政

府内でもその認識は共有されており、純粋な宗教統制ではなく、政治課題解決
のために氏子改が企図されたこともここで指摘しておきたい。

3．政権交代と臼杵藩のキリシタン統制

つぎに、臼杵藩の家老が記した「御会所日記」
36）

を用いて、同藩の動向を検討
する。臼杵藩の宗門改については、幕府が日米修好通商条約を締結して諸外国
と交易を開始した安政5年（1858）を境として、絵踏をともなわない「戸籍調
査的なもの」に変化したことを解明した佐藤晃洋の論考

37）
があるものの、明治初

年の具体相は明らかになっていない
38）

。
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（1）臼杵藩の政治態度

まず前提として、徳川幕府から新政府への政権交代期における臼杵藩の政治
姿勢を簡単に確認しておきたい。臼杵6万5000石（外様）の藩主稲葉久通は、
慶応3年（1867）12月9日の王政復古の政変後も「足痛」を理由に上京せず、
翌年正月の内乱勃発後も「佐幕」か「勤王」か明確にしないまま曖昧な態度を
取っていた。内乱が、新政府軍有利に進む情勢をみて久通の上京が決定された
のは2月のことである。上京した久通は、閏4月10日に天皇に拝謁して「勤王」
を誓約している

39）
。こうしたなかで、臼杵藩では内乱参戦の遅れを挽回するため

に軍制改革が急ピッチで進められ、新政府側に立って出兵することになった。
これによって「御軍備之儀実地之御備不被為立候而者不相済、追々御取調に相
成候処、不容易御入費ニ相成」と軍事費や上京のための費用の支出がかさみ、
藩の財政は急速に窮乏したため領内に倹約令が出されている

40）
。ここでは、参戦

が遅れた臼杵藩は、新政府が主導権を握りつつあるこの段階において、「官軍」
の一翼を担うことを決意し、「御一新」への遅れを取り戻そうとしていたこと
を確認しておきたい。

（2）明治元年の宗教政策

臼杵藩では、明治元年（1868）の宗門改は例年通り実施されている。臼杵藩
では、慶応4年（1868）正月2日に「切支丹宗門之儀弥念を入触内々可申付候」
と大庄屋へ年頭の申渡しが行われた

41）
。これは、毎年正月の恒例行事であり、同

月28日には城中で藩士がキリシタンではないことを誓った「宗門御改書物」
に押印している

42）
。3月晦日には京都太政官代において「御宸翰」

43）
と「五榜の掲

示」の写しが臼杵藩へ下付され、国許へ「高札場江可取建」との達があった。
五榜の掲示の内容は、速やかに領内へ周知されている

44）
。さらに、閏4月3日、

稲葉久通は太政官の指示を受けて、「耶蘇宗奉教之者　御所置之儀ニ付、御下
問之趣奉畏候、右者不容易御事件、退而勘考仕候処、御示授相成候御所置振至当
之御儀与奉存候、於私共者聊存寄無御座候」との存念書を他の大名と連名で提
出している

45）
。述べるまでもなく、この存念書は浦上四番崩れをうけて作成を命

じられたものであった。
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以降、臼杵藩は新政府の方針に従ってキリシタン統制を実施してゆくことに
なるが、藩の機構もこれに合わせて整備された。三野行徳「臼杵藩宗門方役所
とキリシタン統制」

46）
が解明したように、臼杵藩のキリシタン統制の中核に位置

したのは宗門奉行（宗門方）であり、宗門奉行は寺社に関する事柄を取り扱う
寺社奉行と両輪で藩内の宗教政策を運用していた。臼杵藩は、このように二つ
の役所に分散していた宗教行政の機能を一本化すべく、宗門奉行を廃止する方
向で整理作業に着手した。5月9日、宗門奉行の職掌を寺社奉行が兼ねること
が決定し、宗門奉行の役所で保管されていた諸帳面を寺社奉行へ引き継ぐよう
に達せられた

47）
。これと前後して臼杵藩の領内にも神仏判然令が出され、修験者

が続々と還俗して神職の身分を得ている。さらに、寺社奉行は社寺奉行に名称
が変更され、近世において臼杵藩のキリシタン統制を支えた宗門奉行は終焉を
迎えることになった

48）
。臼杵藩においては、明治元年段階で近世の宗教統制の制

度に変更が加えられつつあったことが明らかである。

4．廃藩までのキリシタン政策

（1）書式の変更

明治2年（1869）正月の年頭儀礼でも家中や大庄屋へ先例と同じ「切支丹宗
門之儀」に関する申渡しが行われている

49）
。ただし、家中における宗門改の様式

は以下の史料のように改正された。
一、於同所左之通月番及御達
� 国枝佐左衛門
切支丹宗門御改ニ付、例年書物判形致し、家内附相添、其方共御役所江差
出来候処、以来書物相止、家内附ニ此雛形之通相認、是迄之通支配

〵 〳

ニ

而取集差出候様被　仰出候、左様可相心得候
� 大御目付
切支丹宗門御改ニ付、例年書物判形致し来候処、以来相止、家内附ニ此雛
形之通相認、是迄之通支配

〵 〳

ニ而取集、宗門御役所江差出候様被　仰出
候、此段侍中幷小侍江各方ゟ相通、支配有之面々者支配

〵 〳

江茂相達候様可
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有通達候
　�御用人御側支配之面々是迄之通来ル廿七日於　御城差出候様在京等之

面々者年寄を以可差出候事
　　雛形
　家内人数之覚
一、男何人内上何人

下何人

　此内上何人
下何人 在京　

在東京
他出

一、女何人上何人
下何人

　男女合何人内上何人
下何人

右私家内中切支丹宗門御法度之趣、慥ニ相守不審成者無御座候、以上
� 在京他出等者張札致し差置
�明治二巳年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　下着之上印判之事
　　正月廿七日� 名　　印判
宗門御役所

50）

これは、つぎに示した安政5年（1858）の様式と比べて、大きな改正だとい
える。

　切支丹宗門御改ニ付御書物之事
一、切支丹宗門御法度之趣、慥相守申候御事
一�、我々家内男女共踏絵被　仰付、不残為踏申候処、少茂不審成儀無御座

候御事
一�、家内男女下々迄弥宗門之事相改寺請手形取置申候御事、右之趣少茂相

違無御座相守申候、為後日如件
安政五午年正月廿七日� 島倉俵蔵（花押）（後略）

51）

家を単位として寺請制度にのっとるかたちで非キリシタンであることが誓約
されていた旧来の書式に対して、明治2年の改正では寺請に関する言及が消え、
非キリシタンであることを簡潔に届け出る合理的な様式が採用されている。以
後、廃藩までこの形式は継続された。
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（2）版籍奉還前後の組織改革

稲葉久通は、明治2年（1869）2月20日付で「今般長薩肥土四藩　上表之旨
趣公明之正論感服仕候」と版籍奉還を願い出た

52）
。他藩と比較して早い時期の提

言といえるが、この背景にはやはり内乱における遅れを挽回しようとする意図
があったと考えられる

53）
。臼杵藩の宗教政策に関する改革が、新政府の意向に全

面的に従う形で進められたのも同じ文脈で捉えることが可能である。すなわち、
領内一円を非キリシタン化することで、新政府が示した政策の実現に貢献しよ
うとする指向である。また、領内および近隣地域において一揆・騒動が多発し
ていたことも臼杵藩が宗教統制に本腰を入れた要因の一つであろう。前述のと
おり、反政府運動の担い手にはキリシタンが含まれていると認識されていたが、
臼杵藩の近隣でも岡藩一揆、日田騒動、脱隊騒動などの騒擾が発生している。
特に、隣接する豊後国岡藩で生じた一揆については、「自然其　御領内江潜入
之者も有之」と岡藩から通達があり、警戒感をあらわにして緊張感を高めてい
る
54）

。端的にいえば、臼杵藩の宗教統制に関する改革は複数の要因によって推し
進められたといえよう。

版籍奉還以後、新政府の指示を受けながら大規模な藩内の組織改革が断行さ
れるなかで

55）
、明治2年10月、新たに設置された民政官のもとに社寺局・郡治

局・市治局がおかれた。社寺奉行は社寺監に改められ
56）

、宗教行政は社寺局に一
元化されている。さらに、明治3年正月に社寺監は社寺尹となり、同年12月
22日には「卒家内向後郡治局直貫属申付候、付而者生死出入郡尹承届、其局江

者類族之外節々届ニ不及、年分之出入帳面ニ記置翌年正月人別改之節、家内附
一同可差出候、家内附茂銘々男女人数高を以一帳ニ記、其出入何茂手数相省、
成丈簡便ニ可取計旨申付置候」と職務の範囲が限定された

57）
。キリシタン統制・

類族管理に付随して、人別把握にかかる業務なども実質的に請け負っていた宗
門奉行と比較すれば、社寺局の職掌の範囲は狭まり、結局明治4年1月には廃
藩をまたずに廃止されることになる

58）
。

（3）臼杵藩のキリシタン統制

浦上四番崩れの影響は、臼杵藩にも及び、明治2年（1869）12月28日、藩庁
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から「今度切支丹宗徒御処分被　仰出、長崎県御支配浦上村之者共藩々江差送
候処、猶其遺類之もの当御支配地江致潜伏候も難図候付吟味可致」と浦上信徒
の「遺類」の捜索が領内に指示されている

59）
。これは、長崎県から臼杵藩へ出さ

れた管轄地の「至急取調」を依頼する通達に応じたものであった。
明治3年正月18日には、社寺局から「管内組内長崎之者有無書付明日中可被

差出」との達が出される
60）

。また、同じ明治3年正月、社寺局は、キリシタン宗
門改のため以下の「書物」の提出を藩内に達した。

切支丹宗門御改ニ付御書物之事
一�、我等共儀切支丹ニ而無御座候ニ付、少茂切支丹之儀心底ニ含不申候ニ付、

切支丹之起証文書載申候、此旨相違御座候ハヽ、てうす伴天連ひいりよ
すひりつさん等初さんたまりや諸々のあんしよへやとの罰蒙、てうすの
かゝき責ニ絡果しうたすのことくたのもしを失ひ、終に頓死仕見へる野
の苦患ニ責られ浮事有間敷事

一、自然切支丹之儀承候ハヽ可申上候事
一、前々ゟ被　仰付候御法度之趣堅相守申候事
　右之趣少茂相違無御座相守申候、為後日如件
　明治三午年正月廿七日

61）

これは、「遺類」の摘発とあわせて潜伏キリシタン取締りのために社寺局が
独自に行ったキリシタン宗門改である。書面の一部が近世前期に作成されてい
た起請文の様式となっており、寺請制度とは関係なく、キリスト教信仰を否定
する内容となっていることが読み取れる。これとは別に粛々と宗門改が実施さ
れていることも看過できない。

毎春之通宗門人別御改申付候間、左之通可相心得候
一、正月廿七日之出入極々帳面相認可申事
一、同廿七日より其所御改済候迄者出入差留可申候事
　　　但御改済候以後出入之儀者不苦候
一�、剃頭之者者印判為仕、家内之者共ハ管判為仕、改方之儀者先年踏絵有

之節之形ヲ以村々江大庄屋・小庄屋共罷越相改可申事
一、人高帳是迄之通差出可申事
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一、他所行帳右同断
一、病人帳右同断
　　　但是迄病症書記来候得共今後不及書記候、且年齢茂不及書記候
一、永尋者帳右同断
一、寺院江宗判為致候付、御改帳面認方之儀是迄之通可相心得候
一、奉公江罷出候者去春之通可相心得候
一、御改帳面致内見候ニ付、二月六日伺書物一同可差出候
　　　但同八日帳面下ケ可申候
一、二月十八日大庄屋・小庄屋奥印申付候間可罷出事
一、組々御改定日左之通（中略）

　右之通可相心得候、以上
62）

こちらでは、先例どおりの檀家制度に依拠した宗門改が指示されているが、
キリシタン統制は先に見た「御書物」の提出により別途行われており、宗教統
制よりも人別把握に重きをおいて宗門人別帳が作成されていたといえる。その
後も緊張は続き、明治3年閏10月15日に臼杵藩知事は太政官弁官へ「切支丹
宗門幷邪宗門之儀従前々無懈怠今以相改申候」、「不審成者無御座」

63）
とキリシタ

ン宗門改の結果を届け出ている。

おわりに

本稿で明らかになった主な事柄を改めて書き上げると以下の6点になる。
①�明治新政府は発足後も旧幕府のキリシタン政策を踏襲し、諸藩の伺いに対

しては新制度が制定されるまでの間、宗門改を継続するように指示を出し
た。

②�一方で、神葬祭の希望者には離檀を許可したため、寺請制度の上に成立す
る宗門改は十全に機能しなくなり、府藩県によって独自の制度を運用する
裁量を認めざるをえなくなった。地域によっては、明治2年（1869）から
氏子改が実施されるようになる。

③�宗門改に変わる宗教統制政策と評価されてきた氏子改は、浦上四番崩れを
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現地で統括した渡辺昇によって主張され、まず長崎県を実験場として実施
された。その後、渡辺はさらに全国での施行を建言し、結果として明治4
年7月に「大小神社氏子取調規則」が制定されて氏子改が一律に行われる
ことになった。

④�「大小神社氏子取調規則」よる氏子改は、運用開始後、結果的に戸籍制度
を補う機能を有したとはいえ、この制度の設計者たちはあくまでも宗教統
制政策として構想しており、実際にも宗教的要素が濃かった。

⑤�臼杵藩では、「御一新」に出遅れたコンプレックスから、新政府が示した
宗教政策に沿うかたちで領内の非キリスト教化を進めるための組織整備・
制度の改変が行われた。藩領周辺で発生した騒擾への脅威も潜伏キリシタ
ン統制の力を強める要因となった。

⑥�臼杵藩宗門奉行が備えていた宗教統制と人別把握の機能は分離し、明治3
年に行われた宗門改は実質的に宗教政策としての色彩は薄れ、社寺局が主
導して行われたキリシタン宗門改がキリシタン統制の役割を負った。

本稿全体を通じて、新政府が諸外国の動向をにらみつつ進めたとイメージさ
れている明治初年のキリシタン統制は、それに加えて実際に制度を運用する府
藩県との相互関係のなかで築かれていったものであることが明らかになった。
ただし、臼杵藩のケースは一例にすぎず、諸藩の事例研究を蓄積してゆくこと
で地域ごとの個性がより明確になるであろう。

個別藩の研究を深耕するためには、旧藩において宗教統制を担当した組織の
アーカイブズの行方を把握することも肝要となる。臼杵藩の場合、先述のとお
り宗門奉行の廃止にともなって寺社奉行におもだった諸帳面は引き継がれたが、
マリオ・マレガ資料を見ても宗教統制の関係文書は明治元年でほぼ途絶えてい
る
64）

。ここから、マリオ・マレガ資料に含まれる宗教統制関係文書は、寺社奉行
へ移管された文書を除く宗門奉行のアーカイブズで構成されているのだと推定
される。現段階では状況証拠しかないため、確定的なことはいえないが、見通
しとして書き留めておきたい。また、寺社奉行へ移管された文書の追跡も今後
の課題としてあげておきたい。
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註
 1）「切支丹邪宗門」の表現に対してイギリス公使パークスらから抗議を受けた新政府は、第3札

の文面を「一、切支丹宗門之儀ハ是迄御制禁之通固ク可相守事、一、邪宗門之儀ハ固ク禁止候
事」と変更した。三上昭美「明治新政府のキリスト教政策」（中央大学人文科学研究所編『近
代日本の形成と宗教問題』中央大学出版部、1992年）、家近良樹『浦上キリシタン流配事件 ―
キリスト教解禁への道―』（吉川弘文館、1998年）、鈴江英一『キリスト教解禁以前 ―切支丹
禁制高札撤去の史料論―』（岩田書院、2000年）など参照。

 2）浦上四番崩れを扱った文献は多く、政治・外交・法制・地域など多様な観点から研究が進め
られている。片岡弥吉『浦上四番崩れ ―明治政府のキリシタン弾圧―』（筑摩書房、1963年）、
清水紘一「長崎裁判所の浦上教徒処分案をめぐって」（前掲註1『近代日本の形成と宗教問題』）、
前掲註1『浦上キリシタン流配事件』、安高啓明『浦上四番崩れ ―長崎・天草禁教史の新解釈
―』（長崎文献社、2016年）、大橋幸泰『潜伏キリシタン ―江戸時代の禁教政策と民衆―』（講
談社、2019年）など参照。

 3）最近では、清水有子「戊辰戦争下のキリスト教政策」（奈倉哲三・保谷徹・箱石大編『戊辰
戦争の新視点』上、吉川弘文館、2018年）などがある。

 4）東昇「津山藩における宗門改制度の変遷 ―宗教と地域情報の把握―」（『京都府立大学学術報
告　人文』64、2012年）。

 5）各藩の実情がわかる研究として、神谷智「『人的移動』の把握と宗門改帳 ―尾張藩を事例と
して―」（比較家族史学会監修・利谷信義ほか編『戸籍と身分登録』、早稲田大学出版部、1996
年）、東昇「宗門改帳の作成 ―岡山藩の宗門改帳の変遷―」（『岡山地方史研究』82、1997年）、
溝渕利博「讃岐高松藩『切支丹宗徒人名録』に関する基礎的研究 ―讃岐高松藩のキリシタン
禁制と『切支丹宗徒人名録』の歴史的性格―」（『研究紀要』56・57、高松大学、2012年）、八
嶋義之「福岡藩における宗門改制度」（『七隈史学』20、2018年）などがあげられる。

 6）水本邦彦『徳川の国家デザイン』（小学館、2008年）、10・11頁。
 7）大石慎三郎「江戸時代における戸籍について」（福島正夫編『戸籍制度と「家」制度 ―「家」

制度の研究―』東京大学出版会、1959年）は、全国で宗門人別帳が戸籍簿としての役割を兼ね
るようになるのは元禄・享保期（1688〜1736）頃だとする。

 8）これを批判し、宗門改の宗教統制としての性格を重視する、松浦昭「史料『宗門改帳』研究
序説」（神戸商科大学学術研究会編『神戸商科大学創立七十周年記念論文集』、神戸商科大学学
術研究会、2000年）もある。だが、宗門帳と人別帳が融合して宗門人別帳が作成されるように
なり、宗教統制と戸籍調査が一体化してゆくとの見解は通説的地位を退いていないし、筆者も
これを支持する。

 9）森謙二「近代戸籍の展開」（『茨城キリスト教大学紀要　Ⅱ社会・自然科学』48、2014年）は、
「（1）全住民を網羅的に組み込んで編成したものであること、（2）年齢・性別のほか、誕生・
婚姻・離婚・養子・離縁・死亡あるいは移動を明らかにするものであったこと、これらのこと
は近代の戸籍と共通した性格を持つものである」というより限定的な理解を示している。

10）明治4年太政官布告322号。
11）豊田武『日本宗教制度史の研究』（厚生閣、1938年）、196頁。
12）村上重良『国家神道』（岩波書店、1970年）、96頁。また、阪本是丸「氏子調と戸籍法・民

法」（『國學院雑誌』85-8、1984年）は、氏子改を民部省発案による私生児の把握策だと捉えて
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いる。
13）「太政類典」第一編・慶応三年～明治四年・第百二十一巻・教法・教法（国立公文書館所蔵、

太00121100）。
14）「公文録」明治元年・第二十巻・戊辰一月～己巳六月・諸侯伺（国立公文書館所蔵、公

00020100）。高田藩からの「旧例文言ノ内公儀ノ文字相除キ、例年ノ通請取可申哉」との伺い
に対して、弁事役所は「書面伺ノ通リ可為事」と回答している。

15）「太政類典草稿」第一編・慶応三年～明治四年・第百三十巻・教法・教法（国立公文書館所
蔵、太草00131100）。大垣藩からの「今般御一新被仰出候ニ付テハ右両様（宗門人別帳と寺請
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通候事」と回答している。

16）太政官布告明治元年第893、『法令全書』明治元年10月25日。
17）「復古記原史料」11-18-3-1（東京大学史料編纂所蔵）。本史料は、紀州藩主徳川茂承から提
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ある。

18）「公文録・明治二年・第七十二巻・己巳六月～辛未七月・飯田藩伺」（公00139100）ほか。明
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新史料稿本」明治3年是月、東京大学史料編纂所蔵）。また、新発田藩の届書に、「私支配所中
古切支丹之類族之者共常々行跡疑敷儀無御座候事」と類族への言及があるように、藩によって
若干の個性が見いだせる場合もある（「公文録・明治二年・第二百二十六巻・己巳六月～辛未
七月・新発田藩」、公00297100）。

19）前掲註13「太政類典・第一編・慶応三年～明治四年・第百二十一巻・教法・教法」。
20）太政官明治元年第320、『法令全書』慶応4年閏4月19日。
21）前掲註13「太政類典・第一編・慶応三年～明治四年・第百二十一巻・教法・教法」。
22）「公文録・明治二年・第七十九巻・己巳六月～辛未七月・西端、新谷藩伺」（公00147100）。
23）太政官明治4年第322、『法令全書』明治4年7月4日。
24）大蔵省明治4年第70、『法令全書』明治4年10月3日。
25）「公文録・明治四年・第百二十八巻・辛未九月・大蔵省伺」（公00580100）。
26）「耶蘇教徒取調一件書類　明治二〜四 1」（宮内庁宮内公文書館所蔵、72024）。本史料は、「三

条実美公年譜」編修時に収集されたもので、三条実美のもとにあった文書だと推定される。宮
間純一「宮内省における修史事業とアーカイブズ ―「三条実美公年譜」を事例に―」（『アー
キビスト』84、2015年）参照。

27）明治2年5月耶蘇宗徒御処置取調掛、同月待詔局主事、8月15日弾正大忠、同月耶蘇宗徒処
置取扱。修史局編『百巻履歴』下（日本史籍協会、1928年）、58-59頁。

28）前掲註26「耶蘇教徒取調一件書類　明治二〜四 1」。
29）民部省明治3年第429、『法令全書』明治3年6月。
30）「耶蘇教徒取調一件書類　明治二〜四 2」（宮内庁宮内公文書館蔵、72026）。
31）「耶蘇教徒取調一件書類　明治二〜四 3」（宮内庁宮内公文書館蔵、72025）。
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32）前掲註12阪本是丸「氏子調と戸籍法・民法」。阪本論文の問題点は、平野武「（書評）阪本是
丸著「明治国家と招魂社体制 ―靖国神社の成立と地方招魂社行政―」（神道学第一二二号）
「氏子調と戸籍法・民法」（国学院雑誌第八五巻第八号）「明治八年左院の教部省処分案 ―近代
日本宗教史の一齣―」（国学院雑誌第八四巻第一一号）」（『法制史研究』35、1985年）も指摘し
ている。

33）脱籍・浮浪問題については、佐々木克『志士と官僚 ―明治初年の場景―』（ミネルヴァ書房、
1984年）、高木俊輔『それからの志士 ―もう一つの明治維新―』（有斐閣、1985年）ほか参照。

34）前掲註26「耶蘇教徒取調一件書類　明治二〜四 1」。
35）星野靖二「幕末維新期のキリスト教という『困難』」（岩田真美・桐原健真編『カミとホトケ

の幕末維新』法藏館、2018年）。
36）「御会所日記」（臼杵市立臼杵図書館所蔵）。以下、「日記」と略記する。
37）佐藤晃洋「近世日本豊後のキリシタン禁制と民衆統制」（『国文学研究資料館研究紀要 アーカ

イブズ研究篇』12、2016年）、本書所収。
38）ちなみに、近世段階から仏教寺院である檀那寺にかわって、神社の神職による「神職請」
（「神道請」、「神主請」）が行われていた岡山藩のような事例もあるが、臼杵藩の場合、そうし
た制度は採用されていない。岡山藩の「神職請」については、水野恭一郎「岡山藩神職請制度
補考」（『鷹陵史学』8、1982年）、大川真「『朱子学』と日本近世社会 ―岡山藩神職請を題材に
して―」（『日本思想史研究』32、2000年）ほか参照。

39）「華族家記・稲葉久通」（国立公文書館所蔵、家00023100）。
40）前掲註36「日記」慶応4年2月10日条。
41）前掲註36「日記」慶応4年正月2日条。
42）前掲註36「日記」慶応4年正月28日条。
43）「御宸翰」については、三宅紹宣「五箇条の誓文・宸翰と五榜の掲示」（『明治維新史研究』9、

2013年）、同『幕末維新の政治過程』（吉川弘文館、2021年）所収。ただし、三宅の五榜の掲示
に対する評価と筆者の理解は相違する。このことについては、宮間純一「『政権交代』と地域 
―関東の旧幕府領と旧旗本知行所を中心に―」（『明治維新史研究』17、2019年）、同「慶応四
年の「政権交代」と「五榜の掲示」―下総国における高札の掛け替え―」（『千葉いまむかし』
34、2021年）に示した。

44）前掲註36「日記」慶応4年4月4日条。
45）前掲註36「日記」慶応4年閏4月3日条。
46）三野行徳「臼杵藩宗門方役所とキリシタン統制」（『国文学研究資料館研究紀要 アーカイブズ

研究篇』14、2018年）。
47）前掲註36「日記」慶応4年5月9日条。
48）前掲註36「日記」明治2年正月2日条。宗門奉行の廃止および寺社奉行から社寺奉行への名

称変更の正確な日付は不明だが、「日記」明治2年正月2日条に「是迄宗門奉行出座之所ニ候得
共右御役御廃止」とあることから、遅くとも明治元年末から明治2年初頭頃には宗門奉行は廃
されていたものと考えられる。

49）前掲註36「日記」明治2年正月2日条。
50）前掲註36「日記」明治2年正月13日条。
51）マリオ・マレガ資料A16.5.1.1（バチカン図書館所蔵）。
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52）前掲註36「日記」明治2年3月1日条。
53）明治3年4月7日に臼杵藩より、新政府へ窮民救助のため5000両が献金されていることも同

じ理屈で理解できる（前掲註39）「華族家記・稲葉久通」）。版籍奉還の全国的な動勢は、松尾
正人『廃藩置県の研究』（吉川弘文館、2001年）参照。

54）前掲註36「日記」明治2年7月12日条。
55）前掲註36「日記」明治2年10月28日条ほか。
56）前掲註36「日記」明治2年10月28日条。
57）前掲註36「日記」明治3年正月21日・12月22日条。
58）前掲註36「日記」明治4年正月10日条。その後、庶務掛が宗教関係の事務を引き継ぐことに

なる。
59）前掲註36「日記」明治2年12月28日条。
60）「古史捷」明治3年正月18日条（臼杵市立臼杵図書館蔵）。
61）前掲註60「古史捷」明治3年正月27日条。
62）前掲註60「古史捷」明治3年正月14日条
63）前掲註36「日記」明治3年12月8日。届書は10月付で作成。
64）ただし、明治2年の宗旨改帳などが若干数含まれる。これらがマリオ・マレガ資料に混在し

ている理由については検討の余地がある。

【付記】本稿の一部は、JSPS科研費基盤B・19H01303（研究代表者：箱石大）の成果によるもの
である。
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臼杵藩におけるキリシタンの数と分布

� 平井義人

はじめに

徳川幕府によって貫徹され多くの犠牲者を出したキリシタン禁制政策を考え
るとき、弾圧の対象となったキリシタンがそれぞれの地域でそもそもどれくら
いの数と分布を示していたのかを明らかにすることは、全体を理解する上でも
っとも重要なことなのではないだろうか。そしてそのことは臼杵藩におけるキ
リシタン禁制政策の研究においても例外ではない。しかし、これまでの豊後に
おけるキリシタンの数および分布の解明に挑んだ研究には、姉崎正治

1）
、マリ

オ・マレガ
2）
、平山喜英

3）
氏等のものがあるが、いずれも史料の制約などにより一

部地域の限られたキリシタンの数を明らかにするのみで、臼杵藩領に限ってみ
てもその全体像に迫る研究には至っていなかった。ところが、発見されたマリ
オ・マレガ収集文書（以下、マレガ資料）には、類族の誕生あるいは死去をは
じめとする村の庄屋･町の年寄･檀那寺から臼杵藩宗門奉行に宛てた報告文書
が大量に含まれており、その文書中にはそれぞれの類族の祖となるキリシタン
が記されている。この記録から失われた類族帳等のキリシタンのリストを、全
体像を掌握できる程度において、復元することは可能なのではないだろうか。
奇しくもこの史料群を収集したマリオ・マレガ自身は、これらの報告文書すべ
てを使って臼杵藩全体のキリシタンの数や分布を抽出する研究は行っていなか
った。本稿ではこれら臼杵藩宗門奉行宛報告文書の情報を集積することによっ
て明らかにできた、臼杵藩領のキリシタンの数や分布およびその周辺の問題に
ついて報告する。
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1．類族情報からの復元

臼杵藩領の村・町や寺から臼杵藩宗門奉行に宛てられた類族の出生や死去等
に関する報告文書とはどのようなものか、まずはその例を示しておく。

史料1
　　「生

（朱書）

帳一之内海部郡望月村転切支丹源右衛門妻類族之内
　　　　　　　　　　　　　　　本人同然同村市蔵曽孫作蔵世悴長作娘」
　　　　　　　　覚
　　　　　　　　　　田町作蔵子新町長作娘
一、本人同然望月村市蔵曽孫　　　　　　さく
　　　　　　　　　　　　　　　　「

（朱書）

父同然」
　　　他領類族ニ而無御座候　真宗善正寺旦那
　右之さく当卯二月廿四日致出生候
　則父方之寺旦那ニ仕候、此旨御断申上候
　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
　　　元禄十二年卯四月朔日

4）
（以下省略）

これが出生届である。省略した部分には差出者の新町年寄（3名）と宛所の
臼杵藩宗門奉行（3名）の名が並ぶ。この下線部分のように出生届には生まれ
た類族の祖としてのキリシタン「本人」あるいは「本人同然」の名前が、出生
人物名の冒頭に記されている。つぎに死骸改証文であるが、これには亡くなっ
た類族の情報の後にその人物の先祖中の「本人」あるいは「本人同然」の情報
が下線部のように記されている。

史料2
　　　　御書物之事
一�、落谷村喜之助三拾四歳中風煩十一月七日相果申候、此者祖父泊村前与

左衛門転本人、就夫庄屋弁指五人組之者罷出吟味仕死骸見届申候、少も
疑敷儀無御座候、禅宗普現寺土葬取置被申候、則住持之手形取相添差上
申候、仍而御書物如件



470　　第2部　豊後キリシタン・類族文書の研究

　　　元禄拾弐年
　　　　　卯ノ十一月八日

5）
（以下略）

ただし、死骸改証文のすべてが類族の祖である「本人」あるいは「本人同
然」を明記しているわけではない。貞享5年（1688）前後の時期を中心にして

「本人」「本人同然」を明記しない類族の死骸改証文が散見される
6）
ことに注意し

ておかなければならない。一方、例示した出生届のように、元禄12年（1699）

前後の出生届には袖に朱書で「生帳」の番号を示し、当該類族の祖である「本
人」「本人同然」およびその大元となった始祖のキリシタン

7）
の情報を加筆して

いる。この朱書は届を受け取った宗門奉行側で記されたものと考えられる。
このように、宗門奉行宛報告文書にはそれぞれに朱書も含め「本人」「本人

同然」に関する情報が記されているわけであるが、この「本人」「本人同然」
とは、貞享4年に幕府が出した元キリシタンの捕捉に関する触

8）
にて規定された

もので、「本人」とは転宗者、「本人同然」とは転宗者が転宗する以前に生まれ
た子のことである

9）
。またこのときに幕府が定めた、元キリシタンの捕捉に関す

る規定である「類族制度」とは、その「本人」「本人同然」の子孫を「類族」
と定めキリシタン統制の対象として捕捉していくというものである。本稿では
これらの「本人」「本人同然」情報の集積を中心にして、当時のキリシタンの
数ならびに分布を明らかにしようというものであって、あくまでも支配する
側・弾圧する側が認識した「キリシタン」（＝「本人」「本人同然」）の分析に過
ぎないことを断っておく。

これらの史料による分析の有用性は、一部の特定地域における情報が極端に
欠落するおそれが少ないことである。なぜならば、宗門奉行側では本史料を作
成時期ごとに分類しており

10）
、村・町ごとには分類･保管していないからである。

したがって、特定地域の史料が集中して散逸するおそれは少ない
11）

。一方、世代
も下がれば多くの類族が出身村を超えて生活するようになっており、仮に一部
の村の史料が集中的に失われたとしても他村に住む類族子孫からの情報で復元
できる可能性もある。

このようなキリシタン情報を集積するにあたって、使用する村名については
慶長・元和・寛永期及び豊後崩れ期である万治から天和期という二度の弾圧期
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にもっとも近い「正保郷帳」に記載された村名を基本とした（図1）。「正保郷
帳」に記載されていない村については「元禄郷帳」から拾い、本村枝村関係を
調べ、「正保郷帳」掲載村の枝村として整理している。「元禄郷帳」にも記載さ
れていない村名も3例使われていた（二目川・八幡田・荒瀬）が、それも同じ処
理をした。

類族情報から集積し上記村ごとにキリシタン数を集計したものが表1である。
「類族」関係史料から復元できた臼杵藩領キリシタンの数は1622名であった。
本表作成のために一人一人のキリシタンと根拠史料などを記した名簿も作って
いるが、紙面の制約により本稿にては示すことができない。

ただし、本作業にはいくつかの問題点がある。第一に、臼杵藩領内に同名村
が多く存在し、キリシタンの所属村を断定することが困難な事例が多々あった
こと。第二に、藩領全体はもとより、同一村内においても同名の人物が多く存
在し、それらを別人として区別することが困難であったこと。第三に、逆に同
一人物が音によりさまざまな漢字で表記されており、それらの表記間での人物
の異同の判断が困難だったこと。第四に、子や孫に同じ名が世襲される事例が
少なからずあり、やはり人物の異同の判断が困難だったこと。第五に、女性の
多くは実名を記さず誰々の女房・誰々の下女などという表記がされているが、
再婚の事例や下人・下女の主人が入れ替わる事例があり、これも人物異同の判
断が困難だったこと。第六に、臼杵藩領におけるキリシタンの数という定義で
復元する場合、他領のキリシタンは除外して集計しなければならないが、誤っ
て拾ってしまう危険性があったこと。第七に、村を移動して住んだ人物がキリ
シタンであった場合、キリシタンの分布である以上、入信したときの村に帰属
させるべきと判断したが、その判断が困難であったこと。第八に、改名の事例
が少なからずあり、その確認が困難だったこと、などである。

第一については、臼杵藩領内の同名村を確認すると22組存在した。2村同名
が、①田原、②宮尾、③福良、④大内、⑤小津留、⑥岡、⑦一木、⑧松原、⑨
芝尾、⑩門前、⑪広原、⑫小切畑、⑬中尾、⑭深田、⑮白岩、⑯田中、⑰松尾、
⑱久原、⑲赤峯・赤嶺、3村が、⑳市、�長小野、4村が、�原である。アカ
ミネ村については、「正保郷帳」では「嶺」と「峯」で書き分けられているが、
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本史料中では混乱している。一方、名前としてはまったく別である猪野村と井
村についても、どちらも「井野村」と表記する事例があった。これらの間で区
別が難しいのである。第二の、同村内における同名別人の事例は、A1.17.1.1.1.1
の「久土村真本人・子本人死亡分書上帳」でその実際が明瞭に確認できる。本
帳には212人のキリシタンが書き上げられているが、そのなかに同じ名前の人

図1　臼杵藩領の村々（番号は表1～表3の番号・村名に対応）

阿南庄

植田庄
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物が14組見出されるのである。なかには3名同じ名前が拾えた事例もあった。
よって同名者は29名、割合は全体人数の14％にのぼる。これらを類族情報か
ら個別に拾った場合、別人と判断することは難しい。また、第四の事例では、
たとえば堅浦村に「前市右衛門」が出てきて、これはキリシタン本人であるこ
とが記されているが、そのほかに前も後も記されない「市右衛門」がやはりキ
リシタン本人としてあがってくるのである。この「市右衛門」が前なのか後な
のかを根拠なしに判断することはできない。このような名前の世襲による混乱
は、上中下三代の事例においてすら9例存在した。一方、第六については、も
っともキリシタンの分布が高かった高田周辺では特に他領とのあいだの移住が
さかんであり、子孫の類族情報から祖であるキリシタンが他領の者であること
に気付くことは明記されていない限り困難であった。もちろん当時は支配者間
で明確に区別されていたものとは思われるが、原簿ではない断片的史料によっ
て拾う作業では困難を伴うのである

12）
。第七については、各々の入信時期が不明

である以上、たとえば結婚で他村に移り住んだ人物が「本人」であれば、移り
住んだ先の村のキリシタンとし、「本人同然」であれば生まれた村のキリシタ
ンとして分類するつもりであったが、さまざまな混乱により徹底できなかった

13）
。

ただ、複数の村で二重に登載されることだけは避けられたと考える。
以上のようなことから、個別の断片的な類族情報からキリシタン名簿を復元

する作業にはさまざまな限界があるといわざるを得ない。しかし、このような
ことから多少の誤りが混在していたとしても全体像を鳥瞰できるデータにはな
るはずである。ただし全体の数としては、この類族情報から拾い出したキリシ
タンの数に、類族情報からはあがってこないキリシタンの存在を明らかにし、
その数を加える作業が必要となるが、その点は次節で検討したい。

表1が類族情報から復元した臼杵藩領におけるキリシタンの村別人数である。
これをみると、キリシタンの分布は高田（村番号20森、90久所周辺）と野津

（127広原周辺）に集中しており、『イエズス会日本年報』
14）

に豊後には高田・野
津・志賀に拠点があったと記されている点を首肯できる結果となった。ただし、
その高田と野津の間でも極端に高田周辺の人数が多いことが指摘できる。一方、
臼杵藩領全体としてはキリスト教が広域に広がっていたことがわかるが、それ
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表1　類族情報から復元した臼杵藩領キリシタンの数
村番号 村　　名 数 内訳

大分郡
1 （戸次）福良 5
2 辻

8
5

　月形 2
　（戸次）宮尾 1

3 志津留 5
4 （戸次）長小野 10
5 （吉野）原 2
6 川原
7 上尾 2
8 影木 10
9 大塔 5

10 利光 15
11 （戸次）市

7
4

　佐柳 3
12 川床 20
13 備後 3
14 （戸次）小津留

5
　楠木生 5

15 （戸次）大内
16 横尾

60
36

　二目川 24
17 葛木 23
18 猪野 26
19 小池原 20
20 森町

108
25

　森村 83
21 家島 17
22 桑本 1

23･24 上宗方･下宗方
4

2
　八幡田 2

25 （稙田）市
26 （稙田）田原 1
27 横瀬
28 北方
29 赤野
30 柏野
31 鬼ヶ瀬
32 池上 1
33 東行

海部郡
34 海添 2
35 内畑
36 大泊
37 坪江
38 深江
39 長目浦
40 堅浦 6

村番号 村　　名 数 内訳
41 徳浦
42 警固屋

4
1

　志手 1
　松崎 2

43 小園 1
44（丹生）岡 13
45 迫口
46（津久見）原

1
　蔵富（留） 1

47 鬼丸
48 松川
49 河原内 4
50 東神野 4
51 乙見 1
52 掻懐

45
42

　山路 3
53（臼杵）小切畑
54 提内
55 才倉

2
　正願 2

56 挟岡
4

　半三 4
57 岩屋川
58 井上
59 吉小野 1
60 久木小野 3
61（臼杵庄）松原
62 通 13
63 中川 2
64 松ヶ嶽 2
65 藤河内 3
66 田井 4
67 大野 1
68 三重野 2
69 北川
70 井野 1
71（臼杵庄）芝尾
72 末広 5
73 江無田

6
　戸室 6

74 市浜 6
75（臼杵庄）門前
76 荒田 1
77 家野 14
78（臼杵）中尾

4
1

　左津留 2
　（臼杵）深田 1

79 望月 7

村番号 村　　名 数 内訳
80 野 7
81 仁王座 3
82 平岡
83 大浜

26
5

　中津浦 21
84 黒岩 1
85 下江
86 藤田 4
87 佐志生 4
88 市尾

29
7

　屋山 22
89 里 15
90 久所

152
25

　（丹生）原 50
　久土 77

91（丹生）一木 11
92 誓願寺 12
93 大靏 1
94 毛井 57
95 宮河内 52
96 広内 2
※（臼杵）福良 7

大野郡
97 西神野 2
98 垣河内 9
99 遠久原 9

100 内平 6
101 泊

10
10

　岩崎
102 田代 4
103 今俵 2
104 中（野）

26
15

　清水原 11
105 豊蔵

24
12

　岩屋 12
106（中）白岩 6
107 蕨野

4
3

　黒土 1
108 落谷 35
109 前河内

53
37

　野口 16
110 板屋

18
11

　竹下 7
111（野津）市

23
5

　日当 5
　寺小路 13
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村番号 村　　名 数 内訳
112 竹辺

6　持丸 1
　八熊 5

113 中山
3

1
  迫 2

114（野津）大内
4

1
　才原 3

115（山頭）田中
116 溜水

3
2

　水地 1
117（野津）松尾 1
118 笠良木
119 田良木 3
120 備後尾

3
2

　田平 1
121 塩柏 1
122 若山
123（野津）芝尾

9
6

　名塚 2
　桐木 1

124（生野原）小切畑 1
125 生野原

2
　菅無田 2

126 筒井
13

3
　池原 5
　赤迫 5

127（野津）広原
60

27
　下藤 33

128 秬（黍）野

27

11
　牧原 2
　波津久 7
　木所 7

129 平野 1
130 内河野

22

4
　生野 7
　於牟連 7
　利野 4

131（黍野組･下）長小野
15

8
　桑畑 2
　福原 5

132 寒田 5
133 細口

47

7
　御霊園 11
　鍋田 16
　（野津）久原 13

134 荻原 21 4
　（野津）松原 7
　黒坂 10

村番号 村　　名 数 内訳
135 戸上 11
136 長谷 33
137 高松 6
138 山奥 13
139 天手

2
　（上）長小野 2

140 篠枝
8

4
　荒瀬 4

141 川平（河平）
3

2
　吉岡 1

142（野津）一木 6
143 椎原（竹脇の枝村） 13
144 出羽 2
145 細枝 2
146 奥畑

1
　折立 1

147 山口
1

　大内河内 1
148 谷ヶ平
149 石上 1
150 竹脇 3
151（西畑）田中 3
152 入北 7
153 小坂 1
154（三重）松尾
155 鷲谷
156 松谷
157 山中 2
158（三重）小津留
159 田町 1
160（三重）久原
161（三重）中尾

1
　山田 1

162（三重）深田 1
163 羽飛
164 内山
165 久知良
166 内田
167（三重）赤嶺 4
168 市場 1
169 肝煎
170 玉田 3
171 川辺 8
172 向野 11
173 百枝
174 西原
175（三重）田原 1
176 宇対瀬

村番号 村　　名 数 内訳
177 又井

3
2

　森迫 1
178 芦苅 4
179 菅生 1
180（三重）宮尾 1
181 深野 1
182 徳瀬

上記村外（武家及び町人等）
― 平清水

81

6
― 横町 1
― 浜町 3
― 本町 4
― 唐人町 4
― 畳屋町 7
― 掛町 4
―（新町） 1
― 武家及武家下人等 51
― 特定不能 1

総　　計 1622

・�村名は「正保郷帳」による。村
番号は「正保郷帳」に記された
順番。

※�（臼杵）福良村は「正保郷帳」に
記載漏れの村。
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は街道
15）

沿いおよび川沿い（とくに大野川水系）を中心として広がったというこ
とができよう。とくに、101泊村・104中野村・105豊蔵村あたりの岩屋・白岩
地区は、背後が奥深い山となった山間部の行き止まりであり、臼杵藩領内では
もっとも交通の困難な場所の一つだったものと想像できる。ここへの布教には
大野川の支流野津川・垣河内川

16）
が大きな役割を担ったのではないかと想像され

る。このような奥地にまでキリスト教は浸透していたのである。一方、キリシ
タンが確認できなかった村も46を数えるが、そのなかでは津久見地域（現津久

見市域周辺）に注目される。津久見では「古峯和尚寺請証文」
17）

に、大友宗麟が
住民を強制的にキリスト教に転宗させたと記されているが、この分析ではわず
かしかキリシタンの存在を見出すことはできなかった。また、三重郷と飛地の
稙田庄（村番号22～27）・阿南庄（村番号28～33）にもキリシタンを見出すこと
はできなかった村が集中していることに注目される。

2．類族情報のないキリシタンの存在と全体像

前節にて、類族の出生届・死骸改証文等から導き出されたキリシタンを拾う
だけでは当時のすべてのキリシタンを復元するには至らないということを述べ
た。この方法では類族のいないキリシタンはあがってこないからである。そこ
で、類族関係の記録によらないキリシタン情報を記した史料をマレガ資料から
探すと以下の23点が見出される。
①�A1.5.1.1　�覚（長崎ヨリ御戻被成候久土村者共相尋覚申分之書付）　寛文8年

（1668）

②A1.5.2.1　河野権右衛門殿ヨリ申来候切支丹類門之覚　寛文8年
③A1.5.3.1　覚（従河野権右衛門殿申来候切支丹類門書上）　寛文8年
④A1.5.6.1　久土村長熊訴人之類門長崎へ遣者之覚　寛文8年
⑤A1.5.7.1　�覚（葛木村久助他籠舎申付、久土村長熊訴人長崎送り等書状）　寛文8年
⑥A1.5.8.1　覚（寛文八年切支丹嫌疑で捕縛の者村名人名書上）　寛文8年
⑦A1.7.5.2.1　�稲葉能登守領分切支丹宗門囚人今度被仰下候分召連相渡申覚　

寛文5年
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⑧A1.7.5.3　切支丹類門之もの名付之覚　寛文5年
⑨A1.7.10.1　�御領分之者書上（くらき村･久土村･小池原村･原村･年ノ尾村･東･

丸田村･川辺村･万大寺村･横尾村）　年代不明
⑩A1.9.1.1.1　長崎□□被召寄候切支丹類門人数之覚　年代不明
⑪A1.9.2.1.3.1　長崎籠舎存生人数　寛文5年
⑫A1.9.3.2.1　長崎与遣取之状案紙不見へ候分書出シ　（寛文9年）

⑬A1.17.1.1.1.1　（丹生庄久土村真本人子本人の書上）　年代不明
⑭A1.17.1.2.1　真本人生帳一名付次第　年代不明
⑮A1.17.1.3.1　子本人死帳　年代不明
⑯A1.17.1.4.1.(1)　存命之本人子本人之御帳（末広組）　元禄2年（1689）

⑰A1.17.1.4.1.(2)　転本人并子本人存命之覚 川登組　元禄2年
⑱A1.17.1.4.1.(3)　存命本人之御帳 広原組　元禄2年
⑲A1.17.1.4.1.(4)　転本人存命ニ有之者之御帳 東神野組　元禄2年
⑳A1.17.1.4.1.(5)　転本人存命之者名付 寺小路組　元禄2年
�A2.2.5.2.1　覚（籠舎に処したキリシタン嫌疑者書上）　寛文8年
�A2.4.3.2.1　切支丹宗門之者御預帳　（元禄4年）

�A2.4.3.3.1　�従河野権右衛門殿被申越候付私城下籠舎申付候者之覚　（寛文9年）

これらの史料からキリシタンの情報を抽出し、表1と重複する人物を除いたも
のが表2である。そして表1と表2を合計したものが表3である。表2で明らか
なとおり表1で抽出できなかったキリシタンの数は809名にのぼった。この809
名はなぜ類族情報の方からはあがってこなかったのか。その理由は史料上の問
題等さまざまあるものと思われるが、そのもっとも基本的な理由としては、類
族となるべき子孫や血縁者がいない、すなわち血族が途絶えたということがあ
げられるものと考える。また、表2のキリシタンは根拠史料から判断して豊後崩
れ期に捕縛された人々という性格もあるのだが、それは高田地区だけではなく
城下や野津地域あるいは岩屋・白岩地区など広範に及ぶことがわかるのである。
すなわち、豊後崩れ期に捕縛・弾圧されたキリシタンは高田地区だけではなく、
臼杵藩領の広域にわたっていたということを指摘しておかなければならない。

このようなキリシタンの情報を表1に加えれば、その総計である表3は実際
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表2　類族情報のない臼杵藩領キリシタンの数
村番号 村　　名 数 内訳

大分郡
1 （戸次）福良
2 辻

　月形
　（戸次）宮尾

3 志津留
4 （戸次）長小野
5 （吉野）原
6 川原
7 上尾
8 影木
9 大塔

10 利光
11 （戸次）市

　佐柳
12 川床
13 備後
14 （戸次）小津留

2
　楠木生 2

15 （戸次）大内
16 横尾

38
23

　二目川 15
17 葛木 74
18 猪野 40
19 小池原 24
20 森町

147
13

　森村 134
21 家島 5
22 桑本

23･24 上宗方･下宗方
　八幡田

25 （稙田）市
26 （稙田）田原
27 横瀬
28 北方
29 赤野
30 柏野
31 鬼ヶ瀬
32 池上
33 東行

海部郡
34 海添
35 内畑
36 大泊
37 坪江
38 深江
39 長目浦
40 堅浦

村番号 村　　名 数 内訳
41 徳浦
42 警固屋

　志手
　松崎

43 小園
44（丹生）岡
45 迫口
46（津久見）原

　蔵富（留）
47 鬼丸
48 松川
49 河原内
50 東神野 2
51 乙見
52 掻懐

4
4

　山路
53（臼杵）小切畑
54 提内
55 才倉

　正願
56 挟岡

　半三
57 岩屋川
58 井上
59 吉小野
60 久木小野 1
61（臼杵庄）松原
62 通 9
63 中川 1
64 松ヶ嶽
65 藤河内
66 田井
67 大野
68 三重野
69 北川
70 井野
71（臼杵庄）芝尾
72 末広 3
73 江無田

　戸室
74 市浜
75（臼杵庄）門前 1
76 荒田
77 家野
78（臼杵）中尾

　左津留
　（臼杵）深田

79 望月

村番号 村　　名 数 内訳
80 野
81 仁王座
82 平岡
83 大浜

　中津浦
84 黒岩
85 下江
86 藤田
87 佐志生
88 市尾

15
2

　屋山 13
89 里 1
90 久所

245
13

　（丹生）原 20
　久土 212

91（丹生）一木 7
92 誓願寺
93 大靏
94 毛井 13
95 宮河内 5
96 広内
※（臼杵）福良

大野郡
97 西神野
98 垣河内 1
99 遠久原 1

100 内平
101 泊

7
7

　岩崎
102 田代
103 今俵
104 中（野）

19
1

　清水原 18
105 豊蔵

6
2

　岩屋 4
106（中）白岩 1
107 蕨野

5
　黒土 5

108 落谷 12
109 前河内

16
11

　野口 5
110 板屋

6
2

　竹下 4
111（野津）市

8
4

　日当 1
　寺小路 3
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村番号 村　　名 数 内訳
112 竹辺

　持丸
　八熊

113 中山
　迫

114（野津）大内
　才原

115（山頭）田中
116 溜水

　水地
117（野津）松尾
118 笠良木
119 田良木
120 備後尾

　田平
121 塩柏
122 若山
123（野津）芝尾

　名塚
　桐木

124（生野原）小切畑
125 生野原

　菅無田
126 筒井

1　池原
　赤迫 1

127（野津）広原
16

6
　下藤 10

128 秬（黍）野

10

7
　牧原 2
　波津久 1
　木所

129 平野
130 内河野

6
　生野 2
　於牟連 1
　利野 3

131（黍野組･下）長小野
1

1
　桑畑
　福原

132 寒田 1
133 細口

15
　御霊園
　鍋田 5
　（野津）久原 10

134 荻原
5　（野津）松原　 2

　黒坂 3

村番号 村　　名 数 内訳
135 戸上
136 長谷
137 高松
138 山奥 1
139 天手

　（上）長小野
140 篠枝

3
2

　荒瀬 1
141 川平（河平）

　吉岡
142（野津）一木 1
143 椎原（竹脇の枝村） 1
144 出羽
145 細枝
146 奥畑

　折立
147 山口

　大内河内
148 谷ヶ平
149 石上
150 竹脇
151（西畑）田中 1
152 入北
153 小坂
154（三重）松尾
155 鷲谷
156 松谷
157 山中 2
158（三重）小津留
159 田町
160（三重）久原
161（三重）中尾

　山田
162（三重）深田
163 羽飛
164 内山
165 久知良
166 内田
167（三重）赤嶺
168 市場
169 肝煎
170 玉田
171 川辺 12
172 向野 1
173 百枝
174 西原
175（三重）田原
176 宇対瀬

村番号 村　　名 数 内訳
177 又井

　森迫
178 芦苅
179 菅生
180（三重）宮尾
181 深野
182 徳瀬

上記村外（武家及び町人等）
― 平清水

11

4
― 横町
― 浜町
― 本町 1
― 唐人町 1
― 畳屋町
― 掛町
―（新町）
― 武家及武家下人等 5
― 特定不能 2

総　　計 809

・�村名は「正保郷帳」による。村
番号は「正保郷帳」に記された
順番。

※�（臼杵）福良村は「正保郷帳」に
記載漏れの村。
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表3　臼杵藩領キリシタンの数（合計）
村番号 村　　名 数 内訳

大分郡
1 （戸次）福良 5
2 辻

8
5

　月形 2
　（戸次）宮尾 1

3 志津留 5
4 （戸次）長小野 10
5 （吉野）原 2
6 川原
7 上尾 2
8 影木 10
9 大塔 5

10 利光 15
11 （戸次）市

7
4

　佐柳 3
12 川床 20
13 備後 3
14 （戸次）小津留

7
　楠木生 7

15 （戸次）大内
16 横尾

98
59

　二目川 39
17 葛木 97
18 猪野 66
19 小池原 44
20 森町

255
38

　森村 217
21 家島 22
22 桑本 1

23･24 上宗方･下宗方
4

2
　八幡田 2

25 （稙田）市
26 （稙田）田原 1
27 横瀬
28 北方
29 赤野
30 柏野
31 鬼ヶ瀬
32 池上 1
33 東行

海部郡
34 海添 2
35 内畑
36 大泊
37 坪江
38 深江
39 長目浦
40 堅浦 6

村番号 村　　名 数 内訳
41 徳浦
42 警固屋

4
1

　志手 1
　松崎 2

43 小園 1
44（丹生）岡 13
45 迫口
46（津久見）原

1
　蔵富（留） 1

47 鬼丸
48 松川
49 河原内 4
50 東神野 6
51 乙見 1
52 掻懐

49
46

　山路 3
53（臼杵）小切畑
54 提内
55 才倉

2
　正願 2

56 挟岡
4

　半三 4
57 岩屋川
58 井上
59 吉小野 1
60 久木小野 4
61（臼杵庄）松原
62 通 22
63 中川 3
64 松ヶ嶽 2
65 藤河内 3
66 田井 4
67 大野 1
68 三重野 2
69 北川
70 井野 1
71（臼杵庄）芝尾
72 末広 8
73 江無田

6
　戸室 6

74 市浜 6
75（臼杵庄）門前 1
76 荒田 1
77 家野 14
78（臼杵）中尾

4
1

　左津留 2
　（臼杵）深田 1

79 望月 7

村番号 村　　名 数 内訳
80 野 7
81 仁王座 3
82 平岡
83 大浜

26
5

　中津浦 21
84 黒岩 1
85 下江
86 藤田 4
87 佐志生 4
88 市尾

44
9

　屋山 35
89 里 16
90 久所

397
38

　（丹生）原 70
　久土 289

91（丹生）一木 18
92 誓願寺 12
93 大靏 1
94 毛井 70
95 宮河内 57
96 広内 2
※（臼杵）福良 7

大野郡
97 西神野 2
98 垣河内 10
99 遠久原 10

100 内平 6
101 泊

17
17

　岩崎
102 田代 4
103 今俵 2
104 中（野）

45
16

　清水原 29
105 豊蔵

30
14

　岩屋 16
106（中）白岩 7
107 蕨野

9
3

　黒土 6
108 落谷 47
109 前河内

69
48

　野口 21
110 板屋

24
13

　 竹下 11
111（野津）市

31
9

　日当 6
　寺小路 16
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村番号 村　　名 数 内訳
112 竹辺

6　持丸 1
　八熊 5

113 中山
3

1
　迫 2

114（野津）大内
4

1
　才原 3

115（山頭）田中
116 溜水

3
2

　水地 1
117（野津）松尾 1
118 笠良木
119 田良木 3
120 備後尾

3
2

　田平 1
121 塩柏 1
122 若山
123（野津）芝尾

9
6

　名塚 2
　桐木 1

124（生野原）小切畑 1
125 生野原

2
　菅無田 2

126 筒井
14

3
　池原 5
　赤迫 6

127（野津）広原
76

33
　下藤 43

128 秬（黍）野

37

18
　牧原 4
　波津久 8
　木所 7

129 平野 1
130 内河野

28

4
　生野 9
　於牟連 8
　利野 7

131（黍野組･下）長小野
16

9
　桑畑 2
　福原 5

132 寒田 6
133 細口

62

7
　御霊園 11
　鍋田 21
　（野津）久原 23

134 荻原
26

4
　（野津）松原 9
　黒坂 13

村番号 村　　名 数 内訳
135 戸上 11
136 長谷 33
137 高松 6
138 山奥 14
139 天手

2
　（上）長小野 2

140 篠枝
11

6
　荒瀬 5

141 川平（河平）
3

2
　吉岡 1

142（野津）一木 7
143 椎原（竹脇の枝村） 14
144 出羽 2
145 細枝 2
146 奥畑

1
　折立 1

147 山口
1

　大内河内 1
148 谷ヶ平
149 石上 1
150 竹脇 3
151（西畑）田中 4
152 入北 7
153 小坂 1
154（三重）松尾
155 鷲谷
156 松谷
157 山中 4
158（三重）小津留
159 田町 1
160（三重）久原
161（三重）中尾

1
　山田 1

162（三重）深田 1
163 羽飛
164 内山
165 久知良
166 内田
167（三重）赤嶺 4
168 市場 1
169 肝煎
170 玉田 3
171 川辺 20
172 向野 12
173 百枝
174 西原
175（三重）田原 1
176 宇対瀬

村番号 村　　名 数 内訳
177 又井

3
2

　森迫 1
178 芦苅 4
179 菅生 1
180（三重）宮尾 1
181 深野 1
182 徳瀬

上記村外（武家及び町人等）
― 平清水

92

10
― 横町 1
― 浜町 3
― 本町 5
― 唐人町 5
― 畳屋町 7
― 掛町 4
―（新町） 1
― 武家及武家下人等 56
― 特定不能 3

総　　計 2431

・�村名は「正保郷帳」による。村
番号は「正保郷帳」に記された
順番。

※�（臼杵）福良村は「正保郷帳」に
記載漏れの村。
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に存在したキリシタンの数に限りなく近づくものと考えられる。ただし、ここ
に使用した史料には史料名でもわかるとおり地域性がある。とくにそのなかの
⑯〜⑳の「本人存命帳」については現存する5冊（末広組・川登組・広原組・東

神野組・寺小路組）以外に帳面があったのか否か。あったのであれば、その部
分が集計上欠落している可能性があるといわざるをえない。また、それらは存
命帳であるから、その帳面が作成される以前に死去したキリシタンはこの史料
からは拾うことができない。さらには、慶長・元和・寛永期のキリシタンで類
族のいない者の情報を拾うことができていない可能性がある。その3つの欠落
の規模がどれほどかは不明ながら、そのことを理解してこの全体像を扱う必要
があるだろう。

このようにして合計した表3を見ると、改めて臼杵藩領内にキリスト教が深
く浸透していたことがわかる。高田地域周辺（20森・90久所など）における集
中は表3によりさらに高まることが知れるのである。一方、表2にあがってく
るキリシタンの一人一人の村名などを確認していくと、これらの情報の根拠史
料の年代である寛文期以降には使われなくなった村名をいくつか拾うことがで
きる。それは、①岡原村、②芝尾村（ただし臼杵や野津にも同名村がある）、③
万大寺村、④丸田村、⑤田中村、⑥すたれ村、⑦山辺村、⑧年之尾村、⑨畑村、
⑩つづら村、⑪市之谷村、⑫毛井新田村などである。それらの村々は寛文期を
過ぎた時代には番号に従って横尾村（①）･二目川村（②）･葛木村（③）･小
池原村（④）･森町村（⑤⑥）･森村（⑦⑧）･（丹生）原村（⑨）･久土村（⑩⑪）･
毛井村（⑫）のなかに組み込まれて表記されるようになったものと考えられる。
いわゆる豊後崩れ期のキリシタン弾圧では、高田周辺の露見者を中心として多
くのキリシタンが処刑されたり獄中で死亡したりしたことが知られている。こ
のようななか消滅した村も存在した可能性があり、この村名消滅の事実はその
ことを考える上で重要な情報となろう。とくに丸田村に関しては、二目川村全
体のキリシタン44名のなかの23名を占めており、さらに表2の類族情報のな
い同村キリシタン24名中の20名が丸田村のそれであることがわかる。また、
久土村においては212名ものキリシタンが、その後のマレガ資料中に残る類族
の記録からは消えてしまっていることに注目しなければならない。
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3．キリシタンの復元分布図と類族帳の構造

以上行ってきた復元がどの程度当時の実情に近づけたのかを検証するために、
わずかに残された類族帳等との突合などを進めることが今後の課題として残さ
れているが、臼杵藩の類族帳で残存するものは少ない

18）
。ところが、第1節で示

した史料1にあるように、元禄12年（1699）前後に提出された臼杵藩宗門奉行
宛類族出生届には朱書で「生帳」という記載があり、それらに「一～十六」の
番号が付いている。また、マレガ資料には「拾四」という番号を付された「死
帳」なるものが遺されている

19）
など、番号が付された類族の名簿に関する記述を

いくつか見出すことができる
20）

。それらの記述を抜き出し、人物およびその所属
村などを集約すると、現存しない「類族帳」の構造が垣間見え、今回集計した
表3の分布と類似した傾向が浮かびあがってくる点を指摘しておきたい。

この「生帳」「死帳」は「類族帳」とどのような関係をもつものなのか。そ
もそもの「類族帳」にはいろいろな解釈が存在している。たとえば、板東英雄
氏は徳島藩が明暦2年（1656）8月に出した「覚」により「類族帳」が作成さ
れた

21）
と述べており、「類族帳」は各藩個別の施策により個々に作成されたもの

のごとくである。一方、佐藤晃洋氏は貞享4年（1687）に幕府が発布した「キ
リシタン禁制覚」を受けて「切死丹本人幷類族御帳」

22）
が作成され、類族管理の

基礎台帳とされた
23）

と述べている。すなわちこの場合の「類族帳」は幕府により
統一的に作成・提出された全国基準のものということになる。ここでは、佐藤
説に沿って「類族帳」を幕府の指示により作成提出されたものに限定して考え
てみる。そうした場合、貞享4年の幕府「覚」にはその第8条に「類族之者果
候ハバ、死骸等遂吟味、別條於無之者旦那寺ニ而取置之、其趣を帳面に記毎年
七月十二月両度ニ切支丹奉行被差出、帳面除カセ可被申事」とあるように、そ
の「類族帳」を加除・修正するために一定の期間ごとに類族の死をそれぞれ帳
面に仕立て提出するように定められている

24）
。それらの帳面が「死帳」（あるい

は「生帳」）だと位置づけることができるのではないか。
これら一から十六に番号付けされた「生帳」「死帳」等の記載事項を抽出整
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理すると表4のようになる。朱書の表記などからは「生帳」と「死帳」および
ただ「何之帳」（何には一から十六の数字が入る）とだけで表現しているもの、
さらには「押札」と記されたものなどの情報が拾い出せるが、それらの帳面は
すべて同じ番号付けの秩序をもっていたことが集計結果から導き出される。お
そらくは「類族帳」を加除・修正するために作成された「生帳」「死帳」であ
るため、内容と番号付けも「類族帳」に合わせるかたちで作成されたものと考
えられる。たとえば史料A14.5.1.5を見ると「一之帳　家来転切支丹後藤六左
衛門系」と冒頭に記されており、「一之帳」には他のキリシタンと並んで「後
藤六左衛門」の類族を以下に書き出していくという形式だったものと推察され
る。この類族の大元となったキリシタンには史料A1.14.3.1.1にあるように、

「本」と朱書されているので、それを「本」と呼ぶべきところではあるが「本
人」「本人同然」という言葉と紛らわしいので、ここでは「系元」と表記する
ことにする。この「系元」の下に類族として書き出された人物のなかにも、キ
リシタン「本人」や「本人同然」がいる場合も多くあることは注意しておきた
い。表にあがっている人物のうち備考に「系元」と記されていない者たちであ
る。この「系元」を先の朱書などから拾い出していくと、表4にあるとおり多
い帳には16名（四之帳・十二之帳）少ない帳で6名（二之帳）を拾うことができ
た。総計194名、各帳平均で12名余である。すべてが追跡できていないだろう
という点も含め、各帳同程度の人数の「系元」が振り分けられていたとするな
らば、およそ250～300名程度の「系元」はいたのではないか。このように、
臼杵藩のキリシタン「本人」「本人同然」および「類族」はおよそ250～300名
程度の（系元）にさかのぼって振り分けられ書き上げられて、「類族帳」が構
成されていたものと思われる。一方、竪帳の史料A1.14.2.1には、第1丁の表に

「類族　生帳」とあり、第3丁の表に「類族　死帳」とある。註20に示した史
料とあわせ、朱書にあった「生帳」「死帳」がどのようなものだったのかを考
える参考となろう。

一方、表4にみるように、臼杵藩領を16の地域に分けて書き分けられた類族
帳は、武家・武家下人および城下の町を筆頭に、海部郡から大野郡を経て大分
郡の順に、最後は森町村（森村を含む）を「第十六之帳」に仕立てて終わって
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いる。そのなかで、第二之帳・第三之帳（海部郡）および第十三之帳（三重郷）

の対象地域が広かったようにも読み取れる。各帳がほぼ同人数の「系元」を掲
載していたとするならば、それらの地域はすなわちキリシタンの数が希薄だっ
た地域にほかならない。飛び地の阿南庄（村番号028～033）・稙田庄（村番号

022～027）も情報があがってこないということは希薄だった地域だとみなされ
よう。一方、森町村１村のみの第十六之帳をはじめ、第五之帳・第十之帳・第
十一之帳・第十五之帳あたりは狭い地域を対象としている模様であり、キリシ
タンが集中していた地域と読み取れよう。それぞれ、久所村を含む丹生地区の
一部（五）、下藤村を含む野津地域の一部（十および十一）、小池原や猪野およ
び葛木村などの乙津川左岸地域（十五）である。これらを表3と比較してみる
と、まったく同じ傾向であることがわかる。そのことから、表3に表れる分布
状況はかなりの精度で実際に近い姿を表しているものと考えられる。

一方、表4に戻ってそこに出てくる「系元」を確認していくと、それぞれの
類族の始祖のキリシタンであるから「古切支丹」あるいは「古転」と記された
者が多くいることがわかる。史料A3.12.2.2.1.1〜2によると「古切支丹転」で
ある畳屋町太右衛門は寛永10年（1633）に棄教したとあり、「古切支丹転」と
は慶長・元和・寛永期に棄教したキリシタンであることがわかる。ところが、
史料A3.20.12.1.1によると横尾村の「系元」次右衛門は寛文2年（1662）7月に
捕縛され、史料A14.5.1.3によると「古切支丹」と呼ばれており、同例は表4中
でも通村の甚右衛門女房の例などがある。すなわち「古転」と「古切」は意味
が異なり、豊後崩れ期に捕縛されたキリシタンでもその入信が慶長・元和・寛
永期であれば「古切支丹」と呼ばれたものと推測する。それに対し、里村の

「系元」吉兵衛は史料A11.2.5.16.1.19によると「新本人」と記されている。ある
いは、久土村の「系元」弥五兵衛も史料A11.2.5.16.1.24に「新切本人」と記さ
れている。「古転」「古切」が慶長･元和･寛永期以前に入信したキリシタンで
あり、そのなかでさらに「古切」が豊後崩れ期に至って露見・捕縛されたキリ
シタンであるならば、「新切」は一度キリシタンが消滅したと判断された寛永
12年以降に入信し露見・捕縛されたキリシタンと考えるほかに余地はない。
そしてこれらの「新切」も、類族帳の「系元」として名を連ねていることに注
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表4　臼杵藩領キリシタン・類族の「生帳」「死帳」の構造
帳の表記 村番号 村名〈町名〉 本人・本人同然 史　　料 備　　考 系元

1

　　武家及武家下人等

12

一之帳 ○桐生太郎右衛門 類族死失帳 「系元」
一之帳 ○清兵衛（林三郎四郎内）類族死失帳 「系元」
一之帳 ○（前）井上兵介（助） 類族死失帳 「系元」
一之帳 ○△井上後ノ兵助 類族死失帳
一之帳 ○後藤六左衛門 A14.5.1.5
生帳一ノ内 ○徳丸又兵衛 A16.4.7.4.1／類族死失帳 「系元」
十六之帳 ○△吉弘弥三右衛門 埼玉寛政三帳 森町次郎左衛門系
　　城下
一之帳 〈唐人町〉 ○宗節 類族死失帳 「系元」
一之帳 ○宗三郎 類族死失帳 「系元」
生帳一之内 〈畳屋町〉 ○与三郎妻 キリシタン史料P21 （古）（子が古転本人）
一之帳 〈掛町〉 ○善左衛門 A14.5.1.5 「系元」
　　海部郡
一之帳 79 望月 ？源右衛門妻 類族死失帳P147 「系元」
一之帳 80 野 ○喜助 A15.2.1.6／A14.3.1.21.1 「系元」
一之帳 ？吉右衛門 A14.3.2.1.1 「系元」
一之帳 ○惣左衛門 類族死失帳／埼玉嘉永三帳「系元」
一之帳 ※（臼杵）福良 ○空眼 類族死失帳 「系元」

2

二之帳 40 堅浦（片浦） ○前市右衛門 A14.5.1.5 （後市右衛門も転）

6

二之帳 52 掻懐 ○五郎右衛門 A14.5.1.5 「系元」
生帳二 ○道咲 A1.17.2.4.1
二之帳 ○藤十郎 A1.18.6.1.3 「系元」
二之帳 ○庄介（助） A3.13.19.2／A14.3.1.20.1 「系元」

二之帳 ○道賀 A14.5.1.5／埼玉・寛政三
帳／類族死失帳 「系元」

生帳二之内 ○孫四郎 類族死失帳 「系元」
二之帳 77 家野 ○前与左衛門 A14.5.2.11.1 「系元」
二之帳 ○中与左衛門 A14.5.2.11.1

3

三之帳 83 中津浦（大浜村の内）○七蔵 A14.5.1.5 「系元」

14

三之帳 ○九左衛門 A14.5.1.5／類族死失帳／
埼玉嘉永三帳 「系元」

三之帳 ○藤兵衛 類族死失帳 「系元」
三之帳 ○与左衛門 類族死失帳 「系元」
三之帳 ○久右衛門 類族死失帳 「系元」
三之帳 ○九右衛門 類族死失帳 「系元」
三之帳 〇与兵衛 類族死失帳 「系元」
三之帳 ○理斉母 A14.5.1.5 「系元」
三之帳 90 原（久所村の内） ○孫右衛門 類族死失帳 「系元」古切支丹
三之帳 ○次郎右衛門 類族死失帳 「系元」古切支丹
三之帳 ○新右衛門 類族死失帳 「系元」古切支丹転本人
出生三之内 ○新左衛門 キリシタン史料P17
三之帳 ○又右衛門妻 類族死失帳 「系元」
三之帳 68 三重野 ○善右衛門 A9.1.3.3.1.6.1 「系元」古転本人
三之帳 86 藤田 ○△理（利）右衛門女房 A15.2.1.21／A15.2.1.30
生帳三 91（丹生）一木 ○新蔵妻 A1.17.2.4.1
三之帳 ○忠四郎（又右衛門下人）類族死失帳 「系元」

4

生帳四之内 88 市尾 ○仁右衛門 A16.4.7.4.1 古転本人

16

四之帳 ○藤左衛門 A14.5.1.5 「系元」
押札四之帳 88 屋山（市尾村の内） ○茂助 A14.3.4.9.8.1 「系元」古切支丹
四之帳 ○四郎左衛門 A1.18.6.1.2／A14.3.1.1.1 「系元」古切支丹

四之帳 ○五右衛門妻 A14.5.1.5／類族死失帳／
埼玉嘉永三帳 「系元」古切支丹

四之帳 89 里 △○吉兵衛 類族死失帳 「系元」新本人
四之帳 90 久土（久所村の内） ○加左衛門 類族死失帳 「系元」
四之帳 〇作右衛門 A14.5.1.5 「系元」古切支丹
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4

四之帳 〇清右衛門 類族死失帳 「系元」古転本人但年合
四之帳 〇五右衛門 A11.2.4.2.16 「系元」
生帳四 〇市右衛門 A1.17.2.4.1
四之帳 〇甚兵衛 A14.5.1.5 「系元」古切支丹
四之帳 〇与吉（八兵衛下人） A14.5.1.5／埼玉嘉永三帳「系元」古切支丹
四之帳 〇弥五兵衛 類族死失帳 「系元」新切本人。古切支丹
生帳四ノ内 〇太兵衛後家 A16.4.7.4.1
四之帳 〇甚助 類族死失帳／埼玉嘉永三帳「系元」長崎へ被召捕。古切死丹

四之帳 ○宗仲 A3.13.38.1／A14.5.1.5／
類族死失帳 「系元」

四之帳 ○（前）正益妻 A14.5.1.5／類族死失帳 「系元」
四之帳 〇前吉右衛門後家 類族死失帳 「系元」古切支丹

5

生帳五 44（丹生）岡 ○無心 A1.17.2.4.1／類族死失帳
／埼玉嘉永三帳 「系元」

11

同帳五 90 久所 ○善兵衛 A15.2.1.58／類族死失帳 「系元」古切支丹。本人。
五之帳 ○源次郎妻 A14.5.1.5 「系元」
五之帳 ？（前）次郎左衛門 A1.14.1.1／類族死失帳 「系元」寛（永）12年之御帳ニ有之
五之帳 93 大津留 ○七郎 類族死失帳 「系元」
五之帳 95 宮河内 ○藤兵衛 A15.2．1.45 「系元」古ルころひ。古転本人

五之帳 ○刑部 A15.2.1.47／A14.5.1.5／
類族死失帳 「系元」

五之帳 ○休二 A14.5.1.5 「系元」
五之帳 ○三吉 類族死失帳 「系元」
五之帳 ？太郎左衛門 類族死失帳 「系元」
五之帳 ？次郎左衛門 類族死失帳 「系元」

6

同帳六 62 通 ○作蔵妻 A1.18.1.1／類族死失帳 「系元」古切支丹転本人

14

六之帳 〇甚右衛門女房 A3.14.13.1／類族死失帳 「系元」寛文4年召捕。古切支丹
六之帳 72 末広 ○久左衛門妻 類族死失帳 「系元」
六之帳 ○五兵衛女房 類族死失帳 「系元」古ル切支丹転
生帳六ノ内 94 毛井 ○△市左衛門 A15.2.1.62 古切支丹元和2年ニ転。古転本人
六之帳 ○前ノ小四郎（良） A14.5.1.5 「系元」古転本人
六之帳 ○平兵衛 A14.5.2.3.1〜A14.5.2.4.1 「系元」
六之帳 〇又兵衛 キリシタン史料P157 「系元」
六之帳 ○四郎右衛門 A9.2.5.6.1／A14.5.1.5 「系元」
六之帳 ○八郎 類族死失帳 「系元」古転本人
六之帳 ○三郎右衛門 キリシタン史料P157 「系元」
六之帳 ○宗作妻 A14.5.1.5 「系元」
六之帳 ○庄六 A19.2.97.0 「系元」
六之帳 ？作（庄六下人） 類族死失帳 「系元」
六之帳 所属村不明 ○新次郎妻 A11.2.4.2.21.3 「系元」
　　大野郡

13
7

七之帳 98 垣河内 ○△六郎右衛門 A15.2.1.72／埼玉寛政三帳 古転本人
生帳七ノ内 ○五郎介（助） A1.17.2.4.1
同帳七 ○長右衛門 類族死失帳 「系元」

生帳七ノ内 ○休意 A16.4.7.4.1／A15.2.1.72／
埼玉寛政三帳 「系元」

七之帳 99 遠久原 ○七右衛門 類族死失帳 「系元」
七之帳 ○前助右衛門 A14.5.1.5 「系元」
七之帳 ？助左衛門 類族死失帳 「系元」
七之帳 100 内平 ○前新助 A14.5.1.5 「系元」
七之帳 ○かめ（七兵衛女房） A14.5.1.5 「系元」切支丹宗門寛永10年転
七之帳 101 泊 ○甚三郎 A14.5.1.5 「系元」
生帳七ノ内 ○市介（助） A16.4.7.4.1
七之帳 ？山石 類族死失帳 「系元」古切支丹
七之帳 104 中 ○孫兵衛 類族死失帳 「系元」
生帳七ノ内 ○市之助（介） A16.4.7.4.1
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7

押札七之帳 ○宗喜 A1.18.6.1.3
生帳七ノ内 清水原（中村の内） ○作兵衛 A16.4.7.4.1
七之帳 105 豊蔵 ○甚四郎 A15.2.1.79／類族死失帳 「系元」
七之帳 ○市左衛門 A14.5.1.5 「系元」
生帳七之内 ○藤左衛門 キリシタン史料P25
七之帳 岩屋（豊蔵村の内） ○又助 A11.2.4.2.21.6 清右衛門系
七之帳 ○清右衛門 A14.5.1.5／A11.2.4.2.21.6 「系元」

8

八之帳 106（野津）白岩 ○九兵衛 A11.2.4.2.21.4 清左衛門妻系

13

生帳八ノ内 ○弥五郎 A16.4.7.4.1
八之帳 ？清左衛門妻 A11.2.4.2.21.4 「系元」
八之帳 107 蕨野 ○七右衛門女房 A14.5.1.5 「系元」
生帳八ノ内 108 落谷 ○久兵衛 A16.4.7.4.1
同帳八 〇仁兵衛 類族死失帳 「系元」
八之帳 ○次郎兵衛 A14.5.1.5 「系元」
八之帳 ○源之丞 類族死失帳

（八之帳） ○五郎右衛門 類族死失帳 「系元」
八之帳 ？弥次郎 類族死失帳 「系元」
八之帳 ○甚吉 A14.5.1.5 「系元」
八之帳 ○弥左衛門 A16.4.7.6.2／類族死失帳 「系元」元和8年転
生帳八之内 ○次兵衛 キリシタン史料P11 古転本人
八之帳 ？五郎兵衛 類族死失帳 「系元」
八之帳 109 野口（前河内村の内）○藤十郎 A1.18.6.1.3 「系元」
八之帳 110 竹下（板屋村の内） ？市助 類族死失帳 「系元」
八之帳 ？藤左衛門 類族死失帳 「系元」
八之帳 119 田良木 ○作兵衛 A1.18.3.2.1／A14.3.4.9.2.1「系元」

9

九之帳 111 寺小路（市村の内） ○三之丞 A15.2.1.104／類族死失帳「系元」古転本人

15

九之帳 ○（前）堅助 埼玉嘉永三帳 「系元」
九之帳 ？前弥十郎 類族死失帳 「系元」古切支丹転
生帳九之内 123（野津）芝尾 ○（前）与次右衛門 A15.2.1.89 古転本人
九之帳 ○七兵衛 A14.3.4.9.10.1／A15.2.1.96「系元」古切支丹転
九之帳 桐木（芝尾村の内） ○久左衛門女房 A15.2.1.99 「系元」古転本人
九之帳 124（野津）小切畑 ？主計妻 類族死失帳 「系元」
九之帳 126 池原（筒井村の内） ○甚兵衛女房 類族死失帳 「系元」古転本人
九之帳 赤迫（筒井村の内） ○（前）助之丞 A15.2.1.92／A14.5.1.5 「系元」本人
生帳九ノ内 128 黍野 ○弥右衛門 A16.4.7.4.1 古
九之帳 ？弥左衛門 類族死失帳 「系元」
生帳九之内 ○与左衛門 キリシタン史料P28
九之帳 ？孫左衛門 類族死失帳 「系元」
九之帳 牧原（黍野村の内） ？又右衛門 類族死失帳 「系元」
九之帳 波津久（黍野村の内）○三郎左衛門 A14.5.1.5／類族死失帳 「系元」
九之帳 木所（黍野村の内） ○宗閑（久原･御霊園とは別人）A15.2.1.95／類族死失帳 「系元」古転本人宗閑類ノ内
生帳九ノ内 131 長小野 ○庄兵衛 A16.4.7.4.1／類族死失帳 「系元」
生帳九ノ内 福原（長小野村の内）○市左衛門 A16.4.7.4.1／類族死失帳 「系元」（子の小兵衛は古）

10

十之帳 109 前河内 ○前与三右衛門 A14.5.1.5 「系元」古転本人

14

十之帳 ○与左衛門 A14.5.1.5 「系元」

生帳十之内 ○惣兵衛 類族死失帳／キリシタン
史料P20 「系元」古転本人

生帳十ノ内 ○源助（介） A16.4.7.4
十之帳 ○新三郎 A14.3.4.9.1.1 「系元」
十之帳 ○新次郎 A14.5.1.5／類族死失帳 「系元」
十之帳 △庄左衛門 類族死失帳 「系元」
十之帳 ？前藤左衛門 類族死失帳 「系元」
生帳十之内 ○藤左衛門 キリシタン史料P18
生帳十之内 ○吉兵衛 キリシタン史料P23
生帳十 127（野津）広原 ○助蔵 A15.2.1.116／A1.17.2.4.1
生帳拾之内 ○平左衛門 A15.2.1.117 古転本人
十之帳 ○太郎次郎 類族死失帳 「系元」
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10

十之帳 ○藤左衛門 A14.5.1.5 「系元」古転本人
十之帳 ○市之丞 類族死失帳 「系元」
生帳十 ？宗悦 キリシタン史料P14
十之帳 ？勘七 類族死失帳 「系元」
十之帳 ？中次郎左衛門 類族死失帳／埼玉嘉永三帳「系元」
生帳十 130 生野（内河野村の内）○喜兵衛 A1.17.2.4.1 古転本人
生帳十之内 ？万太郎左衛門 キリシタン史料P15
十之帳 於牟連（同上） ○△甚内 類族死失帳 「系元」古転本人
生帳十 ○惣助（介） A1.17.2.4.1
十之帳 ○前七郎 A14.3.1.22.1 「系元」

11

生帳十一 127 下藤（広原村の内） ○庄内 A15.2.1.120／A1.17.2.4.1
／類族死失帳 「系元」古転本人

7

十一之帳 ○新右衛門 A15.2.1.125／A15.2.1.129
／類族死失帳 「系元」古転本人

十一之帳 ？前助左衛門 類族死失帳 「系元」
十一之帳 ？前源右衛門妻 類族死失帳 「系元」
十一之帳 ○勘七 類族死失帳 「系元」
生帳十一之内 140 篠枝 ○孫兵衛 A16.4.7.4.1
生帳十一ノ内 〇（前ノ）作右衛門 A16.4.7.4.1 古切支丹転其類族
十一之帳 136 長谷 ○長助 A14.5.1.5 「系元」
生帳十一ノ内 ○市右衛門 A16.4.7.4.1
十一之帳 ？寿閑 類族死失帳 「系元」

12

十二之帳 132 寒田 ○久兵衛 A14.5.1.4 「系元」古転本人

16

十二之帳 ？太郎左衛門 類族死失帳 「系元」
十二之帳 133 細口 ○吉左衛門 埼玉嘉永三帳 「系元」
十二之帳 ○吉右衛門 A14.5.1.3 「系元」

十二之帳 御霊園（細口村の内）○与左衛門 A15.2.1.136／A14.5.1.3／
類族死失帳 「系元」古転本人

十二之帳 鍋田（同上） ○道悦 A14.5.1.4 「系元」古切支丹。古転本人
十二之帳 ○△加右衛門 A14.5.1.4 「系元」古転本人

十二之帳 ○宮内 A14.5.1.4／類族死失帳／
埼玉嘉永三帳 「系元」

十二之帳 久原（同上） ○宗閑（御霊園･木所とは別人）A14.5.1.3／埼玉嘉永三帳「系元」
十二之帳 ？浄清 類族死失帳 「系元」
十二之帳 134 荻原 ○浄庵 A14.5.1.4 「系元」
十二之帳 松原（荻原村の内） ○甚右衛門 A14.5.1.3 「系元」
十二之帳 黒坂（同上） ○甚左衛門 類族死失帳 「系元」
"生帳十二・
十二之帳" ○平左衛門 A1.17.2.4.1／A14.5.1.4／

類族死失帳 「系元」

十二之帳 135 戸上 ○宗玄 A14.5.1.3.6 「系元」
十二之帳 ○宗休 A1.18.6.1 「系元」

13

十三之帳 138 山奥 ？喜左衛門 類族死失帳 「系元」

8

生帳十三 143 椎原 ○忠左衛門 キリシタン史料P24 古転本人
生帳十三 146 折立（奥畑村の内） ○弥五郎 キリシタン史料P12
十三之帳 150 竹脇 ○新左衛門 A15.2.1.146／類族死失帳「系元」古転本人
十三之帳 152 入北 ○三九郎（良）女房 類族死失帳 「系元」古切支丹転
十三之帳 ○甚三郎女房 類族死失帳 「系元」
生帳十三ノ内 171 川辺 ○（前）庄兵衛 A16.4.7.4.1 古転本人
十三之帳 172 向野 ○九蔵妻（後家） A15.2.1.148／類族死失帳「系元」古転本人
生帳十三 ○△庄右衛門 A1.17.2.4.1 古転本人
十三之帳 ○喜兵衛 類族死失帳 「系元」古転本人
十三之帳 ○清右衛門 A7.3.5.1／埼玉寛政三帳 「系元」古転
十三之帳 ？清左衛門 埼玉嘉永三帳 「系元」
十三之帳 ？九作（久作）妻 埼玉寛政三帳 清右衛門系
　　大分郡　

15
14

死帳十四之内 2 辻 ○次郎兵衛妻 A19.4.14.1〜2／A1.17.2.5.1
十四之帳 月形（辻村の内） ○新五郎 類族死失帳 「系元」古転本人
十四之帳 宮尾（同上） ○九右衛門 類族死失帳 「系元」古転本人
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帳の表記 村番号 村名〈町名〉 本人・本人同然 史　　料 備　　考 系元

14

十四之帳 4（戸次）長小野 ○△伝右衛門（吉野長小野）A1.17.2.4.1／A14.5.1.3 「系元」古転本人
十四之帳 ○四郎右衛門妻 A14.5.2.1.1 「系元」
十四之帳 ？加兵衛 類族死失帳 「系元」
死帳十四之内 5（戸次）原 ？与兵衛妻 A1.17.2.5.1
十四之帳 8 影木 ○兵左衛門 A15.2.1.157／類族死失帳「系元」
十四之帳 ？六右衛門 類族死失帳 「系元」
生帳十四 ○助右衛門 A1.17.2.4.1
同帳十四 ？九郎左衛門 類族死失帳 「系元」
死帳十四之内 10 利光 ○茂左衛門 A1.17.2.5.1
十四之帳 ○茂兵衛 類族死失帳 「系元」
十四之帳 ？吉右衛門 類族死失帳 「系元」
死帳十四之内 11 佐柳（市村の内） 〇半右衛門 A1.17.2.5.1／A19.2.93.1〜2
十四之帳 12 川床 ○次郎兵衛 A15.2.1.150／類族死失帳「系元」古転本人
十四之帳 ○庄左衛門 A15.2.1.152／A15.6.167.3「系元」古切支丹宗門転
十四之帳 ？久兵衛 類族死失帳 「系元」
十四之帳 ？甚六 類族死失帳 「系元」

死帳十四之内 13 備後 ○九左衛門 A1.17.2.5.1／
A19.3.1.156.1〜2

生帳十四之帳 16 二目川（横尾村の内）○九兵衛 A1.17.2.4.1.（12）／A1.18.6.1.3「系元」古転本人
死帳十四之内
死帳十四之内 ？伝三郎 A1.17.2.5.1
死帳十四之内 ？与三右衛門 A1.17.2.5.1

15

十五之帳 16 横尾 ○（前ノ）太左衛門 A14.5.1.3.9／類族死失帳 「系元」

8

十五之帳 ○次右衛門 A14.5.1.3.10／類族死失帳「系元」寛文弐年被召捕。古切
十五之帳 △半左衛門妻 A14.5.2.5／A14.5.2.6.1 「系元」古切支丹
十五之帳 17 葛木 ○与助 A11.2.4.2.21.5 「系元」古切支丹。与助系
生帳十五之内 ○源兵衛妻 A24.10 寛文３年長崎にて死
生帳十五之内 ○次兵衛（源兵衛妻子） A24.10 万治３年長崎にて死
生帳十五之内 ○万右衛門（源兵衛妻子）A24.10 万治３年長崎にて死
生帳十五ﾉ内 18 猪野 ○六右衛門 A16.4.7.4.1
十五之帳 ？彦兵衛 類族死失帳 「系元」古切支丹
同帳十五 ？庄五郎妻 類族死失帳 「系元」
押札十五之帳 19 小池原 ○△弥兵衛妻 A1.18.6.1.3 「系元」
押札十五之帳 △亀安 A1.18.6.1.3 古切支丹
生帳十五ﾉ内 ○又次郎 A16.4.7.4.1
十五之帳 21 家島 ○仁左衛門 A14.5.1.3 「系元」

16

十六之帳 20 森町 △六兵衛妻 埼玉寛政三帳

12

十六之帳 ○了佐（惣左衛門孫） 類族死失帳 「系元」
十六之帳 ○助市妻 A14.5.1.3／埼玉寛政三帳「系元」古切支丹
同帳十六 森（森町村の内） ○仁右衛門 類族死失帳 「系元」
十六之帳 ○四郎兵衛 類族死失帳 「系元」古切支丹
十六之帳 ○文（分）右衛門 A14.5.1.3 「系元」
十六之帳 ○次郎右衛門 A14.5.1.3 「系元」
十六之帳 ？次郎左衛門 埼玉寛政三帳 「系元」

十六之帳 ○善兵衛 A14.5.2.7.1／A14.5.2.9.1
／類族死失帳 「系元」

十六之帳 ？与吉妻 A20.2.1.5.14.2.2 「系元」
生帳十六 ○理兵衛妻 キリシタン史料P27 新切歳合本人
十六之帳 ？久右衛門 類族死失帳 「系元」
十六之帳 ？次郎左衛門 類族死失帳／埼玉寛政三帳「系元」
十六之帳 ？源十郎妻（次郎左衛門下女）類族死失帳 「系元」

注1）「帳の表記」の欄には史料にある表記をそのまま書き出している。
注2）村番号および福良村の※印については、表1〜3と同じ。
注3）�「本人・本人同然」の欄にある○は本人、△は本人同然、○△は史料によって記述が異なる、？は史料に表記がない、ことを表

している。
注4）�「史料」の欄に記されている「類族死失帳」は別府市立図書館蔵「豊後国杵臼領古切支丹之類族死失之者帳（コピー）」享保13

年（1728）、「埼玉寛政三帳」「埼玉嘉永三帳」はそれぞれ埼玉県立文書館蔵「豊後国杵臼領古切支丹之類族出生養子帳」寛政3
年（1791）・「豊後国杵臼領古切支丹之類族死失之者帳」嘉永3年（1850）、Aから始まる番号はマレガ資料の史料番号である。
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目しておきたい。
なお、表4にあるように村番号16横尾村、90久所村、109前河内村、127（野

津）広原村が複数の類族帳にわたって表れるのは、枝村となる16二目川村、
90（丹生）原村・久土村、109野口村、127下藤村が本村とは別の番号の帳面に
書き分けられていたからである。各表の村秩序は先にも述べたように「正保郷
帳」によるものである。一方、ここでいう「類族帳」が作成されたのは先述の
ように正保よりも後の貞享4年（1687）であり、たった40年程度の間ではあれ
正保郷帳に記された村の姿とキリシタン統制が強力に展開されていった貞享期
の村の統治のありようの差がこのような部分に見出されることに、注目してお
きたい。また、宗方村については正保2年（1645）の「稲葉能登守知行高付帳」
から上・下に分かれて記されるようになったことが知られるが

25）
、報告文書中の

村名では「宗方村」とのみ記されたものがあり、それを上・下に分類すること
はできないので上・下あわせて表にしている。

おわりに

以上、類族の出生・死去などの宗門奉行宛報告文書と、寛文期（1661～73）

のキリシタン捕縛情報あるいは「切支丹類門書上」などのキリシタンの名簿類
を使って当時のキリシタンの数と分布の復元を試みた。その結果、臼杵藩がキ
リシタンと見なした者として、ここでは2431名を特定することができた。そ
の村ごとの分布については表3のとおりである。

一方、ここで報告できなかったことがある。一つが第3節で触れた「古転」
「古切」および「新切」の問題であり、もう一つは「本人」「本人同然」とは別
に「年合（相）本人」「年合（相）本人同然」と報告文書に記された言葉の意
味についてである。「古切」「新切」については、マレガ資料中に「古転」「古
切」の例を402例、「新切」を45例拾い出し地図上に落として分析を試みてい
る。また、「年合（相）」の問題については簡単に述べると、元禄期（1688～

1704）に入ってキリシタン「本人」「本人同然」の生年、入信や捕縛の時期な
どを調べ直して「本人」なのか「本人同然」なのか、あるいは「新切」か「古
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転
26）

」かの判断をやり直し、その結果を新たに「年合本人」などと表記したので
はないかと考えている。作り上げたキリシタンの名簿中約3割の者が報告文書
において「本人」「本人同然」の判断が揺れていたことを註13で述べたが、そ
のことにつながる問題であろう。キリシタン名簿を含めこれらの点については
稿を改めて報告したいと考えている。
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あとがき

� 大友一雄

2019（令和元）年末からの新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡
大によって、世界の人々は大きな不安と混乱のなかにある。研究のための調査
や研究集会などの開催は感染防止の点から規制される状態が続き、本書の取り
まとめの研究会もメンバーが直接参集しての開催は困難であった。オンライ
ン・システムの活用が急速に進展し、新たなコミュニケーション・ツールとし
て定着した感があるが、これもここまで多くの人々との濃密な調査や研究交流
があったからこそ可能になったことであり、一刻も早い日常への回復が期待さ
れる。

さて、特定の国や地域で発生した資料群がさまざまな理由で、その地を離れ
他国に所在することは少なからず確認できる。マレガ資料群もその一つである。
こうした資料群の保存・活用環境の整備は、双方にとって新たな学問と交流の
大きな機会となる。バチカン図書館チェーザレ・パシーニ（Cesare Pasini）館
長は、2019年10月大分で開催された国際シンポジウムにおいて、マレガ資料
をめぐる多くの人々との交流を念頭に、文化こそが世界の人々を結ぶ架け橋と
なることを話されたが、本書は、その実践の一端を研究論文集としてまとめた
ものといえる。

ここでは、マレガ・プロジェクトの発足の経緯について、また、資料群をめ
ぐる人々との出会いと交流について紹介させていただきたい。マレガ資料群は、
2011（平成23）年、バチカン図書館において発見されたが、その情報はバチカ
ンから日本の溝部脩神父（1935～2016）に伝えられることになった。同神父は、
教皇庁立グレゴリアン大学に学び、日本のキリスト教史に関する研究者でもあ
った

1）
。資料の発見を伝えたのは、当時、図書館・文書館を統括したラファエ
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レ・ファリーナ（Raffaele Farina）枢機卿であり、溝部神父とは学友で親しい
交流関係にあった。溝部神父は、これを郷里にある大分県立先哲史料館に伝え、
2012年2月には同神父と先哲史料館が現地で資料を確認することになった

2）
。そ

の後、海外調査のための体制作りは、先哲史料館長平井義人氏の諸機関への働
きかけや京都府立総合資料館長井口和起氏の呼びかけ、バチカン図書館とも交
流があった京都外国語大学シルヴィオ・ヴィータ（Silvio Vita）氏などの尽力
によって、2012年秋頃から本格化し、東京大学史料編纂所松井洋子氏、国立
歴史民俗博物館久留島浩氏、国文学研究資料館大友一雄などが参会し、調査実
現に向けて可能性を追求することになった。そのなかで人間文化研究機構の在
外日本関係資料調査への参加を探り、また、その実行機関を国文学研究資料館
とすることが確認された。2013年2月にはバチカン図書館パシーニ館長から国
文学研究資料館長今西祐一郎宛に調査協力の依頼があり、これをもとに同年3
月には大友・松井氏・青木睦氏（国文学研究資料館）、そしてシルヴィオ・ヴィ
ータ氏の4人がバチカン図書館と調査協力に関して協議を行った。同年11月に
は人間文化研究機構が調査協力に関する協定を締結、また、この協定にかかわ
り東京大学史料編纂所、大分県教育庁（大分県立先哲史料館）と連携し、さらに、
プロジェクトの進展にともない2015年にサレジオ大学と協定を結んだ。また、
統括を担当した国文学研究資料館は、2016年にバチカン図書館、臼杵市と調
査研究について、2017年に別府大学と研究教育に関する協定・覚書を締結した。
また、国立イタリア東方学研究所との協力・交流を深めることができた。さら
に、すでに国文学研究資料館と研究教育の協定が存在したローマ大学サピエン
ツァ、ナポリ大学オリエンターレなどとも連携し、くずし字教育のためのテキ
ストを出版した。いずれも資料群が架け橋となったものである。なお、「マレ
ガ・プロジェクト」の名称は、バチカン図書館との協定書に記されたものであ
り、日本側とバチカンとの共同プロジェクトの呼称である。

さて、プロジェクトは上記の諸機関、および多くの内外研究者によって構成
されることになったが、あわせて研究者がそれぞれの関心から連携する共同研
究を立ち上げることが広く見られた。連携した共同研究には、つぎのようなも
のがある。東京大学史料編纂所特定共同研究「『豊後切支丹史料』及びその原
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文書の史料学的研究」（代表松井洋子）（2014～15年度）および同「ヴァチカン
図書館所蔵マリオ・マレガ氏蒐集史料の総合的研究」（代表同上）（2016～18年

度）、科学研究費基盤研究（A）（海外学術調査）「バチカン図書館所蔵豊後切支
丹資料の国際的情報資源化に関する海外学術調査研究」（代表大友一雄）（2016

～20年度）、科学研究費基盤研究（B）「近世日本のキリシタンと異文化交流」
（代表大橋幸泰）（2017～20年度）、同基盤研究（C）「20世紀の日本・イタリア・
バチカンにおける民間所在資料や地方公文書の管理」（代表湯上良）（2017～20

年度）、トヨタ財団研究助成プログラム「被災アーカイブズの新たな保存技術
発信へのアプローチ」（代表青木睦）（2016～17年度）、東芝国際交流財団助成

「日本とバチカンの過去から未来をつなぐマレガ文書の世界」（代表大友一雄）

（2017年度）、同財団助成「イタリア他、欧州の図書館所蔵の日本の古文書研究
におけるネットワーキング」（代表マルコ・デル・ベーネ）（2018年度）、同財団
助成「Palaeography and the Surveying Methods of Japanese Historical 
Documents through the Marega Collection」（代表ルカ・ミラーズィ）（2020年

度）などである。プロジェクトの活動は、こうした取組みともかかわり内容を
充実させることが可能になったといえる。

さまざまな組織的な連携や研究者の連携・交流のなかで調査・研究集会・展
示などを実行することになったが、対応に配慮をいただいた諸団体、関係者の
方々に心から感謝したい。

主な調査機関（対応担当）は次の通りである。マレガ収集資料関係では、資
料群をバチカン図書館と二分するサレジオ大学図書館マレガ文庫（学長カルロ・

ナンニ〈Carlo Nanni〉、マルロ・マントヴァーニ〈Mauro Mantovani〉、図書館長マ

ルテロ・サルデーリィ〈Martello Sardelli〉）、マレガの上司でもあったヴィンチェ
ンツォ・チマッティ（Vincenzo Cimatti）神父の資料を所蔵するサレジオ神学院
チマッティ資料館（館長ガエタノ・コンプリ〈Gaetano Compri〉）、マレガが教員
を勤めた星美学園短期大学図書館（副学長小島順子）において多くの知見を得
ることができた

3）
。

また、キリシタン・宗門方関係の資料調査では、上記機関以外に大分市立歴
史資料館・長崎歴史文化博物館・長崎純心大学博物館・京都大学総合博物館・
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上智大学キリシタン文庫・熊本大学永青文庫研究センター・神戸市立博物館・
九州歴史資料館などにおいて閲覧の機会を得た。

さらに、プロジェクトの遂行では、調査・研究の社会への成果発信が期待さ
れたためシンポジウムなどを諸団体と連携して進めた。具体的な取組みについ
ては本書巻末に示した「マレガ・プロジェクト活動記録（2）主要公開シンポ
ジウム・講演会・くずし字講座等」の通りであるが、このほかにも展示・テレ
ビ番組作成などでも連携することができた。展示では大分県立先哲史料館と臼
杵市教育委員会・竹田市立図書館などとの連携が充実したものとなった。具体
的には先哲史料館夏季企画展「ペトロ岐部とキリシタン禁制」（2016年8月20

日～9月25日）、同じく先哲史料館秋季展示「大分のキリスト教史」（2019年9月

21日～11月4日）などがある。
また、諸事業の運営では、在バチカン日本国大使館（大使／山口英一・長崎

輝章・中村芳夫）、国際交流基金ローマ日本文化会館（館長高須奈緒美、副館長竹

下潤）、マレガ誕生地であるイタリアゴリツィア市、駐日ローマ教皇庁大使館
（大使ジョセフ・チェノットゥ）から多大な協力を得た。ゴリツィア市ではマレ
ガ誕生の地に記念プレートが設置されることにもなった。

また、バチカンでの概要調査では、連携機関・関連団体・関連研究による参
加の方々から多大な協力を頂戴した（詳細は、巻末「マレガ・プロジェクト活動

記録（1）主要調査」を参照されたい）。
統括的な作業は、多く国文学研究資料館で行った。概要調査準備、概要調査

データ・目録データの調整・整備、データベースの構築、シンポジウムの準備、
出版物、ホームページの作成・管理、翻訳、諸情報集約などでは、つぎの若手
研究者をはじめとする多くの方々の協力があった。

荒木仁朗、石田七奈子、岡朝子、小川貴至、小野清楓、小池駿介、佐々木直、
清水詩織、髙木まどか、高田綾子、高橋喜子、筒井弥生、野本禎司、濵島実樹、
原田亜希子、日野久美子、蛭田晶子、蛭田廣一、布川寛大、淵田有香、堀越桃
子、松尾悠亮、松本知佳、松本日菜子、村上瑞木、村本隼、山田素子、李美奈、
和田麻子、渡辺千鶴。

また、バチカン図書館を主とする調査では、以下のイタリア在住およびイタ
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リア留学生の方々に通訳・調査を助けていただいた。
清水里香、阿部愛、阿部美寿穂、松浦一之介。
さらに、困難も多い在外資料調査を円滑に進められたのは、参加いただいた

メンバーとパシーニ館長をはじめとするバチカン図書館の皆さんの真摯で精力
的な対応による点が大きかった。長期にわたる尽力に心から感謝申し上げる次
第である。これまでの活動がバチカンと日本・大分の交流にとどまらず、世界
の人々との架け橋のひとつになることを念じたい。

なお、本書刊行には、角川文化振興財団「バチカンと日本 100年プロジェク
ト」の協力を得たことを付記したい。

註
 1）溝部神父はマレガ文書の所在を長く探索しており、その記録を残されている。詳細は「イタ

リア紀行」1～4（別府大学図書館報『アルゴノート』13～16号、1984～1985年）。
 2）これらの経緯はバチカンを最初に訪問された大分県立先哲史料館平井義人氏のご教示による。

また、筆者自身もメンバーの井口和起、シルヴィオ・ヴィータ両氏とともに溝部神父を二度訪
問する機会を得、経緯の説明と調査についてアドバイスを受けることができた。

 3）「あとがき」での肩書きは応対していただいた当時のものである。
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マレガ・プロジェクト活動記録

（1）主要調査

2012年度
期間

2013年3月11日（月）～3月14日（木）
場所

バチカン図書館
参加者
　�大友一雄、青木睦、松井洋子、シルヴィオ・ヴィータ、デリオ・ヴァニア・プロ

ヴェルビオ、チェーザレ・パシーニ、ユ・ドン・クララ、アンブロジオ・マリア・
ピアッツォーニ、バチカン図書館事務局長、バチカン図書館コンサベータ、バチ
カン図書館情報担当

協議・打ち合わせ
　�国際交流基金ローマ日本文化会館（以下、ローマ日本文化会館）、在バチカン日本

大使館

2013年度
期間

2013年9月16日（月）～9月20日（金）
場所

バチカン図書館
参加者
　�大友一雄、青木睦、加藤聖文、久留島浩、松井洋子、佐藤晃洋、シルヴィオ・ヴ

ィータ、マルコ・デルベーネ、阿部愛、今西祐一郎、チェーザレ・パシーニ、デ
リオ・ヴァニア・プロヴェルビオ、ユ・ドン・クララ、アンヘラ・ヌーニェス＝
ガイタン



� マレガ・プロジェクト活動記録　　501

2014年度
期間

2014年6月10日（火）～6月13日（金）
場所

バチカン図書館
参加者
　�青木睦、金山正子、清水里香、チェーザレ・パシーニ、デリオ・ヴァニア・プロ

ヴェルビオ、アンヘラ・ヌーニェス＝ガイタン、マリア・ロザーリア・カステッ
レッティ、シルヴィア・フォスケッティ、マルタ・グリマッチャ

期間
2014年9月8日（月）～9月26日（金）

場所
バチカン図書館

参加者
　�大友一雄、青木睦、西村慎太郎、太田尚宏、加藤聖文、三野行徳、松井洋子、松

方冬子、佐藤孝之、清水有子、佐藤晃洋、大津祐司、大橋幸泰、シルヴィオ・ヴ
ィータ、マルコ・デルベーネ、清水里香、阿部愛、原田亜希子、松浦一之介、マ
ッテーオ・ルッチ、チェーザレ・パシーニ、デリオ・ヴァニア・プロヴェルビオ、
アンヘラ・ヌーニェス＝ガイタン、ユ・ドン・クララ

期間
2015年2月9日（月）～2月13日（金）

場所
バチカン図書館

参加者
　�大友一雄、青木睦、太田尚宏、三野行徳、松井洋子、佐藤晃洋、岡村一幸、シル

ヴィオ・ヴィータ、金山正子、マルコ・デルベーネ、高科真紀、筒井弥生、長澤愛、
清水里香、阿部愛、原田亜希子、松浦一之介、マッテーオ・ルッチ、湯上良、阿
部美寿穂、チェーザレ・パシーニ、デリオ・ヴァニア・プロヴェルビオ、アンヘ
ラ・ヌーニェス＝ガイタン、イルムガルド・シューラー

2015年度
期間

2015年9月7日（月）～9月18日（金）
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場所
バチカン図書館

参加者
　�大友一雄、長澤愛、大塚克威、三野行徳、太田尚宏、今西祐一郎、渡辺浩一、大

橋幸泰、佐藤晃洋、大津祐司、井口和起、川村信三、松澤克行、松井洋子、岡本真、
シルヴィオ・ヴィータ、原田亜希子、マルコ・デルベーネ、湯上良、ソーニャ・
ファーヴィ、村井早苗、岡村一幸、松浦一之介、阿部愛、阿部美寿穂、チェーザ
レ・パシーニ、デリオ・ヴァニア・プロヴェルビオ、アンヘラ・ヌーニェス＝ガ
イタン

期間
2016年2月8日（月）～2月12日（金）

場所
バチカン図書館（2月8日～10日・12日）
教皇庁立サレジオ大学（以下、サレジオ大学）（2月11日）

参加者
　�大友一雄、青木睦、太田尚宏、午頭慎治、三野行徳、高科真紀、湯上良、久留島浩、

佐藤孝之、佐藤晃洋、シルヴィオ・ヴィータ、金山正子、マルコ・デルベーネ、
ソーニャ・ファーヴィ、清水里香、阿部愛、松浦一之介、ダリオ・ミングッツィ、
阿部美寿穂、チェーザレ・パシーニ、デリオ・ヴァニア・プロヴェルビオ、アン
ヘラ・ヌーニェス＝ガイタン、イルムガルド・シューラー

2016年度
期間

2017年2月6日（月）～2月9日（木）
場所

バチカン図書館、サレジオ大学
参加者
　�大友一雄、太田尚宏、湯上良、宮間純一、三野行徳、松井洋子、松澤克行、佐藤

孝之、大津祐司、藤田淳一郎、河原晃永、櫻井成昭、佐藤晃洋、平井義人、工藤
航平、久留島浩、シルヴィオ・ヴィータ、マルコ・デルベーネ、ソーニャ・ファ
ーヴィ、松浦一之介、清水里香、阿部愛、阿部美寿穂、菅野則子、青木睦、高科
真紀、チェーザレ・パシーニ、デリオ・ヴァニア・プロヴェルビオ、アンヘラ・
ヌーニェス＝ガイタン
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2017年度
期間

2017年10月24日（火）～10月31日（火）
場所

バチカン図書館、サレジオ大学
参加者
　�岡村一幸、三野行徳、湯上良、清水里香、宮間純一、櫻井成昭、佐々木直、太田

尚宏・阿部愛、チェーザレ・パシーニ、デリオ・ヴァニア・プロヴェルビオ、ア
ンヘラ・ヌーニェス＝ガイタン

期間
2018年2月12日（月）〜2月17日（土）

場所
サン・ロッコ大信徒会、国立ヴェネツィア文書館（2月13日～15日）
トスカーナ文書保護局、ミゼリコルディア大兄弟会（2月16日）

参加者
大友一雄、松井洋子、太田尚宏、湯上良

2018年度
期間

2018年12月13日（木）〜12月22日（土）
場所

ローマ大学サピエンツァ（以下、ローマ大学）（12月14日・15日）
バチカン図書館（12月17日）
ナポリ大学オリエンターレ（以下、ナポリ東洋大学）（12月18日・19日）
サレジオ大学（12月20日・21日）

参加者
　�高見純、大友一雄、太田尚宏、大津祐司、佐藤孝之、松澤克行、三野行徳、マル

コ・デルベーネ、岡村一幸、シルヴィオ・ヴィータ、山下則子、湯上良、ルカ・
ミラーズィ、キアラ・ギディーニ、チェーザレ・パシーニ、デリオ・ヴァニア・
プロヴェルビオ、アンヘラ・ヌーニェス＝ガイタン

期間
2019年2月28日（木）〜3月4日（月）

場所
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サレジオ大学（2月28日・3月1日）
ローマ大学（3月2日・4日）

参加者
　�大友一雄、三野行徳、高見純、原田亜希子、工藤航平、ルカ・ミラーズィ、阿部愛、

マッテオ・ガラッシ

2019年度
期間

2019年12月10日（火）〜12月14日（土）
場所

ローマ大学（12月10日・11日・14日）
サレジオ大学（12月12日・13日）

参加者
　�大友一雄、三野行徳、高見純、太田尚宏、髙木まどか、阿部美寿穂、櫻井成昭、

マルコ・デルベーネ、ルカ・ミラーズィ、阿部愛

期間
2020年2月16日（日）〜2月24日（月）

場所
バチカン図書館（2月17日）
バチカン布教・民族学博物館（2月18日・19日）
サレジオ会民族学博物館（2月20日）
サレジオ会民族誌博物館（2月21日）
国立ブライデンセ図書館（2月22日）

参加者
　�大友一雄、太田尚宏、高見純、シルヴィオ・ヴィータ、チェーザレ・パシーニ、

デリオ・ヴァニア・プロヴェルビオ、アンヘラ・ヌーニェス＝ガイタン
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（2）主要公開シンポジウム・講演会・くずし字講座等

2014年11月1日（土）
バチカン図書館所蔵マレガ神父収集豊後キリシタン文書群の魅力
場所

臼杵市民会館　小ホール
主催等
　�（主催）マレガ・プロジェクト（人間文化研究機構 国文学研究資料館・国立歴史民

俗博物館、東京大学史料編纂所、大分県立先哲史料館、バチカン図書館）／（共
催）大分県教育委員会、臼杵市教育委員会／（後援）キリシタン・南蛮文化交流
協定協議会［国東市、日出町、大分市、臼杵市、津久見市、竹田市］

内容
主催者挨拶
　　今西祐一郎（人間文化研究機構理事 国文学研究資料館長）
　　チェーザレ・パシーニ（バチカン図書館長）
歓迎の挨拶
　　中野五郎（臼杵市長）
趣旨説明
　　大友一雄（国文学研究資料館）
報告
　「バチカン図書館所蔵マレガ文書について」
　　デリオ・ヴァニア・プロヴェルビオ（バチカン図書館）
　�「マレガ神父収集文書群の魅力を保存し伝える ―調査方法と進捗状況の紹介―」
　　松井洋子（東京大学史料編纂所）
　「近世豊後のキリシタン禁制史料の発生システムと伝来」
　　佐藤晃洋（大分県立先哲史料館）
フロアーを交えた意見交換
　司会
　　シルヴィオ・ヴィータ（京都外国語大学）
　　久留島浩（国立歴史民俗博物館）
閉会の挨拶
　　井口和起（元京都府立大学長）
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2015年9月12日（土）
キリシタンの跡をたどる
―バチカン図書館所蔵マレガ収集文書の発見と国際交流―
場所

バチカン図書館　聖ピオ十世ホール
主催等
　�（主催）バチカン図書館、人間文化研究機構 国文学研究資料館／（共催）大分県教

育委員会、東京大学史料編纂所／（協力）教皇庁立サレジオ大学（以下、サレジ
オ大学）、ローマ日本文化会館、イタリア東方学研究所／（後援）在バチカン日本
大使館、ローマ大学、ヴェネツィア・カ・フォスカリ大学（以下、ヴェネツィア
大学）、ナポリ東洋大学、伊日研究学会

内容
　「16-19世紀日本におけるキリシタンの受容・禁制・潜伏」
　　大橋幸泰（早稲田大学）
　「近世日本豊後のキリシタン禁制と民衆統制」
　　佐藤晃洋（大分県立先哲史料館）
　「一宣教師の半生を探る ―マレガ文書群の成立とその背景にあるもの―」
　　シルヴィオ・ヴィータ（京都外国語大学）
　�「マレガ神父収集文書の整理と保存 ―バチカン図書館と日本の共同調査と交流―」
　　アンヘラ・ヌーニェス＝ガイタン（バチカン図書館）

2016年10月5・6日（水・木）　マレガ・プロジェクト ワークショップ
バチカン図書館所蔵マレガ文書の保存と修復 ―技術の交流と創発―
場所

バチカン図書館情報学々校、バチカン図書館修復室
主催等
　�（主催）バチカン図書館、人間文化研究機構 国文学研究資料館／（共催）大分県教

育委員会、東京大学史料編纂所、公益財団法人トヨタ財団研究助成「被災アーカ
イブズの新たな保存技術発信へのアプローチ」（代表青木睦）／（協力）イタリア
東方学研究所／（後援）文部科学省、サレジオ大学、在バチカン日本大使館、ロ
ーマ日本文化会館

内容
〈1日目〉

開催挨拶
　　ジャン＝ルイ・ブルーゲス（バチカン図書館尚書長）
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　　佐藤洋一郎（人間文化研究機構理事）
　　中村芳夫（在バチカン日本国特命全権大使）
趣旨説明
　　大友一雄（国文学研究資料館）
第Ⅰ部　マレガ文書や日本の事例から見る保存・修復
　�《マレガ・プロジェクトによる保存管理活動と日本における文書群の保存管理》
　　「マレガ・プロジェクトにおける日本の古文書の調査方法について」
　　　アンヘラ・ヌーニェス＝ガイタン（バチカン図書館）
　　「日本歴史資料の保存理論と実践」
　　　青木睦（国文学研究資料館）
　　「和紙に関して ―文書に使われる紙と修復に使用する紙―」
　　　増田勝彦（前 昭和女子大学）
　　「日本歴史資料の形態と種類」
　　　太田尚宏（国文学研究資料館）
　《修復技術・最新技術とマレガ文書の事例》
　　「日本における伝統的な手法を応用した記録資料の修復」
　　　金山正子（元興寺文化財研究所）
　　「マレガ・プロジェクトにおける西洋の修復家からみた日本文書」
　　　マリア・ロザーリア・カステッレッティ（バチカン図書館）
　　　シルヴィア・フォスケッティ（バチカン図書館）
　　　マルタ・グリマッチャ（バチカン図書館）
第Ⅱ部　災害と資料レスキュー：日伊の事例（トヨタ財団助成プログラム）
　　「東日本大震災における最新のレスキュー修復技術」
　　　高科真紀（国文学研究資料館）
　　「国立フィレンツェ中央図書館における資料レスキュー対策」
　　　アレッサンドロ・シドーティ（国立フィレンツェ中央図書館）

〈2日目〉
実践トレーニングとデモンストレーション
　実習内容：文書の展開、こよりの作り方、解綴方法、部分修復、裏打ちなど
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2017年2月9・10日（木・金）　マレガ・プロジェクト ワークショップ
日本近世文書のくずし字解読を学ぶ
―バチカン図書館所蔵マレガ収集文書を通じて―（2月9日）
バチカン図書館所蔵マレガ収集文書群の伝来と構造（2月10日）
場所

バチカン図書館情報学々校
主催等
　�（主催）バチカン図書館、人間文化研究機構 国文学研究資料館／（共催）東京大学

史料編纂所、大分教育行委員会、イタリア日本研究学会（AISTUGIA）、イタリア
東方学研究所／（後援）ローマ日本文化会館、在バチカン日本大使館、ローマ大学、
ヴェネツィア大学、ナポリ東洋大学

内容
〈1日目〉

　「日本古文書とくずし字解読」
　　太田尚宏（国文学研究資料館）
　くずし字解読実践１　「切支丹末裔の出生・婚姻・離縁と文書システム」
　　宮間純一（国文学研究資料館）
　くずし字解読実践２　「切支丹末裔の死去と文書システム」
　　平井義人（日出町歴史資料館・帆足萬里記念館）

〈2日目〉
　「マレガ文書群の構造と目録記述について」
　　大友一雄（国文学研究資料館）
第Ⅰ部　文書群の出所に関する研究
　「マレガ氏の経歴と文書収集について」
　　シルヴィオ・ヴィータ（京都外国語大学）
　「臼杵藩宗門方と宗門改 ―臼杵藩宗門奉行の基礎的研究―」
　　三野行徳（国文学研究資料館）
第Ⅱ部　文書群の伝来・管理・利用に関する研究
　「臼杵藩の文書群管理と端裏書・収納袋」
　　太田尚宏（国文学研究資料館）
　「『豊後切支丹史料』（正・続）編纂と文書管理」
　　松井洋子（東京大学史料編纂所）
　「キリシタン摘発史料 ―いわゆる『豊後崩れ』を中心として―」
　松澤克行（東京大学史料編纂所）
第Ⅲ部　目録記述の実際
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　「目録記述の実践報告」
　　佐藤晃洋（大分県教育委員会）
　　藤田淳一郞（大分県教育委員会）
　　宮間純一（国文学研究資料館）
　　工藤航平（東京都公文書館）
第Ⅳ部　目録記述から歴史研究へ
　「寛永12年切支丹改起請文と禁制システムの成立」
　　大津祐司（大分県教育委員会）

2017年3月5日（日）　公開研究会
場所

臼杵市中央公民館
主催等
　�マレガ・プロジェクト
内容

趣旨説明
　　大友一雄（国文学研究資料館）
　「キリシタン墓碑の様相から見たキリシタン統制」
　　神田高士（臼杵市教育委員会）
　「マリオ・マレガ氏の二つの故郷 ―イタリア系宣教師の生涯が語るもの―」
　　シルヴィオ・ヴィータ（京都外国語大学）

2017年6月3日（土）　第30回人間文化研究機構シンポジウム
海の向こうの日本文化 ―その価値と活用を考える―
場所

九州大学西新プラザ
主催等
　（主催）人間文化研究機構／（後援）文部科学省、九州大学
内容

趣旨説明
　　稲賀繁美（国際日本文化研究センター）

報告
　�「オランダ人と平戸との出会い ―ハーグ国立文書館所蔵平戸オランダ商館文書調

査研究・活用―」
　　フレデリック・クレインス（国際日本文化研究センター）
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　�「海を渡った切支丹禁教文書1万点の可能性 ―バチカン図書館所蔵マリオ・マレ
ガ収集文書調査研究・保存・活用―」

　　大友一雄（国文学研究資料館）
　�「シーボルト・コレクションの長崎くんち衣裳 ―ヨーロッパにおける19世紀日

本関連在外資料調査研究・活用―」
　　澤田和人（国立歴史民俗博物館）
　�「ニッケイ社会で生み出された資料から見た日本の言語文化 ―北米における日本

関連在外資料調査研究・活用―」
　　朝日祥之（国立国語研究所）
パネルディスカッション
　　岩崎義則（九州大学）
　　佐藤晃洋（大分県文化課）
　　佐野真由子（長崎県立大学）
　　河野まゆ子（JTB総合研究所）
　　稲賀繁美（国際日本文化研究センター）

2017年7月1日（土）　バチカン図書館所蔵切支丹関係文書群の魅力を探る
―マレガ・プロジェクト研究報告―
場所

国文学研究資料館2F大会議室
主催等
　�（主催）人間文化研究機構 国文学研究史料館／（共催）バチカン図書館、東京大学

史料編纂所、大分県教育庁、イタリア東方学研究所
内容

開会挨拶
　　立本成文（人間文化研究機構長）
　　ロバート・キャンベル（国文学研究資料館長）
来賓挨拶
　　ジョセフ・チェノットゥ大司教（駐日ローマ法王庁特命全権大使）
進行
　　清水有子（明治大学）
第Ⅰ部　マレガ・プロジェクトの紹介と進捗
　「プロジェクトの進捗とその可能性」
　　大友一雄（国文学研究資料館）
　「マレガ文書群の概要」
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　　佐藤晃洋（大分県教育庁文化課）
第Ⅱ部　マレガ文書の魅力を探る ―マレガ神父・キリシタン統制・村社会―
　�「マリオ・マレガ神父のキリシタン研究を探る ―地元の民間学と大正・昭和のキ

リシタン像を中心に―」
　　シルヴィオ・ヴィータ（京都外国語大学）
　「臼杵藩宗門方役所とキリシタン統制」
　　三野行徳（国文学研究資料館）
　「キリシタン類族改制度と村社会 ―臼杵藩の場合―」
　　大橋幸泰（早稲田大学）
全体討論
　司会
　　太田尚宏（国文学研究資料館）
　コメンテーター
　　岡美穂子（東京大学史料編纂所）

2017年9月1日（金）　パネル報告
EAJS Conference in Lisbon 近世におけるキリシタン統制とその仕組み
―バチカン図書館所蔵マレガ神父収集文書研究報告―
場所

ヌエバ・デ・リスボン大学　24番教室
主催等
　（主催）ヨーロッパ日本研究協会（EAJS）
内容

パネルセクション8a「宗教と思想史」
　　エリカ・バッフェリ（マンチェスター大学）
　　ルチーア・ドルチェ（ロンドン大学東洋アフリカ研究学院）

　趣旨説明
　　シルヴィオ・ヴィータ（京都外国語大学）

　紹介
　�「パネル報告の前提 ―バチカン図書館所蔵マリオ・マレガ収集文書の発見と共同調

査―」
　　大友一雄（国文学研究資料館）

　報告
　�「マリオ・マレガ神父のキリシタン研究を探る ―地元の民間学と大正・昭和のキ

リシタン像を中心に―」
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　　シルヴィオ・ヴィータ（京都外国語大学）
　「臼杵藩宗門方役所とキリシタン統制」
　　三野行徳（国文学研究資料館）
　「キリシタン類族改制度と村社会 ―臼杵藩の場合―」
　　大橋幸泰（早稲田大学）
ディスカッサント
　　マーティン・ノゲイラ・ラモス（フランス国立極東学院）

2017年10月26日（木）シンポジウム
日本とバチカンの過去から未来をつなぐマレガ文書の世界
場所

ローマ日本文化会館
主催等
　�（共催）人間文化研究機構 国文学研究資料館、バチカン図書館、ローマ日本文化会

館／（助成）東芝国際交流財団／（後援）在バチカン日本国大使館
開会挨拶

　　竹下潤（ローマ日本文化会館副館長）
　　チェーザレ・パシーニ（バチカン図書館長）

来賓挨拶
　　中村芳夫（在バチカン日本国特命全権大使）

内容
　「バチカン図書館で発見された日本の禁教文書とその魅力」
　　大友一雄（国文学研究資料館）
　�「マリオ・マレガ（1902年生−78年没）の見た日本：歴史研究としての宣教活

動」
　　シルヴィオ・ヴィータ（京都外国語大学）
　「バチカン図書館におけるマレガ・プロジェクト ―相互理解と協業体験―」
　　アンヘラ・ヌーニェス＝ガイタン（バチカン図書館修復部門長）

2017年10月27・28日（金・土）　マレガ・プロジェクト ワークショップ
くずし字解読を学ぶ ―バチカン図書館所蔵マレガ文書の世界―
場所

ローマ大学
主催等
　�（共催）人間文化研究機構 国文学研究資料館、バチカン図書館、ローマ文化会館、
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ローマ大学、イタリア日本研究学会（AISTUGIA）他
内容
〈1日目〉
　開催挨拶

イタリア日本研究学会会長
　趣旨説明

　　大友一雄（国文学研究資料館）
講義
　「日本古文書とくずし字解読」
　　太田尚宏（国文学研究資料館）
　くずし字解読実践１「切支丹末裔の出生・結婚と文書システム」
　　宮間純一（国文学研究資料館）
　くずし字解読実践２「寺院の役割と切支丹末裔の死」
　　櫻井成昭（大分県立先哲史料館）
解読実習　くずし字解読グループワーク1

〈2日目〉
解読実習　くずし字解読グループワーク2
進行
　　シルヴィオ・ヴィータ（京都外国語大学）
　　マルコ・デルベーネ（ローマ大学）

2018年3月8日（木）　大手町アカデミア
新発見！ 欧州に眠る史料が「日本史」を変える
場所

読売新聞ビル3階「新聞教室」
主催等
　�（主催）読売新聞東京本社／（運営協力）中央公論新社／（特別協力）人間文化研

究機構／（協力）YOMIURI ONLINE、月刊『中央公論』
内容

　「オランダの史料から読み解く 家康の知られざる外交術」
　　フレデリック・クレインス（国際日本文化研究センター）
　「バチカン図書館で発見された 世界的記憶資産・キリシタン文書」
　　大友一雄（国文学研究資料館）
司会
　　呉座勇一（国際日本文化研究センター）
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2018年11月11日（日）　臼杵市連携事業
マレガ・プロジェクト史料講座　マレガ史料をよむ
―豊後キリシタン史と踏絵―
場所

臼杵中央公民館
主催等
　�（主催）人間文化研究機構 国文学研究資料館、臼杵市教育委員会、東京大学史料編

纂所、大分県立先哲史料館／（共催）臼杵市／（後援）キリシタン南蛮文化協定
交流協議会、臼杵史談会、野津町きっちょむ史談会、大分県地方史研究会、臼杵
商工会議所、臼杵市観光情報協会、野津町商工会、吉四六の里野津町観光協会、
大分合同新聞社、臼杵ケーブルネット、朝日新聞、読売新聞、毎日新聞、NHK、
OBS大分放送、大分テレビ、大分朝日放送

内容
　�「キリシタン宣教とキリシタン教界の興廃 ―ザビエルから宣教師国外追放までの

概史―」
　　五野井隆史（東京大学名誉教授）
　「マレガ史料にみる臼杵藩のキリシタン禁制政策」
　　佐藤晃洋（大分県立高田高等学校校長）
　「臼杵藩の踏絵 ―2種類の方法を読み解く―」
　　太田尚宏（国文学研究資料館）

2018年12月14・15日（金・土）　ローマ大学連携事業　マレガ・プロジェク
ト ワークショップ
日本歴史資料（古文書）のくずし字解読と資料調査法
―マレガ文書を通じた日伊教材開発・教授法研究のために―
場所

ローマ大学サピエンツァ東洋研究学科図書館
主催等
　�（主催）ローマ大学、マレガ・プロジェクト（人間文化研究機構 国文学研究資料館、

バチカン図書館、東京大学史料編纂所、大分県立先哲史料館、臼杵市教育委員会、
国立イタリア東方学研究所）、イタリア日本研究学会

内容
〈1日目〉

開会挨拶
　　アレッサンドラ・ブレッツィ（ローマ大学東洋研究学科長）
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　　大友一雄（国文学研究資料館）
第Ⅰ部　日本歴史資料（古文書）とくずし字解読
　「日本歴史資料（古文書）の解読と内容理解」
　　太田尚宏（国文学研究資料館）
第Ⅱ部　臼杵藩の「絵踏」制度関係文書を学ぶ
　くずし字解読実践1「儀式となった絵踏」
　　大津祐司（大分県先哲史料館）
　くずし字解読実践2「日常的な絵踏」
　　佐藤孝之（東京大学史料編纂所）
　グループワーク1「くずし字解読」
　　大友一雄・三野行徳（国文学研究資料館）
　　松澤克行（東京大学史料編纂所）
解説
　　岡村一幸（臼杵市教育委員会）
通訳
　　高見 純（国文学研究資料館）

〈2日目〉
挨拶
　　廣瀬祐宏（大分県参事）
第Ⅰ部・第Ⅱ部のまとめと討論
　　太田尚宏（国文学研究資料館）
第Ⅲ部　古文書調査の方法と技術を学ぶ
　概要調査の方法と技術
　　太田尚宏（国文学研究資料館）
　グループワーク2「古文書概要調査実習」
　第Ⅲ部のまとめ
進行
　　マルコ・デルベーネ（ローマ大学）
　　ルカ・ミラーズィ（ローマ大学）

2018年12月18・19日（火・水）　ナポリ東洋大学連携事業　マレガ・プロジ
ェクト ワークショップ
日本歴史資料（古文書）とくずし字解読
場所

ナポリ東洋大学
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主催等
　�（主催）ナポリ東洋大学、マレガ・プロジェクト（人間文化研究機構 国文学研究資

料館、バチカン図書館、東京大学史料編纂所、大分県立先哲史料館、臼杵市教育
委員会、国立イタリア東方学研究所）

内容
〈1日目〉

進行
　　シルヴィオ・ヴィータ（京都外国語大学）
　　キアラ・ギディーニ（ナポリ東洋大学）
開会挨拶
　　キアラ・ギディーニ（ナポリ東洋大学）
趣旨説明
　　大友一雄（国文学研究資料館）
第Ⅰ部　くずし字解読の基礎をまなぶ

  「日本歴史資料（古文書）とくずし字解読」
　　太田尚宏（国文学研究資料館）
第Ⅱ部　臼杵藩の「絵踏」制度関係文書を学ぶ
くずし字解読実践1「儀式となった絵踏」
　　大津祐司（大分県立先哲史料館）
くずし字解読実践2「日常的な絵踏」
　　佐藤孝之（東京大学史料編纂所）
第Ⅲ部　くずし字解読グループワーク「踏絵の対象となった人々」
くずし字解読グループワーク1
　　大友一雄、山下則子、三野行徳（国文学研究資料館）
解説
　　岡村一幸（臼杵市教育委員会）
通訳
　　高見純（国文学研究資料館）
　　湯上良（学習院大学）

〈2日目〉
くずし字解読グループワーク2
　　大友一雄、山下則子、三野行徳（国文学研究資料館）
解説
　　松澤克行（東京大学史料編纂所）
通訳
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　　高見純（国文学研究資料館）
　　湯上良（学習院大学）
まとめと討論

2018年12月20日（木）
マリオ・マレガ、20世紀の証人 ―サレジオ会の見た日本―
場所

サレジオ大学ドン・ボスコ図書館E.Viganò教室
主催等
　（主催）サレジオ大学、マレガ・プロジェクト
内容

証言
　�「（マリオ・マレガに関する日本語資料の上映、戦間期に描かれた自叙伝等につい

て）」
講演

　　「ゴリツィアとトリエステのマリオ・マレガ」
　　マルコ・プレスニカー（国立ゴリツィア文書館）

　　「オーストリア・ハンガリー帝国における最初の設立」
　　スタニスワフ・ジムニアック（サレジオ歴史研究所）

　　「サレジオ会の成熟：トリノとリグリア」
　　アルド・ジラウド（サレジオ大学)

　　「マリオ・マレガの日本：布教、翻訳、研究、収集」
　　シルヴィオ・ヴィータ（京都外国語大学）
　�「宣教の地におけるキリスト教の歴史文書：バチカン図書館におけるマレガ・プ

ロジェクト」
　　湯上良（学習院大学）
　「印刷物のマレガ資料群における日本の古書：特徴と希少性」
　　山下則子（国文学研究資料館）

2019年1月12日（土）　マレガ・プロジェクト×別府大学　学術・教育連携事
業　バチカン図書館所蔵マリオ・マレガ収集文書の発見と情報資源化
場所
　別府大学　1号館46号教室
主催等
　（主催）マレガ･プロジェクト、別府大学
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内容
　「マレガ文書の発見と調査協議」
　　平井義人（日出町歴史資料館・帆足萬里記念館）
　「調査計画論（準備調査・調査計画、協定、組織など）」
　　大友一雄（国文学研究資料館）
　「マレガ文書の概要調査と保存修復」
　　青木睦（国文学研究資料館）
　「マレガ文書の撮影・目録作成」
　　太田尚宏（国文学研究資料館）
　「画像データベースの構築・公開」
　　大友一雄（国文学研究資料館）

2019年2月9日（土）　人間文化研究機構ネットワーク型基幹研究プロジェク
ト「日本関連在外資料調査研究・活用事業」
国際シンポジウム　国際海洋都市平戸と異文化へのあこがれ
―在外資料が変える日本研究―
場所

平戸オランダ商館
主催等
　�（主催）人間文化研究機構ネットワーク型基幹研究プロジェクト「日本関連在外資

料調査研究・活用事業」プロジェクト間連携による研究成果活用、国際日本文化
研究センター／（共催・協力）平戸市、公益財団法人松浦史料博物館、平戸オラ
ンダ商館

内容
挨拶
　　岸上伸啓（総合人間文化研究推進センター副センター長）
　　岡山芳治（松浦史料博物館長）
趣旨説明
　　稲賀繁美（国際日本文化研究センター）
総合司会
　　光平有希（国際日本文化研究センター）
基調講演
　「松浦静山と平戸商館時代」
　　松田清（京都大学名誉教授）
第Ⅰ部　発表
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　「初期の平戸オランダ商館（1609〜1621）」
　　フレデリック・クレインス（国際日本文化研究センター）
　　シンティア・フィアレ（ライデン大学）
　「平戸オランダ商館会計帳簿について」
　　前田秀人（平戸市文化観光商工部文化交流課）
　「シーボルトの日本博物館 ―最後の構想をめぐる謎解き―」
　　福岡万里子（国立歴史民俗博物館）
第Ⅱ部　発表
　�「昭和戦前期のイタリア人宣教師と豊後キリシタン ─マリオ・マレガ神父（1902-

1978）収集活動の歴史的位置付け―」
　　シルヴィオ・ヴィータ（京都外国語大学）
　「海外への人の移動史の精緻化を目指して ―在外資料がもたらすもの―」
　　根川幸男（国際日本文化研究センター）
講演者・パネリストによる総合討論及び質疑応答
　司会
　　小川仁（関西大学博士）
　総括
　　稲賀繁美（国際日本文化研究センター）

2019年6月22日（土）
近世東アジアにおけるキリシタンの受容と弾圧
場所

早稲田大学早稲田キャンパス14号館501号室
主催等
　�（主催）キリシタン科研［科学研究費助成事業（科学研究費補助金）（基盤研究）
（B）一般）課題番号17H02392「近世日本のキリシタンと異文化交流」］、マレガ・
プロジェクト（人間文化研究機構 国文学研究資料館、東京大学史料編纂所、大分
県立先哲史料館）／（後援）公益財団法人東洋文庫、日仏東洋学会、フランス国
立極東学院

内容
　�「日本におけるキリシタン禁令の成立過程 ―正親町天皇の永禄8年京都追放令を

中心に―」
　　清水有子（明治大学）
　「失われた民衆の声を求めて ―島原天草一揆後の排耶書を中心に―」
　　マーティン･ノゲイラ･ラモス（フランス国立極東学院）
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　「日本から中国までの禁教 ―清代の絵踏を中心に―」
　　ピエール･エマニュエル･ルー（パリ･ディドロ大学）
　「近世ベトナムにおけるキリシタンの受容と弾圧」
　　牧野元紀（昭和女子大学・東洋文庫）
ディスカッサント
　　三野行徳（国文学研究資料館）
趣旨説明・司会
　　大橋幸泰（早稲田大学）

2019年9月5・7日（木・土）　ゴリツィア研究交流会
ゴリツィアから日本へ ―歴史記憶と文化的基盤の中のマリオ・マレガ師―
場所

ゴリツィア、パラッツォ・デ・グラーツィア（9月5日）
モッサのサンタンドレア教区教会、ドン・G・ボスコ講堂（9月7日）

主催等
　�（オーガナイザー）マルコ・プレスニカー（国立ゴリツィア文書館長）／（主催）

人間文化研究機構 国文学研究資料館、イタリア国立東方学研究所、ゴリツィア社
会史・宗教史協会／（協力団体）フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア農工金融
公庫、ゴリツィア大司教区／（協賛団体）ゴリツィア市、モッサ市、フリウリ・
ヴェネツィア・ジューリア州文化遺産公社、国立ゴリツィア文書館、ゴリツィア
大司教区の週刊紙『ヴォーチェ・イゾンティーナ』、ゴリツィア中央神学院公共図
書館、モッサのサンタンドレア教区、ルチニーコのサン・ジョルジョ教区／（後
援団体）ローマ日本文化会館、サレジオ大学、大分県立先哲史料館、フリウリ文
献学団体「ルチーニス」

内容
〈1日目〉『日出ずる国での40年 ―1929–74年―』

　「時代の証人マリオ・マレガ師」
　　シルヴィオ・ヴィータ（京都外国語大学）　　※イタリア語による発表
　「（マレガ一族による証言）」
　　ジョヴァンニ・メデオット、セルジョ・タヴァーノ
　※�このほかドキュメンタリー番組『マレガ文書 ―時を越えて―』上演、Arai 

Hiromiによるピアノ演奏あり
〈2日目〉『マリオ・マレガ師の記憶 ―1902-78年―』

協力　日本学術振興会科学研究費（JP16H02723、JP17K03053）
　「マリオ・マレガの日本解釈」
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　　シルヴィオ・ヴィータ（京都外国語大学）
　「マリオ・マレガと地方社会 ―1930–40年代の大分―」
　　大津祐司（大分県立先哲史料館）
　�「バチカン図書館所蔵マレガ資料 ―マレガ師収集の文書に書かれていること―」
　　湯上良（学習院大学）

2019年10月26日（土）　マレガ・プロジェクト国際シンポジウム
マレガ収集日本資料の発見と豊後キリシタン研究の新成果
場所

大分県豊の国情報ライブラリー2F視聴覚ホール
主催等
　�（主催）マレガ・プロジェクト（人間文化研究機構 国文学研究資料館・国立歴史民

俗博物館、バチカン図書館、イタリア東方学研究所、東京大学史料編纂所、大分
県立先哲史料館）、大分県教育委員会／（共催）大分県、臼杵市／（後援）キリシ
タン・南蛮文化交流協定協議会［国東市、日出町、大分市、臼杵市、津久見市、
竹田市、由布市］、大分県地方史研究会、報道関係各社

内容
挨拶
　　広瀬勝貞（大分県知事）
趣旨説明
　　大友一雄（国文学研究資料館）
第Ⅰ部　マリオ・マレガ収集日本資料と国際交流
司会進行
　　シルヴィオ・ヴィータ（京都外国語大学）
　�「バチカン図書館所蔵のマレガ資料：過去から未来へ人々の間に架け橋を築く」
　　チェーザレ・パシーニ（バチカン図書館長）
　�「バチカン図書館におけるマレガ・プロジェクト ―相互理解と協業の体・

験―」
　　アンヘラ・ヌーニェス＝ガイタン（バチカン図書館資料修復室長）
　「マリオ・マレガ神父と日本資料コレクション」
　　ロバート・キャンベル（国文学研究資料館長）
第Ⅱ部　マレガ収集キリシタン関係文書の魅力と新発見
司会進行
　　大橋幸泰（早稲田大学）
　「禁教初期における臼杵藩のキリシタン対策」
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　　佐藤晃洋（大分県立高田高等学校）
　「臼杵藩宗門奉行と類族制度」
　　三野行徳（国文学研究資料館）
コメントとディスカッション
　コメンテーター
　　平井義人（日出町歴史資料館・帆足萬里記念館）
　　大津祐司（大分県立先哲史料館）
　　大友一雄（国文学研究資料館）
全体進行
　　松井洋子（東京大学史料編纂所）

2019年10月27日（日）　大分・長崎交流講座
ヨーロッパとアジアの風がふくところ
場所

長崎歴史文化博物館ホール
主催等
　�（主催）大分県立先哲史料館（大分県教育委員会）、マレガ･プロジェクト（人間文

化研究機構 国文学研究資料館・国立歴史民俗博物館、東京大学史料編纂所、臼杵
市、イタリア東方学研究所、バチカン図書館）、長崎大学、長崎純心大学／（協力）
長崎歴史文化博物館、長崎市長崎学研究所／（後援）キリシタン・南蛮文化交流
協定協議会［国東市、日出町、大分市、臼杵市、津久見市、竹田市、由布市］、大
分県地方史研究会、大分合同新聞社、NHK大分放送局、OBS大分放送、TOSテレ
ビ大分、OAB大分朝日放送、エフエム大分、長崎新聞社、NHK長崎放送局、NBC
長崎放送、KTNテレビ長崎、NCC長崎文化放送、NIB長崎国際テレビ、エフエム
長崎

内容
代表挨拶
　　木村直樹（長崎大学）
　�「教皇庁バチカン図書館の『マレガ史料』―過去から未来へ人々をつなぐ架け橋
―」

　　チェーザレ・パシーニ（バチカン図書館長）
　�「バチカン図書館におけるマレガ･プロジェクト ―相互理解と協働の経験―」
　　アンヘラ・ヌーニェス＝ガイタン（バチカン図書館保存修復室長）
　「マレガ資料と大分のキリスト教」
　　櫻井成昭（大分県立先哲史料館）
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閉会挨拶
　　大津祐司（大分県立先哲史料館）

2019年11月16・23日（土・土）
マレガ・プロジェクト史料講座 ―マレガ史料をよむ―
場所

臼杵市中央公民館
主催等
　（主催）臼杵市教育委員会、マレガ・プロジェクト／（共催）臼杵市
内容

　「『マレガ資料』をよむ ―江戸時代の臼杵領とキリシタン―」
　　櫻井成昭（大分県立先哲資料館）
　「よみがえる『豊後切支丹史料』」
　　松井洋子（東京大学史料編纂所）
　「臼杵藩の『類族』統制と領民のくらし」
　　太田尚宏（国文学研究資料館）

2019年12月9・10日（月・火）　ローマ大学連携事業
日本歴史資料（古文書）のくずし字解読と資料調査法
―マレガ文書を通じた日伊教材開発・教授法研究のために―
場所

ローマ大学
主催等
　�（主催）ローマ大学、マレガ・プロジェクト（人間文化研究機構 国文学研究資料館、

バチカン図書館、東京大学史料編纂所、大分県立先哲史料館、臼杵市教育委員会）
内容
〈1日目〉

開会挨拶
　　大友一雄（国文学研究資料館）

　　「マレガ文書の読解のために」
　　太田尚宏（国文学研究資料館）

　　「マレガ神父とマレガ神父収集文書の伝来・整理」
　　マルコ・デルベーネ（ローマ大学）

　　「マレガ神父収集文書を解読する」
　　ルカ・ミラーズィ（ローマ大学）
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　「くずし字解読文を読む『臼杵藩と幕府』」
　　太田尚宏（国文学研究資料館）、ルカ・ミラーズィ（ローマ大学）
　「くずし字を解読してみる『臼杵藩と村々』」
　　櫻井成昭（大分県立先哲史料館）

〈2日目〉
　くずし字解読グループワーク
　　太田尚宏（国文学研究資料館）
閉会挨拶
　　大友一雄（国文学研究資料館）

2020年1月11日（土）　マレガ・プロジェクト×別府大学　学術・教育連携事
業　宣教師マリオ・マレガと日本研究
場所

別府大学　1号館46号教室
主催等
　（主催）マレガ･プロジェクト、別府大学
内容

挨拶
　　飯沼賢司（別府大学学長）
　　浅野則子（別府大学大学院文学研究科長）
　　大友一雄（国文学研究資料館）
　�「マリオ・マレガによる『古事記』のイタリア語訳 ―布教と文化研究の周辺をめ

ぐって―」
　　シルヴィオ・ヴィータ（京都外国語大学）
　「マリオ・マレガの切支丹研究と史跡調査」
　　田中裕介（別府大学）
　「マリオ・マレガと別府大学」
　　山本晴樹（別府大学）

2020年2月10日（月）　マレガ・プロジェクト×ローマ大学・ナポリ東洋大学　
成果活用学術・教育連携事業
グローバル情報社会における日本アーカイブに関する国際的人材育成プログラム
場所

豊の国情報ライブラリー　第6研修室
主催等
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　（主催）マレガ･プロジェクト、ローマ大学、ナポリ東洋大学
内容

挨拶
　　大友一雄（国文学研究資料館）
　　シルヴィオ・ヴィータ（京都外国語大学）
第Ⅰ部　「豊後キリシタン史」研究と史料
　「大分のキリスト教史と諸資料」
　　大津祐司（大分県立先哲史料館）
　　松原勝也（大分県立先哲史料館）
第Ⅱ部　在外日本資料の調査と活用
　「マレガ・コレクションとデータベース」
　　大友一雄（国文学研究資料館）
　「ローマ大学における前近代日本資料に関する新たな取り組み」
　　ルカ・ミラーズィ（ローマ大学）
　「マレガ・データベースの特徴と可能性」
　　ノエミ・トゥッチョ（ナポリ東洋大学）
　「ローマ大学における日本資料の整理・保存の取り組み」
　　サマンサ・オドリー（ローマ大学）

　�第Ⅲ部　「マレガ神父収集資料」を用いた研究の実際 ―キリシタンの分布を中心に
―
　「臼杵藩領キリシタンの〈数〉と〈広がり〉」
　　平井義人（日出町歴史資料館）

2020年12月11・12日（金・土）　ローマ大学・ナポリ東洋大学くずし字連携
講義　マレガ・プロジェクト ワークショップ
バチカン図書館所蔵マレガ収集文書の解読と理解
場所

ウェブ会議システム（Zoom）
主催等
　（主催）マレガ・プロジェクト、ローマ大学、ナポリ東洋大学
内容

講師：太田尚宏（国文学研究資料館）、ルカ・ミラーズィ（ローマ大学）
〈1日目〉

開会挨拶
講義・演習1・2
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コミュニケーション・タイム
〈2日目〉

講義・演習３・４
コミュニケーション・タイム

2021年10月2日（土）　マレガ・プロジェクト×別府大学　学術・教育連携事業
豊後国のキリシタン・類族とマレガ資料
場所

別府大学　3号館ホール
ウェブ会議システム（Zoom）

主催等
　（主催）マレガ･プロジェクト、別府大学
内容

開会挨拶
　　飯沼賢司（別府大学学長）
　　針谷武志（別府大学大学院文学研究科長）
　　太田尚宏（国文学研究資料館）
講義
　「豊後諸藩領における『切支丹露顕』について」
　　豊田寛三（元別府大学学長）
　「豊後臼杵藩における類族の婚姻状況 ―マレガ文書の検討から―」
　　清水有子（明治大学准教授）
　「類族出生・死亡届を用いたキリシタン数と分布の復元」
　　平井義人（日出町歴史資料館館長、別府大学講師）
　「端裏書を用いた臼杵藩宗門方による文書管理の復元」
　　太田尚宏（国文学研究資料館）
閉会挨拶
　　山本晴樹（別府大学名誉教授）

※2021年10月までに実施したものを記録した。
※�原題等がイタリア語のものについては、掲載にあたって適宜日本語訳を行った。
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執　筆　者　一　覧� （所属と立場は2021年4月現在）

大友一雄（おおとも　かずお）
人間文化研究機構国文学研究資料館　名誉教授

『日本近世国家の権威と儀礼』（吉川弘文館、1999年）、「バチカン図書館所蔵豊後キ
リシタン史料群とマリオ・マレガ神父」（『歴史と地理：日本史の研究』第682号、山
川出版社、2015年）、『バチカン図書館所蔵マリオ・マレガ資料 ―概要と紹介―』（三
野行徳共編、マレガ・プロジェクト、2021年）など

太田尚宏（おおた　なおひろ）
国文学研究資料館研究部　准教授

『幕府代官伊奈氏と江戸周辺地域』（岩田書院、2010年）、「真田家文書〈家老日記〉
の種類と性格」（『国文学研究資料館紀要 アーカイブズ研究篇』第10号、2014年）、

『マリオ・マレガ資料を読む（英語版）』（バチカン図書館、2022年刊行予定）など

青木 睦（あおき　むつみ）
国文学研究資料館研究部　准教授

『被災資料救助から考える資料保存 ―東日本大震災後の釜石市での文書レスキューを
中心に―』（共同保存図書館・多摩、2013年）、「日本歴史資料の保存理論と実践」（マ
レガ・プロジェクト編『マレガプロジェクト・ワークショップ１　バチカン図書館
所蔵マレガ文書の保存と修復 ―技術の交流と創発―』、2016年）、Preservation and 
conservation of Japanese archival documents. The Marega Collection in the Vatican 
Library, (co-edited with Ángela Núñez Gaitán, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città 
del Vaticano, 2019) など

シルヴィオ・ヴィータ（Silvio Vita）
京都外国語大学外国語学部　教授

「豊後キリシタンの跡をたどるマリオ・マレガ神父 ―マレガ文書群の成立過程とその
背景―」（『国文学研究資料館紀要 アーカイブズ研究篇』第12号、2016年）、「マリ
オ・マレガの執筆活動とその『文脈』」（『国文学研究資料館紀要 アーカイブズ研究
篇』第14号、2017年）、「ファシズム時代のイタリア語訳『古事記』とその背景・
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 ―「日本の聖書」について―」（平藤喜久子編著『ファシズムと聖なるもの／古代的
なるもの』北海道大学出版会、2020年）など

大津祐司（おおつ　ゆうじ）
大分県立先哲史料館　元館長

『豊後キリスト教史』（大分県立先哲史料館展示図録、2001年）、「豊後国大野郡野津
院下藤村の村落構造 ―指導者リアンとキリシタン墓地―」（大分県立先哲史料館『史
料館研究紀要』第19号、2015年）、「大友宗麟・義統」（五野井隆史監修『キリシタン
大名 ―布教・政策・信仰の実相―』宮帯出版社、2017年）など

大橋幸泰（おおはし　ゆきひろ）
早稲田大学教育・総合科学学術院　教授

『検証 島原天草一揆』（吉川弘文館、2008年）、『潜伏キリシタン ―江戸時代の禁教政
策と民衆―』（講談社、2014年）、『近世潜伏宗教論 ―キリシタンと隠し念仏―』（校
倉書房、2017年）など

櫻井成昭（さくらい　なりあき）
大分県教育庁文化課

『六郷山と田染荘遺跡』（同成社、2005年）、「善光寺地震と豊後国日田 ―災害情報の
伝達と蓄積―」（『歴史地震』第29号、2014年）、「豊前のキリシタン」（大分県立先哲
史料館編『史料館研究紀要』第21号、2016年）など

佐藤晃洋（さとう　あきひろ）
竹田市歴史文化館・由学館　館長

「マレガ文書にみる臼杵藩キリシタン禁制政策開始期の文書」（『東京大学史料編纂所
研究紀要』第26号、2016年）、「臼杵藩におけるキリシタン禁制政策確立後の文書」

（『大分県地方史』第227号、2016年）、「解説 唐橋君山と岡藩における『豊後国志』
編纂事業」（太田由佳訳・松田清注『訓読 豊後国志』思文閣出版、2018年）など

清水有子（しみず　ゆうこ）
明治大学文学部　准教授

『近世日本とルソン ―「鎖国」形成史再考―』（東京堂出版、2012年）、「豊臣秀吉政
権 の 神 国 宣 言 ―伴 天 連 追 放 令 の 基 本 的 性 格 と 秀 吉 の 宗 教 政 策 を 踏 ま え・
て―」（『歴史学研究』第958号、2017年）、「キリシタン禁制史の研究状況と課題」

（川村信三編『キリシタン歴史探求の現在と未来』教文館、2021年）など
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高見 純（たかみ　じゅん）
拓殖大学政経学部　准教授

「15世紀前半期ヴェネツィアにおける大兄弟会の貧困救済」（『社会経済史学』第83巻、
第 2 号、2017 年 ）、La Contabilità della Scuola Grande di San Marco nel tardo 
Medioevo a Venezia (Mediterranean World, 23, 2017)、「中近世ヴェネツィアにおけ
る宗教兄弟会のアーカイブズ管理」（『国文学研究資料館紀要 アーカイブズ研究篇』
第16号、2020年）など

田中裕介（たなか　ゆうすけ）
別府大学文学部　教授

「豊後キリシタン遺跡の研究史 戦前編」（『大分県地方史』227号、2016年）、『下藤地
区キリシタン墓地』（臼杵市教育委員会・共著、2016年）、「日本におけるキリシタン
墓地の類型とイエズス会の適応政策」（狭川真一さん還暦記念会編『論集 葬送・墓・
石塔 狭川真一さん還暦記念論文集』、2019年）など

アンヘラ・ヌーニェス＝ガイタン（Ángela Núñez Gaitán）
バチカン図書館保存修復部門　室長

「マレガ・プロジェクトにおける日本の古文書の調査方法について」（マレガ・プロ
ジェクト編『マレガプロジェクト・ワークショップ１　バチカン図書館所蔵マレガ
文書の保存と修復 ―技術の交流と創発―』、2016年）、「Il Progetto Marega in 
Biblioteca Vaticana、Esperienza di Intesa e Collaborazione」（マレガ・プロジェク
ト 編『2017年 度 東 芝 国 際 交 流 財 団 助 成 報 告 書 』、2018年 ）、Preservation and 
conservation of Japanese archival documents. The Marega Collection in the Vatican 
Library, (co-edited with Mutsumi Aoki, Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del 
Vaticano, 2019) など

平井義人（ひらい　よしと）
日出町歴史資料館・帆足萬里記念館　館長

「地域災害史の検証と必要となる史料の姿」（国文学研究資料館編『社会変容と民間
アーカイブズ』勉誠出版、2017年）、「庄屋宛書簡にあらわれる村落生活の諸相」（高
橋啓先生退官記念論集『地域社会史への試み』原田印刷出版、2004年）、「岡藩の江
戸屋敷」（『竹田市誌』第１巻、2009年）など
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デリオ・ヴァニア・プロヴェルビオ（Delio Vania Proverbio）
バチカン図書館写本部門　主任研究員
La Recensione Etiopica Dell'omelia Pseudochrisostomica de Ficu Exarata Ed Il Suo 
Tréfonds Orientale, (Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 1998) ; I “Füyûzât-ı 
mıknâtısiyye” di İbrahim Müteferrika: per una revisione delle fonti [A revised 
examination of the European sources of İbrahim Müteferrika’s Füyûzât-ı 
Mıknâtısiyye], (Turcica Vaticana, 2010); ʿİsà the Prophet: some Turkish anecdotes 
not found in the Arabic tradition. Part1‒3: The long-living worshipper, (Comparative 
Oriental Manuscript Studies Newsletter, No.2‒5, 2011‒13)など

三野行徳（みの　ゆきのり）
国立歴史民俗博物館　客員准教授

「明治維新と武家の北海道移住 ―有珠郡における新たな共同体形成―」（旅の文化研
究所『旅の文化研究所研究報告』23号、2013年）、「多摩の自治体史編さんと地域の
歴史意識」（関東近世史研究会『関東近世史研究』第81号、2018年）など

宮間純一（みやま　じゅんいち）
中央大学文学部　准教授

『国葬の成立 ―明治国家と「功臣」の死―』（勉誠出版、2015年）、『戊辰内乱期の社
会 ―佐幕と勤王のあいだ―』（思文閣出版、2015年）、『天皇陵と近代 ―地域の中の
大友皇子伝説―』（平凡社、2018年）など

村井早苗（むらい　さなえ）
日本女子大学　名誉教授

『幕藩制成立とキリシタン禁制』（文献出版、1987年）、『キリシタン禁制の地域的展
開』（岩田書院、2007年）、『天皇とキリシタン禁制』（雄山閣、2000年）など

湯上 良（ゆがみ　りょう）
学習院大学人文科学研究所　客員所員

『禁書 ―グーテンベルクから百科全書まで―』（単訳、法政大学出版局、2017年）、
「非国有アーカイブズと公的保護 ―イタリアにおける国家機関の創設―」（『国文学研
究資料館紀要 アーカイブズ研究篇』第13号、2017年）、Il fondo Marega e i suoi 
scritti（『Lucinis』ルチニーコ文化センター年報、第44号、2020年）など
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